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令和５年第４回中城村議会臨時会（第１日目） 

招 集 年 月 日 令和５年７月11日（火） 

招 集 の 場 所 中 城 村 議 会 議 事 堂 

開 会 ・ 散 会 ・ 

閉 会 等 日 時 

開  会 令和５年７月11日  （午前10時00分） 

閉  会 令和５年７月11日  （午前10時32分） 

応 招 議 員 

 

 

（ 出 席 議 員 ） 
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８ 番 屋 良 照 枝 16 番 伊 佐 則 勝 

欠 席 議 員     

会議録署名議員 13 番 新 垣 博 正 14 番 新 垣 善 功 

職務のため本会議 
に 出 席 し た 者 議会事務局長 比 嘉   保 議 事 係 長 辰   さおり 

地方自治法第121

条の規定による 

本 会 議 出 席 者 

村 長 浜 田 京 介 こ ど も 課 長 比 嘉 昌 子 

副 村 長 比 嘉 忠 典 企 画 課 長 比 嘉 健 治 
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会 計 管 理 者 新 垣   忍 上下水道課長 仲 村 武 宏 

税 務 課 長 比 嘉   聡 教育総務課長 我 謝 慎太郎 

福 祉 課 長 照 屋   淳 生涯学習課長 渡久地   真 

健康保険課長 島 袋 かおり 教育総務課主幹 森 本 雅 人 
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議 事 日 程 第 １ 号 

日  程 件              名 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 
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第 ４ 議案第34号 中城村老人福祉センター解体工事請負契約 
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○議長 伊佐則勝 おはようございます。ただ

いまより令和５年第４回中城村議会臨時会を開

催します。 

 これから本日の会議を開きます。 

（１０時００分） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定

により、13番 新垣博正議員、14番 新垣善功

議員を指名します。 

 日程第２ 会期の決定の件を議題といたしま

す。 

 お諮りします。本臨時会の会期は本日７月11

日のみにしたいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、本臨時会の会期は本日７月11日の

１日間に決定しました。 

 日程第３ 議案第33号 令和５年度中城村一

般会計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、議案第33号 令

和５年度中城村一般会計補正予算（第２号）に

ついて御提案申し上げます。 

 

 

 

議案第33号 

 

令和５年度中城村一般会計補正予算（第２号） 

 

 令和５年度中城村一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17,604千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ9,290,021千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  令和５年７月11日 提出 

 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

15 国庫支出金  1,975,104 14,651 1,989,755 

 ２ 国庫補助金 558,517 14,651 573,168 
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款 項 補正前の額 補正額 計 

19 繰入金  165,086 53 165,139 

 ２ 基金繰入金 165,086 53 165,139 

22 村債  272,564 2,900 275,464 

 １ 村債 272,564 2,900 275,464 

歳  入  合  計 9,272,417 17,604 9,290,021 
    

 

（歳 出）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

２ 総務費  1,136,310 2,843 1,139,153 

 ３ 戸籍住民基本台帳費 78,170 2,843 81,013 

10 教育費  1,213,959 14,761 1,228,720 

 ６ 保健体育費 272,989 14,761 287,750 

歳  出  合  計 9,272,417 17,604 9,290,021 
    

 

第２表  地 方 債 補 正 
   

起債の目的 
補   正   前 補   正   後 

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

社会教育施設整備

事業債 

千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,300 

証書借入 

又 は 

証券発行 

 年５％以内

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資金等につい

て、利率の見

直しを行った

後 に おい て

は、当該見直

し後の利率） 

 特別の融資

条件のあるも

のを除き、償

還期限は、据

置期間を含め

30年以内、償

還方法は、元

金均等又は元

利 均 等に よ

る。 

 ただし、財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期間を

短縮し、もし

くは繰上げ償

還又は低利に

借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

58,200 同じ 同じ 同じ 
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 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 それでは、補正予算

について。 

 マイナンバーカード事務費補助金284万3,000

円、この業務内容はどのような作業をされるの

かお答えください。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 それでは、お答え

します。 

 マイナポイント申込み申請が９月末に終了す

ることにより、８月、９月にそのポイント申請

の殺到することが想定されますので、それに対

応できるように８月、９月分を委託業務として、

業務に対応するために委託を予定しております。

期間としては２か月間で、その内容としまして

は、この委託業者からの人員の派遣と、あと、

それに対応する機器のリース、それを２か月見

込んでおります。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 これは、本村の職員

が作業するのではなくて、委託業者と契約をし

て、委託業者がこの作業をされるということで

すか。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 お答えします。 

 現在、３台の機器で対応しておりますが、そ

れでも対応しきれないだろうということで、委

託業者に人材の派遣とその機器の持込みをして

もらって、合計６台で対応していこうと考えて

おります。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 今、国のほうでは、

総点検ということで、このマイナンバーカード

についての総点検の指令が出ているという報道

がされていますけれども、それらに関連するよ

うな作業もこれには入るんでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 お答えします。 

 現在、国から29項目、それの指示が出ている

んですが、まだ具体的に市町村には下りてきて

おりません。 

 今回の委託業務には、その部分は含まれてお

りません。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありますか。 

 12番 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、ちょっと

質問させていただきます。 

 ８ページの３目の公園施設費、そこの委託料

のちょっと説明をひとつお願いします。 

 これ、まだまだ先の予定だったと思うんです

けれども、また、何があってなのか。 

 総合的に、また、設計料ではありますけれど

も、施設はどのぐらいの金額を考えての設計委

託か。設計委託者は、村内設計事務所が多いの

かどうか、検討しているかも。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 こちらに関しましては、沖縄振興特定事業推

進費のほうに申請しておりまして、それが６月

30日付で交付決定いたしました。それで急遽こ

ちらのほうに組ませていただきました。 

 設計、今回は、基本設計と実施設計と解体設

計のこの金額になっております。 

 今の段階でのおおよその概算としましては、

全て含めますと４億6,000万円ぐらいになるの

を想定しております。 

 あと、設計業者に関しましては、今のところ

はまだまだそういう段階ではございませんので、

特に決まってはおりません。 
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○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 今の段階で、設計を

ぜひ村内業者にさせていただきたいと。 

 今、小学校なりいろんな物件は、全然業者が、

村内業者を育成していませんので、ぜひその件

は十分考えていただきたいと。お願いします。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、議案第33号

について質疑をいたします。 

 まず１点目、これも、７ページの２款総務費

の委託料になるんですけれども、これは先ほど

も話があったんですけれども、直近のマイナン

バーカードの本村の取得率というのが大体どれ

ぐらいになっているのか。 

 そして、２点目が、今、新聞報道でもあるよ

うに個人情報の誤登録等で自主返納が本村でも

４件あったということで報道されているんです

けれども、これが７月に入っても返納の話があ

るのかどうか、あるいは、問合せ等、いろんな

ものがあるのか。この２点、伺います。 

 ３点目に、金城議員のほうからありました建

て替え設計業務について、これは総トータルで

４億6,000万円の予算を計上すると、それぐら

い見込んでいるということなんですけれども、

今回1,400万円余りで設計業務、あとは解体ま

で含めるということなんですけれども、これが

解体した後、建築しないといけないという状況

になると思うんですけれども、それも含めての

４億6,000万円なのか。そのあたりの財源のめ

どはついているのかどうか。そのあたりを伺い

ます。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 お答えします。 

 まず、マイナンバーの取得率としましては、

中城村は６月末時点で62.48％であります。 

 それから、返納の件ですけれども、７月に入

っては返納、現在のところはございません。 

 ただ、問合せは一、二件、そういった確認の

ためにあることは承知しております。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 まず、その４億6,000万円の中身についてな

んですが、一応これに関しましては、先ほど言

った設計関係とあと解体工事と新設工事、全て

を含めての金額になっております。 

 財源に関しましては、企画課長のほうでちょ

っとお願いしたいと思うんですが。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 比嘉健治。 

○企画課長 比嘉健治 それでは、お答えしま

す。 

 先ほど、生涯学習課長からもありました沖縄

振興特定推進事業費、これについて３年間の事

業の交付決定を受けておりますので、財源のめ

どはついております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 マイナンバーカードに

ついては、今いろいろ国の不手際と言っても私

は過言ではないというふうに思っているんです

けれども、やはりそれが村内を付随して、いろ

いろな問合せとかそういうものがあるんであれ

ば、またしっかり担当課のほうで対応をしてい

ただいて、安心で安全なやり方でやっています

よというものを村民に安心させないといけない

ということで、ぜひちょっと親身になって対応

していただきたいと。 

 これから返納がまた出てくるかもしれないん

ですけれども、そういう場面でもしっかり対応

して、できるだけ全員が、今62.4％ということ

なんですけれども、多くの人がぜひ取れるよう

な体制づくりをしっかりやっていってほしいと、

このように思っております。 

 あと、設計業務なんですけれども、トータル

で４億6,000万円ということなので、これも３
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年間の推進事業があるということなんですね。 

 その中で、しっかりと今までのも、この建て

替えについては、前々からぜひ早くやってほし

いという要望もあるものですから、それについ

てはしっかり予算組み、そして、しっかりした

計画を立てて、できるだけ早く推進をしていっ

てほしいということですので、ぜひしっかりと

やっていただきたいと、このように思っており

ます。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第33号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第33号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第33号 令和５年度中城村一般

会計補正予算（第２号）を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第33号 令和５年度中城村一

般会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可

決されました。 

 日程第４ 議案第34号 中城村老人福祉セン

ター解体工事請負契約についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第34号 中城村老人福

祉センター解体工事請負契約について御提案申

し上げます。 

 

 

 

議案第34号 

 

中城村老人福祉センター解体工事請負契約について 

 

 中城村老人福祉センター解体工事について、次のように工事請負契約を締結したいので、地方自

治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１．契約の目的        中城村老人福祉センター解体工事 

２．契約の方法        指名競争入札 

３．契約金額         金 27,925,700円 

   うち取引に係る消費税 

   及び地方消費税の額、  金  2,575,700円 

   産業廃棄物税相当額 
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４．契約の相手方       沖縄県宜野湾市真栄原二丁目５番１－201号 

               有限会社 昭和興業 

               取締役 結 城 和 昭 

 

  令和５年７月11日 提出 

 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

 中城村老人福祉センター解体工事の工事請負契約の締結については、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を必要とする。 
 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「休憩で」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１０時１８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時２０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「休憩」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１０時２０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時２２分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、質問しま

す。 

 入札の業者選定で、村内業者３社です。その

理由を少し、15社の中で３社というのは少ない

んじゃないかなと思います。 

 それと、今、休憩の中での質問でありました

けれども、これは追加はなしということで今答

弁ありましたけれども、本当に追加がないのか

どうか。 

 それと、設計内容で残すべき箇所、擁壁は残

すと、ちょっと前回お聞きしましたけれども、

段差のところで要するにどうなるのか。 

 土砂搬出も出てくるのか。東側の隣地の段差

とか、そういうのを残したときに、またそこの、

どんなふうに残すのか。隣地の、道路側の隣地

の件ですね。土砂とか流れないのかどうなのか、

こういう件も考えてあるのかな。 

 また、そういうのが追加として出たら、この

金額で落札した意味がないんじゃないかなと思

うんですけれども、どうですか。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 今の、擁壁の件ですけれども、基本的に周囲

を囲っている擁壁の部分についてはそのまま残

すということで、地主さん、また、添石自治会

のほうとお話合いをして、あちらからの要望も

ありましたので、擁壁は基本残すという考えを

しています。 

 もう１つ残るのが社会福祉協議会が使ってい

たプレハブですね、きらりのプレハブ。そちら

は、添石自治会のほうに譲渡されましたので、

そこのプレハブとその周囲のコンクリの地盤の
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ところですね。そこの部分、添石自治会の敷地

の範囲内においては、そこは残しておくという

形で今合意しております。 

 あとは、撤去した後のこの、金城議員おっし

ゃるような段差の部分ですね。そちらについて

は、基本的にきちんと対応ができるようになだ

らかな形でやるということで、設計のほうをや

った上で、その設計書を事業者の方々に見せて

おります、出しておりますので、それに基づい

た金額で出ているということで考えております。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 今、設計書ではゆる

やかな勾配で流出しないように考えているとい

う答弁ですけれども、今、添石自治会が使うこ

のプレハブの件で、そことの現状、２階との段

差が大分ありますよね。そこの擁壁は、建物で

止めてあるはずなんですけれども、そこのほう

の、要するに収めというか、そういうのはまた

この予算にちゃんと入っているんですよね。 

 そこから、今ある現状の取り壊した段階で、

土砂とかまた村道に、この添石の自治会の土地

に、そこのほうも流れ出るおそれがあると思う

んですけれども、そこの止めが見えないものだ

から。 

 これ、業者の最安値で落札した場合、そうい

う追加、追加が出て、どうなのかなと一瞬思う

わけよ。 

 そういうのが出ないように、このちゃんと設

計士は見積りしていると思うんだけれども、ち

ゃんとした止めができなかったら、また追加出

すのかどうか。 

 こういうのがあんまり分からないですね。 

 そこだけ、もう一度だけ。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 基本、設計の段階で、

そちらのリスクも含めて、地主の方々からも意

見お伺いして積算はしておりますので、基本的

には工事、出した内容については、そのリスク

も踏まえて設計はされたものと理解しておりま

す。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 先ほど、業者選定の

ほうもちょっと答弁お願いします。 

 中城村は３者しか指名していないということ、

答弁漏れがあるわけだ。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えしま

す。 

 指名業者選定につきましては、地元経済の活

性化、村内事業者の育成を図ることは重要であ

ると考えております。 

 発注の標準となります請負工事の設定額、業

種別の等級に基づきまして、競争性を確保した

上で、村内事業者への優先発注に努めていると

ころであります。 

 発注部署からの工事の概要書を基に、経営状

況であったり信用の状況、当該建設工事等につ

いての技術的適性などを踏まえて、村内業者及

びその他の業者の選定をしているところであり

ます。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありますか。 

 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 議案第34号 中城村

老人福祉センター解体工事請負契約についてお

伺いします。 

 地下に埋設されているものというのは、もう

全て確認されていますか。配管とか、あるいは

またパイル、くいとかですね。その本数とかそ

ういったのも把握されていますか。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 設計書、当初、設計のときの設計書が残って

いましたので、それを基に確認、確認というか、

積算の中には入れて、事業者の方々には提案出

しております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 
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○１３番 新垣博正議員 じゃ、取り残しがな

いようにということで、十分対応するようにお

願いします。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありますか。 

 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、議案第34号

について質疑をいたします。 

 これ、落札率が45.11％で、大分予定価格よ

り低いんですけれども、今回、この建物につい

てのアスベストの検査は行われたのか、入って

いないということで進められているのか、その

あたりいかがですか。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 アスベストの検査につきましては、令和４年

度の補正で計上させていただいて、12月、年末

までに実施をしました。飛散性のアスベストは

ないという報告を受けております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 これも今まで提案で、

まあ１億円ぐらいかかるんじゃないかなという

ふうな話もあったんですけれども、2,500万円

ぐらいで済むんであれば、本村としては安くで

きるということですので、ぜひ地権者、あるい

は地主の方々にも、何の問題もなくしっかり返

還できるような体制で、終わってから、またあ

っちも悪い、こっちも悪いと言われないように、

しっかりとした対応をお願いしたいというふう

に思っております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありますか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第34号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第34号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第34号 中城村老人福祉センタ

ー解体工事請負契約についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第34号 中城村老人福祉セン

ター解体工事請負契約については、原案のとお

り可決されました。 

 お諮りします。 

 会議規則第45条の規定により、本臨時会にお

いて議決の結果生じた条項、字句、数字、その

他の整理を要するものについては、その整理を

議長に一任してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、条項、字句、数字、その他の整理

を要するものについては、議長に一任すること

に決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これで、本臨時会を閉会いたします。御苦労

さまでした。 

閉 会（１０時３２分） 
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 地方自治法第123条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

      中城村議会議長 伊 佐 則 勝 

 

      中城村議会議員 新 垣 博 正 

 

      中城村議会議員 新 垣 善 功 



第 5 回  定  例  会 



令和５年第５回中城村議会定例会会期日程表 
 

開 会  令和５年９月８日 
会 期 20 日間 

閉 会  令和５年９月27日 

 

日 次 月  日 曜日 開議時刻 会 議 名 事       項 

第１日 ９月８日 金 午前10時 本 会 議 会議録署名議員の指名、会期の決定 

諸般の報告、行政報告、陳情第６、７号 

議案第35、36、37、38、39、40、41、42、43号

に対する説明、質疑、討論、採決、及び 

議案第44号に対する説明、質疑、委員会付託 

認定第１、２、３、４、５、６、７号に対する

説明 

同意第４号に対する説明、質疑、討論、採決 

報告第５、６、７、８、９、10号に対する報告 

第２日 ９月９日 土  休 会  

第３日 ９月10日 日  休 会  

第４日 ９月11日 月 午前10時 本 会 議 一般質問（４人） 

第５日 ９月12日 火 午前10時 本 会 議 一般質問（４人） 

第６日 ９月13日 水 午前10時 本 会 議 一般質問（４人） 

第７日 ９月14日 木 午前10時 本 会 議 一般質問（１人） 

認定第１、２、３、４、５、６、７号に対する

質疑、委員会付託 

第８日 ９月15日 金 午前10時 委 員 会 委員会審議 

第９日 ９月16日 土  休 会  

第10日 ９月17日 日  休 会  

第11日 ９月18日 月  休 会 敬老の日 

第12日 ９月19日 火 午前10時 委 員 会 委員会審議 

第13日 ９月20日 水 午前10時 委 員 会 委員会審議 

第14日 ９月21日 木 午前10時 委 員 会 委員会審議（陳情等審査及び委員長取りまと

め） 

第15日 ９月22日 金 午前10時 委 員 会 委員会審議（連合審査） 

第16日 ９月23日 土  休 会 秋分の日 

第17日 ９月24日 日  休 会  

第18日 ９月25日 月 午前10時 委 員 会 委員会審議（連合審査） 

第19日 ９月26日 火 午前10時 委 員 会 委員会審議（連合審査） 

第20日 ９月27日 水 午前10時 本 会 議 委員長報告に対する質疑、討論、採決 

     閉会 
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令和５年第５回中城村議会定例会（第１日目） 

招 集 年 月 日 令和５年９月８日（金） 

招 集 の 場 所 中 城 村 議 会 議 事 堂 

開 会 ・ 散 会 ・ 

閉 会 等 日 時 

開  会 令和５年９月８日  （午前10時00分） 

散  会 令和５年９月８日  （午後４時47分） 

応 招 議 員 

 

 

（ 出 席 議 員 ） 

議 席 番 号 氏   名 議 席 番 号 氏   名 

１ 番 小橋川 恵 美 ９ 番 大 城 常 良 

２ 番 玉那覇   登 10 番 比 嘉 麻 乃 

３ 番 比 嘉   護 11 番 仲 松 正 敏 

４ 番 桃 原   清 12 番 金 城   章 

５ 番 新 垣 貞 則 13 番 新 垣 博 正 

６ 番 安 里 清 市 14 番 新 垣 善 功 

７ 番 新 垣   修 15 番 石 原 昌 雄 

８ 番 屋 良 照 枝 16 番 伊 佐 則 勝 

欠 席 議 員     

会議録署名議員 15 番 石 原 昌 雄 １ 番 小橋川 恵 美 

職務のため本会議 
に 出 席 し た 者 議会事務局長 比 嘉   保 議 事 係 長 辰   さおり 

地方自治法第121

条の規定による 

本 会 議 出 席 者 

村 長 浜 田 京 介 こ ど も 課 長 比 嘉 昌 子 

副 村 長 比 嘉 忠 典 企 画 課 長 比 嘉 健 治 

教 育 長 比 嘉 良 治 まちづくり推進課長 金 城   勉 

総 務 課 長 大 湾 朝 也 都市建設課長 呉 屋 克 行 

住民生活課長 仲 村 盛 和 
産 業 振 興 課 長 兼 
農業委員会事務局長 仲 松 範 三 

会 計 管 理 者 新 垣   忍 上下水道課長 仲 村 武 宏 

税 務 課 長 比 嘉   聡 教育総務課長 我 謝 慎太郎 

福 祉 課 長 照 屋   淳 生涯学習課長 渡久地   真 

健康保険課長 島 袋 かおり 教育総務課主幹 森 本 雅 人 
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議 事 日 程 第 １ 号 

日  程 件              名 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸般の報告 

第 ４ 行政報告 

第 ５ 陳情第６号 地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 

第 ６ 陳情第７号 県産品の優先使用について（要請） 

第 ７ 議案第35号 中城村印鑑条例の一部を改正する条例 

第 ８ 議案第36号 中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例 

第 ９ 議案第37号 中城村こども医療費助成条例の一部を改正する条例 

第 10 議案第38号 令和５年度中城村一般会計補正予算（第３号） 

第 11 議案第39号 令和５年度中城村国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

第 12 議案第40号 令和５年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

第 13 議案第41号 令和５年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

第 14 議案第42号 令和５年度中城村下水道事業会計補正予算（第２号） 

第 15 議案第43号 令和５年度中城村水道事業会計補正予算（第１号） 

第 16 議案第44号 令和４年度中城村水道事業未処分利益剰余金の処分について 

第 17 認定第１号 令和４年度中城村一般会計歳入歳出決算認定について 

第 18 認定第２号 令和４年度中城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 19 認定第３号 令和４年度中城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

第 20 認定第４号 令和４年度中城村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 21 認定第５号 令和４年度中城村土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 22 認定第６号 令和４年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

       て 

第 23 認定第７号 令和４年度中城村水道事業会計決算認定について 
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第 24 同意第４号 農業委員会委員の任命について 

第 25 報告第５号 専決処分の報告について（「子ども第三の居場所」新築工事第２回改定契 

       約） 

第 26 報告第６号 令和４年度決算に係る健全化判断比率について 

第 27 報告第７号 令和４年度決算に係る資金不足比率について（中城村公共下水道事業特別 

       会計） 

第 28 報告第８号 令和４年度決算に係る資金不足比率について（中城村土地区画整理事業特 

       別会計） 

第 29 報告第９号 令和４年度決算に係る資金不足比率について（中城村水道事業会計） 

第 30 報告第10号 令和４年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について 
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○議長 伊佐則勝 おはようございます。ただ

いまより令和５年第５回中城村議会定例会を開

催します。 

 これから本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定

により、15番 石原昌雄議員及び１番 小橋川

恵美議員を指名します。 

 日程第２ 会期の決定の件を議題といたしま

す。 

 お諮りします。本定例会の会期は本日９月８

日から９月27日の20日間にしたいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、本定例会の会期は本日９月８日

から９月27日の20日間に決定しました。 

 日程第３ 諸般の報告を行います。 

      諸般の報告について 

 令和５年６月９日より令和５年９月７日まで

の諸般の報告を下記のとおり行います。 

記 

１ 例月現金出納検査の報告について 

  村監査委員より、令和５年６月、７月、８

月の例月現金出納検査の結果報告がありまし

た。お手元に結果報告書をお配りしてありま

すのでご参照ください。 

２ 一部事務組合議会及び南部広域行政組合議

会・介護保険広域連合議会、また後期高齢者

医療広域連合議会、中部広域町村圏事務組合

議会からの報告について 

  それぞれの議会議員により各議会における

議事の経過及び結果の報告がありました。お

手元に報告書をお配りしてありますので御参

照ください。 

３ 各所管事務調査の報告について 

 ○総務常任委員会 

 ・７月31日（月）ふるさと納税の仕組みや増

税への取組等について、企画課より調査し

ております。 

 ○文教社会常任委員会 

 ・７月４日（火）学童クラブ経営者からの意

見聴取及びこども課より認定保育園に関す

る調査を行っております。 

 ○建設常任委員会 

 ・８月17日（木）都市建設課及び上下水道課

より、令和４年度歳入歳出決算書の説明を

受けております。 

  なお、提出された各報告書については事務

局で閲覧してください。 

４ 陳情・要請・意見書等の処理について 

  期間中に受理した陳情、要請、意見書等に

ついては５件受理し、９月４日の議会運営委

員会で協議した結果、陳情第９号『学童クラ

ブが抱える課題と解決を求める要望書につい

て』は文教社会常任委員会へ付託し、陳情第

10号『健康保険証の存続を求める陳情書』に

ついては総務常任委員会へ付託いたします。

陳情第８号『有事法制に基づき、早急に全国

に地下シェルター建設を求める意見書の採択

の陳情について』は資料配付とし、また陳情

第６号及び７号の『地元産品奨励及び地元企

業優先使用について（要請）』、『県及び県

産品の優先使用について（要請）』について

は、本日の審議日程に加えております。 

５ 沖縄県町村議会議長会並びに中部地区町村

議会議長会関係について 

 ○７月13日（木）から14日（金）まで中部地

区町村議会での県内行政視察が与那国町に

て、国民保護法における訓練状況について

研修が執り行われ、議長及び事務局長が参

加しております。 

 ○８月16日（水）から18日（金）まで沖縄県

中部広域及び山形県最上広域理事・議員合

同研修が山形県にて開催され、議長が参加
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しております。 

 ○８月16日（水）沖縄県町村議会議長会の県

内正副議長及び正副委員長の研修会が北谷

町のニライセンターで開催され、副議長及

び各正副委員長が参加しております。 

６ その他 

  その他の日程等については別紙を御参照く

ださい。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 日程第４ 行政報告を行います。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、行政報告を行い

ます。 

 お手元の資料についての報告でございます。 

 令和５年５月から令和５年７月までの村長及

び教育長の主要事項日程等につきましては、資

料を御覧いただきたいと思います。 

 今議会におきましては、２点を行政報告とい

たします。 

 まず最初に、中城村こども医療費助成事業の

助成対象年齢の拡大についてでございます。こ

れまでの助成対象年齢につきましては中学校卒

業までとなっておりましたが、今回、18歳の年

度末までと拡大し、子育て世帯の経済的負担軽

減を通じ、少子化対策の推進に資するため、医

療費助成事業の対象年齢を拡大しております。 

 申請受付開始日につきましては、令和５年９

月中旬を予定しており、令和５年10月１日診療

分より助成開始をいたします。申請には、対象

となる子供の保険証の写しと受給者の振込口座

確認書類の写しが必要となります。対象者につ

きましては約620人を想定しております。 

 ２点目に、シニア世代生活支援事業について

でございます。新型コロナウイルス感染症等を

起因とした原油価格、食料品価格等の物価高騰

により、様々な影響を受けている本村在住の65

歳以上の方に対し、商品券給付による支援を行

い、経済的な負担軽減を図ります。対象者は、

昭和34年４月１日以前に出生した者で、令和５

年６月１日時点で中城村の住民基本台帳に登録

がある者で、対象者は4,827人を想定しており

ます。 

 商品券につきましては、村内で登録された事

業所において利用できるものとする。１人当た

り１万5,000円分を支援いたします。 

 申請方法につきましては、対象者本人へ役場

から通知文書を送付し、対象者は各字公民館及

び役場で手続を行います。手続には通知文書と

本人確認のための身分証が必要となります。給

付予定日は令和５年11月１日から順次行う予定

でございます。また、商品券の有効期限は令和

６年２月29日までといたします。 

 その他の報告といたしまして、通学費の支援

事業に関する報告も併せて御報告いたします。 

 去る６月議会におきまして、比嘉麻乃議員か

らの質問を受けておりました通学費支援につい

て、非課税世帯などを対象とした沖縄県の支援

事業、中高生バス通学費支援事業の対象として

護佐丸バスが該当することになりました。 

 今回の質問を受け、県への事業拡大提案と本

村における子供たちへの支援ができることとな

り、比嘉麻乃議員並びに沖縄県教育支援課にお

ける早期の対応等に感謝を申し上げます。 

 以上２点とその他１件の行政報告といたしま

す。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 休憩いたします。 

休 憩（１０時１０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時１４分） 

○議長 伊佐則勝 再開いたします。 

 日程第５ 陳情第６号 地元産品奨励及び地

元企業優先使用について（要請）を議題としま

す。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す陳情第６号は会議規則第95条の規定により、

同規則第92条第２項の規定によって委員会付託
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を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、陳情第６号は委員会付託を省略

します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから陳情第６号 地元産品奨励及び地元

企業優先使用について（要請）を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、陳情第６号 地元産品奨励及び地

元企業優先使用について（要請）は原案のとお

り採択されました。 

 続きまして、日程第６ 陳情第７号 県産品

の優先使用について（要請）を議題とします。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す陳情第７号は会議規則第95条の規定により、

同規則第92条第２項の規定によって委員会付託

を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、陳情第７号は委員会付託を省略

します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから陳情第７号 県産品の優先使用につ

いて（要請）を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、陳情第７号 県産品の優先使用に

ついて（要請）は原案のとおり採択されました。 

 日程第７ 議案第35号 中城村印鑑条例の一

部を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第35号 中城村印鑑条

例の一部を改正する条例について御提案申し上

げます。 

 

 

 

議案第35号 

 

   中城村印鑑条例の一部を改正する条例 

 

 中城村印鑑条例（昭和51年中城村条例第７号）の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和５年９月８日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

 個人番号カードに加え、スマートフォンに搭載された個人番号カード機能を使用し、コンビニ等
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に設置されている多機能端末機から取得できることが可能となるよう中城村印鑑条例の一部を改正

する必要がある。 
 

 

    中城村印鑑条例の一部を改正する条例 

  中城村印鑑条例（昭和51年中城村条例第７号）の一部を次のように改正する。 
  

改正後 改正前 
  

 （印鑑登録証明書の交付）  （印鑑登録証明書の交付） 

第13条 （略） 

２ （略） 

３ 前２項の規定に関わらず、印鑑の登録を受け

ている者であって個人番号カード（行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条

第７項に規定する個人番号カードをいう。）又

は移動端末設備（電子署名等に係る地方公共団

体システム機構の認証業務に関する法律第16条

の２に規定する移動端末設備をいう。）を使用

し、多機能端末機（本村の電子計算機と電気通

信回線で接続された端末機で、当該端末機の操

作により印鑑登録証明書等を自動的に交付する

機能を有するものをいう。）に当該利用者証明

用電子証明書に係る暗証番号（電子署名等に係

る地方公共団体情報システム機構の認証業務に

関する法律施行規則（平成15年総務省令第120

号）第42条第２項の規定により設定された暗証

番号をいう。）、その他必要な事項を入力して

印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受

けることができる。 

第13条 （略） 

２ （略） 

３ 前２項の規定に関わらず、印鑑の登録を受け

ている者であって個人番号カード（行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条

第７項に規定する個人番号カードをいう。）の

交付を受けている者が           

                     

                     

 、多機能端末機（本村の電子計算機と電気通

信回線で接続された端末機で、当該端末機の操

作により印鑑登録証明書等を自動的に交付する

機能を有するものをいう。）に当該利用者証明

用電子証明書に係る暗証番号（電子署名等に係

る地方公共団体情報システム機構の認証業務に

関する法律施行規則（平成15年総務省令第120

号）第42条第２項の規定により設定された暗証

番号をいう。）、その他必要な事項を入力して

印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受

けることができる。 
  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま
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す議案第35号は会議規則第39条第３項の規定に

よって委員会付託を省略したいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第35号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第35号 中城村印鑑条例の一部

を改正する条例を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第35号 中城村印鑑条例の一

部を改正する条例は原案のとおり可決されまし

た。 

 日程第８ 議案第36号 中城村固定資産税の

課税免除等の特例に関する条例の一部を改正す

る条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第36号 中城村固定資

産税の課税免除等の特例に関する条例の一部を

改正する条例について御提案申し上げます。 

 

 

議案第36号 

 

   中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

 中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例（平成20年中城村条例

第22号）の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項

の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和５年９月８日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

 離島振興法（昭和28年法律第72号）等に基づき地方税（事業税、不動産取得税及び固定資産税）

の課税免除又は不均一課税に伴う減収補填措置が行われる場合等を定める６省令について改正が行

われ、そのうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地

方公共団体を定める省令（平成19年総務省令第94号）の改正により、中城村固定資産税の課税免除

等の特例に関する条例の一部を改正する必要がある。 
 

 

    中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例 

  中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例（平成20年中城村条例第22号）の一部を次のよ

うに改正する。 
  

改正例規 現行例規 



─ 21 ─ 

  

 （促進区域における課税免除）  （促進区域における課税免除） 

第６条 村長は、促進区域内において、地域未来

投資促進法第４条第６項の規定による地域経済

牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の

日（当該同意の日が令和７年３月31日以前であ

るものに限る。以下この条において「同意日」

という。）から令和７年３月31日までに促進区

域対象施設を設置した青色申告者等である承認

地域経済牽引事業者（地域未来投資促進法第13

条第４項又は第７項の規定による承認を受けた

者をいう。以下この条において「牽引事業者」

という。）について、当該対象施設の用に供す

る家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である

土地（牽引事業者が同意日以後において取得し

たものに限り、かつ、その取得の日の翌日から

起算して１年以内に当該土地を敷地として、こ

の条における家屋又は構築物の建設の着手があ

った場合における当該土地に限る。）に対して

課する固定資産税は、新たに課されることとな

った年度以降３年度分について、課税を免除す

る。 

第６条 村長は、促進区域内において、地域未来

投資促進法第４条第６項の規定による地域経済

牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の

日（当該同意の日が令和５年３月31日以前であ

るものに限る。以下この条において「同意日」

という。）から令和５年３月31日までに促進区

域対象施設を設置した青色申告者等である承認

地域経済牽引事業者（地域未来投資促進法第13

条第４項又は第７項の規定による承認を受けた

者をいう。以下この条において「牽引事業者」

という。）について、当該対象施設の用に供す

る家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である

土地（牽引事業者が同意日以後において取得し

たものに限り、かつ、その取得の日の翌日から

起算して１年以内に当該土地を敷地として、こ

の条における家屋又は構築物の建設の着手があ

った場合における当該土地に限る。）に対して

課する固定資産税は、新たに課されることとな

った年度以降３年度分について、課税を免除す

る。 
  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の中城村固定資産税の課税免除の特例に関する条例の規

定は、令和５年４月１日から適用する。 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 休憩。 

休 憩（１０時２２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時２３分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第36号は会議規則第39条第３項の規定に

よって委員会付託を省略したいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第36号は委員会付託を省略し
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ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第36号 中城村固定資産税の課

税免除等の特例に関する条例の一部を改正する

条例を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第36号 中城村固定資産税の

課税免除等の特例に関する条例の一部を改正す

る条例は原案のとおり可決されました。 

 日程第９ 議案第37号 中城村こども医療費

助成条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第37号 中城村こども

医療費助成条例の一部を改正する条例について

御提案申し上げます。 

 

 

議案第37号 

 

   中城村こども医療費助成条例の一部を改正する条例 

 

 中城村こども医療費助成条例（平成６年中城村条例第８号）の一部を別紙のとおり改正したいの

で、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和５年９月８日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

 こども医療費助成対象年齢を現行の15歳に達した以後の最初の３月31日までにある者から18歳に

達した以後の最初の３月31日までにある者に変更し、適正な医療費助成のための環境整備及び子育

て世帯の経済的な負担の軽減により少子化対策に資するため、本村条例の一部を改正する必要があ

る。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 

 

 

    中城村こども医療費助成条例の一部を改正する条例 

  中城村こども医療費助成条例（平成６年中城村条例第８号）の一部を次のように改正する。 
  

改正後 改正前 
  

 （用語の意義）  （用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 
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 (1) こども 18歳に達した日以後の最初の３

月31日までにある者をいう。 

 (1) こども 15歳に達した日以後の最初の３

月31日までにある者又は学校教育法（昭和

22年法律第26号）第１条に規定する中学

校、中等教育学校の前期課程又は特別支援

学校の中等部（以下「中学校等」とい

う。）を卒業する日又は終了する日の属す

る月の末日までの間にある者をいう。 

 (2)～(6) （略）  (2)～(6) （略） 

 （助成対象者）  （助成対象者） 

第３条 この条例の定める医療費の助成の対象と

なる者（以下「助成対象者」という。）は、医

療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者

で、かつ、本村に住所を有するこども（以下

「対象こども」という。）又はその保護者とす

る。 

第３条 この条例の定める医療費の助成の対象と

なる者（以下「助成対象者」という。）は、医

療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者

で、かつ、本村に住所を有するこども（以下

「対象こども」という。）   の保護者とす

る。 

２ （略） ２ （略） 

 （助成金の返還）  （助成金の返還） 

第10条 （略） 第10条 （略） 

２ 村長は、前項の規定により助成金の返還を請

求しようとするときは、次に掲げる事項を申請

者に通知するものとする。 

 

 (1) 返還すべき助成金の額  

 (2) 納期日  

３ 村長は、前項の規定により助成対象者に返還

を請求しても指定した納期日までに助成対象者

が返還金を納付しない場合には第２項第１号、

第２号及び次に掲げる事項を通知し、督促する

ことができる。 

 

 (1) 延滞金及び手数料  

４ 村長は、助成対象者が、返還すべき助成金を

第２項第２号に規定する納期日までに納付しな

かった場合は、納期日の翌日から納付日までの

日数に応じ、その未納額につき年３パーセント

の割合で計算した延滞金及び督促の回数につき

100円の手数料を徴収する。 

 （損害賠償との調整） 

 

第14条 村長は、助成金の支給原因である疾病又

は傷病が第三者の行為によって生じたものであ
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り、受給資格者が当該第三者から同一の事由に

つき損害賠償の支払を受けたときは、その支払

を受けた限度において、助成金の全部若しくは

一部を返還させることができる。 

 （委任）  （委任） 

第15条 （略） 第14条 （略） 

 

   附 則 

  この条例は、令和５年10月１日から施行する。 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、議案第37号

 中城村こども医療費助成条例の一部を改正す

る条例について質疑をいたします。 

 まず、提案理由にあります適正な医療費助成

のための環境整備及び子育て世帯の経済的な負

担の軽減により、少子化対策に資するためとい

うことで、私もこれは高く評価するものであり

ます。 

 その上で、先ほど議員のほうから休憩中に話

がありました重度心身障害医療費助成の受給者

は対象外ということであったんですけれども、

やはりそれはしっかりと、休憩で話はあったも

のですから、中身までは言いませんけれども、

しっかりと検討して、10月１日からの施行にな

っているもんですから、それまでには心身障害

者の方々も、この医療費助成が受けられるよう

にしっかり精査して整えていただきたいという

ふうに思っています。担当課としてしっかりや

っていただくよう、もう一度、発言を求めます。 

 ２点目が、改正後の第10条の２に、これは１

ページなんですけれども、村長は前項の規定に

より、助成金の返還を請求しようとするときは、

次に掲げる事項を申請者に通知するものとする

とあるんですけれども、この前項の規定という

のは、医療保険各法の規定が当てはまるのかど

うか。その方の返還請求はどういう状況で発生

するのか。この２点、お願いします。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 返還に関しては、高

額療養費等で後から本人に還付があった場合に、

その分、こども医療費から既にもらった部分を

村のほうに返還をしていただくという事務手続

がありますので、それが返還となります。 

 あと、最初の質問が医療保険の部分でしょう

か。１項に関しては、今現在、資料を持ち合わ

せておりませんので、ちょっと後で調べてから

また回答いたしたいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１０時３０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時３０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 先ほどの重度医療費

助成の対象の年齢の方々につきましては、対象

の人数を把握して速やかに通知をする運びとし

ますので、それは大丈夫です。実施いたします。 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 重度心身障害者の医療

費助成というのは、この方々が常時使う医療機

関でありますので、それをしっかり通常どおり
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医療が受けられるようにしっかり整えていただ

きたいというふうに思っております。 

 ２点目が、高額医療費を使った場合に返還を

求めるということですけれども、やはり病院へ

行ったらすぐ手続して、病院で治療を受けて、

これが現物給付になるということで、これ例え

ば村のほうで高額医療費を使った場合は当ては

まらないですよということで、先んじて通知す

るということはできないということになってい

るわけですか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 高額に該当するかど

うかというのは前もって分かるものではなくて、

実際、通院というよりは入院によるものですの

で、後からしか分からないので、前もって通知

ということはちょっと難しいかなというふうに

思います。 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 これは制度の問題であ

りまして、例えばこういうことをやられるとこ

ろがあるかもしれないと。例えば現物給付をや

る前に、もうこれは例えば高額医療で申請した

場合は受け取れないですよというものをしっか

り、これは利用する方々に伝えておいて、そう

すれば返還とかそういうのがなくなるんじゃな

いかなというふうに思っているんで、ちょっと

これ制度のほうをしっかり熟知して、こういう

対策ができないのかどうか、それを取りあえず

調べていただきたいというふうに思っています。

以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ございませんか。 

 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 ただいまの大城議員

から質問なんですけれども、重度心身障害医療

助成とは、このこども医療費助成事業とは、根

拠法がもともと違うんじゃないですか、どうで

すかね。それに伴って、絡められて聞かれると、

これは答えられないのは当然だと私も思ったり

するんですけれども。根拠法が違うものを統一

して該当させようというのは多少混乱があるん

じゃないかなと思うんですけれども、いかがで

すか。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 重度医療費についてち

ょっとお答えします。 

 重度医療費助成事業に関しましては、沖縄県

の単独事業ということで、沖縄県の２分の１の

補助という扱いで市町村は実施しております。

こども医療費のほうはちょっとまたこども課長

のほうからだと思うんですけれども、両方の制

度の県が２分の１補助をするということの流れ

があったもんですから、両方の給付ではなく、

片方の給付ということで整理をしていかないと

いけないというのがありましたので、今回、う

ちのほうの受給者を辞退してこども医療費のほ

うに移られる方々というのは既に前の議会のと

きに、こども課のほうから対象者には通知しま

すというお話があったかと思うんですけれども、

その通知をされて、うちのほうを一旦、うちの

受給者証の対象から外れて、こども医療費のほ

うに移って、こども医療費の受給者として認定

をすることで給付が受けられるという形になり

ます。 

○議長 伊佐則勝 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 もう一度確認します。

そもそも論の話なんですけれども、何で２人の

課長がこのように、どっちが所管しているのか

よく分からなくなるような答弁をされるのかが

非常に不思議なんですけれどもね。私は、こど

も課長に聞いたつもりなんですよ。 

 ですから、法律の根拠が違うものを今、質問

されると、もちろん対象となる年齢層が一つと

いうことで、何となく該当するんじゃないかな

みたいなので言われたのかもしれませんが、ど

ちらが法律的には優先して給付する根拠がある

のかをお伺いします。 
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○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 こちらこども医療費

助成に関しては、沖縄県のこども医療費助成の

ほうが根拠となっておりますので、そちらは当

初は他法優先という表現があったもんですから、

他法優先と、重度の医療費助成の対象の方はそ

ちらを優先するということがこれまであったも

んですから、重度医療費のほうを優先していた

だいていたんですが、ほかの医療費助成を受け

ていなければ、こちらの県のこども医療費助成

を利用できるというふうに解釈も県のほうに確

認できたので、15歳に達する年齢までは重度の

方々もこちらこども医療のほうに切り替えてい

ただくことを実施しております。 

 今回の県の条例は、高校までではなくて15歳

の年齢に達するというところですので、それ以

上の高校生年齢の方々は村の単費ではあります

けれども、実施するという方向でいきたいと思

っております。 

○議長 伊佐則勝 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 よく理解できないん

ですけれどもね、重度心身障害の医療助成とい

うのは、要するに障害者手帳を交付されて、１

級、２級とかいろいろ障害の等級はあると思う

んですけれども、それに伴って、かかった医療

費というのは給付されるというような手続にな

ると思うんですけれども、多少の違いは、こど

も医療費の場合は窓口負担がない、障害の場合

は窓口の負担が出たり、あるいはまた薬局で薬

を処方するときにも負担が出て、翌月か翌々月

かだったと思うんですけれども、また還付され

るというような流れになって、窓口負担がかか

るというような負担はあるかもしれませんが、

いずれにしてもかからないように返ってくると

いうシステムにはなっているというふうには私

も理解するんですけれども、今、答弁をよく聞

いていると、重度心身障害者のものはこども医

療費で助成対象に切り替えるというような理解

に聞こえてくるんですけれども、そうなると、

これまでの重度心身障害医療に関わるような条

例も全て改正していかないと、これ理解ができ

ないんですけれども、この辺はいかがなんでし

ょうか。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 条例上においては、本村の重度医療費助成に

おいては、その対象になる方に対して、申請を

もって受給資格を与えて給付を行うという扱い

になっておりますので、どの法律が優先とか、

どの制度が優先とかという書き方はしていなか

ったと思います。 

 あと、先ほどこども課長の答弁ありましたけ

れども、取扱いに関して、今までこども医療費

助成のほうでは重度が優先だという取扱いがさ

れてきたんですけれども、この解釈について再

度確認をして、今回、うちの受給資格がなけれ

ばこども医療費のほうに切替えするという解釈

が成り立つということで、県のほうとこども課

のほうで確認をしたということを我々も確認し

た上で、じゃ対象者を調整しましょうというこ

とで、こども医療費のほうを、この利便性のた

めに、議員がおっしゃるように結果的には医療

費は還付されるんですが、窓口での負担が一時

的に負担がかかるというのが重度医療費側では、

どうしても償還払いになっていますので、その

負担が生じるということで、じゃこども医療費

のほうで、その年齢の間、受給したいという方

においては、うちのほうを一旦取り下げていた

だいて、こども医療費のほうの受給者に切り替

わっていただいて、給付が受けられると。利便

性も向上するし、給付制度自体は変わらず受け

られるという形になると思います。 

○議長 伊佐則勝 休憩ですか。 

 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 もう３回話していま

すから、休憩しましょうね。 
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○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１０時４１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時４２分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第37号は会議規則第39条第３項の規定に

よって委員会付託を省略したいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第37号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第37号 中城村こども医療費助

成条例の一部を改正する条例を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第37号 中城村こども医療費

助成条例の一部を改正する条例は原案のとおり

可決されました。 

 日程第10 議案第38号 令和５年度中城村一

般会計補正予算（第３号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第38号 令和５年度中

城村一般会計補正予算（第３号）について御提

案申し上げます。 

 

 

議案第38号 

 

令和５年度中城村一般会計補正予算（第３号） 

 

 令和５年度中城村一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ704,572千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ9,994,593千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  令和５年９月８日 提出 

 

中城村長 浜 田 京 介 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

10 地方特例交付金  18,731 2,105 20,836 

 １ 地方特例交付金 18,731 2,105 20,836 

11 地方交付税  1,603,245 102,941 1,706,186 

 １ 地方交付税 1,603,245 102,941 1,706,186 

14 使用料及び手数料  124,176 442 124,618 

 ２ 手数料 47,537 442 47,979 

15 国庫支出金  1,989,755 99,322 2,089,077 

 ２ 国庫補助金 573,168 99,322 672,490 

16 県支出金  1,370,534 10,369 1,380,903 

 ２ 県補助金 702,343 10,369 712,712 

18 寄附金  190,002 8,667 198,669 

 １ 寄附金 190,002 8,667 198,669 

19 繰入金  165,139 419 165,558 

 １ 特別会計繰入金 0 233 233 

 ２ 基金繰入金 165,139 186 165,325 

20 繰越金  30,000 414,087 444,087 

 １ 繰越金 30,000 414,087 444,087 

21 諸収入  142,615 12,867 155,482 

 ４ 雑入 139,704 12,867 152,571 

22 村債  275,464 53,353 328,817 

 １ 村債 275,464 53,353 328,817 

歳  入  合  計 9,290,021 704,572 9,994,593 
    

 

（歳 出)                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 議会費  103,432 6,372 109,804 

 １ 議会費 103,432 6,372 109,804 

２ 総務費  1,139,153 428,820 1,567,973 

 １ 総務管理費 916,844 436,859 1,353,703 

 ２ 徴税費 136,075 △10,277 125,798 

 ３ 戸籍住民基本台帳費 81,013 2,238 83,251 

３ 民生費  4,095,277 34,752 4,130,029 

 １ 社会福祉費 1,884,562 19,096 1,903,658 

 ２ 児童福祉費 2,210,715 15,656 2,226,371 
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款 項 補正前の額 補正額 計 

４ 衛生費  1,053,728 43,456 1,097,184 

 １ 保健衛生費 653,071 42,929 696,000 

 ２ 清掃費 400,657 527 401,184 

６ 農林水産業費  255,391 16,704 272,095 

 １ 農業費 227,028 11,182 238,210 

 ２ 林業費 914 2,360 3,274 

 ３ 水産業費 27,449 3,162 30,611 

７ 商工費  67,134 20,855 87,989 

 １ 商工費 67,134 20,855 87,989 

８ 土木費  528,903 25,111 554,014 

 １ 土木管理費 53,716 76 53,792 

 ２ 道路橋梁費 281,430 24,553 305,983 

 ４ 都市計画費 19,400 482 19,882 

10 教育費  1,228,720 128,502 1,357,222 

 １ 教育総務費 213,597 253 213,850 

 ２ 小学校費 227,003 △692 226,311 

 ３ 中学校費 70,406 △267 70,139 

 ４ 幼稚園費 133,757 117,626 251,383 

 ５ 社会教育費 296,207 4,989 301,196 

 ６ 保健体育費 287,750 6,593 294,343 

歳  出  合  計 9,290,021 704,572 9,994,593 
    

 

第２表  地 方 債 補 正 
   

起債の目的 
補   正   前 補   正   後 

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

臨時財政対策債 

千円 

 

 

 

97,164 

 

 

 

 

証書借入 

又 は 

証券発行 

 年５％以内

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資金等につい

て、利率の見

直しを行った

後 に おい て

は、当該見直

 特別の融資

条件のあるも

のを除き、償

還期限は、据

置期間を含め

30年以内、償

還方法は、元

金均等又は元

利 均 等に よ

千円 

 

 

 

44,717 同じ 同じ 同じ 
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公共施設除却債 0 

し後の利率） る。 

 ただし、財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期間を

短縮し、もし

くは繰上げ償

還又は低利に

借換えするこ

とができる。 

105,800 

         

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 それでは、予算の中で

５点ほど、内容等を確認したいと思います。 

 まず14ページ、雑入です。中城城跡観光促進

事業チケット販売収入192万円についてです。

収入の内容がどのような事業内容なのかお聞き

したいと思います。 

 続きまして、同じように29ページ、商工費の

中の観光費2,307万6,000円、同様に歳出のほう

ですけれども、中城城跡観光誘客促進事業委託

料ということで、この事業の委託内容について

お聞きします。先ほどの収入と関連づけのもの

なのか、確認いたします。 

 続きまして、31ページ、土木費の１目、２目

の使用料、重機使用料（通常分）300万、工事

請負費（交通安全対策費）331万1,000円、これ

の内容と施工場所等、あるは実施場所等、請負

のですね、場所等が決まっていましたら確認い

たします。 

 そして、道路新設改良費の橋梁修繕設計業務

委託料602万8,000円、この設計場所の確認をい

たします。 

 最後に、39ページ、10款教育費の中の公園施

設費、委託料、吉の浦公園ごさまる陸上競技場

管理棟建て替え設計業務74万3,000円、これは

２号補正で設計料1,476万1,000円ほどを計上し

ていたと思うんですけれども、この中に含まれ

る予算ではないのか、それとも、新たな予算に

なって今回計上されていますけれども、この内

容について確認いたします。以上、よろしくお

願いします。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 お答えします。 

 29ページの中城城跡観光誘致促進事業2,307

万6,000円については、先ほど収入でも質問が

ありました雑入のチケット販売収入192万と関

連します。事業の内容としましては、８ページ

の国庫補助金、官公庁の補助金なんですけれど

も、1,248万9,000円、10ページの指定寄附の企

業版ふるさと納税866万7,000円、合計しまして

2,307万6,000円ということで、村の持ち出しは

ありません。 

 事業内容としましては、中城城跡の夜のナイ

トコンテンツを発信しようということで、官公

庁から補助金を頂きまして、11月23日から11月

26日の４日間、１日当たり160名、合計640名、

そのうちの75％は外国人を誘致しようというこ

とであります。 



─ 31 ─ 

 事業内容としましては、まず、首里城に15時

に集合いたしまして、30分、首里城を見学、そ

の後に東太陽橋に到着しまして、その辺を見学

して、また歴史の道を散策して、中城城跡に17

時に到着いたしまして、18時から城跡に映像を

映しまして、ＭＲレンズですか、それを20分間

見ながら観光するという事業であります。１日

160名、40名ずつ30分ごとに観光いたします。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 ８款土木費の１、

道路維持費の重機使用料の300万についてお答

えいたします。 

 台風６号の影響で維持管理費として復旧作業

として300万円を計上いたしております。 

 続いて、14、工事請負費の交通安全対策に対

しての331万1,000円、こちらが石油備蓄立地対

策補助事業ということで、南西石油、石油基地

に災害が発生した場合の東側から西側へ向けて

の避難経路としての重要な道路と位置づけての

交通安全施設の対策工事として、検地線のカラ

ー舗装工事を予定しております。和宇慶の検地

線の路側帯のカラー舗装の整備を行う予定であ

ります。 

 続きまして、道路新設改良費、橋梁修繕設計

業務委託料602万8,000円、こちらは令和４年度

に行われた橋梁点検調査において、泊浜原線１

号ボックスと津覇前原線２号ボックスの橋梁点

検結果が判定区分３と診断されておりますので、

令和６年度から事業実施するに当たって、今年

度でこの２橋の概略設計業務を行う必要があり

ます。それで602万8,000円の概略設計業務の費

用として上げております。以上です。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 39ページ、10款

３目の委託料、吉の浦公園ごさまる陸上競技場

管理棟建て替え設計業務の74万3,000円につい

て説明いたします。 

 こちらに関しましては、以前、議員がおっし

ゃっていたように設計業務のほうを計上してお

りますが、その際に入れるべきだったんですが、

アスベストとＰＣＢ調査のほうが抜けておりま

した。なので、申し訳ありません、こちらのほ

うで追加させていただいております。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１１時０２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時０２分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 それでは、まず産業振

興課長に確認いたします。 

 内容的には、このチケット販売収入が、これ

はもうここに計上しているということは、販売

完了というか、売れたというふうに理解してよ

ろしいわけですよね、192万、今これは見込み

ですか。見込みなのか、それとも収入としても

う見込まれて入ってきているのか。 

 もう一つは、先ほど11月23日から26日の間、

首里城から歴史の道を伝わってライトアップ的

な事業を行うと。１日160名、40分見る４パタ

ーンでやりながらみたいな感じなんだけれども、

この160名の入場者というのかな、に関しての

チケットを販売するという形で理解していいわ

けですよね。これは、村内の対象なのか、それ

とも村外なのか。これからそのチケットを、今

回、これが可決されたら、これからチラシとか

広報とか何かをやって、その160名を募るかど

うかというのを確認したいと思います。 

 都建課長のほうには、今回、台風６号対策の

維持管理というふうに伺っていますけれども、

以前に、その台風の際に、私のほうでそちらの

担当職員を一応、ちょっと見回りながら、和宇

慶河川の、ちょうど和宇慶、オーキガワラとい

うのかな、から北浜まで抜けての河川の中に雑

草というのかな、いろんなものが入っていて、
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これ今回は水位が橋桁の２センチのところまで

しか水位が上がっていなかったからよかったけ

れども、この分の浚渫もそろそろ考えたほうが

いいんじゃないかというふうにちょっと口頭で

提案もしていたんですけれども、これも含まれ

ているのか確認したいと思います。 

 生涯学習課長のほうは、できればこういうこ

とのないように、やはり前回1,470万で、お話

の中では機能強化、この解体とかいろんなもの

で４億6,000万円だったのかな、ちょっと、４

億6,000万、総工費かかって、設計から工事か

らやるというふうに計画をちゃんと立てられて

いるのに、また新たにあれが抜けていた、これ

が抜けていたというのは、積算的にもどうなの

かなというふうな捉え方しますので、できまし

たら、執行部の皆さんのほうでは、そういう予

算を計上するときは、２回も３回も計上するこ

とのないように、ちゃんと精査していただいて

提案していただきたいなと、その辺は意見とし

て申し上げたいと思いますので。 

 あと、都建課長と産業振興課長のほうは答弁

をお願いいたします。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 チケット販売については、準備中というこ

とで、準備中でこれからであります。640名の

3,000円で192万円、そのうち１日当たり160名

のうちの75％、120人に関しては外国人観光客

を予定しております。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 今回の台風６号の

復旧の中で、議員のおっしゃる高潮被害による

浚渫工事ももちろん入っております。それと、

大きかったのが新川線の陥没の復旧、あと村内

道路の倒木などの撤去費用、その他もろもろ入

っております。 

○議長 伊佐則勝 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 産業振興課長のところ

には再度ちょっと出向いて、その資料等ありま

したら頂きに行きたいと思います。 

 呉屋課長の、都建課長のほうでは、今回台風

災害ね、甚大な災害もあったし、先ほどのよう

に新川線の道の陥没なんかも、これから舗装に

なるのかな。大変だと思うんですけれども、で

きるだけ迅速に、いろんな多分、支障が、災害

等が起きていますので、その対策と維持管理の

ほうを努めて頑張ってほしいと思います。以上

です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、議案第38号

の補正予算（第３号）について質疑をします。 

 まず、18ページ、これの一番上のほうです、

19節の扶助費、これはシニア世代生活支援事業

給付金7,240万5,000円のところで、質問として

は、これは生活支援事業としては私とてもいい

ことだというふうに思っています。その上で、

これは財源は全てコロナ対応交付金の活用なの

か。これは補助の割合はどの程度なのか。それ

から、対象者の所得制限は考慮しなかったのか

どうか、協議したのかどうか。そして、これは

有効期限が令和６年２月29日になっているんで

すけれども、これはちょっと短過ぎるんじゃな

いかなということで、この設定したちょっとい

きさつを、理由を伺いたいと思います。 

 そして２点目が、これが21ページ、これは２

目になるんですけれども、３款老人福祉費、こ

れの13節の使用料及び賃借料ということで、老

人福祉センターの敷地賃借料が125万1,000円入

っているんですけれども、これは例年３月定例

会、予算審議の中で予算が計上されると思うん

ですけれども、これが上がった経緯をちょっと

伺いたいと思います。 

 ３点目が、22ページです。これは児童福祉費

総務費で１目のほうなんですけれども、これは
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需用費ということで、10節修繕費、建物で105

万8,000円出ているんですけれども、これの場

所及び修繕箇所、それを聞きたいと思います。 

 ４点目、次が36ページ、これは幼稚園費にな

るんですけれども、10款です。これの14節工事

請負費、これが中城村立幼稚園園舎解体工事と

いうことで１億1,439万円計上されているんで

すけれども、これの解体工事の概要、そしてこ

の１億1,439万円が出された算出の根拠を伺い

たいというふうに思います。 

 最後、５点目に38ページ、これは10款３目で

文化振興費、18節負担金補助及び交付金のとこ

ろで、中城村・福智町交流事業実行委員会補助

金ということで240万円計上されているんです

けれども、これは交流事業の内容、そして参加

人数、それから自己負担の割合はどの程度にな

るのか、以上５点、お願いしたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 比嘉健治。 

○企画課長 比嘉健治 それでは、19ページ、

シニア世代の生活支援の件ですが、財源につい

てはコロナ交付金を活用して実施したいという

ことで計上してあります。 

 ただし、中城村への令和５年度の配分額が１

億2,969万9,000円で、６月補正においても住民

税非課税世帯の３万円への対応もしておりまし

て、残額の5,414万5,000円を活用して実施した

いということで、一部、村の単費もつけて実施

していきたいと考えています。 

 所得制限については、この財源の部分も含め

て話があり、所得制限を設けて、例えば非課税

世帯などもということでのお話もしたりしたん

ですが、やはり全体的に65歳以上が、これまで

コロナ交付金も令和２年度から多数の支援をし

ていますが、65歳以上が少ないということで、

今回は所得制限なしで実施していきたいという

ふうに考えています。 

 そして、使用期限の２月29日なんですが、コ

ロナ交付金を活用しますので、補助金事業とい

うこともあり、実績報告なども含めると２月末

までが、やはり最終的な期限を決めておかない

と、事業者への支給とかそういった部分も含め

ますと、２月29日が期限ではないかということ

で担当課としては考えております。以上です。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 それでは、21ページ、

老人福祉費の使用料、老人福祉センター敷地賃

借料125万1,000円についてお答えします。 

 こちらのほう、老人福祉センターの解体工事

のスケジュールのほうを確定した上で、月割計

算ということもあり得ましたので、その部分で

当初で全額計上するよりも、スケジュールが固

まった段階で補正ということを考えて、令和５

年度の当初予算には計上しておりませんでした。 

 今回、入札も終わりまして、もう実際、工事

も始まっております。年度内に、基本的な解体

のほうはほぼ終わるという見込みが立てられま

して、工期が来年１月31日までという形、また、

何かあったときのために年度いっぱい、土地の

ほうは借り上げしていくということの判断に至

りましたので、今回、年度分ということで全額、

通常どおりの金額を補正させていただいており

ます。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 22ページ、児童福祉

総務費の需用費、修繕費（建物）105万8,000円

の内訳ですが、児童館の体育館のランプの取り

換えが77万円、吉の浦こども園職員の通路デッ

キ工事が28万7,485円の計上しております。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 では、36ページ

の10款４項１目の14節中城村立幼稚園園舎解体

工事につきまして説明いたします。 

 こちらのほうにつきましては、さった令和４

年度末に廃園となりました中城幼稚園と津覇幼

稚園の解体工事の費用として計上しております。

今回の工事の内容といたしましては、主に建物
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の取壊し工事や解体に係る運搬、あとアスベス

トの解体撤去工事等も含んでおります。及び外

構の取壊しが撤去費用となっております。また、

樹木の撤去もあります。あと、機械設備の撤去

の費用も含んでおり、総額１億1,762万6,000円

となっております。以上です。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 38ページの10款

３目の福智町派遣実行委員会の補助金について

説明いたします。 

 まず、この事業の中身なんですが、今年11月

３日から11月５日にかけて福智町のほうで文化

祭が行われます。そちらのほうに村の伝統芸能

である津覇の獅子舞と、あと伊集の打花鼓の２

団体を派遣する予定となっております。 

 参加人数に関しましては、今のところは40名

ほどを想定しております、合計で40名ほどです。 

 あと、自己負担はあるのかということに関し

ましては、自己負担というわけではなくて、字、

もしくは保存会に１割ほど負担をお願いしたい

と考えております。 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、１点目のほ

うから、これはほとんどが、村費が一部入って

いるということなんですけれども、冒頭言いま

すとおり、これ大変、生活支援事業としてはい

いことだというふうに言いましたので、村費が

少し出てもいいのかなというふうに思っている

んで、しっかりやっていっていただきたいと思

います。 

 所得割制限というのは、私も例えば65歳以上

で年収が大体600、700万円以上の人はそれほど

要らないというよりは、要るのは、みんな要る

のはそれは当然でありまして、それにしても高

額で所得をいただいている方々はちょっと遠慮

してもいいのかなというふうなことが話にもち

ょっとありましたので、それで、今回質疑して

いるんですけれども。 

 これはもうそれで決定と、これは議案書にも

出ているし、補正にも出ているもんですから、

これを今さら変更するということはなかなか厳

しいかと思うんですけれども。それと次、次回

からしっかり対応して、年収のいろいろな壁が、

ぜひこれやはり困窮している方々が非常に本村

で多いもんですから、そういうところを踏まえ

れば、ちょっとゆとりがある方々にはいろいろ

と、ちょっと厳しいんではあるんですけれども、

御遠慮いただけないですかというようなところ

もちょっと協議して、もう１回、次回からはや

っていただきたいなというふうに思っています。 

 有効期限についても、これからいろいろ精査

して、いろいろと商品券の受け取りとかそうい

うものも含めれば、実際に４か月の期間で、そ

れを全部使わないといけないということになる

と、使う側も、村内でしか使えないということ

ですので、そういうところも含めれば、２月29

日まではちょっと厳しいのかなというふうに思

っていたもんですから、できるだけ３月の10日

前後まででもできるんであれば、もうこれは広

報していただいて、これでもうどうしてもやる

というんでありましたら、しっかり広報して、

期限はそこですよというのをしっかり村民の

方々に、対象者には伝えていただきたいと、こ

ういうふうに思っているんで、しっかり伝えて

ください。 

 ２点目です。これは老人福祉センターの賃借

料なんですけれども、やはりこれは年度初めの

委員会の中でも、令和５年度いっぱいは借りる

というような話もあったもんですから、当初予

算でしっかり出しておいて、月別に、余ったも

のは返してもいいんじゃないかなと。わざわざ

補正予算に上げるまでもなく、どうせ年度をま

たいでやるんであれば、年間を通して利用する

可能性があるんであれば、しっかり出しておい

たほうがいいなと。 

 補正というのは、やはりしっかりと、どうし
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ても緊急を帯びた場合に出すべきものであって、

当初から大体決まっているようなものは、しっ

かり当初予算で出していただいて、そしてそれ

を審議させると。全額をこうして、125万を出

してきたとしても、我々はちょっとこれいかが

なもんかなというふうに思っているんで、そこ

のあたりは各担当、しっかり、どうせこの年度

で使用するというものがあれば、全て出してい

ただきたいというふうに思っています。 

 次、３点目です。これは児童館とこども園の

修繕ということですので、漏れのないように、

子供たちがけがしないようにしっかり修繕して

いただきたいと思います。 

 次、４点目です。解体工事の概要として、建

物、それからいろんな運搬、外構、樹木等も全

部入っているということなんですけれども、こ

れ算出の根拠ですね、これ中幼、津覇幼両方に

なると思うんですけれども、例えば何か所から

の見積りをいただいて、その金額を算出したの

かどうか、そのあたりを伺いたいと思います。 

 ５点目です。交流事業、これは長年のこれは

福智町と交流があるもんですから、こういった

本村の文化芸能、そういうのもしっかり向こう

でやっていくということなんで、交流ですから、

向こうからも来たり、こっちからも行ったりと

いうことで、やはり沖縄の中城のいい面を全て

見せてもらって、交流を続けていただきたいと

いうふうに思っているんで。 

 本人負担がないということを私、理解したつ

もりでありますので、そういうところは、やは

り本村の芸能を見せに行くんだというところで、

しっかり予算を確保して、本人負担がないよう

にやっていただきたいというふうに思います。 

 じゃ残りのをお願いします。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 では、御質問に

お答えいたします。 

 令和４年度において、幼稚園園舎の解体の設

計委託料のほうを認めていただき、設計業務を

終えています。その設計の中の際で、三者の事

業者からの見積りを精査した結果、この金額が

妥当ということで、今回この金額を計上し、解

体工事の費用の積算をしております。以上です。 

 答弁漏れがありました、すみません。 

 中城幼稚園と津覇幼稚園におきましては、施

設の規模であったり設備等が若干差があります

ので、同様な金額としては算出しておりません。

両方、両園おのおの工事費用と電気設備、機械

設備につきましては、面積だったり、備品等の

品目に応じて積算をされていることを確認して

おります。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 解体工事については、

私一般質問を出しているもんですから、そのと

きに両方の敷地面積とかそういうのも細かいと

ころまで聞いていきますので、ひとつよろしく

お願いします。 

 あとは、今回、今定例会前にちょっと議案説

明等がなかったもんですから、いろいろと議案

の中でも聞きたいところがいっぱいあったんで

すけれども、これどういうわけか、今回やらな

くてもいいという判断に至ったのかどうか知ら

ないんですけれども、やはり３月、９月定例会

は、我々も聞きたいことがいっぱいありますし、

そして補正予算、あるいは議案にもぜひ説明を

していただいて、やっていただきたいなと。少

ないからいいやとか、補正もいろいろみんな分

かっているだろうというようなところではなく

て、やるべきはしっかり説明していただいて、

そうすれば本会議もスムーズに段取りよくいく

と思いますので、そのあたりは協議してやって

いただきたいと思います。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ございますか。 

 ３番 比嘉 護議員。 

○３番 比嘉 護議員 37ページの歳出の10款、

１、社会教育総務費の中で18、負担金、中城村
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の青年連合会の育成補助金がマイナス120とい

うふうに書いていますけれども、一般質問でも

今回出しますけれども、子ども会、青年会、婦

人会という活動がちょっと、老人会と比べると、

老人クラブと比較すると少し動きがちょっと見

えないところがありますけれども、一般質問で

やりますけれども、今回この120万の補足説明

をお願いします。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 社会教育総務費

の補助金の中城村青年連合会育成補助金120万

の減について説明いたします。 

 こちらに関しましては、令和５年度、今年度

の青年会の連合会の総会をもちまして、連合会

が活動休止というふうになってしまいました。

残念ながらそういうふうになってしまいました。

また、答弁の中でもお話ししたいと思うんです

が、役員の成り手がおりませんで、ここ数年間

ずっと連合会の役員の皆さんともお話ししてき

たんですが、今回残念ながらそういう状況にな

りました。 

 ということで、今年度の予算120万、補助金

を組んでいたんですが、残念ながらそういう事

情でもう使えないという状況ですので、今回、

減にいたします。 

○議長 伊佐則勝 ３番 比嘉 護議員。 

○３番 比嘉 護議員 ありがとうございます。 

 状況は分かりましたんで、また一般質問で少

し突っ込んだ話をすると思いますけれども、そ

のときもよろしくお願いします。以上です。 

○議長 伊佐則勝 12番 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、ちょっと

何点か説明と質問をします。 

 23ページの19節扶助費のちょっと説明お願い

します、出産・子育て給付金の説明を少し。 

 それと25ページの委託料の説明と、12節の委

託料です、14節の工事請負費のちょっと説明。

場所とかぜひお願いします。 

 それから31ページの地すべり調査委託料の場

所です。 

 それと今、３番の比嘉 護議員からありまし

た37ページの18節青年連合会の件で、もう一度。

総会にて活動中止という話、今聞きましたけれ

ども、今年度予算をつけている、急にまた今年

度いっぱいでどうにか始動とかそういうのがで

きなかったのか、再開とかね、そういう話はし

たのかどうか。 

 もう一つ、39ページの12節の委託料、吉の浦

強化、この磁気探査とか資材調査の、何で今頃

出てくるのか分からん。そこの説明だけお願い

します。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 23ページ、母子衛生

費の19節扶助費の1,590万、出産・子育て応援

給付金につきましては、こちら令和５年２月ス

タートの出産・子育て応援給付金、妊娠届出時

５万円と、出生のときに５万円の給付金でござ

いますが、国の補助金等の交付とか申請に関係

して、これは上期分、いわゆる10月から３月分

の給付金となっておりまして、見込みでは318

件掛ける５万円で計上しております……、すみ

ません、下期分です。10月から３月までの下期

分の給付の計上です。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 お答えします。 

 25ページの委託料と工事請負についてです。

事業名については、農山漁村振興交付金対策事

業であります。収入に関しましては９ページの

農山漁村振興交付金（最適土地利用総合対策）

事業補助金420万余りを活用します。100％補助

でありまして、内容としましては、地域の話合

いにより営農を続けて守るべき農地、粗放的利

用を行う農地を区分して実証的な取組を行い、

土地利用構想図を策定する。 
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 委託料の160万2,000円については、土地利用

構想図の作成であります。 

 工事請負費の200万につきましては、実証補

助、北上原805番地1,550坪の土地を今、荒廃し

ていますので、重機で伐開工事を行い、委託料

の圃場耕運機委託料８万3,000円で耕うんし、

再生利用していく事業であります。以上です。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 31ページの８款土

木費、２目道路新設改良費の委託料、地すべり

調査委託1,215万5,000円について、該当箇所の

説明を行います。 

 この該当箇所が村道新川線の区画整理地内、

山内原の区画道80号と新川線の急斜面値が一部

崩落しておりまして、来年度以降の災害防除事

業を活用して復旧していく工事をするための概

略設計の費用となっております。以上です。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 まず、青年連合

会との話合いは持ったのかということの質問に

関してのお答えですが、先ほどの比嘉議員のと

きにも触れましたが、昨年も含め今年度の総会

前までも含め、役員の皆さんとは、次、継いで

くれる人材を紹介していただけないかというの

と、私たちのほうでも探したりとかいろいろし

て、継続に向けてお話をしてきたところなんで

すが、ちょっと残念ながら、そういうつないで

いただける人材も見つけることができず、さら

に今までの役員さんももう数年間続けておりま

して、辞めたいということでありまして、残念

ながら今回そういう結果に至っております。 

 ２点目、39ページの公園施設費の中の吉の浦

公園等機能強化整備事業資材価格調査委託料に

関してなんですが、こちらに関しましては、前

回、予算計上させていただいたテニス場のすぐ

そばの広場のほうに子供遊具を設置することに

なっておりまして、そちらの設計を行った際に、

遊具に関しましては単価基準などがございませ

んので、その設計が、積算も含めて適正化とい

うのを判断するために、そういった専門の業者

といいますか、協会などに適正価格を算出して

もらって、それと比較して設計のほうを適正な

ものという判断をするための委託になっており

ます。 

○議長 伊佐則勝 12番 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、ちょっと

再質問します。 

 23ページの出産の補助金です、扶助費ですけ

れども、これが国の政策で、出産費の支給が上

がったということで、産婦人科ですか、そこの

費用も大分上がったことを聞きますけれども、

そういう方も医療費だけで、この子育て支援に

使うということで出す、この予算だと聞いてい

ますが、ただ、医療費だけにかかってしまって、

子育てに真に、本当にどうなのかなと私も思う

んですけれども、医療費は、国の予算が上がっ

たらそこだけ、その予算はそっくりそのまま病

院に行くということ、そういうこと、ちょっと

違うんじゃないかなと思って今、質問していま

すけれども。そのことについてもう一度だけ。 

 それと、青年連合会の件でありますけれども、

話合いを行って、役員の成り手がいないという

ことで。婦人会もそうでしたかね。もうこうい

う団体が、先ほど比嘉 護議員からもありまし

たけれども、こういう団体がなくなっていくと

いうことを皆さんどう考えているかで、そこで

対応的に、本村は若い職員もいっぱいいらっし

ゃるはずなんですよ。できたら若い職員にもち

ょっと声かけて、そこを取りまとめる、継続し

ていく方向とかは考えられないものなのか。婦

人会と一緒で、なくなってしまったらそのまま、

予算もすぐ切って。まだ３月補正でもまた別に

減はできたと思うんですけど、そこでも、そこ

までは検討すべきじゃなかったかなと私も思う

んですよ。ぜひこれはまた復活を考えて、皆さ

ん考えていただきたいと思います。 



─ 38 ─ 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 こちら23ページの出

産・子育て応援給付金に関しましては、妊娠届

出時に５万円、出生届のときに５万円を給付す

る事業なんですが、こちら医療費とは全く異な

っておりまして、妊娠して、マタニティーに関

するものであるとか、ベビーカーを買ったりと

か、そういうものを使うために自由にできるも

ので、医療費とは全く別のものでございます。 

○議長 伊佐則勝 ６番 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 ６番 安里でございま

す。 

 １点だけ確認お願いしたいんですが、21ペー

ジの老人福祉の中で18節単位老人クラブ補助金

が10万円補正が出ております。これ今回、今年

度、泊の老人クラブが立ち上がっていること、

それから登又も出てくるというふうなことで、

この２つのクラブへの助成金、補助金だという

ふうに思われるんですが、年度当初、３月の当

初予算で組んでいた予算、それの執行について、

まだ村老連のほうへの補助金の支出が全くされ

ていないというふうなことがあって、老連のほ

うとしては、運営に四苦八苦をしているという

状況がございます。そこら辺について、年度当

初で決定をしている予算があるわけですから、

その分についての支出について早急にすべきで

はなかったのかと思いますが、いかがでしょう

か。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 通常、老連のほうから、総会が終わった後に

単位クラブのほうも取りまとめていただいた上

で申請のほうが上がってきます。その申請が上

がってきて、予算を執行していくという流れで

ありますが、今回、登又と泊の分につきまして

は、昨年度の予算計上時には入っておりません

でしたので、その分の補正をした上で、速やか

に今後執行していきたいと考えております。 

○議長 伊佐則勝 ６番 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 今お話をしているのは、

この２つのクラブを待って、そして２つのクラ

ブが設立総会をして、単位クラブとして村老連

のほうへ加入をしてからというふうなお話だと

お伺いしているんですが、そうではなくて、予

算は年度当初は３月の議会で可決をされている

わけですので、前期、後期に分けるか、あるい

は何か適切な方法で、もう９月になっても村か

らの補助金が全く入らないというような状況で

は、村老連の運営について非常に苦労している

というふうなお話がございますので、そこら辺

のお話でございます。 

 単位クラブ全体を待っていらっしゃるという

ことはよく理解はできるんですが、遡っている

ということではなくて、登録されているクラブ

老連について、もっと速やかな支給の方法がな

かったのかということをお伺いしております。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 今のお話は補助金要綱とも絡みますので、基

本的に老人クラブの補助金に関しまして、運営

補助金の実施要綱がございます。その中では、

老連から申請のあった後という形でやっており

まして、それが通常、例年総会が終わった後と

いうことでやってきておりました。この辺につ

いて、また今、議員のおっしゃるようなやり方

については、実施要綱の見直しもありますので、

老連の役員の皆さんとも意見交換をしながら、

今後、適正な執行時期というのは検討していき

たいと考えております。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 それでは、議案第38

号 令和５年度中城村一般会計補正予算につい

て、５点ほど質疑をさせてください。 

 まず、10ページの18款２目１節の企業版のふ

るさと納税、先ほどほかの議員からも質疑があ
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りましたけれども、これが何社の企業からの寄

附なのか。 

 続きまして、歳出の18ページ、これもさっき

ありましたがシニア世代生活支援事業給付費と

いうことで、１万5,000円分の商品券というふ

うに先ほどあったんですが、その商品券、中身

がどのようなものなのかというのを教えてくだ

さい。あと、対象の店舗、大体でいいのでお願

いいたします。 

 続きまして、24ページの１目17節です、備品

購入費39万1,000円あるんですが、これ令和４

年度は産廃対策の補助金を充てて、たしか監視

カメラを購入したと思いますけれども、今回も

そうなのか。そうでありましたら、場所を教え

てください。 

 次に、28ページ、６款３項２目の14節工事請

負費の漁港施設修繕工事の330万5,000円の減の

理由についてお願いいたします。 

 続きまして、33ページの18節の中城村第３子

以降学校給食費補助事業の50万の補正が出てお

りますけれども、それの理由についてお願いい

たします。 

 最後、39ページの３目の12節委託料に磁気探

査の委託料があるんですけれども、それの場所

を教えてください。よろしくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 お答えします。 

 10ページの企業版ふるさと納税寄附金につき

ましては、歳出の先ほど説明した中城城跡観光

誘致促進事業のほうに充てる寄附金であります。

協力会社の株式会社ＪＴＢ沖縄さんに協力をし

てもらっております。ほぼめどはついていると

いうお話は聞いていますけれども、何社という

詳しいお話までは今聞いておりません。 

 歳出の28ページ、330万5,000円の減額につき

ましては、先ほど都市建設課長からありました

石油備蓄交付金で行う検地線のカラー舗装に、

安全対策に振り替えております。理由としまし

ては、この検地線のカラー舗装につきましては

地域の要望があったということと、漁港に関し

ましては、また冷凍庫の設置もありますので、

重なることがあるということもありまして、優

先的に、減額してカラー舗装への増額補正を行

っております。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 比嘉健治。 

○企画課長 比嘉健治 それでは、18ページ、

シニア世代の支援の１万5,000円の内容という

んですか、商品券なんですが、１枚1,000円を

15枚つづりで予定しております。事業者につい

ては村内を予定しておりまして、以前にプレミ

アム商品券ですか、したときのような方法で、

商工会などを通して、産業振興課と協力しなが

ら事業者募集をしていきたいというふうに考え

ています。以上です。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 それでは、24ペー

ジの備品購入費についてお答えいたします。 

 そちらにつきましては、市町村産廃対策事業

費補助金を活用しまして、監視カメラ２台と、

それの土台、それから不法投棄の防止看板20枚

を予定しております。このカメラの設置場所と

しては、現在、泊の農道と久場の農道を予定し

ております。以上です。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 33ページの10款

１項２目18節の第３子以降給食費助成事業補助

金の50万円について答弁いたします。 

 今回の50万の増額につきましては、申請者の

増に伴う助成金額の増が見込まれるため、その

分を計上しております。当初予算では140名を

見込んでおりました。現在151名を想定してお

りますので、その方、11名分の不足分を今回計

上しております。以上です。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 
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○生涯学習課長 渡久地 真 39ページの10款

３項公園施設費の中の委託に関してですけれど

も、吉の浦公園施設機能強化整備事業磁気探査

委託料となっておりますが、場所としましては、

遊具の設置場所の磁気探を行う予定となってお

ります。 

○議長 伊佐則勝 10番 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 では、再質問を行い

ます。 

 企業版のふるさと納税の寄附金ということな

んですけれども、ＪＴＢさんからの予定という

ことで、企業版のこのふるさと納税というのは

返礼品も発生しませんし、また、企業にとりま

しても最大９割でしたでしょうかね、税額の控

除もあるということで、非常にメリットもある

ということなので、今後もさらにこの企業版の

ふるさと納税はどんどん増やしていけたらいい

なというふうに思っています。 

 また今回は観光関連に使うということで、非

常にいいと思います。これは大丈夫です。 

 続きまして、１万5,000円の商品券なんです

けれども、今後も村内の企業を支援するという

形で非常にいいと思います。また、できるだけ

この店舗を増やせるように、今後も増やせて、

このシニアの人たちが使いやすいような場所で

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、監視カメラ２台の設置というこ

となんですけれども、泊と久場、やはり前、所

管事務で行ったときにもそこが多いなと思った

ので、その場所にぜひ設置をしていただきたい

なと思います。 

 前も話しましたけれども、以前、監視カメラ

のすぐ近くに物が捨てられているのに全然見つ

けられなかった、映っていなかったということ

があったので、また性能のいい、高性能のカメ

ラをしっかりと設置をしていただければなとい

うふうに思っております。 

 続きまして、漁港なんですけれども、さっき

カラー舗装ということに、それに使うというこ

とですか。冷凍庫の話もあったんですけれども、

冷凍庫はもう既に終わって、減がでているわけ

ではなくて、すみません、これもう一度ちょっ

と説明をお願いしたいと思います。 

 磁気探査のことに関しましても、遊具の設置

場所ということで、安心安全な遊具をつくって

ください。 

 １点だけ、先ほどの課長お願いします。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 石油備蓄交付金を活用した事業でありまし

て、当初予算の中では、漁港の広場の一部を整

備するということでありましたけれども、先ほ

ど都市建設課長から答弁がありました、検地線

の安全対策、カラー舗装に組み替えると。 

 その理由としましては、やはり地域からの要

望ということで、それが一番だと思います。ま

た今年度、漁港内ではこれから冷凍庫の設置も

ありますし、工事車両とか重機がまた狭い場所

で行き交うこともありまして、カラー舗装に組

み替えてあります。 

○議長 伊佐則勝 ほかに。 

 14番 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 17ページの委託料ね、

12節の。訴訟弁護士委託料として66万円計上さ

れているのが、これは何か訴訟事案があったの

かどうかね。 

 それと、先ほどからあるように青年連合会が

もう今、休止ということで、総会で決めたとい

うんだけれども、教育委員会としてどのような

対応をしてきたのか。ただ青年会任せできたの

か、どの程度介入をしてきたのか。始動できな

くても、指導はできると思うんですよ。婦人会

や子ども会や、あるいは青年会も衰退していく

ということは、村の衰退につながってくると思

うんですよ。これは前も一般質問で言った。役
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員の成り手がいない、いなければどうすればい

い。それはもっと皆さん方が積極的に汗を流し

てやらんと駄目だと思うんですよね。 

 それで、青年会活動の、今までも青年会連合

会の会員が各字別にやっていますよね。それも

もう今の時代、見直すべきじゃないかと。例え

ばサークルみたいにね、同じ趣味のある方々が

つくっていくとかね。そういうのを、時代は変

わってきているから、青年会の組織形成も時代

に沿ったように変えていくべきじゃないかと。

これはまさしく今、今度の、あしたからか、沖

縄市で開催される青年エイサー祭りには、中城

村からは津覇青年連合会が出ますよね。その中

身を見たら、津覇の青年会じゃなくても、村中

の青年会が集まってやっているんでしょう。そ

ういう方法も一つの方法だと思うんですよ。ど

のような関与をしてきたかね、それを説明して

ください。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、ただいま御

質問がありました２款総務費、１項総務管理費

の委託料につきまして御説明をいたします。 

 令和３年12月、本村を被告とする訴状が那覇

地方裁判所に提出をされております。その経過

に基づきまして、本年４月に判決の言渡しがご

ざいました。訴えを棄却するということであり

ましたので、委託契約にあります成功報酬とし

て、今回の補正予算が必要となっておりますの

で、計上をしているところであります。 

 内容につきましては、上告等ありますので、

控えておきたいと思いますが、本村の道路整備

事業に関する訴えでございました。 

○議長 伊佐則勝 休憩でよろしいですか…… 

○総務課長 大湾朝也 それでは、追加の答弁

としてお答えをいたします。 

 内容につきましては、村内在住の60代の方で、

村道の整備事業に関して、工事の工程の内容で

あったり、工事の期間についての申立てでござ

いました。 

 その後において、その道路の修繕等がござい

ましたので、本工事と修繕の内容についての訴

えがございました。 

（「場所は」と言う声あり） 

○総務課長 大湾朝也 場所につきましては、

村の上地区でございます。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 先ほどからの繰り返しになるんですが、青年

連合会の役員の皆さんと何度かお話合いをした

という状況です。 

○議長 伊佐則勝 14番 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 ただ話合いしただけ

なの。もうちょっと踏み込んで汗を流せんのか。

教育長の前も一般質問であったようにね、役員

の成り手がないと。なぜ役員の成り手がいない

かですよ。これ皆さん方はなぜかは追及してい

くべきじゃないですか、今後、婦人連合会もそ

うですけれども。なぜ成り手がいないのかどう

か。私は、皆さん方がもうちょっと努力すれば、

成り手はたくさんいると思いますけれどもね。

皆さん方が努力が足りないんじゃないかと。 

 今後、じゃこれもう休止か、それとも解散な

のか、どっちなの。休止であれば、いつかまた

復活するということだけれども、休止になった

らもうこれを早めに復活するように、皆さん方

どのような考えで対応していこうと考えている

か、それを聞きたい。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 まず、青年連合

会は解散ではなくて休止というふうに私どもは

考えております。 

 今後に関しましても、できるだけ早めに復活

できるように何らかの手だてを取っていきたい

と思います。そちらに関しては、今後またいろ

いろ考えていきたいと思います。 
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 先月開かれた教育委員定例会議の中でも、こ

ちらに関しましては非常に憂慮されることとい

うことで、教育委員会のほうとしましても、今

後いろいろとできる限りのことをして、できる

だけ復活に向けて動いていきたいと考えており

ます。 

○議長 伊佐則勝 14番 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 これはもう、教育委

員会の中だけで考える問題じゃないと思うんで

すよ。村長も副村長もいるんだから、十何名の

課長もいるんだから、どうしていくかは庁議の

中でやるべきじゃない、もう。教育委員会、あ

なた方のもう限界を超えているはず。婦人連合

会も休止ですよね。でも、休止してもう何年に

なりますか。ずるずるといって、もういつの間

にか自然解散してしまうんです。早めにこの手

を打ってやらんとね、十何名いる課長の考え方

も聞きながら、庁議を設けてやるべきじゃない

かと思いますけれども、村長、この件について

どう思いますか。私は庁議でみんなで考えてい

かんとね、教育委員会だけではどうしようもな

いと思うんです。村長の考え。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 婦人会もそうですし、青年会もそうでしたけ

れども、今、議員がおっしゃったことにも少し

出てきますけれども、時代の流れだと、これは

もう粛々と受け止めるところもございますし、

また、努力すべきところは、もう行政だけでは、

議員が言うとおり、これはもう無理かもしれま

せん。やはり全ての方々、この価値観をどう捉

えるか。これ議員もそうですし、地域の自治会

もそうですし。いろんな方々が、それは連合会

としてふさわしいのか、時代としてそれに合っ

ているのか、単体を育てるべきじゃないのかと、

いろんな意見を、我々行政だけじゃなくて全て

の村民の方々と一緒に共有すべきじゃないかと

思いますよ。それを主導していくのは我々行政

だとは思ってはおります。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ございますか。 

 15番 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 それでは、１点だけ、

ページ22で、児童福祉総務費の中の備品購入80

万8,000円、子ども第三の居場所の備品ですけ

れども、備品の内容はどのようなものか。今後

この第三の居場所については、どのような形で

進めていく計画なのかも教えてください。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 こちら備品購入費80

万8,000円の内訳ですが、冷蔵庫、炊飯器、電

子レンジ、洗濯機、テーブル等、様々な備品を

購入する予定となっております。現在建築中の

新しい建物のほうに引っ越した際に、こちらを

整備したいと思っております。 

 現在、建築は順調に進んでおりますので、11

月、完全引っ越しに向けて、今準備をしている

ところでございます。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありますか。 

 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 先ほどから青年連合

会の補助金がもう減額されるということで議論

になっていますけれども、私からも一言だけ申

し上げたいと思います。 

 私もＯＢの一人でありますので、非常に寂し

い思いと、憂慮しているというのがあります。

未来に向けて、やはり育てていかないといけな

い若い人材が、このようにして活動を休止する

というのは、非常に中城村にとっても、将来を

ちょっと危ぶむような私の印象を持っておりま

して、実際に気持ちは分かります、この時代と

いうふうになっているというのは分かるんです

よね。現実的にいえば、沖青協も今、休眠にな

っているというように聞いておりますので、た

だ、これを何とか打開しないといけないという

のは、課長も多分、気持ち的には同じだと思い

ますが、やはり手法を少し、知恵を出して考え
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ていかないと、この危機感は乗り切れないんじ

ゃないかなと思いますね。現状は少子化という

ことで、子供が少なくなって、それが青年層に

も影響を与えてきているというのと、社会全体

が今、非正規で若い人たちが結婚できないよう

な環境に追い込まれて、一生懸命子育て支援の

政策も出してはいるんですけれども、なかなか

効果が表立って現れていないという状況があり

ますが、一方では、アメリカではストライキが

頻繁に起こっているというニュースが飛び交っ

ておりました。別にストライキがあるから経済

が大変なのかなというとそうではなくて、非常

に賃上げを要求するような形で、若者が労働組

合をたくさん結成していて、政府も、バイデン

大統領は民主党ですので、応援していて、逆に

奨励しているというぐらいで。しかも労働組合

が結成された企業は経済効果が上がっていると

いうことで、企業側も認めてきているというよ

うな現状があるそうです。 

 そういったところもある意味では参考にしな

がら、若者層が元気を出すようなヒント、この

辺にはあるんじゃないかなと私は思っています。 

 一般質問の中でこういった議論はやるべき話

かもしれませんが、一言だけ、青年会に元気を

出してもらうということで、役員だけで話合い

をするのではなくて、一人一人の中城村に住む

若い世代と膝を交えるような機会をぜひつくり

ながら、私もＯＢとして、一汗でも二汗でもか

いていきたいと思いますので、ぜひ頑張ってい

ただきたいというふうに要望いたします。答弁

は要りませんので、よろしくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありますか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第38号は会議規則第39条第３項の規定に

よって委員会付託を省略したいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第38号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第38号 令和５年度中城村一般

会計補正予算（第３号）を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第38号 令和５年度中城村一

般会計補正予算（第３号）は原案のとおり可決

されました。 

 休憩いたします。 

休 憩（１２時１４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時４０分） 

○議長 伊佐則勝 再開いたします。 

 日程第11 議案第39号 令和５年度中城村国

民健康保険特別会計補正予算（第１号）を議題

とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第39号 令和５年度中

城村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について御提案申し上げます。 

 

 

議案第39号 
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令和５年度中城村国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和５年度中城村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,400千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

2,653,044千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和５年９月８日 提出 

 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

３ 国庫支出金  1 160 161 

 １ 国庫補助金 1 160 161 

６ 繰入金  363,638 8,547 372,185 

 １ 他会計繰入金 363,637 8,547 372,184 

７ 繰越金  1 4,693 4,694 

 １ 繰越金 1 4,693 4,694 

歳  入  合  計 2,639,644 13,400 2,653,044 
    

 

（歳 出）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 総務費  49,716 937 50,653 

 １ 総務管理費 37,734 937 38,671 

２ 保険給付費  1,750,000 160 1,750,160 

 ４ 出産育児諸費 12,303 160 12,463 

５ 保健事業費  47,615 799 48,414 

 ２ 保健事業費 25,859 799 26,658 

８ 諸支出金  3,326 11,504 14,830 

 １ 償還金及び還付加算金 3,325 11,504 14,829 

歳  出  合  計 2,639,644 13,400 2,653,044 
    

 

 以上でございます。 ○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終
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わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 休憩します。 

休 憩（１３時４３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時４４分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第39号は会議規則第39条第３項の規定に

よって委員会付託を省略したいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第39号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第39号 令和５年度中城村国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）を採決し

ます。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第39号 令和５年度中城村国

民健康保険特別会計補正予算（第１号）は原案

のとおり可決されました。 

 日程第12 議案第40号 令和５年度中城村後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を議

題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第40号 令和５年度中

城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について御提案申し上げます。 

 

 

 

議案第40号 

 

令和５年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和５年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,677千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

163,572千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和５年９月８日 提出 

 

中城村長 浜 田 京 介 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

４ 繰越金  1 1,677 1,678 

 １ 繰越金 1 1,677 1,678 

歳  入  合  計 161,895 1,677 163,572 
    

 

（歳 出）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

２ 後期高齢者医療広域連合納付金  157,400 1,444 158,844 

 １ 後期高齢者医療広域連合納付金 157,400 1,444 158,844 

３ 諸支出金  1,078 233 1,311 

 ２ 繰出金 0 233 233 

歳  出  合  計 161,895 1,677 163,572 
    

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 休憩します。 

休 憩（１３時４７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時４９分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第40号は会議規則第39条第３項の規定に

よって委員会付託を省略したいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第40号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第40号 令和５年度中城村後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を採決

します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第40号 令和５年度中城村後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は原

案のとおり可決されました。 

 日程第13 議案第41号 令和５年度中城村土

地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）を

議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第41号 令和５年度中

城村土地区画整理事業特別会計補正予算（第１

号）について御提案申し上げます。 
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議案第41号 

 

令和５年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和５年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,913千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ222,975千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和５年９月８日 提出 

 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

３ 繰越金  1 3,913 3,914 

 １ 繰越金 1 3,913 3,914 

歳  入  合  計 219,062 3,913 222,975 
    

 

(歳 出)                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 土地区画整理事業費  219,061 3,913 222,974 

 １ 南上原土地区画整理事業費 219,061 3,913 222,974 

歳  出  合  計 219,062 3,913 222,975 
    

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第41号は会議規則第39条第３項の規定に

よって委員会付託を省略したいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第41号は委員会付託を省略し
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ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第41号 令和５年度中城村土地

区画整理事業特別会計補正予算（第１号）を採

決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第41号 令和５年度中城村土

地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）は

原案のとおり可決されました。 

 日程第14 議案第42号 令和５年度中城村下

水道事業会計補正予算（第２号）を議題としま

す。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第42号 令和５年度中

城村下水道事業会計補正予算（第２号）につい

て御提案申し上げます。 

 

 

 

議案第42号 

 

令和５年度中城村下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

第１条 令和５年度中城村下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （特例的収入及び支出） 

第２条 地方公営企業法施行令第４条第４項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務とし

て整理する未収金及び未払金の金額はそれぞれ10,629千円及び7,551千円である。 

 

  令和５年９月８日 提出 

 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第42号は会議規則第39条第３項の規定に

よって委員会付託を省略したいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第42号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第42号 令和５年度中城村下水

道事業会計補正予算（第２号）を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する
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ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第42号 令和５年度中城村下

水道事業会計補正予算（第２号）は原案のとお

り可決されました。 

 日程第15 議案第43号 令和５年度中城村水

道事業会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第43号 令和５年度中

城村水道事業会計補正予算（第１号）について

御提案申し上げます。 

 

 

 

議案第43号 

 

令和５年度中城村水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 （総則） 

第１条 令和５年度中城村水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 （収益的収入及び支出） 

第２条 令和５年度中城村水道事業会計予算（以下、「予算」という。）第３条に定めた収益的支

出の予定額を次のとおり補正する。 

       （科目）     （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

 第１款  水道事業費用    533,150 千円    1,597 千円   534,747 千円 

  第１項  営業費用     525,204 千円    1,597 千円   526,801 千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文中「資本的収入額が資本的支出額に不足する額240,770千円は当年度分消

費税及び地方消費税資本的収支調整額19,967千円、建設改良積立金の取崩194,800千円、減債積

立金の取崩9,123千円及び損益勘定留保資金16,880千円」を「資本的収入額が資本的支出額に不

足する額241,026千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,967千円、建設改良

積立金の取崩194,800千円、減債積立金の取崩9,123千円及び損益勘定留保資金17,136千円」に改

め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

       （科目）    （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

 第１款  資本的支出     301,619 千円     256 千円    301,875 千円 

  第１項  建設改良費    287,496 千円     256 千円    287,752 千円 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第４条 予算第８条（１）職員給与費49,426千円を50,477千円に改める。 

 

  令和５年９月８日 提出 
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中城村長 浜 田 京 介 
 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第43号は会議規則第39条第３項の規定に

よって委員会付託を省略したいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第43号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第43号 令和５年度中城村水道

事業会計補正予算（第１号）を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第43号 令和５年度中城村水

道事業会計補正予算（第１号）は原案のとおり

可決されました。 

 日程第16 議案第44号 令和４年度中城村水

道事業未処分利益剰余金の処分についてを議題

とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第44号 令和４年度中

城村水道事業未処分利益剰余金の処分について

御提案申し上げます。 

 

 

議案第44号 

 

   令和４年度中城村水道事業未処分利益剰余金の処分について 

 

 令和４年度中城村水道事業未処分利益剰余金について、別紙のとおり処分したいので、地方公営

企業法（昭和27年法律第292号）第32条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和５年９月８日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

 令和４年度中城村水道事業未処分利益剰余金の一部を建設改良積立金に積み立て、及び組入資本

金に組み入れしたいので、地方公営企業法第32条第２項の規定により、議会の議決を必要とするた

め、提出するものである。 
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令和４年度 中城村水道事業剰余金処分計算書 

（単位：円） 

 資本金 資本剰余金 未処分利益剰余金 

当年度末残高 1,117,848,344 156,338,807 244,261,004 

議会の議決による処分額 167,921,680 0 △243,921,680 

 減債積立金の積立 0 0 0 

 建設改良積立金の積立 0 0 △76,000,000 

 組入資本金の組入 167,921,680 0 △167,921,680 

処分後残高 1,285,770,024 156,338,807 
（繰越利益剰余金） 

339,324 

 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第44号は建設常任委員会に付託したいと

思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第44号 令和４年度中城村水

道事業未処分利益剰余金の処分については建設

常任委員会に付託することに決定しました。 

 日程第17 認定第１号 令和４年度中城村一

般会計歳入歳出決算認定についてを議題としま

す。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 認定第１号 令和４年度中

城村一般会計歳入歳出決算認定について御提案

申し上げます。 

 

 

 

認定第１号 

 

   令和４年度中城村一般会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定に基づき、令和４年度中城村一般会計

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付します。 

 

  令和５年９月８日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 
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令和４年度 

中城村一般会計歳入歳出決算書 

 

歳 入 額  10,775,283,442 円 

歳 出 額  10,212,248,340 円 

差 引 残 額  563,035,102 円 

     
     

 

令和４年度 一 般 会 計 歳 入 決 算 書 

（歳 入）                                  （単位：円） 
         

款 項 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入 

済額との比較 
備考 

01 村税  
2,669,538,000 2,875,116,517 2,745,185,682 3,459,948 128,763,059 75,647,682 

還付未済額 

2,292,172 

 01 村民税 
1,053,898,000 1,113,543,789 1,070,941,160 594,898 44,144,903 17,043,160 

還付未済額 

2,137,172 

 02 固定資 

  産税 
1,455,125,000 1,583,174,197 1,500,535,377 2,710,489 80,031,731 45,410,377 

還付未済額 

103,400 

 03 軽自動 

  車税 
87,057,000 93,106,740 88,417,354 154,561 4,586,425 1,360,354 

還付未済額 

51,600 

 04 村たば 

  こ税 
73,457,000 85,291,791 85,291,791 0 0 11,834,791 

 

 05 特別土 

  地保有 

  税 

1,000 0 0 0 0 △1,000 

 

02 地方譲 

  与税 

 47,563,000 55,307,413 55,307,413 0 0 7,744,413  

01 地方揮 

  発油譲 

  与税 

11,040,000 12,448,000 12,448,000 0 0 1,408,000 

 

 02 自動車 

  重量譲 

  与税 

32,123,000 37,263,000 37,263,000 0 0 5,140,000 

 

 03 特別と 

  ん譲与 

  税 

2,811,000 3,236,413 3,236,413 0 0 425,413 

 

 04 地方道 

  路譲与 

  税 

1,000 0 0 0 0 △1,000 

 

 05 森林環 

  境譲与 

  税 

1,588,000 2,360,000 2,360,000 0 0 772,000 

 

03 利子割 

  交付金 

 559,000 503,000 503,000 0 0 △56,000  

01 利子割 

  交付金 
559,000 503,000 503,000 0 0 △56,000 

 

04 配当割  5,610,000 4,456,000 4,456,000 0 0 △1,154,000  
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款 項 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入 

済額との比較 
備考 

  交付金 01 配当割 

  交付金 
5,610,000 4,456,000 4,456,000 0 0 △1,154,000 

 

05 株式等 

  譲渡所 

  得割交 

  付金 

 6,035,000 4,302,000 4,302,000 0 0 △1,733,000  

01 株式等 

  譲渡所 

  得割交 

  付金 

6,035,000 4,302,000 4,302,000 0 0 △1,733,000 

 

06 法人事 

  業税交 

  付金 

 27,078,000 25,766,000 25,766,000 0 0 △1,312,000  

01 法人事 

  業税交 

  付金 

27,078,000 25,766,000 25,766,000 0 0 △1,312,000 

 

07 地方消 

  費税交 

  付金 

 497,404,000 483,879,000 483,879,000 0 0 △13,525,000  

01 地方消 

  費税交 

  付金 

497,404,000 483,879,000 483,879,000 0 0 △13,525,000 

 

08 ゴルフ 

  場利用 

  税交付 

  金 

 28,439,000 27,220,692 27,220,692 0 0 △1,218,308  

01 ゴルフ 

  場利用 

  税交付 

  金 

28,439,000 27,220,692 27,220,692 0 0 △1,218,308 

 

09 環境性 

  能割交 

  付金 

 4,720,000 4,875,034 4,875,034 0 0 155,034  

01 環境性 

  能割交 

  付金 

4,720,000 4,875,034 4,875,034 0 0 155,034 

 

10 地方特 

  例交付 

  金 

 21,424,000 21,424,000 21,424,000 0 0 0  

01 地方特 

  例交付 

  金 

21,424,000 21,424,000 21,424,000 0 0 0 

 

11 地方交 

  付税 

 1,682,364,000 1,775,036,000 1,775,036,000 0 0 92,672,000  

01 地方交 

  付税 
1,682,364,000 1,775,036,000 1,775,036,000 0 0 92,672,000 

 

12 交通安 

  全対策 

  特別交 

  付金 

 1,664,000 1,533,000 1,533,000 0 0 △131,000  

01 交通安 

  全対策 

  特別交 

  付金 

1,664,000 1,533,000 1,533,000 0 0 △131,000 

 

13 分担金 

  及び負 

  担金 

 2,063,000 2,843,314 2,843,314 0 0 780,314  

02 負担金 2,063,000 2,843,314 2,843,314 0 0 780,314  

14 使用料 

  及び手 

  数料 

 121,901,000 125,999,943 125,101,953 0 897,990 3,200,953  

01 使用料 78,300,000 84,084,283 83,186,293 0 897,990 4,886,293  

 02 手数料 43,601,000 41,915,660 41,915,660 0 0 △1,685,340  

15 国庫支 

  出金 

 3,069,831,174 2,942,814,744 2,942,814,744 0 0 △127,016,430  

01 国庫負 

  担金 
1,403,437,000 1,393,642,359 1,393,642,359 0 0 △9,794,641 

 

 02 国庫補 

  助金 
1,658,184,174 1,540,063,395 1,540,063,395 0 0 △118,120,779 

 

 03 委託金 8,210,000 9,108,990 9,108,990 0 0 898,990  
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款 項 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入 

済額との比較 
備考 

16 県支出 

  金 

 1,766,850,600 1,226,051,719 1,225,724,719 0 327,000 △541,125,881  

01 県負担 

  金 
629,394,000 616,438,011 616,438,011 0 0 △12,955,989 

 

 02 県補助 

  金 
1,089,205,600 561,751,504 561,424,504 0 327,000 △527,781,096 

 

 03 委託金 48,251,000 47,862,204 47,862,204 0 0 △388,796  

17 財産収 

  入 

 12,208,000 12,981,233 12,981,233 0 0 773,233  

01 財産運 

  用収入 
12,207,000 12,175,346 12,175,346 0 0 △31,654 

 

 02 財産売 

  払収入 
1,000 805,887 805,887 0 0 804,887 

 

18 寄附金  233,824,000 233,186,508 233,186,508 0 0 △637,492  

 01 寄附金 233,824,000 233,186,508 233,186,508 0 0 △637,492  

19 繰入金  277,997,000 258,159,156 258,159,156 0 0 △19,837,844  

 01 特別会 

  計繰入 

  金 

5,580,000 5,580,756 5,580,756 0 0 756 

 

 02 基金繰 

  入金 
272,417,000 252,578,400 252,578,400 0 0 △19,838,600 

 

20 繰越金  419,237,840 419,238,812 419,238,812 0 0 972  

 01 繰越金 419,237,840 419,238,812 419,238,812 0 0 972  

21 諸収入  199,349,000 222,381,182 222,381,182 0 0 23,032,182  

 01 延滞金、

  加算金 

  及び過 

  料 

4,066,000 2,800,060 2,800,060 0 0 △1,265,940 

 

 02 村預金 

  利子 
1,000 0 0 0 0 △1,000 

 

 03 貸付金 

  元利収 

  入 

1,000 0 0 0 0 △1,000 

 

 04 雑入 195,281,000 219,581,122 219,581,122 0 0 24,300,122  

22 村債  654,464,000 183,364,000 183,364,000 0 0 △471,100,000  

 01 村債 654,464,000 183,364,000 183,364,000 0 0 △471,100,000  

97 一時立 

  替金 

 0 0 0 0 0 0  

01 一時立 

  替金 
0 0 0 0 0 0 

 

98 一時借 

  入 

 0 0 0 0 0 0  

01 一時借 

  入 
0 0 0 0 0 0 

 

歳入合計 11,750,123,614 10,906,439,267 10,775,283,442 3,459,948 129,988,049 △974,840,172 
還付未済 

2,292,172              
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令和４年度 一 般 会 計 歳 出 決 算 書 

（歳 出）                                  （単位：円） 
        

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出 

済額との比較 
備考 

01 議会費  100,432,000 99,532,238 0 899,762 899,762  

 01 議会費 100,432,000 99,532,238 0 899,762 899,762  

02 総務費  1,881,014,000 1,663,866,595 0 217,147,405 217,147,405  

 01 総務管理費 1,603,000,000 1,393,789,782 0 209,210,218 209,210,218  

 02 徴税費 141,206,000 136,656,322 0 4,549,678 4,549,678  

 03 戸籍住民基本 

  台帳費 
111,917,000 109,250,261 0 2,666,739 2,666,739  

 04 選挙費 22,559,000 21,887,439 0 671,561 671,561  

 05 統計調査費 666,000 646,883 0 19,117 19,117  

 06 監査委員費 1,666,000 1,635,908 0 30,092 30,092  

03 民生費  4,964,900,614 4,684,104,512 61,666,000 219,130,102 280,796,102  

 01 社会福祉費 2,027,635,614 1,898,988,657 16,454,000 112,192,957 128,646,957  

 02 児童福祉費 2,937,265,000 2,785,115,855 45,212,000 106,937,145 152,149,145  

04 衛生費  1,098,605,050 1,067,685,294 0 30,919,756 30,919,756  

 01 保健衛生費 691,953,000 673,280,385 0 18,672,615 18,672,615  

 02 清掃費 406,652,050 394,404,909 0 12,247,141 12,247,141  

05 労働費  3,496,000 3,495,735 0 265 265  

 01 労働諸費 3,496,000 3,495,735 0 265 265  

06 農林水産業費  219,432,000 183,640,536 25,420,000 10,371,464 35,791,464  

 01 農業費 204,107,000 168,417,734 25,420,000 10,269,266 35,689,266  

 02 林業費 2,491,000 2,465,529 0 25,471 25,471  

 03 水産業費 12,834,000 12,757,273 0 76,727 76,727  

07 商工費  91,435,000 84,413,063 0 7,021,937 7,021,937  

 01 商工費 91,435,000 84,413,063 0 7,021,937 7,021,937  

08 土木費  555,732,950 471,328,655 66,635,000 17,769,295 84,404,295  

 01 土木管理費 49,146,000 49,099,980 0 46,020 46,020  

 02 道路橋梁費 319,484,950 239,349,001 66,635,000 13,500,949 80,135,949  

 03 河川費 4,264,000 4,246,893 0 17,107 17,107  

 04 都市計画費 18,799,000 14,593,781 0 4,205,219 4,205,219  

 05 下水道費 164,039,000 164,039,000 0 0 0  

09 消防費  309,441,000 305,683,527 0 3,757,473 3,757,473  

 01 消防費 309,441,000 305,683,527 0 3,757,473 3,757,473  

10 教育費  2,022,851,000 1,160,963,423 807,917,000 53,970,577 861,887,577  

 01 教育総務費 270,362,000 252,065,762 0 18,296,238 18,296,238  
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款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出 

済額との比較 
備考 

 02 小学校費 214,495,000 202,871,293 4,400,000 7,223,707 11,623,707  

 03 中学校費 901,572,000 104,918,317 792,773,000 3,880,683 796,653,683  

 04 幼稚園費 159,682,000 146,335,007 0 13,346,993 13,346,993  

 05 社会教育費 256,748,000 240,892,162 10,744,000 5,111,838 15,855,838  

 06 保健体育費 219,992,000 213,880,882 0 6,111,118 6,111,118  

11 災害復旧費  4,000 0 0 4,000 4,000  

 02 土木施設災害 

  復旧費 
4,000 0 0 4,000 4,000  

12 公債費  489,882,000 487,534,762 0 2,347,238 2,347,238  

 01 公債費 489,882,000 487,534,762 0 2,347,238 2,347,238  

13 諸支出金  4,391,000 0 4,390,000 1,000 4,391,000  

 01 普通財産取得 

  費 
4,391,000 0 4,390,000 1,000 4,391,000  

14 予備費  8,507,000 0 0 8,507,000 8,507,000  

 01 予備費 8,507,000 0 0 8,507,000 8,507,000  

歳出合計 11,750,123,614 10,212,248,340 966,028,000 571,847,274 1,537,875,274  
            

歳入歳出差引残額 563,035,102 円              令和５年９月８日 

                               中城村 村長 浜 田 京 介 

 

実 質 収 支 に 関 す る 調 書 

（一般会計）                                   令和４年度 
      

区        分 金    額 

１． 歳 入 総 額 10,775,283 千円 

２． 歳 出 総 額 10,212,248 千円 

３． 歳 入 歳 出 差 引 額 563,035 千円 

４． 
翌 年 度 へ 繰 り 

越 す べ き 財 源 

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 千円 

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 118,948 千円 

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 千円 

計 118,948 千円 

５． 実 質 収 支 額 444,087 千円 

６． 実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金

繰入額 
0 千円 

備 

考 

※各欄の金額が決算書その他計算書の額と整合しない場合は、端数処理によって生じたもの

である。 
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 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 日程第18 認定第２号 令和４年度中城村国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 認定第２号 令和４年度中

城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて御提案申し上げます。 

 

 

 

認定第２号 

 

   令和４年度中城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定に基づき、令和４年度中城村国民健康

保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付します。 

 

  令和５年９月８日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

 

令和４年度 

中城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 

 

歳 入 額  2,464,490,505 円 

歳 出 額  2,459,795,810 円 

差 引 残 額  4,694,695 円 

     
     

 

令和４年度 国民健康保険特別会計 歳入決算書 

（歳 入）                                  （単位：円） 
         

款 項 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入 

済額との比較 
備考 

01 国民健 

  康保険 

  税 

 
411,363,000 457,642,205 411,062,306 1,930,583 45,789,291 △300,694 

還付未済額 

1,139,975 

 01 国民健 

  康保険 

  税 

411,363,000 457,642,205 411,062,306 1,930,583 45,789,291 △300,694 
還付未済額 

1,139,975 

02 使用料 

  及び手 

  数料 

 380,000 350,800 348,900 0 1,900 △31,100  

01 手数料 380,000 350,800 348,900 0 1,900 △31,100  
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款 項 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入 

済額との比較 
備考 

03 国庫支 

  出金 

 1,000 0 0 0 0 △1,000  

01 国庫補 

  助金 
1,000 0 0 0 0 △1,000 

 

04 県支出 

  金 

 1,770,005,000 1,750,090,105 1,750,090,105 0 0 △19,914,895  

01 県補助 

  金 
1,770,004,000 1,750,090,105 1,750,090,105 0 0 △19,913,895 

 

 02 財政安 

  定化基 
1,000 0 0 0 0 △1,000 

 

   金支出 

  金 
      

 

05 財産収 

  入 

 1,000 0 0 0 0 △1,000  

01 財産運 

  用収入 
1,000 0 0 0 0 △1,000 

 

06 繰入金  307,042,000 277,038,384 277,038,384 0 0 △30,003,616  

 01 他会計 

  繰入金 
307,041,000 277,038,384 277,038,384 0 0 △30,002,616 

 

 02 基金繰 

  入金 
1,000 0 0 0 0 △1,000 

 

07 繰越金  20,896,000 20,896,853 20,896,853 0 0 853  

 01 繰越金 20,896,000 20,896,853 20,896,853 0 0 853  

08 諸収入  4,713,000 8,480,987 5,053,957 0 3,427,030 340,957  

 01 延滞金・

  加算金 

  及び過 

  料 

1,910,000 1,950,056 1,947,856 0 2,200 37,856 

 

 02 雑入 2,803,000 6,530,931 3,106,101 0 3,424,830 303,101  

09 村債  1,000 0 0 0 0 △1,000  

 01 財政安 

  定化基 

  金貸付 

  金 

1,000 0 0 0 0 △1,000 

 

97 一時立 

  替金 

 0 0 0 0 0 0  

01 一時立 

  替金 
0 0 0 0 0 0 

 

98 一時借 

  入金 

 0 0 0 0 0 0  

01 一時借 

  入金 
0 0 0 0 0 0 

 

歳入合計 2,514,402,000 2,514,499,334 2,464,490,505 1,930,583 49,218,221 △49,911,495 
還付未済 

1,139,975              

 

令和４年度 国民健康保険特別会計 歳出決算書 

（歳 出）                                  （単位：円） 
        

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出 

済額との比較 
備考 

01 総務費  46,114,000 45,463,560 0 650,440 650,440  
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款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出 

済額との比較 
備考 

 01 総務管理費 34,257,000 34,138,137 0 118,863 118,863  

 02 徴税費 11,809,000 11,301,423 0 507,577 507,577  

 03 運営協議会費 48,000 24,000 0 24,000 24,000  

02 保険給付費  1,671,831,000 1,628,614,028 0 43,216,972 43,216,972  

 01 療養諸費 1,407,218,000 1,374,974,892 0 32,243,108 32,243,108  

 02 高額療養費 246,883,000 239,118,796 0 7,764,204 7,764,204  

 03 移送費 1,000 0 0 1,000 1,000  

 04 出産育児諸費 15,909,000 13,000,797 0 2,908,203 2,908,203  

 05 葬祭諸費 620,000 460,000 0 160,000 160,000  

 06 傷病手当金 1,200,000 1,059,543 0 140,457 140,457  

03 国民健康保険 

  事業費納付金 

 720,619,000 720,618,111 0 889 889  

01 医療給付費分 526,317,000 526,316,773 0 227 227  

 02 後期高齢者支 

  援金等分 
139,447,000 139,446,571 0 429 429  

 03 介護納付金分 54,855,000 54,854,767 0 233 233  

04 財政安定化基 

  金拠出金 

 1,000 0 0 1,000 1,000  

01 財政安定化基 

  金拠出金 
1,000 0 0 1,000 1,000  

05 保健事業費  41,101,000 39,402,737 0 1,698,263 1,698,263  

 01 特定健康診査 

  等事業費 
21,055,000 19,773,137 0 1,281,863 1,281,863  

 02 保健事業費 20,046,000 19,629,600 0 416,400 416,400  

06 基金積立金  1,000 0 0 1,000 1,000  

 01 基金積立金 1,000 0 0 1,000 1,000  

07 公債費  51,000 0 0 51,000 51,000  

 01 公債費 51,000 0 0 51,000 51,000  

08 諸支出金  25,746,000 25,697,374 0 48,626 48,626  

 01 償還金及び還 

  付加算金 
22,582,000 22,534,374 0 47,626 47,626  

 02 延滞金 1,000 0 0 1,000 1,000  

 03 繰出金 3,163,000 3,163,000 0 0 0  

09 予備費  8,938,000 0 0 8,938,000 8,938,000  

 01 予備費 8,938,000 0 0 8,938,000 8,938,000  

歳出合計 2,514,402,000 2,459,795,810 0 54,606,190 54,606,190  
            

歳入歳出差引残額 4,694,695 円               令和５年９月８日 

                               中城村 村長 浜 田 京 介 
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実 質 収 支 に 関 す る 調 書 

（国民健康保険特別会計）                             令和４年度 
      

区        分 金    額 

１． 歳 入 総 額 2,464,491 千円 

２． 歳 出 総 額 2,459,796 千円 

３． 歳 入 歳 出 差 引 額 4,695 千円 

４． 
翌 年 度 へ 繰 り 

越 す べ き 財 源 

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 千円 

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 千円 

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 千円 

計 0 千円 

５． 実 質 収 支 額 4,695 千円 

６． 実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金

繰入額 
0 千円 

備 

考 

※各欄の金額が決算書その他計算書の額と整合しない場合は、端数処理によって生じたもの

である。 
         

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１４時３１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時４５分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 日程第19 認定第３号 令和４年度中城村後

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 認定第３号 令和４年度中

城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について御提案申し上げます。 

 

 

認定第３号 

 

   令和４年度中城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定に基づき、令和４年度中城村後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付します。 

 

  令和５年９月８日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 



─ 61 ─ 

 

令和４年度 

中城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 

 

歳 入 額  167,031,480 円 

歳 出 額  165,353,197 円 

差 引 残 額  1,678,283 円 

     
     

 

令和４年度 後期高齢者医療特別会計 歳入決算書 

（歳 入）                                  （単位：円） 
         

款 項 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入 

済額との比較 
備考 

01 後期高 

  齢者医 

  療保険 

  料 

 
120,370,000 122,713,584 121,323,749 0 1,721,744 953,749 

還付未済額 

331,909 

01 後期高 

  齢者医 

  療保険 

  料 

120,370,000 122,713,584 121,323,749 0 1,721,744 953,749 
還付未済額 

331,909 

02 使用料 

  及び手 

  数料 

 45,000 38,900 38,900 0 0 △6,100  

01 手数料 45,000 38,900 38,900 0 0 △6,100  

03 繰入金  43,326,000 43,628,745 43,325,745 0 303,000 △255  

 01 一般会 

  計繰入 

  金 

43,326,000 43,628,745 43,325,745 0 303,000 △255 

 

04 繰越金  733,000 733,738 733,738 0 0 738  

 01 繰越金 733,000 733,738 733,738 0 0 738  

05 諸収入  2,037,000 1,609,348 1,609,348 0 0 △427,652  

 01 延滞金、

  加算金 

  及び過 

  料 

151,000 243,717 243,717 0 0 92,717 

 

 02 償還金 

  及び還 

  付加算 

  金 

1,247,000 725,956 725,956 0 0 △521,044 

 

 03 預金利 

  子 
1,000 0 0 0 0 △1,000 

 

 04 雑入 638,000 639,675 639,675 0 0 1,675  

歳入合計 166,511,000 168,724,315 167,031,480 0 2,024,744 520,480 
還付未済 

331,909              
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令和４年度 後期高齢者医療特別会計 歳出決算書 

（歳 出）                                  （単位：円） 
        

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出 

済額との比較 
備考 

01 総務費  3,701,000 3,474,232 0 226,768 226,768  

 01 総務管理費 1,513,000 1,443,763 0 69,237 69,237  

 02 徴収費 2,188,000 2,030,469 0 157,531 157,531  

02 後期高齢者医 

  療広域連合納 

  付金 

 160,673,000 160,562,909 0 110,091 110,091  

01 後期高齢者医 

  療広域連合納 

  付金 

160,673,000 160,562,909 0 110,091 110,091  

03 諸支出金  1,982,000 1,316,056 0 665,944 665,944  

 01 償還金及び還 

  付加算金 
1,392,000 726,056 0 665,944 665,944  

 02 繰出金 590,000 590,000 0 0 0  

04 予備費  155,000 0 0 155,000 155,000  

 01 予備費 155,000 0 0 155,000 155,000  

歳出合計 166,511,000 165,353,197 0 1,157,803 1,157,803  
            

歳入歳出差引残額 1,678,283 円               令和５年９月８日 

                               中城村 村長 浜 田 京 介 

 

実 質 収 支 に 関 す る 調 書 

（後期高齢者医療特別会計）                            令和４年度 
      

区        分 金    額 

１． 歳 入 総 額 167,031 千円 

２． 歳 出 総 額 165,353 千円 

３． 歳 入 歳 出 差 引 額 1,678 千円 

４． 
翌 年 度 へ 繰 り 

越 す べ き 財 源 

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 千円 

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 千円 

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 千円 

計 0 千円 

５． 実 質 収 支 額 1,678 千円 

６． 実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金

繰入額 
0 千円 

備 

考 

※各欄の金額が決算書その他計算書の額と整合しない場合は、端数処理によって生じたもの

である。 
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 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 日程第20 認定第４号 令和４年度中城村公

共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 認定第４号 令和４年度中

城村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について御提案申し上げます。 

 

 

 

認定第４号 

 

   令和４年度中城村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定に基づき、令和４年度中城村公共下水

道事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付します。 

 

  令和５年９月８日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

 

令和４年度 

中城村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書 

 

歳 入 額  495,019,822 円 

歳 出 額  488,844,038 円 

差 引 残 額  6,175,784 円 

     
     

 

令和４年度 公共下水道事業特別会計 歳入決算書 

（歳 入）                                  （単位：円） 
         

款 項 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入 

済額との比較 
備考 

01 使用料 

  手数料 

 55,860,000 56,323,426 56,323,426 0 0 463,426  

01 使用料 55,660,000 55,871,426 55,871,426 0 0 211,426  

 02 手数料 200,000 452,000 452,000 0 0 252,000  

02 県支出 

  金 

 53,829,000 53,829,000 53,829,000 0 0 0  

01 県補助 

  金 
53,829,000 53,829,000 53,829,000 0 0 0 
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款 項 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入 

済額との比較 
備考 

03 国庫支 

  出金 

 92,000,000 92,000,000 92,000,000 0 0 0  

01 国庫補 

  助金 
92,000,000 92,000,000 92,000,000 0 0 0 

 

04 繰入金  164,039,000 164,039,000 164,039,000 0 0 0  

 01 一般会 

  計繰入 

  金 

164,039,000 164,039,000 164,039,000 0 0 0 

 

05 繰越金  1,828,000 1,827,756 1,827,756 0 0 △244  

 01 繰越金 1,828,000 1,827,756 1,827,756 0 0 △244  

06 諸収入  3,000 640 640 0 0 △2,360  

 01 預金利 

  子 
1,000 640 640 0 0 △360 

 

 02 雑入 2,000 0 0 0 0 △2,000  

07 村債  127,000,000 127,000,000 127,000,000 0 0 0  

 01 村債 127,000,000 127,000,000 127,000,000 0 0 0  

98 一時借 

  入金 

 0 0 0 0 0 0  

01 一時借 

  入金 
0 0 0 0 0 0 

 

歳入合計 494,559,000 495,019,822 495,019,822 0 0 460,822  

             

 

令和４年度 公共下水道事業特別会計 歳出決算書 

（歳 出）                                  （単位：円） 
        

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出 

済額との比較 
備考 

01 公共下水道費  356,251,000 350,537,862 0 5,713,138 5,713,138  

 01 公共下水道費 356,251,000 350,537,862 0 5,713,138 5,713,138  

02 公債費  138,308,000 138,306,176 0 1,824 1,824  

 01 公債費 138,308,000 138,306,176 0 1,824 1,824  

03 予備費  0 0  0 0  

 01 予備費 0 0  0 0  

歳出合計 494,559,000 488,844,038 0 5,714,962 5,714,962  
            

歳入歳出差引残額 6,175,784 円               令和５年９月８日 

                               中城村 村長 浜 田 京 介 

 

実 質 収 支 に 関 す る 調 書 

（公共下水道事業特別会計）                            令和４年度 
      

区        分 金    額 

１． 歳 入 総 額 495,020 千円 
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２． 歳 出 総 額 488,844 千円 

３． 歳 入 歳 出 差 引 額 6,176 千円 

４． 
翌 年 度 へ 繰 り 

越 す べ き 財 源 

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 千円 

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 千円 

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 千円 

計 0 千円 

５． 実 質 収 支 額 6,176 千円 

６． 実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金

繰入額 
0 千円 

備 

考 

※各欄の金額が決算書その他計算書の額と整合しない場合は、端数処理によって生じたもの

である。 
         

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 日程第21 認定第５号 令和４年度中城村土

地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 認定第５号 令和４年度中

城村土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認

定について御提案申し上げます。 

 

 

 

認定第５号 

 

   令和４年度中城村土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定に基づき、令和４年度中城村土地区画

整理事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付します。 

 

  令和５年９月８日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

 

令和４年度 

中城村土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書 

 

歳 入 額  141,602,073 円 



─ 66 ─ 

歳 出 額  78,949,059 円 

差 引 残 額  62,653,014 円 

     
     

 

令和４年度 土地区画整理事業特別会計 歳入決算書 

（歳 入）                                  （単位：円） 
         

款 項 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入 

済額との比較 
備考 

01 使用料 

  及び手 

  数料 

 1,611,000 1,633,942 1,633,942 0 0 22,942  

02 使用料 1,611,000 1,633,942 1,633,942 0 0 22,942  

02 繰入金  86,071,000 86,071,000 86,071,000 0 0 0  

 01 基金繰 

  入金 
86,071,000 86,071,000 86,071,000 0 0 0 

 

03 繰越金  50,582,000 50,581,232 50,581,232 0 0 △768  

 01 繰越金 50,582,000 50,581,232 50,581,232 0 0 △768  

04 諸収入  50,000 8,719 8,719 0 0 △41,281  

 01 雑入 50,000 8,719 8,719 0 0 △41,281  

05 保留地 

  処分金 

 1,000 3,307,180 3,307,180 0 0 3,306,180  

01 南上原 

  区画整 

  理事業 

1,000 3,307,180 3,307,180 0 0 3,306,180 

 

   保留地 

  処分金 
      

 

歳入合計 138,315,000 141,602,073 141,602,073 0 0 3,287,073  

             

 

令和４年度 土地区画整理事業特別会計 歳出決算書 

（歳 出）                                  （単位：円） 
        

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出 

済額との比較 
備考 

01 土地区画整理 

  事業費 

 138,314,000 78,949,059 58,740,000 624,941 59,364,941  

01 南上原土地区 

  画整理事業費 
138,314,000 78,949,059 58,740,000 624,941 59,364,941  

03 予備費  1,000 0 0 1,000 1,000  

 01 予備費 1,000 0 0 1,000 1,000  

歳出合計 138,315,000 78,949,059 58,740,000 625,941 59,365,941  
            

歳入歳出差引残額 62,653,014 円               令和５年９月８日 

                               中城村 村長 浜 田 京 介 

 

実 質 収 支 に 関 す る 調 書 

（土地区画整理事業特別会計）                           令和４年度 
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区        分 金    額 

１． 歳 入 総 額 141,602 千円 

２． 歳 出 総 額 78,949 千円 

３． 歳 入 歳 出 差 引 額 62,653 千円 

４． 
翌 年 度 へ 繰 り 

越 す べ き 財 源 

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 千円 

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 58,740 千円 

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額  千円 

計 58,740 千円 

５． 実 質 収 支 額 3,913 千円 

６． 実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金

繰入額 
0 千円 

備 

考 

※各欄の金額が決算書その他計算書の額と整合しない場合は、端数処理によって生じたもの

である。 
         

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 日程第22 認定第６号 令和４年度中城村汚

水処理施設管理事業特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 認定第６号 令和４年度中

城村汚水処理施設管理事業特別会計歳入歳出決

算認定について御提案申し上げます。 

 

 

 

認定第６号 

 

   令和４年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定に基づき、令和４年度中城村汚水処理

施設管理事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付します。 

 

  令和５年９月８日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

 

令和４年度 

中城村汚水処理施設管理事業特別会計歳入歳出決算書 
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歳 入 額  3,663,288 円 

歳 出 額  3,241,810 円 

差 引 残 額  421,478 円 

     
     

 

令和４年度 汚水処理施設管理事業特別会計 歳入決算書 

（歳 入）                                  （単位：円） 
         

款 項 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入 

済額との比較 
備考 

01 使用料 

  及び手 

  数料 

 2,903,000 2,814,980 2,814,980 0 0 △88,020  

01 使用料 2,902,000 2,814,980 2,814,980 0 0 △87,020  

02 手数料 1,000 0 0 0 0 △1,000  

02 寄附金  1,000 0 0 0 0 △1,000  

 01 寄附金 1,000 0 0 0 0 △1,000  

03 繰入金  251,000 250,000 250,000 0 0 △1,000  

 01 基金繰 

  入金 
251,000 250,000 250,000 0 0 △1,000 

 

04 繰越金  599,000 598,308 598,308 0 0 △692  

 01 繰越金 599,000 598,308 598,308 0 0 △692  

05 諸収入  2,000 0 0 0 0 △2,000  

 01 預金利 

  子 
1,000 0 0 0 0 △1,000 

 

 02 雑収入 1,000 0 0 0 0 △1,000  

97 一時立 

  替金 

 0 0 0 0 0 0  

01 一時立 

  替金 
0 0 0 0 0 0 

 

歳入合計 3,756,000 3,663,288 3,663,288 0 0 △92,712  

             

 

令和４年度 汚水処理施設管理事業特別会計 歳出決算書 

（歳 出）                                  （単位：円） 
        

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出 

済額との比較 
備考 

01 汚水処理施設 

  管理費 

 3,663,000 3,241,810 0 421,190 421,190  

01 汚水処理施設 

  管理費 
3,663,000 3,241,810 0 421,190 421,190  

02 予備費  93,000 0 0 93,000 93,000  

 01 予備費 93,000 0 0 93,000 93,000  

歳出合計 3,756,000 3,241,810 0 514,190 514,190  
            

歳入歳出差引残額 421,478 円                令和５年９月８日 
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                               中城村 村長 浜 田 京 介 

 

実 質 収 支 に 関 す る 調 書 

（汚水処理施設管理事業特別会計）                         令和４年度 
      

区        分 金    額 

１． 歳 入 総 額 3,663 千円 

２． 歳 出 総 額 3,242 千円 

３． 歳 入 歳 出 差 引 額 421 千円 

４． 
翌 年 度 へ 繰 り 

越 す べ き 財 源 

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 千円 

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 千円 

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 千円 

計 0 千円 

５． 実 質 収 支 額 421 千円 

６． 実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金

繰入額 
0 千円 

備 

考 

※各欄の金額が決算書その他計算書の額と整合しない場合は、端数処理によって生じたもの

である。 
         

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 日程第23 認定第７号 令和４年度中城村水

道事業会計決算認定についてを議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 認定第７号 令和４年度中

城村水道事業会計決算認定について御提案申し

上げます。 

 

 

認定第７号 

 

   令和４年度中城村水道事業会計決算認定について 

 

 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第４項の規定に基づき、令和４年度中城村水道

事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付します。 

 

  令和５年９月８日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 
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令和４年度中城村水道事業損益計算書 

（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで） 

(単位：円） 

１ 営 業 収 益     

 （１） 給 水 収 益  458,833,172   

 （２） その他の営業収益        6,664,728 465,497,900  

      

２ 営 業 費 用     

 （１） 原 水 及 び 浄 水 費  246,870,443   

 （２） 配 水 及 び 給 水 費  52,080,507   

 （３） 総 係 費  48,595,850   

 （４） 減 価 償 却 費  88,438,488   

 （５） 資 産 減 耗 費          915,881     436,901,169  

      

 営 業 利 益    28,596,731 

      

３ 営 業 外 収 益     

 （１） 受 取 利 息  3,200   

 （２） 他 会 計 補 助 金  0   

 （３） 雑 収 益  148,333   

 （４） 長 期 前 受 金 戻 入  43,013,939   

 （５） 引 当 金 戻 入        1,384,204 44,549,676  

      

４ 営 業 外 費 用     

 （１） 支 払 利 息  1,712,920   

 （２） 雑 支 出          596,459       2,309,379      42,240,297 

      

 経 常 利 益    70,837,028 

      

５ 特 別 利 益     

 （１） 固 定 資 産 売 却 益               0   

 （２） 過年度損益修正益               0              0  

      

６ 特 別 損 失     

 （１） 固 定 資 産 売 却 損               0   

 （２） 過年度損益修正損           9,028          9,028        △9,028 
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 当 年 度 純 利 益    70,828,000 

      

 前年度繰越利益剰余金        5,511,324 

      

 その他の未処分利益剰余金変動額      167,921,680 

      

 当年度未処分利益剰余金      244,261,004 
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令和４年度 中城村水道事業剰余金処分計算書（案） 

（単位：円） 

 資本金 資本剰余金 未処分利益剰余金 

当年度末残高 1,117,848,344 156,338,807 244,261,004 

議会の議決による処分額 167,921,680 0 △243,921,680 

 減債積立金の積立 0 0 0 

 建設改良積立金の積立 0 0 △76,000,000 

 組入資本金の組入 167,921,680 0 △167,921,680 

処分後残高 1,285,770,024 156,338,807 
（繰越利益剰余金） 

339,324 

 

 

令和４年度中城村水道事業貸借対照表 

（令和５年３月31日） 

資 産 の 部 

(単位：円） 

１ 固 定 資 産     

 （１） 有 形 固 定 資 産     

  イ 土 地       47,769,530   

  ロ 構 築 物 3,678,122,088    

 減 価 償 却 累 計 額 △1,828,004,334   1,850,117,754   

  ハ 機 械 装 置 236,696,163    

 減 価 償 却 累 計 額   △204,461,294      32,234,869   

  ニ 車 輌 運 搬 具 2,201,704    

 減 価 償 却 累 計 額     △2,091,618         110,086   

  ホ 器 具 備 品 46,703,272    

 減 価 償 却 累 計 額    △42,094,493       4,608,779   

  ヘ 建 物 66,149,719    

 減 価 償 却 累 計 額   △27,594,395     38,555,324   

  ト リ ー ス 資 産 0    

 減 価 償 却 累 計 額              0              0   

  チ 建 設 仮 勘 定     469,576,098   

 有形固定資産合計   2,442,972,440  

 （２） 無 形 固 定 資 産     

  イ 電 話 加 入 権         123,100   

  ロ ソ フ ト ウ ェ ア       4,560,000   

 無形固定資産合計        4,683,100  

 （３） 投資その他の資産                0  
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 固 定 資 産 合 計    2,447,655,540 

      

２ 流 動 資 産     

 （１） 現 金 預 金     721,355,441   

 （２） 未 収 金      52,856,233   

 （３） 貸 倒 引 当 金        △67,000   

 （４） 貯 蔵 品         618,100   

 （５） 前 払 金               0   

 （６） そ の 他 流 動 資 産          90,397   

 流 動 資 産 合 計      774,853,171  

 資 産 合 計     3,222,508,711 

 

負 債 の 部 

(単位：円） 

３ 固 定 負 債     

 （１） 企 業 債       74,295,194   

 （２） リ ー ス 債 務                0   

 （３） 引 当 金        9,371,731   

 固 定 負 債 合 計        83,666,925  

      

４ 流 動 負 債     

 （１） 未 払 金       45,266,384   

 （２） 前 受 金                0   

 （３） 預 り 金        5,695,220   

 （４） そ の 他 流 動 負 債                0   

 （５） 企 業 債        9,122,877   

 （６） リ ー ス 債 務                0   

 （７） 引 当 金        3,492,238   

 流 動 負 債 合 計        63,576,719  

      

５ 繰 延 収 益     

 （１） 長 期 前 受 金    2,124,810,254   

 （２） 長期前受金収益化累計額 △1,019,630,756   

 繰 延 収 益 合 計     1,105,179,498  

      

 負 債 合 計      1,252,423,142 
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資 本 の 部 

(単位：円） 

６ 資 本 金     

 （１） 資 本 金     

  イ 固 有 資 本 金  40,841,872   

  ロ 繰 入 資 本 金  121,331,192   

  ハ 組 入 資 本 金  955,675,280   

 資 本 金 合 計     1,117,848,344  

      

７ 剰 余 金     

 （１） 資 本 剰 余 金     

  イ 国 庫 補 助 金 124,073,537    

  ロ 受 贈 財 産 評 価 額 23,011,901    

  ハ 保 険 差 益 93,318    

  ニ 工 事 負 担 金       9,160,051    

 資 本 剰 余 金 合 計      156,338,807   

      

 （２） 利 益 剰 余 金     

  イ 減 債 積 立 金 83,418,071    

  ロ 建 設 改 良 積 立 金 368,219,343    

  ハ 当年度未処分利益剰余金     244,261,004    

 利 益 剰 余 金 合 計      695,898,418   

      

 剰 余 金 合 計       852,237,225  

      

 資 本 合 計      1,970,085,569 

      

 負 債 資 本 合 計      3,222,508,711 
          

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 日程第24 同意第４号 農業委員会委員の任

命についてを議題とします。 

 本件については、会議規則第39条第３項の規

定により提出者の説明を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、同意第４号は提出者の説明を省略

します。 

 

 

同意第４号 
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   農業委員会委員の任命について 

 

 別紙の者を中城村農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

  令和５年９月８日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

提案理由 

 中城村農業委員会委員の任期満了により、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第

８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。 

 

ＮＯ 住  所 氏  名 生年月日 

１ 中城村字北上原 花 城 康 樹 昭和46年生 

２ 中城村字泊 小橋川 達 則 昭和56年生 

３ 中城村字津覇 比 嘉 盛 安 昭和27年生 

４ 中城村字奥間 川 田 哲 也 昭和62年生 

５ 中城村字奥間 屋 良 照 枝 昭和32年生 

６ 中城村字泊 比 嘉 康 雄 昭和27年生 

     
 

 

 これから同意第４号 農業委員会委員の任命

についての花城康樹氏、小橋川達則氏、比嘉盛

安氏、川田哲也氏、比嘉康雄氏の５名に対する

質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 それでは、農業委員会

５名のものについて、質疑いたします。 

 まず、農業委員会を求める際に団体推薦、一

般募集、それから一般推薦という３つの方法が

あるというふうに思いますけれども、この中で、

この５名がどのような募集というか、どのよう

な位置になっているのか教えてください。 

 そして、その中で最終的には評価委員会の中

で応募者の評価というのがあるんですけれども、

この評価の方法というか、採点方法というのが

ありましたら教えてください。 

 ホームページで見た際に、そのときは５名が

決まっていたのかな。全部で10名、何かいたよ

うな記憶をしていますけれども、その中から４

名は、もちろん評価委員会か何かの中で振るい

落とされているという形で捉えていますけれど

も、その落ちた、選考に欠けた４名の中にも一

般募集というのかな、募集方法３つありますよ

ね。どのような形態で募集に至っていたかお願

いいたします。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 ５名のうちの１番の花城康樹さん、２番の

小橋川達則さんは団体推薦があります。３番の

比嘉盛安さん、４番の川田哲也さん、６番の比

嘉康雄さんは応募であります。 
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 中城村農業委員候補者評価委員会の規定の中

で、評価委員は７名以内で組織する、村内の農

業に関する識見を有する者、村の職員、その他

村長が認める者で構成されております。 

○７番 新垣 修議員 10名の今回、言わば自

治会推薦、団体推薦、一般応募なのかな。10名

いたというふうに認識していますけれども、そ

のうち４名落ちますよね。それは評価委員会の

ほうで、この何らか評価して４名が振り落ちる

わけですよね。その評価委員会での評価の点数

とかそういうのがあってのあれなのか。評価委

員会での落ちた４名、それから選考される６名

の評価点の具合というの、それを教えてくださ

い。どのようにして評価して振り落ちるのか。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 中城村農業委員候補評価基準がありまして、

評価項目１から８まであります。それぞれ10名

の方々の１から８までを評価しまして、点数の

高い順から６名を選定しております。 

○議長 伊佐則勝 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 その１から８という評

価基準の項目、いろいろとあると思うんですけ

れども、これは例規集とかそういうのなんかは

ありません。じゃそれを私たちが見ることとい

うのは可能なのかどうかということと、先ほど

団体推薦が１番と２番ですよね、花城さんと小

橋川さんですね。それから比嘉さんと川田さん

と康雄さんが一般応募ですよね。一般推薦とい

うのはなかったのかどうかを確認したいと思い

ます。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 この花城康樹さん、小橋川達則さんに関し

ましては自治会推薦であります。評価基準に関

しましては、８項目の内容は説明はできますけ

れども、点数に関してはちょっと内規というこ

とで、控えさせていただきたいと思います。 

 一般推薦もございません。 

○議長 伊佐則勝 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 これは、このメンバー

に対してどうのこうのじゃないんですけれども、

これまで農業委員会、３年に一度ずつね、任期

があるんですけれども、今回、こういうふうに

一括で同意を求めていますけれども、これはち

ゃんと法律的にも認められているし、一人一人、

今、議長のほうから１番から何名という枠を設

けていますので、その一人一人にも確認も取れ

ていますのでいいですと。 

 この農業委員会の中で一般推薦に関しては３

名の何か連名で、農業者の連名で推薦をしない

と応募できないというのが、一般推薦ですよ。

多分、農業者が３名連名で何かやらないと一般

推薦のほうに入れない、できないのかなという

ふうに解釈するんですけれども、それで、今言

うように一般推薦はなくて、一般応募でってい

うのがありますよね。その辺も、この昔の法律

だったら、もう少し柔軟な方法も考えていくべ

きではないのかなというふうにちょっと思いま

して、その辺をちょっと確認したんですけれど

も。 

 今後、その３名もわざわざ自治会推薦でした

ら、団体推薦、要するに自治会推薦でしたら、

それで、自治会でいいわけですよね。だけれど

も、一般推薦には農業者の３名が必要。ただで

さえ農業従事者が少なくなっていく上で、３名

も連名で推薦してくれというのは、どうも今の

ご時世には少し考えられたほうがいいんじゃな

いのかなというふうに思っていますので、その

辺、今後協議したらどうかなと。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 評価基準に関しましては、平成29年、令和

２年、今度の令和５年度、同じ評価基準をつく

っていますので、議員さんおっしゃるとおり、
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時代に合ったような感じで中身を少し精査して、

令和８年度にはもうちょっとできるように引継

ぎはしておきたいと思います。検討したいと思

います。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありますか。 

 14番 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 現在５名が提案され

ていますけれども、議案には６名になっていま

すよね、６名だよな。それでね、農業委員の任

命要件として、原則として認定農業者等が農業

委員の過半数を占めることとなっているでしょ

う。これは３名いる、認定農業者が。私が調べ

た範囲では、今２人だよな。 

 それと、認定農業者を３名任命せんといかん

と。今回２名になっているけれども、それでい

いのかどうか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 特例要件の基準緩和がありまして、管内の

認定農業者が委員定数の30倍、中城村は委員定

数が６名でありますので、30倍、180人を下回

る場合には特例要件を適用することになってい

ます。 

 中城村の認定農業者が現在11名ですので、

180人を下回っており、特例要件に該当します。

特例要件については、過半数を４分の１に緩和、

６人のうちの４分の１は1.5人ですので、２人

で十分満たしていることになります。 

○議長 伊佐則勝 14番 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 ４分の１の認定農業

者等があればいいという解釈ですよね。全部同

じね、４分の１以上でしょう。２名だったら４

分の１以上あるよね。あんたの今言うこれは、

農林水産大臣の承認を得たときでしょう。認定

農業者が少ない場合は、これできるけれども、

しかし、それは前提として、農林水産大臣の承

認を得たときになっているけれども、承認を得

ているの。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 ４分の１以上、２人も探せない場合、４分

の１以下になった場合は農林水産大臣の許可を

得て、それでいいですよということになってお

りますので、４分の１以上、２人を満たしてい

ますので、農林水産大臣の許可は必要ありませ

ん。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ございませんか。 

 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 ただいまの議員から

質疑がありましたけれども、認定農業者という

のが、この添付された資料ではよく分からない

んですよね、資格が。お一人だけは、履歴書の

中で認定農業者取得というふうに書いてあるん

ですけれどもね。ちゃんと別紙のほうの名簿一

覧の中で明記すべきだと思うんですけれども、

明記しなかった理由というのはなぜでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 履歴書の最後の比嘉康雄さんについては認

定農業者取得ということで書いてあります。あ

と１人の方は、小橋川達則さん、農業生産法人

結農産で認定農業を取っていますので、そこで

社員として働いている方も認定農業者とみなさ

れますので、お二人ということになっておりま

す。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１５時２５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１５時２５分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範
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三 すみません、別紙のほうに記入ということ

でございますでしょうか。 

○１３番 新垣博正議員 そうです。私たちも

同意をするために皆さんここに上程しています

よね。同意するためには、誰が認定農業者なの

かが明確に分かるような一覧表を作らないと分

からないからです。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 すみません、備考を設けて分かりやすくや

るべきだったとは思います。次回からは気をつ

けていきたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 やはりその場合は、

本会議で一発で上程してから議員の理解を得る

ということではなくて、説明をちゃんと事前に

ね、全協等を要求してやるべきだというふうに

私思いますので、丁寧な説明をもって、こうい

ったのは議会の本会議には臨むように、今後や

ることを約束できますか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 今回は農業会議とも調整しながら、また全

国農業会議所が発行しているＱ＆Ａでも一発で

も大丈夫ということになっておりますが、やは

り分かりやすくしたほうがいいと思いますので、

また一人一人の案件を次回は検討したいと思い

ます。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１５時２７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１５時３６分） 

○議長 伊佐則勝 進行させていただきます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す本件については会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議あり」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 異議の申立てがありますの

で、起立によって採決します。委員会付託の省

略に異議がありとなりましたので、起立採決で

委員会付託をするのかしないかを決したいとい

うふうなところです。 

 同意第４号 農業委員会の任命については建

設常任委員会に付託することに賛成の方は起立

願います。 

 休憩します。 

休 憩（１５時３９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１５時４０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 委員会付託省略をしたいと思いますというふ

うなことを申し上げました。それについて、新

垣 修議員は異議なしの御意見、新垣善功議員

は異議あり、委員会に付託すべきであるという

ような御意見がありますので、起立採決でそこ

を決定したいと思います。 

 まず最初に、同意第４号 農業委員会委員の

任命については建設常任委員会に付託すること

に賛成の方は起立願います。 

（起立少数） 

○議長 伊佐則勝 起立少数です。したがって、

同意第４号 農業委員会委員の任命について、

建設常任委員会に付託することは否決されまし

たので、引き続き本会議で審議します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから同意第４号 農業委員会委員の任命

についての５名への採決をします。 

 お諮りします。本件はこれに同意することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。
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したがって、同意第４号 農業委員会委員の任

命についての５名は同意することに決定しまし

た。 

 これから屋良照枝氏の選任における質疑を行

います。関係者屋良照枝議員の退席を求めます。 

（８番 屋良照枝議員退席） 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１５時４３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１５時４３分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 これから同意第４号 農業委員会委員の任命

についての屋良照枝議員選任に対する質疑を行

います。質疑ありませんか。 

 ６番 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 それでは、質問いたし

ます。 

 農業委員会の委員の選任の件ですけれども、

農業委員会等に関する法律というのがございま

す。これも産業振興課あたりでも条文を御覧に

なったかと思うんですが、その法律の第８条の

第６項のほうに、利害関係を有しない者が含ま

れるようにというふうなところがあるんですが、

今回、候補になっていらっしゃる議員の方につ

いては、どういうふうなお考えなのか、本人が

建設常任委員会の副委員長というお立場でもあ

りますので、所管する農業委員会等について十

分な利害関係を持っているというふうに解釈さ

れるのですが、ここら辺はどのように解釈をな

さったのかお聞きします。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 農業委員の定数６名の中で利害関係がない

方、中立委員ということが１人以上いないとい

けないというのがあります。６名の中で、この

中立的な立場は履歴書では川田哲也さん、農業

に従事しない会社員ということで、その方が利

害関係を持っていない中立的な農業委員という

ことで、川田哲也さんが中立の立場で、６名の

中の１人以上に入っております。 

 屋良議員に関しましては、市町村の村議員で

もありますし、また、議員としての立場では村

民の声を聞いて村政に届ける、地域福祉の向上

に努めるという役割があります。また、農業委

員になった場合には、農業に関してまたいろい

ろと情報を聞きながら村政に発展させていけた

らいいなというふうに感じてはおります。 

○議長 伊佐則勝 ６番 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 お一人はそういうよう

な方がいらっしゃるというふうなことの御答弁

ですが、やはりそういう項目をわざわざ設けて

いるということについては、例えば議会とその

所管をしている、各常任委員会で所管をしてい

る各課の業務について、産業振興課のほうで所

管、また農業委員会含んでやっていらっしゃる

んですが、そこら辺と密接な関係があるところ

については、やはりこれは重要な要素として、

選任の対象から外すべきだったのではないかと

思うんですが、そこら辺は考えなかったのでし

ょうか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 議員がおっしゃっているところもあります

けれども、その立場立場で判断していただいて、

農業委員としてのお仕事、市町村議員としての

役割を果たしていけたら村政発展につながると

思っております。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ございますか。 

 ３番 比嘉 護議員。 

○３番 比嘉 護議員 過去に議員が農業委員

になったという実績はあるんですか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範
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三 法改正の前には議会推薦で農業委員をした

方がおられます。 

 県内では、那覇市、北大東、南大東、座間味

村が現在、兼職している方がいらっしゃいます。

北中城では前回いらっしゃいました。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ございますか。 

 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、質疑をいた

します。 

 まず、農業委員というのは、これは農業に関

する識見を有し、それから、農地などの利用最

適化の推進などに関し、その職務を適切に行え

る者にできるものというふうにあるんですけれ

ども、その中で、今、本人、議員もですね、こ

れ自分で応募してやられたのか、それとも推薦

なのか。推薦であった場合は、推薦理由は何な

のか、そこをちょっとお聞かせください。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 応募期間中、沖縄農業会議のほうから村長

を訪ねて、ぜひとも女性委員を１人以上入れて

ほしいということがありました。その中で募集

期間中、女性の方が応募がなかったもので、い

ろいろと相談しながら、また、沖縄農業会議と

も相談しながら、ＪＡで女性部長を務めている

屋良さんというお話が出て、応募するようにお

願いはしたところであります。それでまた自治

会のほうも、地域で頑張っている屋良さんなら

推薦するということで、自治会からの推薦もあ

りました。地域で頑張っているということで、

自治会からは推薦がありました。 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 議員からということで、

農業委員になれればいいなというふうに思って

いるかもしれないですけれども、我々議員も、

さすがに村民から選ばれて、その議員の職をや

っているわけで、その中でいろいろと毎日毎日

地域を回らないといけないと。皆さんも御存じ

のとおり、農業委員としても制度が変わってか

ら、やはり遊休地や耕作放棄地、それの解消を

しないといけないという中で、割り当てられた

地域を任されて、それをどう解消していくのか

ということで、私は片手間では絶対にできない

ような業務だと思っているんですよ。 

 それを議員もしながら、前ね、たしかに法改

正前は議選ということで議員の中から１人入れ

て、そのときは毎月25日に定例会をもって、３

条、４条、５条の判断をして１日で終わったと

いうようなことはあるんですけれども、今は全

くその業務の内容が違うと私は思うんですよ。

さっき言った遊休地はどう解消するんだと、自

分の割り当てられた地域をどういうふうにしっ

かりした農業ができるようにするのかと。農家

とも会わんといけない、農業地域も見ないとい

けないという中では、さすがにこれだけの仕事

はできないと私は思っています。 

 その中で、万が一、同意を得たとして、農業

委員会の中で委員長を決めるわけですよね、６

名の中から。その中でもし議員が委員長になっ

た場合、我々一般質問の中で、向こう側に座る

んですか、それをお答えください。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 まだ任期は10月１日からですので、委員長

になるかならないか、それはまだ分かりません

ので、その辺はまだ答えが出ません。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１５時５３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１５時５５分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 本日の日程、まだ上程議案が残っております

ので、本議会、本日延長したいと思いますが、

よろしゅうございますか。 
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（「はい」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 10分ほど休憩します。 

休 憩（１５時５６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１６時１１分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 沖縄県農業会議のほうから今アドバイスを

もらいましたが、農業委員会としては、委員長

が出席しても問題はないと。あと、議会運営上、

議会が欠席になるかどうかの判断だと思います。

議会を欠席して農業委員の会長として出席する

かどうかの判断だと言っております。議会を欠

席して、農業委員の会長として出席するのはで

きると、できます。 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 ３回目ですよね。 

 今、課長の話を聞いて、これは行政側の判断

では、議会を欠席して農業委員長として出席で

きると。さっき私言ったんですけれども、議会

議員としての村民の負託を受けている以上は、

我々としては議会が最優先であって、そういう

場合に、やはり農業委員長としてこっちに出て

きた場合には、これは甚だいかがなものかとい

うような感じもするもんですから、そこはしっ

かり各議員が熟知して、そしてしっかりその対

応をお願いしたいというふうに思っております。

以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありますか。 

 休憩します。 

休 憩（１６時１３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１６時１６分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 15番 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 質疑します。 

 今、屋良議員が農業委員にということである

んですけれども、これまでも議論されているん

ですけれども、やはりそれぞれの立場での仕事

ができるということであれば、そういうのをも

っとしっかり明確にやったほうが今回は分かり

やすいと思います。ですから、今、課長が話し

ている、もし農業委員の会長であれば、向こう

に行ってちゃんと答弁する役割になるというん

であれば、それは当然のことだと思います。で

すから、そういうところも含めて今回のこの６

名の提案は、事務局がしっかりやったものだと

思うんですけれども、これ６名提案されていま

すけれども、先ほど５名だけの決を採りました

けれども、この提案というのは、６名のうち１

人でも否決になったら、この議案、同意第４号

は無効になるんでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 無効になります。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 執行部のほうに、今回、

こういう６名ユニットで上程されたものに対し

て、私のほうはこれを３週間前か４週間前にホ

ームページで見て、名前が上がってきたもんで

すから、それを少しいろいろと沖縄県の町村議

長会の方にも資料とか頂いて、今言うように、

我々市町村議会議員が禁止されている、要する

に兼務できないものに関しては、法律的には１

から８つあるんですけれども、中身は伏せます

けれども、農業委員会は、今言うように法律的

にもちゃんと、あくまで任命ですからね、任命

はできるというふうにうたわれていました。あ

とは同意するしないは我々議会側の、要は議決

権というか同意権のほうになるんですけれども。 

 先ほど課長が言われるように、議会を休んで
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着席もできるというふうなお話もありましたけ

れども、やはりまず我々議員というのは村民か

ら負託を受けた立場の議員で、議会に臨んでい

ると。議会というのは議事をここで議決する立

場にあって、執行部側から上がってきたものに

対して、やはり同意を得る、承認をする、予算

を認めると、いろんな執行機関を要は監視する、

そういった役目があるんですけれども、その中

で今回、同じように議員から農業委員会の推薦

が上がって同意を求められた。 

 やはり今回初めての件に対して、ユニット型

でこの同意を求めたことに対して、これは少し

やり方が強引過ぎたんじゃないのかなって僕は

思うんですよ。我々議員は一つ一つ丁寧に、執

行部側とも向き合って、一つ一つ同意を得る、

承認をするということをやっているわけで、じ

ゃ先ほど今、石原議員が述べられるように６名

ユニットで同意を求めるときに、１人でも否決

されたら、また６名を探せますかという、いろ

んな不具合も出てくるし、今後いろんなことを

加味しても、こういった同意とか任命そのもの

自体は、一人一人を上げていただくように今後

はやっていただきたいなと。 

 教育委員会の中でも、やはり同意を求めて２

人、３名というのが出たけれども、一人一人、

人事、監査、いろんなものがありますよね。そ

れを、じゃ今回同意が連名でできたから、本来

であれば議案第４号から６名だから、10号まで

となりますよね。そういうことはできるだけ避

けていただいて、やはり丁寧に、我々も執行部

側と向き合って一人一人ちゃんとそこで審議を

しながら同意を得られたほうが今後は、この議

会と執行部側の何ていいますかな、あれにも、

できると思いますので。 

 今回、こういうやり方なんですけれども、通

ったから次もやろうという考えじゃなくて、で

きれば村長、この辺は本当に審議をできるだけ

ちゃんと向かい合ってやるような、丁寧なやり

方を望みますので、ぜひとも次回はこういうこ

とがないようなことで御検討をお願いします。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１６時２２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１６時２５分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 ほかにも質疑はなしでよろしいですか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す本件については、会議規則第39条第３項の規

定によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、本件は委員会付託を省略します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 14番 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 今、同意４号につい

ていろいろ議論してきましたけれども、議員が

農業委員になるということは、前の法律ではち

ゃんと推薦というのができるとなっていて、こ

の間は選挙で選ばれるものですから、農業委員

会のいないところに割り当てて農業委員を推薦

してこなかったけれども、今回はそれができる

できないも法律には書かれていないけれども、

これが皆さん方はできると解釈したと。これは

できるできないは、それは皆さん方の解釈でも

いいんだけれども、私は議員が農業委員を兼ね

ることはある意味では好ましくないという立場

から、私は反対します。 

○議長 伊佐則勝 次に本件に賛成者の発言を

許します。 

 15番 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 私は賛成の立場から

討論します。 
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 今回は６名ということで、以前は12名出てい

たのが改正で16名と、その中で中城村は女性の

農業委員がいないということをずっと指摘され

てきていると思うんですよ。そういう状況も含

めながら、女性の出番、やはりこういうところ

でやれる人がいるときに女性を推薦していかな

ければいけないと思います。 

 今言っているようにできないという、はっき

りできないという条件の方だったら、それはで

きないですよ。できないって書いていないんで

すよ。できるとも書いていないけれども、でき

るわけです。できないと書いていなければでき

るわけですよ。 

 ですから、本人が、いろいろな方たちの推薦

を受けながら頑張ろうということなんで、それ

こそ中城の変わるチャンスです。ですから、私

は屋良さんの推薦に同意します。 

○議長 伊佐則勝 次に、本件に反対討論があ

る発言を許します。 

 ６番 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 それでは、同意第４号

についての反対の立場での討論をいたします。 

 別紙一覧表の６名の候補者について、先ほど

も質疑でお話をいたしましたが、農業委員会に

関する法律の第８条に第６項の規定に利害関係

を有しない者との規定に反しているのではない

かという疑問を呈しました。この件は現在問題、

議題になっている本議会議員のことでございま

すが、別紙一覧表の候補者の中で村議会建設常

任委員会の副委員長をしている立場の方であり

ます。議会建設常任委員会は、その所管事務と

して農業委員会を含んでおります。村議会建設

常任委員会の副委員長として指導監督的な立場

が求められる立場でございます。 

 自らを指導助言する立場と、それから指導さ

れる立場、両方にスタンスを置くということに

なり、重要案件において利益相反の立場になる

ことも十分予想されます。これでは十分役割を

期待することはできないものと思います。 

 農業委員会は、その使命として、農地などの

利用の最適化、担い手への農地利用の集積、集

約化、遊休農地の発生防止、解消、さらに新規

参入の促進、その推進を中心に農地法に基づく

農地の売買、賃借の許可、農地転用案件への意

見具申など、農地に関する事務を執行する行政

機関として設置されているものでございます。 

 本村では耕作放棄地の解消や後継者不足の解

消、何より農家収入の増大など、農業委員会に

求められる、そして期待される役割は、農振地

域として本村の大部分が含まれている中城村に

おいては大変な重要な委員であると思います。

本村の農業振興の面からも本案件には反対をい

たします。以上です。 

○議長 伊佐則勝 次に、討論ございましたら。 

 12番 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 同意に賛成の立場で

意見します。 

 これまでいろんな話が出ました。新農業委員

の検討には、新しい考えの農業委員を推薦しな

さいということで、農業委員の法律が変わった

と思います。やはりいろんな意見を取り入れな

いと、前向きにできないと。いろいろな意見が

ありますけれども、議員の立場であって、お互

いまた別の立場の役職も持っていらっしゃる方

いっぱいいらっしゃいます。お互いの役職で、

その役職をこなせるものだと思っております。

それで、同意に賛成します。 

○議長 伊佐則勝 ほかに討論ありますか。 

 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 同意第４号 農業委

員の任命について反対の立場で討論いたします。 

 これまでの議論の行方を私も見守る形で、い

ろいろの意見を聞いてまいりましたが、今回の

同意案件は、５名が先行して同意して、１名は

また後発的な同意という、資料上は分けられて

いないのに、そのような議事の進行の仕方とい
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うのにも疑問があります。 

 そして、先ほど来議論している議員が農業委

員の立場に立つというのは、利益相反というの

は紛れもない事実だと思います。やはり議会は

執行機関に対して常に緊張関係を持って臨むと

いうのが基本的な私は姿勢だと思いますし、ど

ちらの立場でもよろしいというような曖昧な立

場をとるべきではないということが私の信念

でありますので、同意４号には反対いたしま

す。 

○議長 伊佐則勝 ほかに討論ございますか。 

 11番 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 今回の同意４号に関

してですが、私は賛成の立場で討論します。 

 確かに屋良照枝議員は建設常任委員会に副委

員長として頑張っております。屋良照枝議員は、

これまでもいろいろたくさん頑張っております。

産業振興課を所管する建設常任委員会の委員と

して、農業委員で頑張れば、本人の農業に関す

る関心も深くなり、大変勉強して、またそれが

村の農業の発展にもつながると思います。私は

必ずや屋良照枝議員はしっかりと務めていくと

思いますので、賛成であります。 

○議長 伊佐則勝 ほかに討論ありますか。 

 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、同意４号に

ついて、私は反対の立場で討論します。 

 まず屋良議員は農業について恐らく知らない

だろうと、農地もないですし、農業従事者でも

ないしということで、ただ女性だから、あるい

はこれから頑張っていくだろうというような判

断でもって農業委員の中に入れてしまえば、私

はまた彼女の負担になるんではないかと、かえ

ってですね。頑張れば頑張るほど議会と農業委

員のはざまに立って、いろいろな場面で彼女が

心労をするんではないかなということも含め、

そして、やはり我々議員としては行政の監視、

そしてチェックが主な仕事だと私は思っており

ます。 

 そういう面からも、しっかり区分けをして、

普通、兼業はできるんですよ。これ個人的なも

のだと私は思っていますからね。議員をやりな

がら普通の仕事ができると。でも、議員と農業

委員会というのは相反している、みんな先ほど

から言っているとおり。そういうものに関して

はいささか疑問を持って、いかがなものかなと

いうふうに思っているもんで、私は反対であり

ます。 

○議長 伊佐則勝 ほかに討論ありますか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 それでは、この採決は起立

によって行います。本件はこれに同意すること

に賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長 伊佐則勝 起立多数です。したがって、

同意第４号 農業委員会委員の任命についての

屋良照枝議員選任へは同意することに決定しま

した。 

 休憩します。 

休 憩（１６時３９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（８番 屋良照枝議員着席） 

再 開（１６時４０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 ただいま議題となっております同意第４号 

農業委員会委員の任命については、すべて同意

されましたので、報告しておきます。 

 日程第25 報告第５号 専決処分の報告につ

いてを議題とします。 

 本件について報告を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 報告第５号 専決処分につ

いて御報告いたします。 
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報告第５号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したの

で、同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

  令和５年９月８日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

提案理由 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定による議会の議決により指定された

事案について専決処分したので、議会に報告する必要がある。 
 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで報告を終わります。 

 日程第26 報告第６号 令和４年度決算に係

る健全化判断比率についてを議題とします。 

 本件について報告を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 報告第６号 令和４年度決

算に係る健全化判断比率について御報告いたし

ます。 

 

 

 

報告第６号 

 

   令和４年度決算に係る健全化判断比率について 

 

 中城村一般会計の令和４年度決算に基づき算定した地方公共団体の財政の健全化に関する法律

（平成19年法律第94号）第３条第１項の健全化判断比率について、同項の規定により、次のとおり

報告する。 

（単位：％） 

 

令和３年度決算に係

る健全化判断比率 

令和４年度決算に係

る健全化判断比率 

地方公共団体の財政

の健全化に関する法

律施行令第７条の規

定に基づき算定した

早期健全化基準 

実質赤字比率 ─ ─ 15.00 

連結実質赤字比率 ─ ─ 20.00 

実質公債費比率 6.1 5.7 25.0 
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将来負担比率 7.9 143.6 350.0 

     

備考 実質赤字比率又は連結赤字比率がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定され

ない場合は、「―」と記載する。 

 

  令和５年９月８日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

提案理由 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項の規定により

議会に報告する必要がある。 
 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで報告を終わります。 

 日程第27 報告第７号 令和４年度決算に係

る資金不足比率について（中城村公共下水道事

業特別会計）を議題とします。 

 本件について報告を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 報告第７号 令和４年度決

算に係る資金不足比率について御報告いたしま

す。 

 

 

報告第７号 

 

   令和４年度決算に係る資金不足比率について 

 

 中城村公共下水道事業特別会計の令和４年度決算に基づき算定した地方公共団体の財政の健全化

に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第２項の資金不足比率について、同条第１項の規定に

より、次のとおり報告する。 

（単位：％） 

会計区分 令和３年度 令和４年度 

地方公共団体の財政の健全

化に関する法律施行令第19

条に定める経営健全化基準 

中城村公共下水道事業

特別会計 
─ ─ 20.00 

     

備考 資金不足が発生してない場合は、「－」と記載する。 

 

  令和５年９月８日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

提案理由 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第１項の規定により
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議会に報告する必要がある。 

 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで報告を終わります。 

 日程第28 報告第８号 令和４年度決算に係

る資金不足比率について（中城村土地区画整理

事業特別会計）を議題とします。 

 本件について報告を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 報告第８号 令和４年度決

算に係る資金不足比率について御報告いたしま

す。 

 

 

報告第８号 

 

   令和４年度決算に係る資金不足比率について 

 

 中城村土地区画整理事業特別会計の令和４年度決算に基づき算定した地方公共団体の財政の健全

化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第２項の資金不足比率について、同条第１項の規定

により、次のとおり報告する。 

（単位：％） 

会計区分 令和３年度 令和４年度 

地方公共団体の財政の健全

化に関する法律施行令第19

条に定める経営健全化基準 

中城村土地区画整理事

業特別会計 
─ ─ 20.00 

     

備考 資金不足が発生してない場合は、「－」と記載する。 

 

  令和５年９月８日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

提案理由 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第１項の規定により

議会に報告する必要がある。 
 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで報告を終わります。 

 日程第29 報告第９号 令和４年度決算に係

る資金不足比率について（中城村水道事業会

計）を議題とします。 

 本件について報告を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 報告第９号 令和４年度決

算に係る資金不足比率について御報告申し上げ

ます。 
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報告第９号 

 

   令和４年度決算に係る資金不足比率について 

 

 中城村水道事業会計の令和４年度決算に基づき算定した地方公共団体の財政の健全化に関する法

律（平成19年法律第94号）第22条第２項の資金不足比率について、同条第１項の規定により、次の

とおり報告する。 

（単位：％） 

会計区分 令和３年度 令和４年度 

地方公共団体の財政の健全

化に関する法律施行令第19

条に定める経営健全化基準 

中城村水道事業会計 ─ ─ 20.00 

     

備考 資金不足が発生していない場合は、「－」と記載する。 

 

  令和５年９月８日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

提案理由 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第１項の規定により

議会に報告する必要がある。 
 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで報告を終わります。 

 日程第30 報告第10号 令和４年度沖縄県町

村土地開発公社事業報告及び決算報告について

を議題とします。 

 本件について報告を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 報告第10号 令和４年度沖

縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告に

ついて御報告いたします。 

 

 

報告第10号 

 

   令和４年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について 

 

 地方自治法第243条の３第２項の規定により、令和４年度沖縄県町村土地開発公社事業及び決算

を別冊のとおり報告する。 

 

  令和５年９月８日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 
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 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで報告を終わります。 

 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで

した。 

散 会（１６時４７分） 
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令和５年第５回中城村議会定例会（第４日目） 

招 集 年 月 日 令和５年９月８日（金） 

招 集 の 場 所 中 城 村 議 会 議 事 堂 

開 会 ・ 散 会 ・ 

閉 会 等 日 時 

開  議 令和５年９月11日  （午前10時00分） 

散  会 令和５年９月11日  （午後３時03分） 

応 招 議 員 

 

 

（ 出 席 議 員 ） 

議 席 番 号 氏   名 議 席 番 号 氏   名 

１ 番 小橋川 恵 美 ９ 番 大 城 常 良 

２ 番 玉那覇   登 10 番 比 嘉 麻 乃 

３ 番 比 嘉   護 11 番 仲 松 正 敏 

４ 番 桃 原   清 12 番 金 城   章 

５ 番 新 垣 貞 則 13 番 新 垣 博 正 

６ 番 安 里 清 市 14 番 新 垣 善 功 

７ 番 新 垣   修 15 番 石 原 昌 雄 

８ 番 屋 良 照 枝 16 番 伊 佐 則 勝 

欠 席 議 員     

会議録署名議員 15 番 石 原 昌 雄 １ 番 小橋川 恵 美 

職務のため本会議 
に 出 席 し た 者 議会事務局長 比 嘉   保 議 事 係 長 辰   さおり 

地方自治法第121

条の規定による 

本 会 議 出 席 者 

村 長 浜 田 京 介 こ ど も 課 長 比 嘉 昌 子 

副 村 長 比 嘉 忠 典 企 画 課 長 比 嘉 健 治 

教 育 長 比 嘉 良 治 まちづくり推進課長 金 城   勉 

総 務 課 長 大 湾 朝 也 都市建設課長 呉 屋 克 行 

住民生活課長 仲 村 盛 和 
産 業 振 興 課 長 兼 
農業委員会事務局長 仲 松 範 三 

会 計 管 理 者 新 垣   忍 上下水道課長 仲 村 武 宏 

税 務 課 長 比 嘉   聡 教育総務課長 我 謝 慎太郎 

福 祉 課 長 照 屋   淳 生涯学習課長 渡久地   真 

健康保険課長 島 袋 かおり 教育総務課主幹 森 本 雅 人 
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議 事 日 程 第 ２ 号 

日  程 件              名 

第 １ 一般質問 
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○議長 伊佐則勝 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

（１０時００分） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 質問時間は答弁を含めず30分以内とします。 

 それでは、通告書の順番に従って発言を許し

ます。 

 最初に、安里清市議員の一般質問を許します。 

 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 グスーヨー、チューウ

ガナビラ。おはようございます。議席番号６番、

安里清市でございます。議長の許可を得て、通

告書に従いまして質問をいたします。 

 大枠の１番です。村道新垣中央線の改修に向

けて。 

 本事業については平成30年９月、令和元年９

月、そして令和２年６月と令和３年12月の合計

４度にわたる一般質問で取り上げさせていただ

きました。また、村道新垣中央線早期整備着工

についての要望書を、平成30年12月４日付で、

新垣自治会会長及びサンヒルズタウン自治会会

長との連名で提出をさせていただきました。こ

のような経緯から、このたびの事業採択に向け

て動き始めることにつきましては大変高く評価

しているところでございます。 

 令和５年度から実施予定の舗装構成改良事業

について。 

 ①対象路線について。 

 ②村道新垣中央線改良事業の取組予定。 

 ③村道の取付け部分に近いサンヒルズタウン

集落の排水路側溝整備工事を設計に盛り込み、

舗装構成改良事業の附帯工事として事業が進め

られませんか。 

 同側溝については、大雨の都度に堆積した土

砂の除去作業に苦慮しているところであるとの

ことで、提出されたさきの要望書にも盛り込ん

でいるところでございます。 

 大枠の２、新垣と当間の間の通学路の整備に

ついて。 

 ８月初旬の台風６号被害により土砂が堆積し、

通行できない状況になりました。その後、８月

13日日曜日に子ども会の父兄と自治会役員によ

る土砂の撤去作業が行われ、現在は通行可能と

なっております。本道は通学路としての利用が

現在は主な形でありますが、災害時には上下地

区を結ぶ数少ない道としての利用ができると思

われます。 

 ①通学路の年間の保全作業の計画と実体はど

うなっているのでしょうか。 

 ②応急的に土留めの構築による道幅の確保と

保安灯の増設を要望します。 

 ③本腰を入れた整備計画の策定を求めます。

本通学路を基線としながら、傾斜を考慮した車

道として整備をします。 

 以前、県道35号線の奥間から新垣の間の地滑

りにより、上下の地区を結ぶラインが途絶え、

大変不自由な思いをいたしました。今回は防災

避難道として位置づけることにより、県との協

議を進め、整備に取り組んでいただきたい。 

 大枠３、改訂中城村地域防災計画について。 

 令和５年度改定予定の中城村地域防災計画に

ついて。 

 ①改定に向けた進捗状況を伺います。 

 ②発電所での事故対応の記載予定、特に住民

避難計画について伺います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、安里清市議員の

御質問にお答えをいたします。 

 まず、大枠１番につきましては都市建設課、

大枠２番は同じく都市建設課と教育委員会、大

枠３番につきましては総務課のほうでお答えを

いたします。 

 私のほうでは御質問の村道新垣中央線の改修

に向けての御質問でございますが、安里議員初

当選以来、ずっとこの問題については取り上げ
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ていただき、また、御提言もいただき、大変感

謝を申し上げます。何とかその思いに応えるこ

とができたのではないかなと、担当課も非常に

努力をしてもらいました。そういう意味では私

としてもほっとしているところでございますの

で、油断なくその工事が今年から来年に向けて

しっかりとまた完成するようにきちんと見守っ

ていきたいなと思っておりますので、また御協

力のほどよろしくお願いいたします。 

 詳細につきましては、また担当課のほうでお

答えいたします。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 おはようございます。 

 大枠２についてですけれども、この道路は子

供たちの通学路としては適してなく、危険な道

路であるため、教育委員会としては子供たちが

安全に登下校できるように、通学バスを運行し

ているところです。 

 詳細については教育総務課長が答えます。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 皆様、おはようご

ざいます。 

 安里清市議員の大枠１番の①から③、大枠２

番の③についてお答えいたします。 

 大枠１番、村道新垣中央線の改修に向けてで

ございますが、まず、村長からもありましたと

おり、新垣中央線におきましては、安里清市議

員から以前より要望書などをいただき、事業採

択を受けることができました。ありがとうござ

います。 

 ①令和５年度から事業採択された対象路線は

村道新垣中央線と村道三田線でございます。 

 ②村道新垣中央線は、令和６年度実施設計を

行い、令和７年度以降に工事を施工する予定で

ございます。 

 ③舗装構成改良事業は、舗装構成の基準を満

たしていない道路の改良工事となるため、新垣

中央線の区域外であるサンヒルズタウン集落内

の排水路整備は附帯工事として行うことはこの

事業ではできません。 

 大枠２の③について、当間新垣線は地滑り防

止区域にも指定されており、区域内では地滑り

を助長するような工事等は規制があることから、

車道の整備は困難であると考えております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 大枠２の①から

③について一括してお答えいたします。 

 子ども会の父母や自治会役員による土砂撤去

におきましては、大変ありがとうございました。 

 議員が述べられている道路につきましては、

村道として認定されておりますが、先ほど教育

長が答弁したとおり、教育委員会としては、通

学路としての利用には適さないと考えておりま

すので、スクールバスの利用を推奨し、通学路

としての整備については、教育委員会としては

現在考えておりません。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、大枠３、中

城村地域防災計画の改定に向けた進捗状況につ

いてお答えをいたします。 

 令和５年７月に入札を行っております。７月

中で契約を締結しておりますので、現在、既存

の地域防災計画の修正が必要な箇所について割

り出しを行っている状況でございます。村とし

ても新たに追加する項目であったり、現状の地

域状況等の調整をこれから進めていくところで

ございます。 

 ②発電所に関する避難計画を新たに反映する

ことに関しましては、必要な事項と捉えており

ます。改定計画の契約書、仕様書にも掲載をし

ておりますので、事項について調整を今後行っ

ていく予定でございます。 

 担当課としましては、他自治体の同様な地域

状況における地域防災計画、避難計画を参考に
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し、見直しを検討していきたいと考えておりま

す。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 いろいろ前向きな御答

弁ありがとうございます。 

 大枠の１番の中央線の改修に向けてというこ

とで、先ほど課長のほうから御説明ありました

が、令和５年度においては要望の取りまとめを

しまして、令和６年実施設計の予定、それから、

令和７年度には着工予定というふうなことでよ

かったでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 今年度のヒアリン

グにおいて事業採択が決定しており、令和６年

度に実施設計を行って、それを基に令和７年度

以降の工事の施工予定であります。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 了解しました。大枠の

１の中での③のサンヒルズタウンの側溝につい

て触れているんですが、おっしゃるように、サ

ンヒルズタウンの集落内のことではなくて、サ

ンヒルズタウンと、この新垣の間を結んでいる

中央線の取付け部分のことを想定してのお話で

あるんですが、課長はその認識で御答弁いただ

いたのでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 今、安里清市議員

がおっしゃられる終点のほうの取付けに関して

でしたら実施設計を基に今後検討はできるかも

しれません。私が答弁したのはサンヒルズタウ

ンの中の側溝と認識しておりましたので、こう

いう回答になりました。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 そうですね、長さにし

ては20メートルほどかと思うんですが、その部

分だけがＵ字溝もないような形で、のり面もそ

のまま雑草が繁茂しているというような状況が

あって、ごみがたまりやすいということがござ

います。それで、サンヒルズタウンの自治会の

会長のほうから、以前そういう要望書に盛り込

んでくれということがありましたので、入れさ

せていただきました。今回検討いただくという

ふうなことで大変ありがたく思います。ぜひ前

向きに取り組んでいただいて、立派な事業がで

きるよう期待したいと思います。 

 続きまして、大枠の２のほうについて質問さ

せていただきます。 

 教育総務課の御答弁で整備については考えて

おりませんということでしたが、これまでは数

回にわたり保全作業を行ってきた経緯があると

思います。この通学路を利用すると、新垣から

中城中学校まで歩いた場合と、バスで同経路を

この経由で乗車した場合は、ほぼ同タイムとな

ります。子供たちが全員バスを利用するわけで

はなく、何らかの理由でバスに乗り遅れるとか、

いろんな理由でこの道を利用している子供がい

るわけであります。それで子供たちの父母らが、

さきの台風後の整備工事を行ったという次第で

ございます。保全作業については行われていな

いのでしょうか、この数年。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 教育総務課としては保全作業については行っ

たことがないので分かりませんが、以前もしか

すると、台風災害の後とかに草刈りの伐採作業

等は行った可能性はあります。こちらのほうで

は把握しておりません。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 都市建設課で行ったの

か、あるいはシルバー人材の方々が行ったのか

ですが、何年か前には行われていたと思うんで

すが、そこら辺はどんなでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 都市建設課におい
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て、村道の維持管理など環境美化会計年度任用

職員がおりますので、そちらのほうで対応して、

木が倒れているとか、通行を妨げている場合は

うちのほうでやっております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 都市建設課のほうでそ

ういうお答えいただきましたが、現在の状況で、

台風の後、教育総務課のほうも現場を御覧にな

ったと思うんですが、大きく土砂が流れている

ところが２か所あって、１か所は先ほどの父兄

の作業で除去されておりますが、あと１か所、

お墓に近いところが大分大きな量があって、そ

こら辺について土留めの作業工事というか、そ

ういうものがどうにかできないのかと思うんで

すが、そこら辺どんなでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 先ほどの答弁にも

ありましたとおり、この地区が当間地区の地滑

り防止区域に指定されておりますので、大々的

な土留め工事とかのり切り、切土とか、そうい

う行為が制限されておりますので、維持管理の

範囲内での土のうを設置して止めるとか、そう

いうものだったらできるとは思うのですが、

大々的な工事はちょっとできないと考えており

ます。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 地滑り地域指定がされ

ているというようなことで、大々的な工事が難

しいというお答えでありますが、階段部部分が

見える範囲で原状回復をして、そこに土のうを

高く積むとか、土のうといっても多分１メート

ルほどの高さまで積み上げないといけなくなる

と思うんですが、そういうことを考えると、ち

ゃんとしたコンクリート製の土留めにしたほう

がいいのかとも思うんですが、現場を御覧にな

ってどんな感想でしょうか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 この道路に関して

は階段の形状になっておりますので、重機が入

っていくということは、伐開とか少しのり切り

とかをしないといけないと思われるので、人的

なもので対応できるものを今後検討していきた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 何らかの対応をよろし

くお願いしたい。おっしゃるように通学に適し

ていないというふうなことは重々思います。付

近に民家もなくて、何かの場合には困るねとい

うことで、誰に助けを求めたらいいのか分から

ないようなところがありますので、そう思いま

すが、昔から利用されてきている通学路である

ということでお話をしております。 

 この大枠の２の中で、③で本腰を入れた整備

計画ということで出していただきました。浜田

村長に御答弁をお願いしたいんですが、いわゆ

る上地区と下地区を結ぶ縦の線が非常に少ない

ということについてどのような認識をお持ちな

のかお願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 まさに議員がおっしゃるとおり、上下という

んですかね、上と下の部分というのは足りない

というのは認識をしておりますし、ただ、今御

質問されている箇所が適しているかどうかとい

うのはまた別の問題で、もし可能であれば、ほ

かの接続的なことを考えたほうがいいような気

もしますし、また、実際に地滑りとの関連があ

ちこち出てくるはずですので、それを避けた形

でいい案がないかどうか、これからの課題では

ないかなと思っております。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 やはり冒頭申し上げま

したように、上地区、下地区を結ぶ道路がない

ということで、大変難渋した経験が過去にござ
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います。この道路、縦の線の設置に向けて、率

先して村のほうでどうにか構想を立てると。そ

して、その構想をもって沖縄県のほうに働きか

けていくというふうなことができるのかどうか

お伺いいたします。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 安里議員のおっしゃられるとおり、中城村に

おきましては東西を結ぶ道路が少ないというの

は確かに課題となっております。現在、県とも

協議している中では、宜野湾横断道路であった

り、そういうものをやっぱり今後検討して、要

請していきながら、この東西を結ぶ道路を検討

していかないといけないとは考えております。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 課長、ありがとうござ

います。都市建設課あるいは企画課においても

ですね、日頃の業務に追われて大変忙しい状況

で、新しい企画、新しい発想が出てきにくい状

況にあるのではないかと思っております。そう

いうようなことで、この議会での一般質問とか、

あるいは住民の声の中に本当に取り上げるべき

ことがあるのかというようなことで、それが形

として本当にできるのではないかというような

ことについて、ぜひまた今回の件も含めて、真

摯に考えて取り組んでいただきたいと思います。 

 村がそういうような提案をしない限り、県と

しても限られた予算の中で積極的に中城村のた

めにどうにかしようじゃないかというふうな動

きが出てくるということは考えられませんので、

先ほどから言っていますが、今回のこの提案の

通学路は現在、途中に大きなお墓があるんです

が、そこまでは車が上がっていける状態であり

ます。そこから例えばメモリアルパークの方向

にラインを斜めに取るとか、あるいは逆に新垣

の農村運動場の方向にラインを取るとかという

ふうなことで、発想を持って構想に変えて、そ

して、今後の県の要請に備えることが必要にな

るのではないかと思うんですが、やはり県を待

っているというふうなことではなくて、村から

働きかけるということについてはどんなでしょ

うか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 この東西を結ぶ道路につきましては、やはり

村の財政ではちょっと厳しいものがありますの

で、やはり県の補助メニューをいろいろ探りな

がら、県の事業としても要請していきながら進

めていきたいと考えております。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 中城村の財政としてそ

れは非常に無理があるというふうなことだと思

います。やはりやるんだったら、今、のり面、

いろんなところで土木事務所が地滑り対策を行

っているんですが、その方々の話を聞いても、

もしやるんだったら、やっぱりこれは県の事業

としてやらないといけないねというようなこと

はおっしゃっていただきました。非常に道路の

傾斜をどうするのかとか、あるいは採算が取れ

るのかとか、いろんなことが考えられると思う

んですが、いつまでも今のような状態で縦の線

がない。防災、避難についても、この当間地区

の方々の安全をどう確保するのかというふうな

ことも含めてですけれども、このままずっと未

来永劫に残していいものではないと思います。

どこかでそういう構想をつくって、県と共同で

縦のラインの設置に向けて頑張っていただきた

いと思っております。 

 道路の整備で、やっぱり中城村全体が上地区、

下地区が気持ち的にも一体となること、それか

ら、１つの経済圏として成り立っていくという

ことが可能になるかと思いますので、ぜひどう

にか、すぐにとは申し上げませんので、御検討

をお願いしたいと思っております。 

 大枠の３についてお伺いしました。改定中村

村地域防災計画について進行状況を伺いました。
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改定に向けた契約は済んだということですけれ

ども、相手の会社名とか、それから、その中で

例えば住民の意見聴取、この計画策定へ向けた

意見聴取はいつ頃なされるのかお聞きいたしま

す。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、御質問にお

答えをいたします。 

 住民との意見交換会につきましては、その工

程スケジュールにつきましても調整をしている

ところで、年度末、３月までにいろいろなこと

を取り決め、それで実施する改定契約というこ

とで策定をしなければなりませんので、その工

程について現在調整をしているところです。大

変申し訳ありませんが、業者につきましては今

資料を持ってませんので、後ほど提供したいと

思います。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 これは今年度、来年の

令和６年の３月までには完成する予定ですか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 お答えします。 

 令和６年３月までの策定ということになって

おります。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 であるならば、やっぱ

りちょっと住民のヒアリング等が必要だという

ふうなことでありましたら、早め早めに対応し

ていただきたいと思います。この避難計画につ

いては、以前から何度か御質問させていただい

ているんですが、今回本編としてつくられてい

るこれまでの地域防災計画の改定、それから、

それに別冊として付け加えるような形での避難

計画ということで考えていらっしゃるんでしょ

うか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 お答えします。 

 これまでの地域防災計画、ページ数について

は200ページぐらいのページ数をしております

ので、その分についてもどこかでまとめること

ができないか、集約して分かりやすいような計

画、その策定が必要になっておりますので、現

在の本編の部分、資料編の部分であったり、そ

れを取りまとめて、改定のほうを現在考えてお

ります。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 今回の改定によって、

これまで要望してきたことが少し前進するのか

なというふうに思いますが、またその計画がで

きた段階で、全村的なというんですか、部分的

なものでも結構なんですが、それに基づくよう

な避難訓練等がまた実施できればいいのかなと

も思います。そこら辺に向けても役場の総務課

として頑張って取り組んでいただきたいと思っ

ております。この問題も村民の、特に近くに住

んでいる方々にとっては切実な問題だと思って

おりますので、頑張って取り組んでいただきた

いと思います。 

 以上、質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で安里清市議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１０時３３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時４５分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、比嘉麻乃議員の一般質問を許し

ます。 

○１０番 比嘉麻乃議員 それでは、改めまし

ておはようございます。議席番号10番、比嘉麻

乃です。 

 それでは、早速通告に基づきまして一般質問

を行います。 

 大枠１、高齢者支援について。 

 本村は高齢者が住み慣れた地域で安心して生

活できるよう、様々な支援事業を実施していま



─ 101 ─ 

す。本村の高齢者は年々増加しており、村長が

高齢者を激励する際に発する「長生きは義務で

すよ」の言葉どおり、全ての高齢者が元気で長

生きしたくなるような、豊かで活力ある中城村

を実現するためには、高齢者支援をさらに充実

させる必要があると考え、以下伺います。 

 ①高齢者見守り事業について伺います。 

 ②台風や地震、豪雨の災害時の高齢者支援に

ついて伺います。 

 ③敬老の日が定められている９月をシニア月

間とし、護佐丸バスの無料パスポート配布や、

吉の浦会館でお芝居等を企画し、高齢者を楽し

ませる考えはあるか伺います。 

 ④一昔前までは、エアコンがなくても自然の

風や扇風機で過ごせましたが、地球温暖化によ

る気温の上昇で、今やエアコンは欠かせません。

そこで、熱中症予防と快適な睡眠が取れるよう、

御自宅にエアコンが１台もない高齢者等へのエ

アコン購入・設置費用を助成する考えはあるか

伺います。 

 大枠２、水難事故防止について。 

 夏休みが終わり、２学期が始まりました。し

かし、楽しいはずの夏体み中に全国で水難事故

が相次ぎました。児童生徒が水難事故に遭わな

いための安全指導について伺います。 

 大枠３、「しまくとぅば」について。 

 「生まり島ぬくとぅば忘りーねー、国ん忘ゆ

ん」、ふるさとの言葉を忘れてしまうと、ふる

さとのことまで忘れてしまうよという意味であ

る。９月18日はしまくとぅばの日です。県は

2006年、しまくとぅばの普及、継承を目的に、

毎年９月18日をしまくとぅばの日と制定しまし

た。しかし、2009年にユネスコにより、しまく

とぅばは消滅危機言語に認定され、今後はしま

くとぅばの保存等が大きな課題です。そこで伺

います。 

 ①消滅が懸念されているしまくとぅばの復興

に向けた本村の取組について伺います。 

 ②継承に向けた本村のしまくとぅばの教育に

ついて伺います。 

 では、答弁お願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、比嘉麻乃議員の

御質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては福祉課、大枠２番、

大枠３番につきましては教育委員会のほうでお

答えをいたします。 

 私のほうでは、御質問の高齢者支援、福祉等

についてでございますが、村長就任以来、子育

て支援という意味では重きを置いて優先的にや

ってきたつもりではございますが、議員おっし

ゃるとおり、高齢者支援、高齢者福祉について

は、老人クラブの元気さに少し甘えてきたとこ

ろは多少あったかなと反省をしているところで

もございます。そういう意味では、今回福祉課

のほうともいろいろ相談をしながら、もうちょ

っと踏み込んだ形での支援等はできないのかも

含めて、いろいろ検討していきたいなと思って

おります。 

 また詳細につきましては福祉課のほうでお答

えいたします。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 大枠２についてですけれ

ども、教育委員会としては、何よりも子供たち

の安全が第一だという考え方で、事件事故の未

然防止に徹するように、校長会、教頭会で毎回

危機管理について話をしているところです。特

に夏休みに入る前は、水難事故、交通事故の未

然防止について周知するように話をしています。 

 詳細については主幹が答えます。また、大枠

３については生涯学習課長と主幹のほうで答え

ます。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 おはようございます。 

 比嘉麻乃議員の大枠１についてお答えします。 
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 まず①です。本村福祉課のほうで実施してい

る高齢者の見守り事業は、緊急通報システム、

高齢者等配食サービス事業、一人暮らし高齢者

等保健飲料給付事業、ヤクルトの配布の３つが

中心となります。また、村社協のほうでは、水

曜日の夕方に民生委員が単身高齢者への給食サ

ービスを実施しています。 

 ②です。現状の台風や地震、豪雨等の災害時

の高齢者支援についてお答えします。 

 福祉課における地域包括支援センターや障害

児者相談支援の担当職員による個別事案への対

応及び災害時要援護者の管理システムによる対

象者情報の集約を行っております。 

 ③です。今回議員の提案されている内容につ

きましては、現在、福祉課のほうで実施する考

えはございません。 

 ④になります。高齢者等へのエアコン購入・

設置費用については、熱中症予防のための必要

性は十分理解しております。今後は、実施市町

村の情報を収集し、次年度の事業化に向けて調

査研究を今進めているところでございます。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 大枠２について

お答えします。 

 水難事故を含め、学校の危機管理意識につき

ましては、教育長の最悪を想定して、最善の方

策を取るという方針の下、各学校に安全管理の

徹底に努めるよう通知しております。 

 水難事故防止につきましては、事故発生が夏

休み中に多くあることから、７月の校長会にお

いて、「長期休業中における安全指導」と題し

て、夏休みに入る前に、水難事故防止に係る安

全指導を必ず行うよう確認しました。 

 また、教育委員会、学校、住民生活課、都市

建設課、警察等の関係機関と連携した通学路安

全点検を行い、水路等の危険箇所の確認、改善

方法の検討などを行っております。 

 学校におきましては、川や海に不意に転落し

た際の対応、浮いて待ての講習を計画している

学校があります。また、ハブクラゲなど海の危

険生物のポスター掲示や資料を保護者ヘメール

配信するなどの水難事故防止に努めております。 

 大枠３、②についてお答えします。 

 しまくとぅばの継承に向けた学校教育につい

ては、各学校において、日々の授業や学校行事

の中で児童生徒の発達の段階に応じて、しまく

とぅばに触れる機会を設けております。小学校

では５年生、中学校では１年生の国語科で「方

言と共通語」の学習があります。その他、給食

時の挨拶、学習発表会といった学校行事を通し

てしまくとぅばに慣れ親しむようにしておりま

す。 

 昨年度、中城南小学校におきましては、キリ

スト教短期大学の先生を講師に、しまくとぅば

の特設授業を行っております。また、中城中学

校では、令和２年に中城うちなーぐちの方を講

師に方言の学習を実施したり、本年度も講師を

招いての「てぃんさぐの花」を題材に手話と方

言のワークショップを計画しております。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 大枠３の①につ

いてお答えいたします。 

 中城村文化協会には、しまくとぅば部会があ

り、中城うちなーぐち会という名称で活動をし

ております。現在は５名在籍しているようです。

同部会はこれまでに、コロナ禍前までは毎年村

内の小学校でのしまくとぅばによる読み聞かせ

を行ったり、また独自に紙芝居や絵本を作成し、

令和３年に村内小中学校や護佐丸歴史資料図書

館への寄贈を行っております。村としては、今

後も同部会の活動を支援していきたいと思いま

す。 

 また、護佐丸歴史資料図書館では、しまくと

ぅばの日に合わせた関連本の特設展示貸出しコ

ーナーの設置を行い、さらに沖縄県の実施する
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しまくとぅばの調査や広報活動などにも協力し

ていきたいと思います。 

 ただし、護佐丸歴史資料図書館での特設コー

ナーの設置につきましては、あさって13日から

27日までの間、蔵書点検のため３週間ほど休館

いたしますので、申し訳ありませんが、次年度

からこちらのほうは実施していきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 それでは、順を追っ

て再質問をいたします。 

 まず、高齢者見守り事業についてなんですけ

れども、通信システムですとか、配食でヤクル

トのお届けもされているということですけれど

も、教えていただきたいのが、よく車両に高齢

者見守り護佐丸ステッカーというのもよく見る

んですけれども、そのステッカーの取組につい

て伺います。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 こちらのほうは、商工会、また県内企業、ま

た清掃業の方々と協定を結びまして、高齢者の

安全対策ということで、何かふだんと違う状況

だったり、その企業の方々が訪問した際とか、

そういったときに、何か異変を感じたときに連

絡をしてもらおうと、そういう対応で協力企業

の方々にステッカーをお配りして、見守り活動

の一環としてやっていただいているという形に

なります。すみません、ちょっと漏れておりま

した。 

○議長 伊佐則勝 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 そのほか、また本村

は見守りを郵便局ですとか、あと宜野湾署、そ

して今年の３月には日本生命と協定を締結して

おりましたけれども、どのような見守りをして

いるのか。そして、これまで郵便局ですとか、

あと宜野湾署からの事例報告というのはどのよ

うなものが、覚えてましたらあったのか。そし

て、今このステッカーの説明がありましたけれ

ども、この見守り事業の関係機関、事業者です

とか、そのほかも消防とか社協、あと民生委員

とか自治会などとの連絡会というのは開催され

ているのかというのを伺います。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 すみません、詳細な資料をちょっとこの事業

を失念しておりましたので、手元にないので、

覚えている範囲でお答えしたいと思います。 

 まず宜野湾署との提携につきましては、基本

的に認知症高齢者の方々の見守り事業として、

家族からの届出により、本人の証明写真、全身

写真、ふだん身につけているものとか、そうい

った情報を宜野湾署のほうに登録をして、認知

症を患った高齢者の方々が行方不明になったと

きに早期に対応できるような対策として活動し

ております。こちらにつきましては、実際に行

方不明の方が生じた場合には、地域の自治会の

ほうに協力依頼をして、防災無線をやっていた

だいたり、また宜野湾署のほうから警らのパト

カーのほうに情報が行ったりとか、そういった

形で対応していることになります。 

 過去にこの登録されている方々で、御家族の

動きもかなり大きかったんですけれども、見つ

かって、ちゃんと無事に保護されたという事案

はあります。 

 今後、今年の事業で今準備しているところで

すけれども、ステッカーを本人さんたちの衣服

に貼りつけて、それをスマホ等で読み取りする

ことで連絡先の情報がすぐ分かるという形のス

テッカーを今協定している会社のほうと調整を

しているところです。 

 関係機関との連絡会につきましては、これま

で十分な対応ができておりませんでしたので、

今どういうふうにやっていくのかというところ

を担当のほうで少し検討しているところでござ
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います。 

○議長 伊佐則勝 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 手元に資料がなくて

もしっかりと答弁していただきありがとうござ

います。 

 宜野湾署のほうでも認知症とかの登録をして

の協力というか、いい事例報告もあったという

ことで、また、お話の中にもステッカー、認知

症シールで、これも徘徊したときに持っている

ものだとか、あと洋服にアイロンで貼れるもの

ですか。これもＱＲコードで読み取って、すぐ

見つけた人が家族へメールで送るというのは、

これはすごくいいなと思っているので、しっか

り、今計画されているということなので、また

早く実行できるようにお願いいたします。 

 あと、連絡会は、これは必要ではないかなと

いうふうに思います。異変のある高齢者や、ま

た支援が必要な方を見つけた場合のやはり早期

解決のためにも連絡会は開催するのが必要だと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、見守りが特に必要と思われる方が独居

高齢者だと考えられるんですけれども、単身世

帯に特化した見守りというのがあるのかどうか

というのをお願いいたします。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 現在の事業において独り暮らしの単身の方に

対しては、緊急通報システム事業がずっと行っ

ているものになります。また、高齢者への保健

飲料、ヤクルトの配布につきましても、ほかの

サービスを何も受けてない方々で単身または高

齢世帯を対象としておりますので、その方々に

おいては、この２つの事業が中心になっており

ます。 

 昨年、災害時要援護者の台帳システムの登録

の更新のために、75歳以上の単身高齢者という

ことで、住基で把握されている世帯に対して、

民生委員の協力を得て実態調査のほうは進めて

おります。 

 以上となります。 

○議長 伊佐則勝 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 はい、分かりました。

今のお話の中に、高齢者支援の中に緊急通報支

援システムというのがあるんですけれども、体

制整備事業ということで、そのちょっと事業内

容について伺います。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 要綱上、在宅の独り暮らし老人及び身体障害

者等の急病または事故等の緊急時に迅速かつ適

切な対応ができるシステムを整備し、これらの

方々の日常生活上の安全の確保と不安を解消す

ることを目的とするという事業となっておりま

す。８月１日現在では登録者11名の方が登録さ

れて利用しております。基本的に電話のほうに

その緊急装置をつけて、また携帯型のものも本

人さんに使い方をレクチャーして対応している

と。定期的に安否確認の連絡がコールセンター

からあるという形になります。 

○議長 伊佐則勝 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 このシステムは携帯

みたいなものもあるということなんですけれど

も、じゃ、停電の際にもこの緊急通報システム

は作動はされているのか。定期的に連絡が来る

ようになっているんですけれども、定期的に点

検とかもしっかりされているのかというのを伺

います。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 すみません、定期点検のちょっと詳細につい

ては、今資料を持ち合わせてないのでお答えで

きないんですが、今回の台風のとき、長期停電

でしたので、それも気になって、ちょっと再確

認したんですが、現在のシステムでは、停電後、

最大５時間は内蔵の蓄電池で対応ができるとい

うことが委託業者のほうから回答がありました
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が、替えの電池が使用できるタイプではないの

で、今後今回みたいな長期的な状況のときに、

どういう対策が取れるのかというのを今事業者

のほうとちょっと検討しているところでござい

ます。 

○議長 伊佐則勝 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 長期的に使えるとい

うことも大切だと思いますので、よろしくお願

いいたします。やっぱりいざというときに使え

なければ意味がないと思いますので、しっかり

と定期点検などもお願いしたいと思います。 

 台風時に土砂災害の警告レベル３から高齢者

等避難が発令されると思うんですけれども、こ

の高齢者の避難場所と移動手段について伺いま

す。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 高齢者に特化した避難場所というのがござい

ません。総務課のほうで設置をする避難場所に

御案内するという形になります。基本的に御自

身で来ていただくという対応を今しております

ので、緊急時における移動支援というのは実際

行われていない。今後何らかの形、事前対応と

して検討が必要かと思いますけれども、今現在

移動支援については行われておりません。 

（「避難場所は、総務課の」と言う声あり） 

○福祉課長 照屋 淳 すみません、付け加え

ます。避難場所は総務課のほうで指定する村の

設置する避難所となります。 

○議長 伊佐則勝 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 ぜひやはり高齢者は

移動するのに大変だと思いますので、できれば

いろいろ把握して、連絡のあった希望する方だ

けでもいいと思いますので、送迎をまたできる

ように、今のうちで相談なども来ていただけれ

ばなというふうに思っております。 

 あと、今回の台風６号の際に、中城村の公式

サイトで、避難場所には食料持参というふうに

あったんですけれども、村には非常食として、

人口の20分の１の３日分、9,900食があると思

うんですけれども、このような災害のときに提

供すべきではないかなと思うんですけれども、

そのときにはその非常食を出すのも可能なんで

すか、伺います。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 ただいまの質問にお答

えをいたします。 

 ホームページで避難の御案内をしたときには、

想定で約１日分ということで、まず御持参をし

てくださいということでお願いをしているとこ

ろです。その後、避難生活が長期間になります

と、備蓄食品であったり、飲み水の提供をして

いるところでございます。十分対応は可能と考

えております。 

○議長 伊佐則勝 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 そうですね、災害に

困っている方のために、ぜひ活用していただけ

ればなというふうに思っております。 

 あと、台風時に配布された非常用飲料水、今

回配布されましたけれども、本当に助かったと

いう声もありました。せめて役場に取りに行け

ない高齢者へ届けることはできなかったのか。 

 そして、給水袋なんですけれども、高齢者に

とってはとても不便な容器だったように思えま

す。私も台風６号のときに民生委員と断水をし

ている独居の高齢者のいる家庭に届けましたけ

れども、そのときもやっぱり重たくて持てない

という人もいて、やっぱり私がやかんに入れて

いるときも、私でもこぼしたぐらいだったので、

もう容器はこういうものしかないのかなと思っ

たんですけれども、たまたま嘉手納町の給水袋

を見たときに、ちゃんと給水袋の真ん中のほう

にペットボトルみたいな感じで、蓋つきであっ

て、あれだともう高齢者でも入れやすいのかな

と思いましたが、今後、今回の袋ではなくて、

ペットボトルのような蓋つきのものに改善でき
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るのかどうかというのをちょっとお聞きします。 

○議長 伊佐則勝 上下水道課長 仲村武宏。 

○上下水道課長 仲村武宏 貴重な御意見あり

がとうございました。この嘉手納町の災害用の

給水袋をいま一度また見て、それがよろしけれ

ば、またそちらのほうを購入して、検討したい

と思います。 

○議長 伊佐則勝 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 ぜひ誰でも使いやす

いものに少しずつ変えていくということはもう

必要ではないかなと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 続きまして、③ですね。敬老の日が定められ

ている９月はシニア月間ということで、この護

佐丸バスの無料パスポートの配布はできないか

ということなんですが、本来でしたらシニア月

間だけじゃなくて、年中高齢者には無料にして

ほしいなということはやまやまではあるんです

けれども、ぜひ、９月、もう来年からでもいい

ので、そういった楽しませるようなことをして

いただければなと思います。 

 吉の浦会館でのお芝居等の企画ということで、

高齢者を楽しませることはできないかなとちょ

っと考えたんですが、高齢者全体で取り組むん

でしたら、予算の関係ですとか、あと、そもそ

も吉の浦会館のほうには収容人数で問題がある

のではないかなと思いますので、高齢者単身世

帯対象だけというのはいかがでしょうか、お願

いします。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 集中型の事業という形でこの質問をいただい

たときに考えたんですけれども、基本的に過去、

村主催で敬老会を実施していた時期がございま

した。おっしゃるように、吉の浦会館でのキャ

パオーバーという状況もあり、また予算もどん

どん増えてきたということもあり、いろいろと

検討した結果、地域の敬老会に対してしっかり

と補助して、地域のほうで高齢者を祝っていた

だこうという考え方にシフトをして、今現在に

つながっております。その中で単身という方を

中心にというお話でしたけれども、こちらを村

が主催するのか、社協のほうで行っていただく

のか、その辺は老人クラブ連合会、または社協

ともいろいろ意見交換しながら、今後何らかの

形でできるのであれば、実施はしたいとは考え

ておりますけれども、現在お答えできるのはこ

の範囲となります。 

○議長 伊佐則勝 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 ありがとうございま

す。 

 独り暮らしのお方でしたら大体900人ぐらい

ですかね、1,000人ぐらいですかね。まだいま

すか。２回公演にすれば、それも可能かなと思

うんですけれども、やっぱり人数も私もちょっ

とまだ分からないので、ちょっと検討をしてい

ただければなと思います。どうしても家族と一

緒に暮らしている高齢者は、御家族とドライブ

に行ったりですとか、護佐丸バスに乗らなくて

も、運転手が家族にいたりとか、お芝居を見に

行ったりできますけれども、やはり独り暮らし

の方でしたら、それがすごく難しくなるのかな

というふうに思います。独り暮らしの高齢者単

身世帯の皆さんを激励する意味でもぜひ検討し

ていただければなと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 では、④ですね。高齢者へのエアコン購入の

助成ということで提案をさせていただきました

けれども、全国でも自治体独自で高齢者へのエ

アコン購入補助を実施しているところがあった

んですが、私が調査しただけでも13自治体が全

国にあったんですけれども、その中で、いろん

な独自の支援なので、年齢が違ったりするんで

すが、大体65歳からとか75歳からとか、あと住

民税非課税世帯ですとか、あと障害をお持ちの

方だけの世帯、あと気になるのも18歳未満のお
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子さんがいる世帯というのを対象に支援をして

いるというのもあります。やはり高齢者だけで

はなくて、子供たちもクーラーがなくて、特に

沖縄は暑いですよね。クーラーなしで生活して

いるのかなと思うと、やっぱりちょっと心が痛

くなったんですけれども、この補助金も上限額

が２万円があったりとか、５万円があったりと

か、高いところで８万円もあったんですけれど

も、８万円はちょっと大変かなと思いますが、

2022年の内閣府の消費動向調査結果では、エア

コン普及率が全体で大体91.8％がもうこれが普

及率。でも、60歳以上の単身世帯は85％、これ

は全国なんですけれども、沖縄は暑いので、も

っと普及率は高いかなとは思うんですけれども

ね。本村もこの調査する必要があると思います

けれども、いかがでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１１時１９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時２０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 高齢者世帯に対してのエアコンの普及率の調

査ということでございましたら、そうですね、

今後何らかの機会で検討はできるかと思います

が、これのみに特化した調査というのは今のと

ころは考えておりません。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 確かに調査するのは

大変だとは思いますけれども、しっかりできれ

ば調査をしていただいて、人数を算出して、助

成できる範囲内でもいいので、検討はしていた

だきたいなというふうに思っております。例え

ば200世帯あった場合でも、２万円の補助をし

たときも400万円の予算になると思います。本

来なら年齢とか、あと、そういう制限はかけず

にしていただきたいなと思いますが、その場合、

本村は9,000世帯、中城村は9,000世帯全体であ

るんですけれども、大体全国の普及率を見ると、

大体90％ぐらいが普及されているということな

ので、中城村のこの世帯で割るとやっぱり900

世帯かなと思います。それでもこの制限をなく

すれば、9,000世帯掛ける２万円で1,800万円に

はなりますけれども、こういったことをしっか

り調査をしていただきたいなと思います。 

 先日の台風で停電をしまして、エアコンが使

えないというのが私たちの家でも60時間続きま

した。でも、台風のときは太陽が出てませんで

したので、気温はそんなに上がらなかったんで

すけれども、やっぱり晴れの日ですとか、あと

熱帯夜の日は寝苦しいと思います。 

 今この議場でもクーラーが利いて、涼しいと

ころで私たちはこうやって質問あるいは答弁を

しておりますけれども、もしこの議場にもクー

ラーがないと思えば、村長、どうでしょうか。

超暑がりな村長は本当に耐え切れないと思いま

す。暑がりではない私もクーラーなしでは本当

に耐えられないなというふうに思います。それ

をエアコンが買えない方々は、この夏中ずっと

必死に暑さに耐えているのかなというふうに思

うんですが、実は、熱中症の発生場所というの

が住宅が最も高いと言われているんですね。ぜ

ひもう村長、大切な村民の命を熱中症から守る

ためにも、先ほどいい答弁もありましたけれど

も、エアコン購入の助成をお願いしたいのです

が、もう一度お願いいたします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 おっしゃるとおり、近年はもうこれだけの異

常気象だと言われているところでもございます

し、形はどういう形のほうがいいのかこれから

検討させてもらいますけれども、何らかの支援

はさせていただきたい。ハード面というか、イ

ニシャルでの支援なのか、ランニングコスト代
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の支援なのか。あるお年寄りの話なんかを聞き

ますと、せっかくお子さんがクーラーを設置し

たのに、全然使わないから、もう奥さん怒って、

何でかと言ったら、電気代がもったいないから

使わないという、そういう話などもあるようで

すので、いろんな形で検討させていただきたい

なと思います。 

○議長 伊佐則勝 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 やはり高齢者の見守

り、そして災害時の支援、楽しいイベントと一

人で暮らしていても、中城村なら安心で楽しく

暮らせていけると思えるような支援を今後とも

取り組むよう要望いたしまして、続いて、大枠

２に移ります。 

 児童生徒が水難事故に遭わないための安全指

導について質問をしましたけれども、福岡県で

夏休みの初日に小学６年生の女の子児童３人が

川で溺れて亡くなってしまいました。この事故

は児童だけで遊んでいた際に起こってしまった

んですけれども、先ほど答弁では安全指導を行

っているということなんですが、夏休みの前に

どのような安全指導をしているのかちょっと具

体的にお願いいたします。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 お答えします。 

 具体的には、夏休み前の校長講話において、

校長がプレゼンテーションを使って安全に関す

る指導を行います。また、それ以外にも交通省

の動画リバーアドベンチャーや河川水難事故防

止ポスター、サイトがありますので、そちらを

使って安全指導を行っております。 

○議長 伊佐則勝 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 本村の小中学校でも

水難事故防止のプリントが夏休み前に配布され

ていたと思いますけれども、実は今回亡くなら

れた３人が通っていた小学校でも、夏休み前に

注意喚起のプリントが配布されたそうなんです

けれども、しかし、残念なことにその事故を防

ぐことはできなかったわけなんですが、小学校

の体育の授業に水泳が盛り込まれたのが1955年。

これが瀬戸内海で修学旅行中の児童生徒が100

人以上亡くなったという沈没事故がありまして、

それがきっかけだというふうに聞いております。

その頃は水難事故による死者ですとか、あと行

方不明者が3,000人もいたそうなんですけれど

も、2022年は727人と年々減っていっていると

いうことは、その水泳の授業のおかげとも考え

ていいのかなというふうに思っております。 

 現在、本村の中学校にはプールがありません

が、今後中学校の移転で新たにプールが建設さ

れるのか、あるいは現在プールの授業とかを委

託している学校ももう全国で増えてきていると

いうのも聞いております。本村はどの取組をす

るのかは分かりませんけれども、それができる

までは、しっかりと小学校で安全指導をしてい

ただくと、やっぱり中学生になっても小学校で

身につけた泳ぎで難を逃れることができるので

はないかなというふうに思っております。 

 また、子供の水難事故は、海や川などの水遊

び中で洋服を着たままのケースが多いというふ

うに聞いておりますけれども、県内でも夏休み

前に服を着たまま学ぶ着衣水泳授業というのも

行っている学校はあるようなんですけれども、

本村でもこれをしっかり全小学校で取り組む考

えはないか伺います。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 御提案いただき

ましたように、浮いて待て、それから着衣水泳

は不意の転落事故に大きく役立つと考えていま

す。今後学校と計画を立てていきたいと思いま

す。 

○議長 伊佐則勝 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 やっぱり各担任の先

生が指導するのは大変なこともあると思います

けれども、教諭ではなくて、中に消防職員でつ

くるボランティアの団体ですとか、あとＮＰＯ
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法人の水泳指導というのもあるようなので、先

生が大変であれば、そういったのも活用してい

いのかなというふうに思いました。 

 また、本村の小学校プールは昨年までは夏休

みに一般開放されていたと思いますけれども、

今年度は安全管理等の理由から、学童クラブの

みの開放となっていたと思います。 

 そこでちょっと伺いたいんですけれども、小

学校のプールを利用している学童クラブは事故

防止のマニュアルとかというのを策定している

のかどうか伺います。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 学童のほうでそういう対策案、指導マニュア

ルが作成されているのかについては、すみませ

ん、私のほうでは把握しておりません。 

○議長 伊佐則勝 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 実は７月に滋賀県で

学童保育活動中に、児童がまたプールで溺れて

亡くなったというのを受けまして、これで子ど

も家庭庁から各自治体に今後プール活動を実施

する学童クラブにはマニュアル策定を求める通

知というのが出されたと思うんですね。それで

ちょっと聞いたんですけれども、プールの開放

する教育委員会側も、こういう事故を未然に防

ぐための安全対策の徹底などを求める必要があ

ると思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 今回地域に開放できなかった理由につきまし

ては、この安全管理が徹底できないという理由

からで今後はその辺の危機管理も含めて、こち

らのほうも確認をしながら、学童のほうにも必

要であれば整備させていきたいと考えておりま

す。 

○議長 伊佐則勝 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 そうですね、やっぱ

り全ての児童生徒が安全で楽しい夏休みを過ご

してもらうためにも水難事故防止、また交通安

全などの安全指導を徹底していただくよう、よ

ろしくお願いいたします。 

 では、大枠３に移りますね。県は2022年に策

定した新沖縄21世紀ビジョン基本計画の中にし

まくとぅばの保全、普及、継承の３つの基本方

針を上げましたけれども、県のほうからしまく

とぅば保存等について何か協力のお願いだとか、

そういったのがあったのかどうかというのを伺

います。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 私の把握している限りで、まだ調査の依頼は

来ておりません。ただ、広報は毎年各施設に掲

示してくださいということで来ております。そ

ういうのは対応しております。 

○議長 伊佐則勝 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 昨年の県の調査で、

しまくとぅばを挨拶程度以上に使う人の割合が

39％に対しまして、将来にわたって残してほし

いと答えた人は85％もいたということで、私ど

うしてもしまくとぅばはもう残してほしいと思

っている一人ではあるんですけれども、私も学

生時代には、授業の中ではうちなーぐちについ

て教えてもらったという記憶はなかったんです

が。一番覚えているのが、やはりそのときの担

任の先生が個人的にクラスで取り組むというの

がありまして、小学５年生のときに初めて先生

が、今、本村の小学校ですか、やっているよう

に、くわっちーさびら、くわっちーさびたんと

いうのを毎回言ってまして、やっぱり皆で楽し

く方言を使いながら、そのときは挨拶などもし

たなというのを覚えてますので、もう今も実際

にされているということなので、年代に合わせ

て、年に合わせてのしまくとぅばの教育をされ
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ているということなので、引き続き大切にして

いただきたいなというふうに思っております。 

 ぜひ沖縄にしかないこの沖縄の言葉を話すた

めにも、簡単な言葉から取り組んでいただけれ

ばいいなと思っております。 

 ゆたさるぐとぅ、うにげーさびら、それでは、

一般質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

○議長 伊佐則勝 以上で比嘉麻乃議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１１時３４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、石原昌雄議員の一般質問を許し

ます。 

○１５番 石原昌雄議員 議席番号15番、石原

昌雄、一般質問をします。 

 一般質問する前に、昨日、当間の大綱引きが

ありまして、感銘を受けました。やっぱり伝統

ある行事が地元でしっかり受け継がれていると

いうのは本当にいいことだなと。中城村におい

てこういうふうな各地域の伝統行事が子供たち

のためにも本当にいい教育にもなるし、地域を

愛する活力源といいますか、またそういうのが

感じられました。当間地区の関係者の皆さん、

大変御苦労さまでした。 

 それでは、通告書に沿って質問をいたします。 

 大枠１番、台風６号の災害被害と支援は。 

 沖縄本島を直撃した台風６号は勢力が大きく、

迷走の進路で村内、県内に多大な被害を残して

いきました。本村においての被害状況や支援方

法及び災害対策について伺います。 

 ①農作物の被害状況はどうか。今後の支援策

はあるか。 

 ②道路などの公共施設の被害状況は。 

 ③高齢者や独居家庭の支援は行ったか。今後

の課題はどうするか。 

 ④断水の原因と対策はどうだったか。緊急給

水の実施はどのように行ったか。 

 ⑤停電への村の対策、対応はどうだったか。 

 各字ごとに停電の発生、復旧は調べられるか。 

 村内、特に南上原地区で1,000戸以上の停電

の復旧がとても遅れていたが、その原因を電力

会社に確認することはできるか。今後の課題も

確認できるか。 

 中城村区域の早めの復旧対応は要請できるか。 

 ⑥対策本部はどのように機能していたか。広

報、伝達方法などをお願いします。 

 大枠２番、交通安全対策。 

 南上原地区の信号機及びカーブミラー設置に

ついて伺う。 

 ①県道29号線のドラッグモリ近くの交差点に

信号機もしくは横断歩道表示はできないか。 

 ②同交差点から西側に向かっての急カーブに

カーブミラーの設置はできないか。 

 ③南上原地区及び村内の信号機設置要請箇所

は何か所か。進捗はどうか。 

 大枠３番、子ども第三の居場所の進捗と地域

説明について。 

 ①工事の進抄はどうか。 

 ②事業説明は近隣住民にも行ったか。 

 ③事業開始に当たり、事業主と近隣住民との

話合いの実施はできるか。 

 ④街区公園の今後の管理はどのように行うか。 

 以上、質問します。答弁をお願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、石原昌雄議員の

御質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては、ちょっと多岐にわ

たりますので、産業振興課、都市建設課、福祉

課、上下水道課、総務課のほうでお答えをさせ

ていただきます。大枠２番につきましては住民

生活課と都市建設課、大枠３番につきましては

こども課と都市建設課のほうでお答えをいたし
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ます。 

 私のほうでは、お尋ねの子ども第三の居場所

づくりの進捗はどうなっているかということで、

御承知のとおり、今回初めて日本財団、Ｂ＆Ｇ

財団から御支援を受けて、こういう取組をして

おりますけれども、実はこれは今後にもつなが

る非常に大事なことでして、第三の居場所づく

りの第二、第三という部分につながっていく可

能性があるということで、私も随分気にかけて

いるところでございます。後ほど詳細について

は御説明いたしますが、どうにかいい方向に進

んで、いい進捗状況であるように思われます。

と申しますのも、11月にはまたＢ＆Ｇ財団のほ

うで全国の我々のような自治体を招いて、そこ

で意見交換会あるいは講演会などをしながら、

これの継続に向けての討議をしていくというこ

とですので、私もこれはしっかり学んで、また

そこに伝えていこうかなと思っております。 

 また担当課のほうで答弁をさせていただきま

す。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 石原昌雄議員の御質問にお答えします。 

 大枠１番の①台風６号による農作物への被害

状況につきましては、サトウキビ、野菜ではヘ

チマやオクラ、果樹ではバナナ等の被害が多く

ありました。支援につきましては、被害を受け

た農業者に農林漁業セーフティネット資金や農

林漁業施設資金などの融資の支援を必要とする

方々への申請手続支援や、また融資の利息に対

する補助事業を行ってまいりたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 石原昌雄議員の大

枠１の②、大枠２の②、大枠３の④についてお

答えいたします。 

 まず、大枠１の②村内道路などの主な被害状

況につきましては、カーブミラーの破損が11基、

道路における冠水及び砂、海藻の打ち上げが当

間地区、北浜地区、泊地区、津覇のグレイスタ

ウンにおいてありました。道路における倒木に

よる道路の封鎖が津覇の避難路において２か所、

南上原地区、北上原地区においてそれぞれあり

ました。それと道路陥没が北上原地区の新川線

においてありました。その他もろもろとなって

おります。 

 大枠２番の②要望されている箇所は、設置に

ついて以前検討しましたが、設置箇所が住宅の

出入り口前となっており、住人から出入りに支

障を来すとのことで同意を得られませんでした。

引き続きよい設置方法がないか検討したいと思

っております。 

 大枠３の④第三の居場所の施設としての占用

地内は占用者で管理し、それ以外の公園敷地内

の管理は都市建設課にて行っていきたいと思っ

ております。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 それでは、大枠１の③

についてお答えします。 

 高齢者や独居家庭の支援は行ったかというこ

とですが、８月４日金曜日に比嘉麻乃議員から

御連絡を受け、南上原地区の単身高齢者に対し

て断水による影響があるということで、給水の

支援ができないかという御相談がありました。

それにつきまして、総務課と上下水道課と調整

し、役場の職員で120袋の給水袋を公民館へ配

達させてもらいました。その後、民生委員、地

域住民の協力を得て、独居世帯55世帯、その他

必要な世帯５世帯へ各２袋ずつ配布されており

ます。 

 今後の課題としましては、午前中の比嘉麻乃

議員のときにもお答えしてますが、高齢者の見

守りの事業において、特に緊急通報システム、

配食サービス、ヤクルトの配布事業、この中で、

この方々の半分近くは家族とか関係者のところ
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に事前に避難されたということを後日確認して

おりますが、半分ほどが自宅で過ごされたとい

うことでしたので、支援者自身の安全確保を基

本とした上で、訪間時の目安の判断の検討、ま

た支援の範囲内ですね、こういった３事業にお

ける台風時の安否確認、これをもう少し丁寧に

やっていきたいと考えております。具体的には、

緊急通報の場合は、台風の前後において連絡を

入れて、安否確認とか状況とか、不安なことと

か、そういったことを確認しながら、担当課の

ほうと連絡調整をしてもらうと、そういう方向

で今調整をしております。 

 また、災害時要援護者の個別支援をする方々、

こういった方々がやっぱりいらっしゃいますの

で、これは一般の避難所ではなかなか厳しい一

面もあります。なので、福祉避難所の設置の在

り方については総務課のほうとも今後協議して

いきたいと考えております。 

 支援物資の配布方法の検討、また、特に今回、

村の避難所のほうに電源の確保を有する吸引機

とかの部分で不安があるということで、避難さ

れていた世帯があったと。また、バッテリーの

充電に来られたという方々もお聞きしましたの

で、こういった方々を対象にした電源確保に関

する支援、これは早急に検討を進めてまいりた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 上下水道課長 仲村武宏。 

○上下水道課長 仲村武宏 石原議員の大枠１

の④についてお答えいたします。 

 断水の原因は、県企業局施設新垣増圧ポンブ

場で電気が止まり、企業局の非常用発電機が老

朽化により不具合が発生し、南上原配水池及び

新垣配水池への送水が停止したからです。企業

局は対策といたしまして、新垣増圧ポンプ場の

早期復電に向けて県防災危機管理課と調整し、

沖縄電力災害対策本部に直接要請を行ったと連

絡を受けております。 

 村においては、３日木曜日の12時半頃、企業

局より断水する旨を伝えられたことから、15時

から緊急断水することを上地区の住民の皆様へ

ホームページや防災無線及びＬＩＮＥにて周知

しました。 

 村の対応としましては、本庁にて緊急の給水

所を設置し、給水袋６リットル入りを配る体制

を整え、配布しております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、石原昌雄議

員の大枠１、５と６についてお答えをいたしま

す。 

 まず⑤でございます。今回の台風第６号にお

いては、中城村のみならず、県内全域において

大規模な停電が発生している状況でありました。

７割以上の世帯が停電した自治体が複数あった

と沖縄電力より説明を受けております。 

 停電への対応としましては、災害対策本部と

避難所となった村役場におきましては、非常用

発電機を稼働させ、その機能維持を行っており

ます。 

 村全体の対応といたしましては、村独自に各

世帯に電力供給をすることは難しいことなので、

村役場におきまして充電支援や停電により給湯

機器、シャワーを使用できない世帯等に対し、

入浴支援を行っております。 

 各字ごとの発生、復旧についてでございます。

各字ごとの停電や復旧状況等につきましては、

村独自で把握できるものではありません。停電

時に沖縄電力ホームページを活用し、復旧状況

などを確認しておりました。たしか最大で

6,905ということで記憶をしているところでご

ざいます。 

 次に、停電の復旧が遅れたことにつきまして、

村内の上地区は高台に加え、斜面地になってい

ることから、非常に風が強い地域であるため、

強風による飛来物の影響が多く、断線等の被害
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が多くあったと報告を受けております。また、

これに加え、変圧器に不具合が生じている箇所

が多くあったため、停電原因の特定に時間を要

しているということで、関係者のほうから説明

がありました。結果として復旧が遅くなった箇

所が数か所、特定するのが難しかったというこ

とで報告を受けております。 

 次に、今回の台風の自然災害、県内全域が大

規模な停電になっておりました。本村の区域の

みを早く復旧する要請につきましては、致しか

ねることと考えております。ただし、中城村役

場庁舎やインフラ施設などの重要施設につきま

しては、停電等災害について旱期復旧を要請す

べきと考え、今回対応を行っております。 

 次に、対策本部について。 

 暴風警報の発令に伴い、中城村災害警戒本部

を設置しております。広報につきましても本部

設置前より台風対策の呼びかけを防災無線、村

のホームページ、村の公式ＬＩＮＥ等によって

行っております。暴風警報が発令されたときに

は、気象情報、台風状況の進路状況などを防災

無線、村のホームページ、村の公式ＬＩＮＥを

活用し、各機関のホームページ、気象庁であっ

たり、沖縄気象台の情報も含め、周知を行って

おります。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 それでは、御質問

の大枠２の①と③についてお答えいたします。 

 ①につきましては、令和５年５月11日に、同

交差点における横断歩道設置要望書を宜野湾署

のほうに提出しており、現在協議中であります。 

 ③の要望箇所につきましては、南上原地区中

城ファームみなみ交差点１か所、それから登又

ローソン前、右折信号機への切替え１か所の２

か所の要望をしておりまして、こちらは令和５

年１月25日に宜野湾署へ要望し、令和５年５月

11日に引き続き要望書を提出しております。進

捗としましては、宜野湾署より県警本部へ上申

していると報告を受けております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 石原昌雄議員の大枠

３、子ども第三の居場所の進捗と地域説明につ

いてお答えいたします。 

 ①についてお答えいたします。 

 工事の進捗状況については、８月末現在

80.59％の出来高となっております。ほぼ予定

どおり、計画どおりの進捗状況となっておりま

す。 

 続きまして、②についてお答えいたします。 

 令和４年３月に子ども第三の居場所設置に関

する南上原自治会へ審議会への説明会を実施し、

令和５年２月に着工に関する説明会を南上原自

治会へ説明しておりますが、近隣住民に対して

の説明は行っておりません。今後必要に応じて

説明会を実施していく予定です。 

 ③についてお答えいたします。 

 今後必要に応じて実施してまいります。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 答弁いただきました。

また再質問もさせていただきます。 

 最初に、大枠１番のほうですけれども、今回

の台風で農作物に大分被害が出たと思うんです

けれども、またもうちょっと詳しいデータがあ

れば、また後日提供を求めておきます。 

 また、支援についても、先ほど農林業セーフ

ティネットなどということで、やっぱり積極的

に農業者等々にも出向いて情報を提供してほし

いと。向こうから来るというのはなかなか難し

いんで、やっぱり役場から出向いて、情報を各

自治会長さんあたりを通じて、こういう制度が

あるよというのをもうちょっと丁寧にやってほ

しいと思います。よろしくお願いします。 

 あと、道路等については、カーブミラーはや

っぱりあちこち倒れたりしていて、若干まだゆ

がんでいるところもあるように見受けられるん
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で、ちょっとパトロールして、カーブミラーの

チェックをお願いします。 

 道に倒れた木の除去については、担当課を含

め、素早くやってもらって、村内は結構交通の

感じではスムーズにいったかと思うんで、引き

続きまたよろしくお願いします。 

 あと、高齢者の支援についても、先ほどから

課長からいっぱい説明ありましたけれども、今

後の課題も今回見つかったと思うんで、台風は

もう毎年必ず来ますので、それに備えて、今回

の対応の仕方で何が足りなかったかなというこ

とはやっぱり課全体で議論しながら進めてほし

いというように思います。特に独り暮らしにつ

いては、今回そういう給水の部分も頑張ってい

るんですけれども、今回の断水は南上原、北上

原、新垣、登又なので、南上原はたままた給水

についてそういうところがあったと聞いている

けれども、残りの字はどうなったのかなという

こともちょっと気にはなるんですけれども、そ

こら辺のところにもちょっとチェックを入れて

いってほしいと思います。これもよろしくお願

いします。 

 あと、先ほど断水で課長からあったんですけ

れども、今回、県の企業局のほうの電気回りが

台風と合わせてダブルパンチであるんですけれ

ども、この断水のときに聞いたら、ホームペー

ジとかＬＩＮＥとかという形で、放送とかとい

うことでやるんですけれども、今回は上地区だ

けですよね、断水は。上地区についてはやっぱ

り停電とかいろいろなものもあったりして、ホ

ームページとかで給水やりますよとか、シャワ

ーとかやってますよと言っても、なかなか見つ

けきれなくて、みんな右往左往している状況が

あったと思うんですけれども、できる範囲内で

広報課で広報車両で上地区だけでも回って、あ

あ、回っているんだなと。大体広報車両が回っ

てくると、気にはするんだけれども、防災無線

とかは風も多いし、なかなか聞き取れないとこ

ろもあって、何があるかなというのも分かりに

くいところもありました。ですから、次からは

また広報車両なんかも検討してほしいんですけ

れども、どうですか。 

○議長 伊佐則勝 上下水道課長 仲村武宏。 

○上下水道課長 仲村武宏 議員のおっしゃる

ように、広報車両も出して広報していきたいと

思います。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 台風の中というとき

はちょっと大変だと思うんですけれども、ちょ

っと大丈夫な時間帯を見ながら、ぜひこの断水

については、次はないかと期待してますけれど

も、またあるかもしれないんで、その節は広報

車両でよろしくお願いします。 

 あと、停電の状況ですけれども、台風のたび

に停電はどこかで必ず発生しますね。だから、

こういうのはどこの字が停電何戸ぐらいとかあ

ったかと常に記録を取っていてほしいと思うん

ですよ。というのは、もういつも断水するとこ

ろはここです。決まっているんです。だから、

そういうのも含めて、ただ停電だったよだけで

済ますんじゃなくて、やっぱり中城においては

どの地区が停電が長いなとか、そういうのもや

っぱり担当課として、防災の視点からして記録

を取っていてほしいと思うんですよ。ですから、

今回でも、電力にもうちょっと問合せすれば、

中城のどの字でどれぐらい時間が停電があった

とか、そういう何戸ぐらいがどれぐらい、何日

間停電があったとか、そういう状況も教えても

らえると思うんですよ。ぜひそういう資料を取

って、どの地区が停電の復旧が遅いのか、そう

いうのもぜひ担当課としてやってほしいんです

けれども、そこら辺に関してどうですかね。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えしま

す。 

 今回の停電、かなり長期間にわたって住民の
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皆さんが大変に困っていたと存じます。その中

で対策、警戒本部でも、沖縄電力に直接、中城

についてはうるま支店の管轄になりますが、そ

こに情報提供ということで何度か電話をしたん

ですが、つながらない状況でありました。ほか

の方法として、沖縄県の防災危機管理課に対策

本部を今回県知事が設けておりますので、その

中にリエゾン、聞いたことはないと思うんです

が、リエゾンという各市町村、各機関をつなぎ

渡す調整役として沖縄電力の職員が派遣されて

おりましたので、そこと調整を行いまして、情

報を収集しておりました。 

 しかしながら、一般住宅についての要請はで

きなかった。重要な施設として避難所であった

り公共施設、中城では新垣地区の配水池ですね、

そこが重要ということで、要請もしております。

併せてやはり世帯が多い南上原地区ですので、

そこの復旧についても要請をしておりますが、

かなりの期間がかかったということでございま

す。 

 この要因についても、先ほど説明しましたが、

やはり電力の送電線については復旧はしている

んですが、各アパート、共同住宅の引き込みに

ついてはかなり時間がかかっているのではない

かということで説明を受けました。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 そういう関係のとこ

ろにそういう情報提供とか、そういう対策につ

いても担当課として頑張ったと思っております。

それにしてもやっぱり南上原地区に停電がトー

タルで発生して、北部地区、中部地区のボリュ

ームとか見ていたら、最初は北部地区内もだい

ぶあるのかなという、うるま市あたりもたくさ

んあったんですけれども、どんどん１日１日解

消されていくんだけれども、なかなか中城は復

旧につながらなくて、１週間以上今回停電して

います、南上原地区は。だから、それもまとま

って1,000戸以上がずっと最後の最後まで停電

だったので、やっぱりこういうところもなぜか

なと。課長は、線が切れたとか、あるいは変圧

器が具合悪くなったとか、いろいろあるかと思

うんですけれども、停電の原因はほとんどそれ

だと思うんですけれども、ただ、復旧の作業が

なぜ手配がなく、そこが遅れたのかなと非常に

気になるところですね。今後そういうところも

より具体的に聞くことによって、中城も大変だ

なと。行政が動かんことには実際電力側も無事

終わったかなということです。それで済まされ

ると思うんですよね。そういうことじゃなくて、

やっぱり中城も常に復旧を急いでいるんだよと

いうことを行政からそういう電力会社に伝えて

ほしいと、そこら辺は要望しておきます。 

 あと、対策本部についても、村長さんはじめ、

台風が来て、もうこれでーじなとんさーという

ことで頑張ってきたと思います。その中でも今

回みたいな断水も停電も起こったというときは、

やっぱりもっとチームワークよくやらんといけ

ないと思います。特に長かった台風ですから、

対策本部としてもご苦労さんではありました。

今後とも引き続きまたしっかりお願いします。 

 次、大枠２番についてですけれども、信号機

については、５月11日の要請ですか。あと、フ

ァームと登又の辺りも、今年度も５月には再要

請してあるということで、非常にいいことだと

思います。毎年やっぱり要請書は１回出すと終

わりじゃなくて、やっぱり毎年出さないと駄目

なんですよね、実際は。まだ残っているんだな

と。だから、毎年毎年要請書は出してもらって、

進捗状況も毎年やってほしいと思います。やっ

ぱり安全面のほうが気になります。そういうこ

とで、今後ともこれはよろしくお願いしたいと

思います。 

 あと、カーブミラーについても、そういう状

況もあるんですけれども、でも、危ないところ

には間違いないから、何らかの新しい方法でも

いいから、そこにカーブミラーに代わる何か方
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法はないのかとか、あるいは逆に言えば、もう

カーブがありますから注意しなさいよみたいな

いろんな方法論を、このカーブの対策について

は職員みんなで相談して、新しいアイデアを導

入してください。 

 あと、大枠３番の子どもの第三の居場所につ

いてですけれども、進捗は順調にということで、

11月ぐらいにもうオープンしていくのか。もう

一回。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 工事の新栄組さんと

の契約は10月13日に引き渡しの予定となってお

りますので、その後に引っ越し作業をしまして、

11月１日にオープンを予定しております。今後

は開所式や内覧会などを予定しております。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 順調にいっていると

いうことでほっとします。 

 ただ、ありましたように、近隣の住民から声

が届いて、ここに来るけど、私たち近隣にいる

人が分からんなと。確かに自治会のほうで説明

をしたかと思うんですけれども、近隣にいる人

はどういうふうにして、どう私たちが使ってい

けばいいかなとかということを懸念しているわ

けです。ですから、実際に来る事業者のほうで

近隣に対しての声かけとか、そういうのもやっ

てもらえたらなと思います。やっぱり一般の人

は第三の居場所って何をするところだというの

が捉え切れにくいと思うんですよ、実際は。だ

から、僕らだと行政の言葉で第三の居場所だね

と言うけれど、普通の住民の方はなかなかどう

いうふうになるか、どういう規模なのかも見え

ないということで、実際にやる事業所について

は、近隣に対して何らかの形で説明をできるよ

うにちょっと提案してほしいんですけど。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 今後、近隣の住民の

方々への説明会等を実施してまいりたいと思い

ます。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 よろしくお願いしま

す。そういうことで近隣も地域の子供たちを受

け入れる施設なので、一緒になって子供たちを

守るというところとしては、事業の趣旨も十分

に理解したほうがいいかなというふうに思って

おります。 

 あと、この公園の管理についてさっきあった

んですけど、占用のいわゆるエリアと、全部が

全部占用じゃないんですよね。この公園のうち

のこれぐらいが、この第三の居場所の占用と。

ここら辺のすみ分けみたいなのは何か分かりま

すか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 都市公園法の改正によって、都市公園内にい

ろいろ福祉施設とか、そういう要件を満たすも

のの30％以内を占用条件として許可できるとい

う法律にのっとって、その30％以内で占用許可

を公園として出しております。その占用された

部分に関しては、この占用者のほうで管理して

もらう。その他の公園としての機能を有してい

るところに関しては都市建設課のほうで引き続

き管理していくということになっております。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 30％ですから、この

街区公園の面積からして、これぐらいかなとい

うところは分かるんですけれども、ただ、実際

にはフェンスとかはないんですよね、恐らく。

そこら辺のところフェンスとかも実際はないで

すよね。だから、そういうところの分の中でど

こまでが子供たちが使えるところなのか、一般

の人が使えるところなのかがなかなか分かりに

くいと。そういうところも併せて、その近くに

住んでる人たちがその場所に行っていいのか、

遊んでいいのか、使っていいのか、いやいや、

これはもうこの人たちが全部使うんですよみた
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いなことになってしまうかもしれない。だから、

地域にあるこの街区公園というのは地域のため

に本来つくられているので、その地域の人たち

が排除されるようなことがないように、担当課

で常に調整して、地域の人たちも常に使えます

よというのをちょっと確認してほしいんですけ

れども、そこらへんはできますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 現在、フェンスに

よる境界の区切りというのは計画としてはない

んですけれども、今後、やはりそういう議員の

おっしゃるとおり、すみ分けが分かるようなも

のはちょっと検討していきたいなとは思ってお

ります。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 ちょっと確認ですけ

れども、この第三の居場所がオープンしている

時間帯というのはちょっと分かりますか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 学校が終わって、そ

れから送迎をします。わらびぃくらぶの終了時

間は平日午後８時、土曜日午後７時となります。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 大体学童クラブの時

間帯かなというのは予想するんですけれども、

やっぱり地域の方々も、ああ、この時間帯は子

供たちが来るんだなというところも周知すると

いうところがやっぱり大切だと思うので、そう

いうことにもぜひ事業者のほうには、そういう

ところも配慮をしてほしいと担当課から最初に

要望を出していってほしいと思います。よろし

くお願いします。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で石原昌雄議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１４時１２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時２５分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、屋良照枝議員の一般質問を許し

ます。 

 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 こんにちは。よろしく

お願いします。議席番号８番、屋良照枝です。 

 それでは、通告書に基づいて質問いたします。 

 大枠１番、台風６号の被害状況について。 

 大型で強い台風６号の本村における被害状況

を伺います。 

 ①停電、断水、農作物、浸水、道路決壊など

当局がまとめている被害状況を伺います。 

 ②台風６号の被害後、一月余り、対応または

完治したところがありましたら、どのように対

処したか伺います。 

 ③避難所について伺います。場所、利用状況

はどのように対処しておりましたか伺います。 

 以上、答弁お願いいたします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、屋良照枝議員の

御質問にお答えをいたします。 

 台風６号の被害状況、これは総務課のほうで

お答えをいたしますけれども、先ほども石原議

員からも御質問ありましたし、また、今議会に

おきましても多数の議員の皆さんから御質問い

ただいてますが、やはり台風６号の被害状況、

これは正直なところ、我々行政としましても、

私自身も想定されている以上のものが来たとい

うのが実感で、なかなか大きな被害というか、

例えば人命に関わるものとかでなかったのがま

だ幸いでありますけれども、今後はこれを契機

といいますか、災害は忘れた頃にやって来るじ

ゃありませんけれども、少々油断をしていたと

ころはあったかなというのが反省するところで

ございます。 

 また担当課のほうから詳細はお答えをさせて

いただきます。 
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 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、台風６号の

被害状況について、①から③までお答えをいた

します。 

 被害状況につきましては、先ほどの石原昌雄

議員の質問に対して、各課から御答弁もありま

したので、総務課からは概要についてお答えを

いたします。 

 停電につきましては、沖縄電力のホームペー

ジの掲載数字として、最大で約6,900戸、断水

につきましては、緊急断水を防災無線等で呼び

かけを行った時期で、世帯にして6,151世帯、

１万2,188人に影響がございました。 

 農作物につきましては、サトウキビ、野菜作

物、ヘチマやオクラ、果樹ではマンゴー等の被

害が多くあり、特に露地栽培の農作物被害が多

くありました。 

 ほかに冠水や浸水の被害や道路崩壊等10件、

家屋や建物の損壊15件、その他倒木や車両の破

損等が数十件、人的被害、強風による転倒など

２件、海岸、護岸の崩落については１件、砂や

軽石の漂着について村内各所で被害が確認され

ております。 

 次に、台風第６号の被害により、道路の冠水

や一部道路の崩落、倒木による通行困難な場所

などが発生しておりましたが、都市建設課など

を中心に徹去作業や応急処置を行い、村民生活

への影響を最小限にとどめるなどの復旧対策を

行っております。 

 ③でございます。村役場を避難所として開設

しております。避難者人数は、延べ17世帯、37

人となっております。その他として、正確な人

数を把握することができませんでしたが、停電

に伴う充電支援機器を村役場内へ設置しており

ます。村民体育館では、入浴支援、シャワーで

す、をそれぞれ数十名の方が利用しております。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 被害状況の数字ありが

とうございました。 

 それでは、先ほどの石原議員の災害について、

台風については答えておりますので、私のほう

はその中で二、三掘り下げて質問したいと思い

ますので、停電や断水に関しては、もう本当に

そういった電力の方々のお力で大変長い間では

ありましたけれども、また本当に真摯に対応し

ていただいて、住民生活皆さん大変でしたけれ

ども、何とか３日から、本当に長い方は８日間

そういった長い停電を乗り越えて、今少しずつ

平常に戻ってきつつあるという、そういう状況

がかいま見れますけれども、でも、まだまだ災

害、そういった爪痕は残っております。そして、

村内を見渡すところ、まだちょっと行き届いて

ないというか、目につくところがありますので、

そちらのほうの復旧ですね、これからどのよう

にしていくのかをちょっと教えていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 まずは農作物の先ほどありました農林のセー

フティネットの件を、農作物のところで農林の

セーフティネットを活用していただきたいとい

うお話を先ほどされておりましたけれども、そ

ちらのほうの農家さんへのこういうものがある。

それから、そういうのを活用して被害状況を申

し送れば、そういったものが活用できる。それ

から、台風のときにはそれだけのふだんとは違

う対策があるということは周知しておりますで

しょうか、それともちゃんと行き渡っていると

いう認識でしょうか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 広報等防災無線でのお知らせは行ってはお

りませんが、担い手が集まったときの会議とか、

また被害パトロールのときにはそういう情報は

提供しております。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 
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○８番 屋良照枝議員 では、今回の台風の被

害のときに申出があったのか、災害を被ったの

で使いたいとか、そういった当局への提案とい

うか、連絡はありましたか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 電話等、またパトロール中に相談は一、二

件担当のほうからあったと報告は聞いてますけ

れども、直接借入れを申し込んだかどうか、公

庫に直接申請しますので、その辺は情報はまだ

届いておりません。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 私のほうのちょっと問

合せのほうでも使ったという方はいないんです

けれども、ただ、これは聞き取りの中での情報

ですけれども、災害のときのその借入れという

か、そういうものに対してと、ふだん農家をし

ているので借りるという、そういう災害のとき

にそんなに金額的に大差ないんじゃないかとい

う、そういう認識を持っていらっしゃる方が多

いんですね。だから、そちらのほうは台風のと

きには、もう半分以上畑に関して被害があった

とか、そういう被害状況に関して全然率が違う

し、本当にそのとき、そのときの状況によって

なんですけれど、植えた時期なのか、それとも

収穫間近だったのか、そういったものに関して

の金額的な率とか、そういった補助の金額です

ね、それがそのとき、そのときで全然違うとい

うことだけはお話、公庫のほうから、セーフテ

ィのほうから聞きましたので、とにかく一律に

幾らですとは言えないけど、何をつくって、ど

の時期だったのか、そのタイミングの被害状況、

そういったものに関して全然その金額が違うと

いうことは、それはもっと浸透、皆さんに伝え

ていただきたいというか、情報をやっていただ

きたいですね。 

 そこまで細かくはやってないですという、す

みません、私も電話での聞き取りだけなので、

あまり根掘り葉掘りは聞けなかったんですけど、

ぜひ相談をしてほしい。そして、役場の窓口に

ぜひこれぐらいの被害があるんですけれどとい

う、そういう相談は本当に災害のときには十分

にしていただきたいという、そういうお話だけ

でしたけど、ありましたので、ぜひ担当課とし

ても農家さんですね、そういったものに対して

は、本当に台風対策は皆さん大変だとは思いま

すけど、農家さんにとっては本当に施設だけで

はなくて、心が折れるんですね。そこにならな

いように、やめたくならないように、そういっ

た手助けは本当に当局の声かけが、本当に地域

の皆さんからもそうですけれども、とても大切

ですので、ぜひ金銭的なものというか、そうい

ったものではあるんですけれども、それでもや

っぱり少しでも助成ができるんだよという呼び

かけはぜひお願いしたいと思います。よろしく

お願いします。すみません、農作物については

今で終わらせます。 

 すみません、総務課長、先ほどの災害で世帯

数を伺いました、避難場所に関してですね。そ

ちらのほうを少しもう一度ちょっと詳しく教え

ていただきたいんですけど、この利用された

方々、17世帯とおっしゃいましたけれども、滞

在とかそういったのは時間的にどういった、24

時間ずっとなのか、何か夜だけなのかと、ちょ

っとそこまで詳しくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 避難所の避難者につい

てお答えをいたします。 

 先ほど延べ世帯17世帯、延べというのは８月

最初の２日から８月６日であったと思います。

それぞれが17世帯いたわけではなくて、日数的

に一番長期に及んだのが２日半ほど、これは南

上原の停電、断水に伴って避難をしてきた方が

長期でおりました。その世帯につきましては、

夫婦、子供、おばあちゃんの３世代の世帯の
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方々でした。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 今２日間半とおっしゃ

いましたけど、要するにそちらに24時間以上、

２日間ずっとそちらで寝泊まりもして、飲食も

なさったという、そういう認識でよろしいです

か。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 お答えします。 

 今、屋良議員からございましたとおり、寝泊

まりをしているんですが、風が弱くなった場合

は着替えを取りに行ったり、または用事を済ま

せてきたり、そういう時間も取りながら、やは

り夜は停電で電気がつきませんので、夜は泊ま

るようにしていたと思います。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 そちらの場所は村役場

と避難所はありましたけど、その１か所だけで

すか、それとも17世帯が、こちらの２日半いた

方は、要するに片隅というか、スペース的なも

のとか、そういったものはどうだったんでしょ

うか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 今回の台風で避難所を

設けたところは村役場庁舎１か所のみになって

おります。３階の大会議室に設けてあります。

17世帯がそれぞれいたわけではないので、平均

すると２世帯、３世帯の話ですので、そこに四

方を隠せるようなテントを立てまして、その中

で避難所生活が送れるように仕切って設置をし

ている中で避難をしておりました。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 ３食の食事はどのよう

なものが提供されておりましたか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 ある程度は御自分で自

宅のほうから持ってきて、カップラーメンであ

ったり、レトルトのものを食べておりました。

子供たちもおりましたので、こちらの備蓄食品

の中からクッキーであったり、缶の中に入って

いるパンであったりの提供をして、必要とする

ものがあればこちらのほうで提供しておりまし

た。飲み水につきましても、こちらの飲料水、

備蓄がありますので、そちらを活用しておりま

した。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 その中でじゃ、食べ物

に関しての不満というか、あまり少ないとか、

そういった声はなかったですか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えしま

す。 

 私が見ているところでは不満はなかったと思

いますが、ただ、飲み物については水しかなか

ったので、その辺については停電してないとき

には販売機で購入して飲んでいたと。その辺の

部分だけで、あとは特に不満等も要望等もござ

いませんでした。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 そちらのほうでの利用

する方に対して、当局の職員というか、どれぐ

らいの人数で対応なさったんでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 避難所に関しての人数

につきましては、24時間２人体制で行っており

ます。２人以外につきましては警戒本部に総務

課の職員が常時おりますので、避難所に関して

は常時２人を配置しておりました。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 課長、２人体制とおっ

しゃいましたけれども、できれば男性とか女性

とか、そちらのところも教えてください。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 ２人体制で、ほとんど

が管理職あるいは係長職で対応しておりますが、

夜間につきましては男性職員、昼間、朝という
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ところでは女性の管理職の動員もお願いをして

いました。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 その体制については課

長が組まれるんですか、それとも皆さんが集ま

ってできる日というか、そういった体制をする

んでしょうか。その体制の担当というか、そう

いったものは協議の上でしょうか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えしま

す。 

 職員の動員につきましては、警戒本部が発令

された時点で、総務課のほうで、前回からの動

員の状況もありますので、それで前回やった方

は後回しになるような仕組みでシフトを組みな

がら総務課のほうで行っております。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 避難所のそこが台風が

終わった時点で、その担当なさった方の何かこ

ういったのが困ったとか、そういった何かまと

める機会とか、そういうものはありましたか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えしま

す。 

 避難所の対応につきましては常に問題が発生

した場合は、警戒本部、総務課のほうも共有す

ることで対策を考えておりますので、何を対応

したかというのを記録して、総務課のほうで、

もし次に必要なものがあるんであれば、早急に

それを手配するという形で、住民からの要求、

要望に対して、本部、取りまとめの総務課で対

応をしております。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 じゃ、避難された方に

備蓄のそちらのほうから、食料を配布したとい

うふうにお答えありましたけど、そちらの避難

所に来てなくても、要するに今回の台風でスー

パーとか本当に物が一切なくて、本当に食べ物

が大変で、特に３日目ぐらいからでしたけど、

大変な状況が私の周りでは見えたんですけれど

も、そういったときにその備蓄を配るというか、

そういう対応とかそういう声はなかったですか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 議員おっしゃるように、やはり長期で台風、

暴風域ですか、警報もありましたけれども、続

いておりますので、４、５日たつと食料がない

のでということでお電話がありました。取りに

来てくれる方につきましては備蓄の食料から幾

らか配布しております。あと、南上原地区の老

健施設、停電と断水で３日間もう何もできない

状況がありましたので、こちらから飲料水と備

蓄食品、あとパンであったり、ちょっとしたお

菓子であったりを２日間配布しているところで

ございます。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 ぜひ備蓄に関してはせ

っかくこういうときのために備蓄されているも

のですし、もっと村民のほうに備蓄されていま

すから、これは必要というか、くださいと言え

ばもらえるものですか、台風の災害のときに。

ちょっとあれですか。台風のそちらの避難所に

は来てないですけど、一般家庭の中で、そうい

った申出があった場合には、備蓄は配れるもの

ですか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えしま

す。 

 災害時、支援を必要とする住民の方からの声

があるのであれば、それは適宜判断をして配布

をするという形で考えております。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 では、台風、これ１回

ではないですので、次にも備える意味でも、そ

ういった対応も備蓄というか、そういうものは
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しますよという情報ですね、そういったものは

自治会長を通してでもよろしいですので、皆さ

んに周知徹底していただけますように呼びかけ

のほうをお願いいたします。 

 もう１点だけ、自主防災をしている地区にお

きまして、避難対策というか、避難所に使った

とか、そういった情報はありますか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 お答えします。 

 自主防災組織につきましては、今回の避難所

の判断はしておりません。失礼しました。自主

防災組織を持つ地区の公民館での避難所につき

ましては、避難所として設置の判断はしており

ません。役場の大会議室の避難所のみの判断を

しております。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 自主防災のあったとこ

ろは避難所として活用はしてなかった。しなか

った。それは役場のそこだけで対応が十分であ

ったという、そういう認識でしょうか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えしま

す。 

 認識ということではなくて、今回の暴風警報

の期間が長い。長期にわたりましたので、そこ

を開設するのは危険ではないかという判断で１

か所の役場庁舎だけを避難所として設置してお

ります。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 すみません、私の認識

の中では、役場は停電の非常のときに回ります

よね。停電がないという役場が、そういった本

当に停電に対しての村民のすごい被害が強かっ

たんですね。だから、電気がついてる、明かり

がついてるところは本当にみんながあそこは電

気ついてるとか、本当にどうしてというか、そ

ういう停電しているのが本当に当たり前じゃな

いけれども、それぐらいの台風の被害で、つい

ているところが本当に何であそこついてるのと

いうその声がもうすごく聞こえるんですね。そ

して、ついていることが、何で向こうがつくの

か。要するにどういった電力のあれがされてい

るのか、そういった認識の声がすごく強かった

ので、今おっしゃっている役場が電気がついて

る。そして避難所である。自主防災のあるとこ

ろは、公民館とかそういったところは電気がも

しついていて、電気がついているところであれ

ば避難所として考えるとか、そういうお考えで

ないんですね。最初から避難所は役場１か所と

いうその考えでしたか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 今回の台風第６号につ

きましては、役場の避難所１か所のみの判断を

しております。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 自主防災のところに避

難所として設けるというか、必要性があるだろ

うという予測とか、そういうお考えはお持ちで

はないですか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えしま

す。 

 今回の台風第６号につきましては、避難所１

か所、それはなぜかというのは先ほどから申し

上げているとおり、暴風域警報が長期化したと

いうことで、１か所にまとめております。先ほ

どから屋良議員からもありますように、停電が

一番大きな重要な部分になっていると思います

ので、その他台風以外、土砂災害で活用できる

避難所があるんであれば、今後検討できるもの

として考えております。今回につきましては、

避難所は役場本庁のみと考えております。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 では、自主防災してい

らっしゃるところの６か所はどういったときに

備蓄とかそういうものを活用するというお考え
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でしょうか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えしま

す。 

 自主防災組織がある地域につきましては、今

回の台風と離れて答弁をいたしますけれども、

自主防災、例えば災害による防災対策ですね。

避難等必要になった場合は活用をしていきたい

と考えております。今回のみの話であれば、先

ほどから申し上げたとおり、暴風警報で危険、

あとは停電がありましたので、そこの部分に関

して判断しまして、１か所ということで考えて

おります。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 じゃ、少し避難所的な

というか、そういったところの何名かの方に電

気が復旧したときに、自分のところもそうです

けど、３日目につきました。でも、ほかのとこ

ろが電気ついたという連絡をもらって、電気つ

きましたと。じゃ、洗濯機借りられるというこ

とで、３名様利用しました。どうせ来るんだか

らということで、お風呂も入ればということで、

６名来ました。これは私の情報です。でも、そ

れを基にして、知り合いのところに12名ですけ

ど、声をかけました。比較的早い段階で電気が

ついた世帯のところに、２日から３日で電気が

ついた家のほうに、要するにコミュニケーショ

ンとか何か助けて、何か手伝ったというか、何

かありましたということで、あくまでもすみま

せん、12名だけなんですけど、そのうちの７件

は洗濯機、洗濯、それから水をペットボトルに

入れて、いいよと言うから持たしたとか、本当

にそういった方が要するに半数以上いらしたと

いうことです。 

 だから、課長が今中城の役場の１か所だけで

避難所は足りたという、そこの足りたという避

難所は１か所だけしか設けてないという、そこ

のほうにちょっと疑問を、やっぱりこれだけの

停電、それから広いですよね。本当に先ほども

ありましたように、来たくても、ちょっと来れ

ない、そういった方も車の利用、それから動け

ない時間帯がありますよね。風が強いとか、そ

ういう期間にはできないということで、本当に

２日から３日目のちょっとだけ収まったその期

間内であっても、12名の中の７件ですね、その

家に洗濯とかお水とか、そういった助け合いの

そういうところがあったというのはぜひお伝え

したいと思うんですね。 

 そして、役場の避難所だけ、その１か所だけ

が避難所として設けられて、でも、その中でも

17世帯、37名の方が利用したという、私はもっ

といらっしゃるんじゃないかと言って、今回の

台風のときにはそういう数字を、そういう意識

を持っていたものですから、私はこの利用者は

少ないというふうに思いました。 

 ですから、本当にもっと皆さんが利用しやす

い、そして、せっかく自主防災、これはちょっ

と余談なんですけど、泊の公民館のほうでは幸

いなことに電気がついておりました。個人のお

家は停電しているところが多かったんですけど、

役場で担ってるように、携帯電話の充電ですと

か、そして、中には炊飯器で御飯を炊き出しし

て、そこまで提供なさったんですよ。だから、

今自主防災でやってませんというか、避難所と

して使ってませんというその言葉にも少し感じ

方が違うんじゃないかということで、１か所は

そういう事例というか、そういうことをなさっ

た。台風が少し収まりかけて３日目ぐらいの話

ですけど、でも、そういうことがそこであった

ことで、すごく皆さんの心ですか、助け合いす

るやら、すごい台風だったねというか、そうい

う話合いですね、そういうところがやっぱりそ

ういった災害のときには、皆さんの本当に建物

とか、そういったものもあるんですけど、ぜひ

地域の力をあれして、本当にお互いが助けてい

ただけるような、そういった自主防災というか
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らには防災の意識も協力体制も、本当に物自体

は破壊されますけど、心まで折れないような災

害対策ですね、そういった呼びかけ、そういう

ものをお願いしたいと思います。 

 １点だけですけれども、先ほども災害とかそ

ういった壊れたものに対しての救済措置ですね、

そういったものがいろいろあると思うんですよ。

私のほうでも今回お家が30年、40年たっている

けれども、初めて火災のそれを使って、駐車場

のトタンが飛んだとか、それから高窓から入っ

て、屋根が吹き飛んで壊れたとかで、初めてこ

ういうものに保険が使われるんだなと言って、

お家、駐車場のそれを直したとか、30万とか40

万とか、それぐらいの補助というんですか、そ

れを使ったということで、そういったことも、

そこが今まで要するに使わなかったんじゃなく

て、台風で壊れてもそこまでできるという、あ

まりそういった情報が入ってなくて、それで結

局、近隣の近くなんですけど、お１人の方が直

されたんですよ。そうしたら、そこからこれは

火災保険でできたよということで、結局３件、

近くの方は直されたんですね。直す箇所は違い

ますけれども、駐車場の屋根、台所の屋根、そ

れから門扉のところの取替えですとか、そうい

ったことがありましたけれど、だから、これも

結局そういった保険関係とか情報なんですよね。

災害、台風のときにこういう保険が使われるん

だよ。先ほどの作物もそうですけど、そういっ

た保険関係、そういった救済を求めていいんだ

よという、そういう情報であり、声かけであり、

本当に地域力だと思いますので、どうか避難所

を設けているから来るだろう、すみません、そ

うではなくて、避難所を設けて、当局が一生懸

命対応なさってますし、電力のそういった充電

ですとか、本当に皆さんの役に立ってますし、

本当にちょっと風が強いですけど、電気が役場

にともって、本当に皆さん、こっち開いてます

から来てくださいよという、その電気がついて

るだけで本当にああ、役場開いているんだとい

うその情報はとても心強く思いましたので、ぜ

ひこれからも今回限りではないし、沖縄は台風

がまた来ますので、そういった防災面に関して

住民の方に広く窓を開けてますよという情報交

換をぜひこれからもよろしくお願いします。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で屋良照枝議員の一般

質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで

した。 

散 会（１５時０３分） 
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○議長 伊佐則勝 おはようございます。これ

より本日の会議を開きます。 

（１０時００分） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 質問時間は、答弁を含めず30分以内とします。 

 それでは、通告書の順番に従って発言を許し

ます。 

 最初に、大城常良議員の一般質問を許します。 

○９番 大城常良議員 おはようございます。

９番、大城常良でございます。議長の許可が出

ましたので、通告書に従いまして、一般質問を

行いたいと思います。 

 大枠１番、小中学校建設について。 

 ①建設計画の進捗状況は工程表に沿って進ん

でいるのか伺います。 

 ②６月定例会で児童数の増加が見込まれると

の答弁がありましたが、増加による教室数の変

更はあるのか。また、交付金及び予算措置に影

響はあるのか伺います。 

 ３点目、幼稚園閉園に伴う建物解体、借地返

還の取組はどうか。 

 ４点目に、令和３年、令和４年度に各学校で

発生した事件・事故、苦情等の件数は何件なの

か伺います。また、発生した場合の処理対応を

伺います。 

 大枠２番、村民体育館のパネル落下について。 

 ①天井のパネルの落下により、安全面を考慮

して使用禁止になっているが、現在の状況及び

今後の取組を伺います。 

 大枠３番目、災害対策について、これは昨日

も２人の議員がありまして、これからも多数の

議員が質問しますけれども、また答弁のほうは

お願いします。 

 ①台風６号が猛威を振るい、甚大な被害をも

たらしましたが、本村の災害対応マニュアルを

伺います。 

 ２点目に、今回の被害状況はどうか、３点目

に、避難状況及び課題はあったのか。 

 以上、答弁を求めます。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、大城常良議員の

御質問にお答えをいたします。 

 大枠１番、大枠２番につきましては教育委員

会、大枠３番につきましては総務課のほうでお

答えいたします。 

 私のほうでは、お尋ねの小中学校建設につい

てでございますが、御承知のとおり、これは村

内初のＰＦＩ事業ということでございますので、

私自身も今、注視をしているところでございま

すし、今のところ順調にいっているという報告

は受けてはおりますけれども、今後もしっかり

建築、完成まで注視をしていきたいと思ってお

ります。何分にも、中学校も控えておりますの

で、中学校も同じスタイルになるのかどうかも

含めて、検討していきたいなと思っております

ので、注視していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 おはようございます。 

 大枠１の学校建設については、おおむね計画

どおり進行しているところです。学校現場との

情報交換、意見も取り入れて、子供たちが学習

しやすい教育環境にしたいと思っています。 

 ①から③までの詳細については教育総務課長、

それから④については主幹、大枠２については

生涯学習課長が答えます。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 大枠１の①から

③についてお答えいたします。 

 ①について、毎月２回程度、打合せ会議を実

施し、設計業務を進めております。現在、中城

小学校の生徒数の増加が見込まれており、教室

数の見直しなどを行ったため、若干進捗が遅れ

ましたが、おおむね計画どおりに進んでおりま

す。 

 ②について、普通教室については、当初計画
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の12教室から３教室増の15教室へ変更しており、

教室増分の国庫補助金につきましては、単費に

なる可能性があります。建設事業費につきまし

ては４億程度増額となる見込みであり、昨年、

議会において議決していただいた債務負担行為

額の範囲内ではありますが、できるだけ軽減で

きるよう精査していきたいと考えております。 

 ③について、今９月定例議会の補正予算にお

いて、幼稚園園舎解体に係る管理委託料及び工

事費を議決いただいておりますので、今後、解

体作業を進めていきます。また、解体作業終了

後においては、借地地権者へ返還いたします。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 大枠１の④につ

いてお答えします。 

 各学校で発生した事件・事故等について、教

育委員会は学校が作成する緊急第一報で把握し

ております。その緊急第一報では、令和３年度

が９件、令和４年度が６件となっております。 

 苦情や相談につきましては、保護者から教育

委員会に直接連絡を受けることがありました。

正確な件数については把握しておりません。 

 処理や対応につきましては、児童生徒の問題

行動、教育相談等の場合、学校と保護者相談や

教育相談員との面談、また、村教育委員会や中

頭教育事務所からの指導助言となっています。

不審者の件であれば、警察への通報等、事案に

よっては外部機関と連携した対応を取っていま

す。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 大枠２について

お答えいたします。 

 ６月22日の地震により、体育館の天井パネル

が１枚落下したほか、十数枚が枠からずれると

いう被害がございました。地震発生時、幸いに

も利用者がいなかったため、人的被害はありま

せんでしたが、枠からずれたパネルが落下して

くる可能性があることから、利用者の安全を考

えて、地震の発生した日から、安全性が確保で

きるまでの間は体育館アリーナは使用禁止とし

ております。 

 それ以外のサブアリーナやトレーニング室な

どは利用可能としております。 

 使用再開までの今後の予定としましては、ま

ず、９月６日、先週になるんですが、業者に委

託して、天井裏のボードや、それを固定するフ

レームを含め、危険箇所を確認するための調査

を委託で実施しております。その結果を基に、

10月中に危険箇所の修理、落下したボードや枠

から外れそうになっているボードなどの復旧を

実施して、11月からの使用再開を目標に作業を

進めていく予定となっております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、災害対策に

ついて、大枠３、①から③までお答えをいたし

ます。 

 ①でございます。風水害に対応するマニュア

ルとして、地域防災計画及び職員行動マニュア

ルに基づき対応を行っております。 

 今回の台風第６号による動員体制といたしま

して、まず初動配備として災害対策準備態勢、

暴風警報等の発令による警戒配備として災害警

戒本部を設置して風水害への対応準備を行って

おります。 

 ②でございます。停電につきましては、沖縄

電力のホームページの掲載数字として、最大で

約6,900戸、断水につきましては緊急断水を防

災無線等で呼びかけを行った時期として、世帯

にして6,151世帯、１万2,188人に影響がござい

ました。 

 農作物につきましては、サトウキビ、野菜作

物、ヘチマやオクラ、果樹ではマンゴー等の被

害が多くあり、特に露地栽培の農作物被害が多

くありました。 

 そのほかに冠水や浸水の被害や道路崩壊等10
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件、家屋や建物の損壊15件、その他、倒木や車

両の破損等が数十件、人的被害、強風による転

倒など２件です。海岸、護岸の崩落が１件、砂

や軽石の漂着について、村内各所で被害が確認

されております。 

 ③でございます。避難所は１か所、中城村役

場庁舎の３階を避難所として指定をしておりま

す。避難所の延べ人数は17世帯37人の避難があ

りました。役場庁舎も約１日停電が発生してお

りましたが、非常用発電が稼働し、避難所につ

きましてはクーラーなど、通常どおり作動して

いたため、支障なく過ごせていたと考えており

ます。 

 今回、台風の影響が長期化したことで、待機

職員の食料確保が困難な状況となっておりまし

たが、備蓄食料等で対応し、避難者にも備蓄食

料を提供しているところでございます。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、順を追って

再質問を行います。大枠１番。 

 工程通り、進捗はおおむね進んでいるいうこ

とで、工程表を見てみますと、令和６年、来年

の５月から中城小学校の新築工事が始まり、そ

して令和７年９月に開校予定と。その後、解体

工事、校庭整備を終えて、令和８年５月に引渡

し。津覇小学校は令和６年12月着工、それから

令和８年４月に開校と。同年12月に引渡しの予

定になっております。 

 今回、小中３校のこの建設費用、これが100

億円以上になるということで、大変大きな予算

規模になっております。それで、村長が言われ

た今回初めてＰＦＩを活用した事業ということ

で、私も注視しているんですけれども、今後の

維持管理、それを含めると、今後20年以上の歳

月がかかる予定になっております。 

 その中で、担当課において、職員の配置、今

は何名でやっているか分からないんですけれど

も、今後の小学校、これから中小、津覇小が同

時に、半年ぐらいをかけて重複してくると。そ

れがまた中学校も入ってくるということになり

ますと、先ほど言った職員配置の対応は十分な

のか、体制は整っているのかどうか、そのあた

りを伺いたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 今後の計画に向けてということで、人事配置

が必要かという部分につきましては、現在にお

いても余裕があるという状況ではありません。

現在、係長を中心に学校建設の事業及び計画を

進めておりますが、私個人的にも、その補佐す

る意味でも、直接協力しているつもりでありま

す。 

 今後、人事配置については総務課との調整も

いろいろありますので、この辺につきましては

要望をしていきたいと考えています。ですが、

業務を進めるに当たっては、努力していきたい

というふうに考えて、今進めております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 １人か２人で一生懸命

努力しても、これだけの予算規模になると、や

はりちょっと抜け落ちるところが少しはあるん

じゃないかなというふうに思っているんですか

ら、今回のＰＦＩ事業では絶対ミスは許されな

いというふうに私も思っているもんですから、

しっかりと職員体制を構築して、これがこれか

ら長期にわたってかかってくるもんですから、

その間の職員の体制というのは非常に厳しいも

のがあるんじゃないかなと、これは私の独自の

考えなんですけれども、非常に危惧しているも

んですから、教育長にちょっと伺いたいと思う

んですけれども。 

 やはり万全を期するために、職員の補充とい

うのかな、増員する考えはないのかどうか。こ

れ次期４月からでも、工事が始まる前にしっか
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りした人員を割り当てて、漏れのないような仕

事をしっかりさせていくということも踏まえれ

ば、私はちょっと検討に値するんじゃないかな

というふうに思っているんですけれども、教育

長のお考えを伺いたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 両小学校、そして中学校

も同時に進めていかないといけない状況になっ

ています。これはまた人事担当、総務課、村長、

副村長とも相談して、これから対応していきた

いと思っています。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 すみません、答

弁の補足をしたいと思います。 

 先ほど私も含めてということでしたが、現在、

業者との打合せ等においては、都市建設課の技

師の職員も同席して一緒に計画については検討

していただいております。 

 また、中学校の移転につきましては、用地取

得などについてはまちづくり推進課のほうもお

手伝いいただいておりますし、それとは別に今

後の中学校の移転に向けては、学校建設の会議

を月１回持たせていただいており、各担当部署

より多数の職員の協力を得て事業を進めており

ます。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 課長の今のとおり、や

はりこれはもう大きな事業でありますので、全

庁的にみんなで協力しながらやっていかなきゃ

いけないと。その中でもやはり中枢というのは

しっかり確保して、１人か２人、しっかりした

方を置いて、その中で全員を集めてみんなで達

成していくというのが私は、物の流れとしては

普通じゃないかなと、それが理想的ではないか

なというふうに思っているんですけれども。 

 村長にお伺いします。今の流れとして、小学

校２校、中学校１校でＰＦＩを使っていくとい

う中で、やはり職員というのは長期にわたる、

協力関係は分かります。その中でもやはり芯を

持たせるためにもちょっと強化したほうがいい

んじゃないかなと思うんですけれども、そのあ

たりいかがですか。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 おっしゃるとおり、大変大事な事業でもあり

ますので、ただ、今のところ人員配置も含めて、

先ほど教育総務課長から答弁ありましたけれど

も、全庁的に垣根を取っ払って、協力できると

ころは協力していく。しっかりした配置でもっ

て、人員的に問題があるんであれば補充をして

いくというのは、当初からの決め事でもありま

すので、これをしっかりやっていけば、適度な

緊張感を持ちながら、すばらしいものが出来上

がるんではないかと期待をしております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 小学校・中学校建設に

ついては、村民の方々も非常に関心が高いもん

ですから、やはり中小、津覇小、そして中学校

という大事な学校ですので、ぜひ皆さんも協力

していただいて、足りないところはしっかり補

充していただくというところはやっていってく

ださい。 

 それから、現在、中学校の用地取得を進めて

いるんですけれども、現在のところ大体どれぐ

らいの取得に向けて、パーセンテージでいった

ら何％ぐらいの取得になっているのか伺いたい

と思います。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 用地取得につきましては、現在、開発行為の

申請を準備しておりますので、所有者からは同

意を得ておりますが、まだ所有権移転までは至

っておりません。 

 用地補償につきましてはほぼ６割から７割程

度は、補償の支払いも終わっております。 
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○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 これも前回の質問でも

ほぼ100％の方々から同意を得ているというこ

とでしたので、私も安心をしているんですけれ

ども、やはり進捗についてはしっかりと我々議

会の中でもぜひ、現在80％、90％になりました、

100％になりましたというところは随時、報告

をしていただきたいなというふうに思っていま

す。 

 そして、中学校の事業スケジュールの変更等

があるのかどうか、今も中城小学校が３教室の

増設を予定しているということなんですけれど

も、それに伴って中学校の建設予定も若干延び

てくるのかなと感じているんですけれども、そ

の点はいかがですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 現在、中学校につきましては用地の確保が今

年度中にできますので、令和６年度からはこの

検討を進めていきたいと考えています。 

 事業開始につきましては、こちらの計画どお

りうまくいけば令和７年からは設計に入ってい

けるのかなと思っています。それで、令和６年

度中においては、アドバイザリー業務を活用し、

ＰＦＩの事業者を決定していきたいと考えてお

ります。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 しっかりとこれは、全

庁的に村長を含め、村長を筆頭にぜひ達成して

いただきたいと思いますので、しっかりやって

いってください。 

 あと、ちょっと話は変わりますけれども、こ

れから新築工事が来年度５月から始まるという

ことを予定しているんですけれども、やはり学

校の授業が、これは今の運動場が利用できない

状況が２年間ぐらい続くということを言ったん

ですけれども、それの学校との調整は進んでい

るのかどうか、津覇小、中小、そのあたりはい

かがですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 令和６年度より中城小学校の建設事業が実施

されていきますので、その段階におきましては、

運動場が使用できなくなります。建設の前に磁

気探査調査も入ってきますので、若干使用でき

ない期間が長くなりました。 

 その旨につきましては、小学校の校長先生の

ほうにもその旨の事業概要を説明し、来年度の

授業計画においては、この建設スケジュールに

合わせた形で授業の計画を立ててほしいという

ことで申し伝えております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 これは学校だけで調整

しているのか、それとも教育委員会も含めて調

整しているのかどうかですね。やはりこれもま

た津覇小学校と中城小学校が合同で、例えば前

に聞いた話では吉の浦の運動場を使うとか、そ

ういうのを含めてしっかり調整できるのかどう

か、そのあたりお願いします。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 この計画につきましては、学校だけではでき

ませんので、教育委員会もできる限りバックア

ップしていきたいと考えています。 

 まず最初に、学校の中での授業の内容、スケ

ジュールを確認し、それに見合うような、協力

できるような形で、吉の浦会館だったり、その

他別の施設、もしくは学校への移動に係るスク

ールバス等の移動手段においては、こちらもで

きる限り協力してやっていきたいと思っていま

す。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 大事な、運動場の利用
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というのは、やはり子供たちには欠かせない運

動になりますのでね、ぜひ両小学校と十分相談

しながらしっかりできるように、これは対処し

ていただきたいと思います。 

 そして、移転する際、やはり現在ある同小学

校の記念碑や、それから石碑、そういうものも

移転の対象になるのかどうか。そのあたりは今、

教育委員会でちょっと相談されているのか、そ

れを伺います。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 記念碑とか記念樹等につきましては、さった

昨年の教育委員会議でも、教育委員との話でい

ろいろ検討しております。実際、教育委員にも

現場に行っていただき、現物を見て判断してい

ただいておりますが、この内容につきましては、

移転可能なものについてはできるだけ移転させ

たいというようには考えております。現状的に

厳しいものが結構ありまして、その部分につい

ては業者とも相談を行い、検討していきたいと

思っています。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 やはり移転しないとい

けない部分と、そしてこれはもういいのかなと

いう部分と両方あると思いますので、教育委員

会でしっかり相談、そして協議をしているんだ

ろうと思うんですけれども、そのあたりをぜひ、

関係者も含めればいろいろ残して、全部が残し

てほしいということになろうかと思うんですけ

れども、しっかり対応をして、そのあたりも各

団体や、そしてそれに携わった方々も話も聞い

て、対応していってください。 

 一番私が危惧しているのが、現中城中学校の、

これは中学校のシンボルでもありますくわでぃ

ーさーですね。これが何十年も前から中学校の

シンボルとして運動場にしっかりと根づいてい

るんですけれども、それの中学校が移転した際

の取扱いというのは協議されたことはあります

か。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 中城中学校のくわでぃーさーにつきましては、

現物がかなり大きくて移転のほうが厳しいのか

なというふうに考えております。現状としまし

て、まだ調査のほうは行っておりませんが、新

しい学校への移設は厳しいのかなというように

教育委員会では考えております。 

 今後その辺につきましては、専門の方の意見

も聞きながら、移転が可能なのか、その辺も確

認していきたいと考えております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 そのくわでぃーさーに

ついては、まだ先のことになると思いますので、

そのときはしっかり、やはり樹木の専門家もい

らっしゃいますことですので、そういうのも含

めてしっかり検討して、移設できるのか、ある

いはどうしてもできないのか、そういうところ

は、できないというのであれば、やはり卒業生

も今までくわでぃーさーにお世話になっていま

すし、日陰等もしっかりあったもんですから、

そういうのも含めて、私としてはできるだけ移

植してほしいなという立場ではあるんですけれ

ども、その辺はじっくり今から計画を立ててど

うするのか、移設できるのか、あるいはまた、

そこらへんも含めて検討はしていってください。 

 それでは、②のほうに移りたいと思います。 

 先ほど課長のほうは４億円、３教室の４億円

ぐらいがかかるということなんですけれども、

その中で、これは単費になるかもしれないとい

う話、答弁されたんですけれども、これは子供

が増えれば、私はまた教室も増えても補助金が

出るんではないかと思っていたんですけれども、

これが単費になるという、補助金が該当しない

というのはどういう理由で該当しないのか伺い
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ます。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 基本的には、現状必要な教室数において補助

金が決定されます。今後の見込みの数値につき

ましては、今後、県との協議等になってきます

が、そこら辺の伸び率と、また実際の児童数が

どれぐらいになるのかによって、最終的な補助

金の決定の有無になると考えておりますので、

推計値における補助金決定というのは基本的に

は厳しいというように考えております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 今の課長が言った推計

値というのは、今から推計していくという段階

だと思うんですけれども、やはりゼロ歳から５

歳の子供たちが、幼児たちが今何名いる、それ

を実績を積み重ねていけば、その子供たちが小

学校に入る時代には何名増えますよというのも

示していけば、何かしらの補助金が該当するん

じゃないかなと思うんですけれども、やはりそ

れも推計値の中に入るというお考えですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 中城小学校につきましては、令和７年８月に

は学校が完成します。この段階での必要教室に

おいて補助金が決定されますので、来年一年間

かけての伸びがどれぐらいかということで、急

激な伸びがない限りについては、あと３教室の

補助金については厳しいのではないかというふ

うに判断しております。 

 ここの旨につきましては、なるべく補助金は

必要な財源と考えておりますので、県とのいろ

んなアドバイスもいただきながら、その辺につ

いては交付できるように依頼をしていきたいと

考えております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 補助金の範囲内で12教

室は確保したんですけれども、これからの増員

を含めれば、３教室は今から造らないといけな

いという状況で、やはり同時に造れば約４億円

かかるんですけれども、前もって造っておいた

ほうがいいというのが、増築するよりはですね、

いい考えだなと思うんですけれども、補助金を

あっちこっちから拾い集めてでも、何とか利用

できる補助金はしっかり確保して、少しでもこ

れが使えるような段取りに持っていってほしい

なというふうに思っております。 

 次、③のほうです。解体工事の件なんですけ

れども、これは補正予算でも１億1,000万余り

の補正予算が可決されたんですけれども、これ

が解体を行うによって、大体いつぐらいをめど

にやっていくのか、年度末を予定しているのか、

そのあたりはいかがですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 幼稚園の解体につきましては、今年度中に完

了したいと考えております。さった先週の補正

予算について議決いただいておりますので、早

めに入札のほうを行い、事業を進めていきます。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 もう解体して更地にし

て返還ということになると思うんですけれども、

しっかり近隣にも迷惑かからないように、学校

もやりながらということになるはずですから、

事件・事故が発生しないよう十分対策を取って

進めてください。 

 次、④のほうです。これ令和３年の事件が９

件、令和４年が６件という話だったんですけれ

ども、大体この９件の中身というのは、令和３

年、令和４年、大体同じような事案なのか、そ

のあたりいかがですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 
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○教育総務課主幹 森本雅人 お答えします。 

 令和３年、令和４年、緊急第一報の主な内容

としましては、不審者や交通事故となっており

ます。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 これは学校のほうで処

理対応マニュアルというのが存在しているのか。

あるいは教育委員会であるのか、そのあたりは

どうですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 お答えします。 

 事件・事故については学校の対応マニュアル

があります。それ以外に学校が対応が困難とな

った場合、また、関係機関と連絡調整が必要な

場合は、教育委員会も学校と同じように対応し

ております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、苦情につい

て、昨今、ニュースでも取り上げられているよ

うに、非常に厳しい保護者からの苦情等、学校

ではどうしても対応し切れないというような事

案も発生しているみたいなんですけれども、そ

のあたりは、クラス担任や学校に苦情は任せて

いるのかどうか、そのあたりはどうですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 お答えします。 

 学校で対応できるものに関しては学校で対応

します。ただ、学校でも対応が難しい場合は、

教育委員会にも相談がありますので、その場合

は教育委員会の指導主事等が出向いて、保護者

と対応することもあります。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 これは私、ある教員か

ら聞いたんですけれども、やはり近年、非常に

保護者、あるいは近隣からもそうなんですけれ

ども、苦情が厳しいと。１人の教員だけでは対

処し切れない、校長、教頭入っても、なかなか

解決には厳しいと。法律的な問題も絡んできて

しまったら、我々では対応できないということ

も含め、教育長、どうでしょう。非常に法律的

にも厳しい、難しい、そういう問題が発生した

場合、本村にも、これは顧問弁護士がいらっし

ゃいますので、そういう方々も学校にお招きし

て、その事案をちょっと考えていただいて、助

言等をもらえないのかどうか、そのあたりは教

育長としてどうでしょう。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 校長のときにも何度か弁

護士のほうに相談に行ったことがありますが、

必要であれば、弁護士をお願いして対応してい

きたいと思っています。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 本村にも顧問弁護士、

いらっしゃるわけですから、そういうところも

しっかり協力いただいて、ぜひ教職員の負担軽

減も図りながら進めていってください。 

 それでは、大枠２番のほうに移りたいと思い

ます。 

 これは村民体育館、先ほど課長からあったん

ですけれども、９月６日頃点検を行い、それか

ら10月に工事を、天井裏いろいろやって、11月

からは利用を開始したいということですけれど

も、これは建築年数及び耐震強度はどのあたり

になっておりますでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 まず、建築年数ですが、昭和61年に竣工して

おりまして、37年ほどたっております。 

 耐震強度に関しましては、建築当時の建築基

準上のものはクリアしておりますが、現在のは

ちょっと、私のほうでは分かりかねるんですが、

当時のものとしてはクリアしているということ

になります。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 じゃ課長答弁にあった
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11月頃の供用開始というのは、あくまでも応急

的な措置なのか、それとも本格的にしっかりと

直していくのか、10年、15年利用できるような

体制を整っていくのか、そこはどうですか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 外れたパネルを直していくということで、復

旧していく、元に戻すという感じの修繕になり

ます。 

○９番 大城常良議員 休憩をお願いします。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１０時４０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時４０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 もう一度伺います。 

 これは復旧、11月から早めに立ち上げるため

の工事をしてやるのか、今後、当分は使えるよ

うなやり方でもっていくのか、そこを伺います。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 一応、元通りに戻せば、今までどおり使って

いけるとは思うんですが、強度的に関しまして

は、一応幾つか検討はしたんですが、まず本格

的な改修を行うとなりますと、ちょっと概算、

算出すると２億円余りかかる。もう一つのやり

方としては天井パネルを全部外すということに

なりますと、パネルを外すだけでも700万ぐら

い以上かかる、さらにこの天井パネルというの

が天井の構造が金属になっておりまして、直射

日光が当たってかなり天井裏の熱が高くなると

いうことで、そのパネルの機能としましては、

まず断熱、吸音というのがございまして、もう

一つのやり方で考えたのがパネルを全部外した

場合ということで一応考えたんですが、そうし

ますと、近年の気温の上昇などもありまして、

かなり体育館が暑くなって使用できないという

ことになりますので、今後建て替えも検討して

いくことになると思いますので、それまでもた

せるということで、最善の策としては復旧をし

ていくということが一番だというふうに考えて

おります。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 これは村民からも、で

きるだけ早く復旧できないかと、そして利用で

きるような環境を整えてくださいという要望も

あるもんですから、課長言われたとおり築37年

もたっている、そして先ほど言ったパネルも落

下して安全面も考慮しないといけない。台風時

には窓から水もどんどん流れてしまうというこ

とで、やはり総合的な対策も含めて、取りあえ

ず今回はその工事でいきますけれども、行く行

くは、あと５年ぐらいをめどに建て替えないと

いけないなというふうに私も思うんですけれど

も、そのあたりの計画性も持って、取りあえず

は復旧をするんですけれども、建て替えに向け

ての協議もそろそろ進めていくべきかなと思っ

ているんで、そのあたりもじっくりと考えて、

そして協議しながら、金のかかることですので、

村長、それから副村長も含めてしっかり協議は

欠かさないでやっていってください。また次落

ちた場合は、大変また危険な状況になりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 続いて大枠３番のほうです、災害対策につい

てなんですけれども、今回、屋宜地区のほうで

も大変大きな事故がありまして、これはある家

庭で屋根が吹き飛んで、壁も半分ぐらい、全部

吹き飛んでしまったと。たまたま台風が来る前

日に窓が壊れたもんですから、これ今から台風

来たら大変だなということで、すかさず違う場

所に移動して、家財一式を全部持ち出して難を

逃れたんですけれども。その中でも、やはり屋

根が吹き飛ばされた原因で、この屋根が近隣の
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フェンス、これ農地を囲ってあるフェンスなん

ですが、これも全部壊してしまい、それから、

歩道や道も全部ストップしてしまったというこ

とで、道については警察と、それから消防が来

て片づけていただいたと。歩道についても住民

生活課の方に電話して、これやらないとまた飛

ぶおそれがあるよということで、早急な対応を

していただいて、今回の大きな台風については、

本当に各課、それから村長を含め副村長、教育

長もそうだと思うんですけれども、全員で対応

していただいて、本村の事故処理対応ですか、

そういうものはよかったんじゃないかなと、私

もこれは評価するところであります。電話一本

ですぐ来てもらえるというところが、各担当、

本当に庁舎にずっといる方々もいらっしゃった

と思うんですけれども、大変本当にお疲れさま

でした。 

 本当に今回の台風は、村長が最初に言った想

定外の大きさがあったもんですから、村民とし

てもびっくりしたというどころではないと。こ

ういうのがあったということはまれだというこ

とも話を聞いていますので、そのあたり、また

これから地球沸騰化という方もいらっしゃいま

すので、そのフレームはどんどん強くなってく

るのかなという思いもしますので、そういうと

ころはぜひ対応はしっかりして、村民に被害が

十分行き届かないように処理していただきたい

と。事故が起こったときは、柔軟な対応でぜひ

また対応して、今回のように迅速に対応してい

ただきたいと思います。 

 そして、今回、中城村のほうで災害救助支援

法というのを要請していました。これは新聞に

も載っていたんですけれども、20市町村が申請

をして、本村では８件が交付件数と、申請中が

３件あったんですけれども、この災害救助支援

法ですか、それの中身というのはどういうもの

なのか伺いたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 災害救助法ということで、台風のちょうど前

半の頃に県のほうから指定を受けまして、本村

が該当するということで、今回の対応になって

おります。災害対策基本法を中心に、いろいろ

な救助法がありますので、その中の一つとして

災害救助の初期の対応、災害が発生したときの

応急救助に関する法の適用ということになって

おります。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 例えばこれはお家だけ

の対象になるのかどうかですね。例えば先ほど

言った飛んできてフェンスが壊れたと、そうい

うものは該当しないのか、その点はいかがです

か。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 お答えします。 

 対応、該当するものにつきましては住家、住

宅です。一般住宅になります。それ以外の営業

用については該当はしないです。フェンスにつ

いてもそのようになります。 

 その中で細かい判断が必要となる部分がある

んですけれども、これから住み続けていく家で

ある場合ということで限定をされております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 ちょっと読んでみたら、

屋根や外壁の破損、それから一部損壊や床上浸

水、床下浸水、雨漏りなど、被害の程度で判断

されるということなんですけれども、この村で

申請、交付された８件というのは大体どのあた

りの被害になっていたのか、どういう被害だっ

たのか伺います。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 お答えをいたします。 

 今回適用されるということでありましたけれ

ども、申請を幾つか受けておりまして、１件ご

とに調査に伺っております。それに基づいて、



─ 137 ─ 

写真の判断、現場の目視による判断を行いまし

て、我々の判断では難しい部分もありましたの

で、県や国へ調査依頼をして確認したところ、

今回この救助法には該当しないということで、

申請はございましたが、救助法に基づく該当被

害ということにはなっておりません。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 該当しないということ

ですけれども、じゃこの交付件数８件というの

はどういう、これには交付件数と書かれている

んだけれども、新聞ですけれどもね、これには。

申請が３件ということなんですけれども。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１０時５１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時５２分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えしま

す。 

 先ほどの答弁につきましては災害救助法、今

回の答弁につきましては罹災証明書ということ

で説明をしたいと思います。 

 罹災証明については、一般的な、例えば家財

であったり、建物の損壊であったり、その部分

に対して罹災証明なのか罹災願なのかというこ

とで分かれてきます。その部分で８件、当時、

新聞には８件とありましたけれども、それ以降

何件か申請がありますので、現在は24件の受付

をしております。現在も調査中の部分もありま

すので、災害救助法に基づくものはゼロ件にな

っております。罹災証明については、各種保険

等、家財保険とかありまして、それに対応する

ための証明になっております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 今回の台風でも、やは

り昨日も話がありました農業関係、そういうの

が非常に被害を受けたということなんですけれ

ども、この罹災証明書というのは、農業には一

切反映をしないと、該当しないということでよ

ろしいですか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 農業の部分についても申請が何件かございま

した。罹災証明ではなく、罹災願ということで、

こちらは証明を出しております。それを何に使

うかというとセーフティネットとか、各種農業

共済の保険に添付する書類ということで、こち

らのほうからお出ししている状況でございます。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 例えば今、罹災証明書

の中で、申請して通ったということで、100万

かかったと、仮にですね、被害が100万発生し

たという中で、その罹災証明書とかを提出して

返ってくる金額というのが大体何割程度という

のは把握していますか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 適用につきましては個々それぞれでございま

すので、金額についてはこちらのほうで把握す

るものではございません。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 分かりました。 

 最後に、あと６分あるんですけれども、今回、

やはりまだまだ皆さんも御存じのとおり、ガソ

リン価格の上昇や物価の高騰により、村民の暮

らしは非常に厳しい。そして、生活自体が立ち

行かなくなっているという話も時々聞いていま

す。今回、シニア世代の支援事業、これは高く

評価したいというふうに思っております。 

 さらにこの物価高、あるいはガソリンの高騰

を念頭に置いて、村民の暮らしを十分に守って

いくという中でも、やはり村民の立場に立って、

ぜひ皆さん、行政としてどこが足りないのか、
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あるいはどこが不足しているのか、そういうと

ころも含めてしっかり仕事に励んでいただきた

い。そして、汗をかいてしっかりやっていただ

きたいと思います。 

 これで終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で大城常良議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１０時５５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時０５分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、新垣博正議員の一般質問を許し

ます。 

○１３番 新垣博正議員 議席番号13番、新垣

博正です。議長の許可を得ましたので、通告書

の順番に従って一般質問を行います。 

 大枠の１番、災害対策について。 

 （１）村内の公共物の維持管理について。 

 １）集落内の排水溝に土砂が堆積し、水はけ

が悪く、雨天時には周辺へあふれ出す状況が見

受けられます。悪臭を放つケースもあり、日頃

より点検、維持管理する必要があると考えます。

現在の維持管理状況についてお答えください。 

 ２）同じく村道の維持管理状況についてお答

えください。 

 ３）村道の街路樹の維持管理状況についてお

答えください。 

 ４）消火栓の維持管理状況についてお答えく

ださい。 

 （２）８月上旬の台風６号について。 

 各議員からもかなり多くの質問が上がってお

りますが、重複するところもあると思いますが、

答弁のほうをお願いいたします。 

 それでは、１）沖縄県内各地に被害の爪痕を

残しました。村内の被害状況について、まずお

答えください。 

 ２）停電、断水、電話線の破損、家屋の損壊、

農作物への被害等々、復旧にも時間を要し、日

常生活、経済活動にも支障を来しているようで

す。被災者支援を目的とした相談窓口を今後、

役場内に設置すべきと考えるが、当局の所見を

お伺いいたします。 

 簡潔明瞭に答弁を求めます。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、新垣博正議員の

御質問にお答えいたします。 

 大枠１番全体につきましては都市建設課、上

下水道課、総務課のほうでお答えいたします。 

 私のほうでは、大枠１番の（２）の台風につ

いて、今議会でも多少述べさせていただきまし

たけれども、反省すべき点も多少ございました。

一番大事なのは、やはり支援を要する方々への

アフター、これからですね、できる限りのこと

をやっていくということと、それと、内部的に

少し、人材配置も含めて、また検討すべきとこ

ろがあるのかなと。あまりにも負担を強いた職

員もおりましたし、それを想定以上なものが来

たということが、そういうことでございました

ので、その辺を少し反省しながら、次回に向け

てきちっと対応できるような形を取っていきた

いなと思います。 

 詳細につきましては、また担当のほうでお答

えをいたします。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 それでは、新垣博

正議員の御質問についてお答えいたします。 

 大枠１番、災害対策について。 

 （１）の１）から３）までについてお答えい

たします。 

 １）排水路については詰まりがないかなど、

道路パトロール時に確認を行っております。ま

た、住民からの連絡等があった場合、現場確認

を行って、場合によっては浚渫などを行ってお

ります。 
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 ２）村道についても道路パトロール時に道路

の状況などを確認し、破損箇所があった場合は

修繕などを行っております。 

 ３）街路樹につきましても、道路パトロール

時に車や歩行者の通行に支障がある街路樹があ

れば、剪定や伐採などを行っております。 

○議長 伊佐則勝 上下水道課長 仲村武宏。 

○上下水道課長 仲村武宏 それでは、新垣博

正議員の大枠１の（１）の４）についてお答え

いたします。 

 消火栓の維持管理については、年に１回、各

消火栓252基を点検を行っております。点検業

務として、消火栓内マンホールの水抜き及び蓋

の開閉状況、水圧、消火栓の作動状況等の確認

を行い、不具合があった際は、中北消防警防課

と調整の上、修繕を行っております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、（２）１）、

２）についてお答えをいたします。 

 まず、村内の被害状況の概要についてお答え

をいたします。 

 停電につきましては、沖縄電力のホームペー

ジの掲載数字として、最大で6,900戸、断水に

つきましては、世帯にして6,151世帯、１万

2,188人に影響がございました。 

 農作物につきましては、サトウキビ、野菜作

物、ヘチマやオクラ、果樹ではマンゴー等の被

害が多くあり、特に露地栽培の農作物の被害が

多くありました。 

 そのほかに冠水、または浸水の被害や道路の

崩壊等10件、家屋や建物の損壊15件、その他倒

木や車両の破損等数十件、人的被害、強風によ

る転倒など２件、海岸・護岸の崩落１件、砂や

軽石等の漂着について、村内各所で被害が確認

されております。 

 ２）でございます。被災した方への支援につ

きましては、国や県、村など様々な災害といわ

れる復旧に関する問合せがあると認識しており

ます。災害発生後において複数の支援が必要と

なることが考えられることから、専用、特設の

窓口ではございませんが、台風災害などの相談

窓口として総務課総務係が、各種相談を一時的

な相談窓口として対応を引き受けることとして

おります。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 順を追って詳細の質

問をまた行っていきたいと思います。 

 集落内の排水溝、これ日頃より管理していた

だかないと、いざ台風や大雨など、そういった

災害に見舞われた場合に、一気にあふれ出して

周辺に災害をまた拡大させていくという状況が

あります。そういったのをできるだけ防ぐには、

日頃からの管理というのが大変重要になってく

るんじゃないかなと思っています。 

 目視でできる部分が結構あると思うんですけ

れども、例えば排水溝の蓋のグレーチングの下

のほうは雑草とか、中には木の種が落ちて木々

が生えてきて、水はけが悪くなっているという

ケースもあるようでありますので、そういった

ところは早急に取り除いていくということを日

頃よりやっていかないといけないんじゃないか

なと思いますが、年間でどれぐらいそういった

作業をされているかお答えできますでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えいたします。 

 中城村内、村道数381路線ある中で、中城村、

主に下地区のほうは急傾斜地で、海岸沿いは低

地で、高潮の被害とかで、下地区においては詰

まりが、急傾斜地においては土砂が流出したり、

大雨が降った場合、土砂が流出したりとか、そ

ういう側溝の詰まり等、結構見受けられます。 

 その中で年間どれだけそういうのに対応した

かというのは現在ちょっと調べないとお答えで

きないのですが、やはり今、都市建設課のほう

でこの維持管理の職員が１人で対応している状
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況なんですが、都市建設課全体で対応を行って

いくようにしてはいるのですが、そういうとこ

ろにまだ手が届かないところも多いとは思われ

ます。 

 ただ、やはり住民からの通報とか要望とかあ

るのには、早急に浚渫等を行いながら対応して

いっているところではございます。 

 悪臭につきましても、やはりいろいろ苦情等

もございますが、悪臭につきましては、浄化槽

等の機能低下とかそういうのも考えられますの

で、下水道の接続率を上げるとか、そういう対

応も行っていきながら、側溝等の詰まりを浄化

する作業も今後多くできるように頑張っていき

たいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 これ管理については、

記録簿でしっかり記録されておりますでしょう

か。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 今、村道381路線

全ての記録簿があるわけではございませんが、

苦情等があった場合は記録簿をつけながら、よ

く詰まる路線とか、そういうのを記録はつけて

いる状況であります。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 記録をつけていくと

いう習慣があれば、どこどこをいついつ水はけ

をよくするような作業をした、浚渫をしたとい

うのが分かってまいります。そしてまた次の点

検のときにはどれぐらいの期間を要するかとか、

そういったところも状況がもっと的確に把握で

きるようになるんじゃないかなとも思いますし、

あと、自治会との連携については、日頃よりそ

のようなものがあった場合は報告するようにと

か、連絡するようにというようなやり取りとか

は今までやったことありますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 維持管理につきま

しては、やはり自治会長などから要望が来るこ

とが多いので、自治会長とは日頃常にやり取り

するようにはしております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 熱心な自治会長さん、

目が行き届く自治会長さんはそういうふうに連

絡されると思うんですけれども、皆さんのほう

からもぜひ自治会に、こういうケースがあった

場合は役場に連絡してくださいということも必

要じゃないかなと思いますが、その点いかがで

すか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 新垣博正議員のお

っしゃいますとおり、相談に来ない自治会長は

何もしないというわけではなく、こちらのほう

からも常に目を配れるように今後検討していき

たいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 あと、側溝の蓋が割

れているというような、破損しているというよ

うなケースも見受けられますけれども、それら

についても把握されておりますでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 Ｕ字溝の蓋が破損

して危ないとかいうものの村内の村道の中では、

日々のパトロールの中で気づいた箇所は直すよ

うには心がけております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 何かこれマーキング

したりとか、そういった方法を取られています

か、ちゃんと。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 破損箇所を発見し

た場合は、もちろんその箇所を、マーキングと

まではいかないのですが、それを記録して、す

ぐに復旧できるように対応はしております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 長期間、ぜひ放置し
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ないように、早急に対応するように今後も求め

てまいりますので、次の質問に移らせていただ

きます。 

 村道の維持管理についてですけれども、維持

管理やっているというような話をされているん

ですけれども、再度、詳細について確認します

が、これ起点から終点までしっかり維持管理さ

れているという認識ですか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 起点から終点まで

というのは村内の村道381路線及び法定外道路

も含めると1,000を超える路線にはなるのです

が、目の届く範囲というとちょっと語弊がある

かもしれませんが、パトロールにおいて気づい

たところは、全て管理しているつもりではござ

います。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 課長、全て管理され

ているというふうに自信を持って答えられまし

たけれども、全然行き届いていないんじゃない

かと私は思います。特に山のほうに向かってい

く認定道路なんていうのは、草とか木々まで生

い茂っていて、到底通れるような状況じゃない

箇所も多々見受けられるんですね。そして、ア

スファルト舗装もされていないような村道もか

なりありますので、そういったところも維持管

理をしていくというのは常に考えていかなけれ

ばならないんじゃないかなと思います。 

 なぜかといいますと、今、災害の話と連動さ

せて私やっていますので、こういったところは、

特に高い位置に向かう道路というのは、避難道

として、いざというときには通れるようにして

おかないといけないというのがあります。そう

いったことから考えれば、やはりちゃんと除草

していくというのが基本的なところじゃないか

なと思います。もちろん役場だけでやりなさい

と僕は言いません。自治会長の連携というのも

必要でありますので、そういったところも含め

て、業者に任せないといけない部分、自治会と

連携していく部分、いろいろ管理の方法はある

と思いますが、その辺の維持管理をさらに徹底

していくという気概はいかがでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 議員のおっしゃら

れますとおり、維持管理的な面でちょっと、全

ての道路にまで対応するというのは、これは村

の財政的なものもございます。南上原の区画整

理地内、市街化区域以外はほぼ、もう何十年も

前から同じような道路で、整備されていない状

況であります。それを様々な補助メニューを活

用しながら、舗装構成改良事業において陥没し

ている道路を直していき、事業を採択できる限

り、維持管理だけではなく、そういう事業も活

用しながら村道をよりよいものにしていこうと

思っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 もちろん維持管理だ

けではなくて、舗装整備されるのが最もいい方

法だと思いますが、財政的な理由があって、全

てに行き届かないというのを私も理解した上で

質問しておりますので、やはりしっかりとでき

るところは前に進めていくという姿勢を見せて

いただきたいなと思います。 

 道路に沿って、やはり側溝がありますので、

上流で詰まってしまうと、下流ではまたいろん

な不具合が、下のほうで不具合が出てきたり、

あふれ出して農地に水が行ったり、宅地に水が

流れてきたりというような状況も災害時には起

こります。だから、日頃の維持管理というのが

いかに大切かということをぜひぜひ認識してい

ただきたいというふうに思っております。 

 それでは、３）番のほうの道路の街路樹の維

持管理についてですが、しっかり維持管理して

いるというふうに、これも答弁をいただきまし

たけれども、今、街路樹が何本あるかというと

ころは細かく、これも台帳的に整備して記録さ
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れていますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 すみません、街路

樹につきましては、この381路線にそれぞれ延

長も違う中で、植樹ますも幾つあるか、全部を

把握しているわけではございません。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 樹種というんですか

ね、樹木の種類はどれどれというのも、それも

把握されていますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 それについても全

て把握しているかといえば、そうではございま

せんが、例えば南上原地区などの道路だと、そ

の区画整理事業に入る前に、地主さんと調整し

ながら、この路線は昔から松があったとか、ク

ロキがいいなとか、そういうのを調整しながら

植樹を選定しているところではございます。 

 主に多いのはクロキだと思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 これは国道とか県道

とかも同じ悩みがあるかと思うんですけれども、

報道では、やはり樹木の種類についても沖縄の

この災害に適したようなものとか、いろんな街

路樹に適したようなものというのは、今後選定

して選ばなければならないだろうというのが新

聞でも報道されておりましたし、また、大きな

木、国道なんか特にアカギが植栽されていると

思うんですけれども、強剪定といいますか、あ

れは強剪定と言うのかな、枝を全部落として棒

が立っているような状況に見受けられる剪定の

仕方というのがあって、どうも異様に感じると

きがあるんですよね。これはせっかく緑の葉っ

ぱがあるのに全部落としてしまって、棒が立っ

ているような形で、何ていいますか、街路樹が

立っているという状況というのはあまりいい感

じはしないんですよね。 

 そういった剪定方法というのは、皆さんはど

のような形でやるという基準はちゃんと持って

いらっしゃいますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 議員のおっしゃられました国道とかですね、

国道の場合は大きなアカギを植えて、現在大き

くなって剪定しているというのは、もちろん災

害時に電線とかを、停電とかを誘発するのを見

越してああいう剪定の仕方になっているものと

思われます。 

 村道におきましては、アカギという木を選定

してはおりませんので、ああいう大木は村道の

中ではないと思われます。 

 道路に出ていて通行の妨げになるとか、そう

いう葉の剪定を行っている状況であります。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 これは業者委託され

ると思うんですけれども、それなりに剪定の知

識とか技能とか持っているような業者がその作

業に携わっておりますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 大きな剪定になる

と、やはり造園屋さんに依頼して剪定を行うの

ですが、主に剪定というか、植樹ますの草刈り

とか、そういう枝葉を取るものに関しては、う

ちの環境美化会計年度任用職員で対応しており

ます。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 この維持管理方法に

ついて、県とか研修とか、そういったのもしっ

かりとやられていますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 すみません研修に

ついては、私の記憶ではございません。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 今後、恐らく県とか

がこの街路樹の管理についても、研修とかを行

って、しっかりと災害に強いとか、その景観に



─ 143 ─ 

即しているような樹木を選定するというような、

選定って、選ぶということです。そういったこ

とを研修等を通してやるというような報道もな

されておりますので、景観をしっかりと保つと

いう意味でも、やはりいい剪定を選択していた

だきたいと思います。 

 そして、欠損しているところかも把握はされ

ていますか。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１１時３４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時３４分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 把握しているつも

りではございますが、特に台風とかがあった場

合、倒木とかがあって、その箇所をまた復旧す

るとか、そういうのはその都度確認してはおり

ます。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 恐らく答えられない

と思いますが、何本欠損しているかというのを

答えられますか。 

 ぜひこの樹木についても、記録簿で、何本の

樹木を植栽したと。そして、欠損箇所がどこに

どのようになっているかというのはちゃんと記

録簿で管理していけるようにしてね、やってい

ただきたいなと思いますし、県のほうも、観光

立県として、この街路樹についてはしっかり真

剣に、考え方を変えていくというまで報道され

ているようですので、それに倣って、村道のこ

の街路樹についても観光立県の一翼を担う中城

村としても、管理をしっかりやっていただきた

いということを要望いたします。 

 次に、消火栓の維持管理についてであります

が、消火栓の中の土砂とかが詰まったりすると

いうケースも聞いたりするんですけれども、そ

ういったのも定期的に管理されていますか。 

○議長 伊佐則勝 上下水道課長 仲村武宏。 

○上下水道課長 仲村武宏 お答えします。 

 年に１回調査するんですが、そこに土砂がた

まっている、また水がたまっているのであれば、

撤去しております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 それと、消火栓の標

識です。標識がゆがんでいたり、あるいはまた

標識の劣化、薄くなっていて、何の標識か、遠

くからは分かりにくいようなものが見受けられ

るのですけれども、そういったものの定期的な

補修というのはどのようにされているかお伺い

します。 

○議長 伊佐則勝 上下水道課長 仲村武宏。 

○上下水道課長 仲村武宏 消火栓の標識につ

いては、消防のほうが管理していますので、直

接、水道課ではやっていませんが、そういうの

が見受けられるのであれば、消防と共有して情

報は流しております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 消防との連携がある

ということでありますので、確認したら、そう

いったところを早めに、この劣化している標識

を取り替えるようにとか、連携して直していた

だきたいなと思います。これも、薄くもう見え

にくくなっているような表示というのは、これ

も景観上もあまりよくないと思いますので、何

の標識なのかが遠目には分かりにくいというの

があったり、消火栓という重要な役割を果たし

ているわけですから、長年の劣化で見えにくく

なっているという状況は好ましくない状況です

ので、ぜひこの辺は消防との連携によって、維

持管理に努めていただきたいというふうに要望

いたします。 

 （２）台風６号については、たくさんの議員

さんから質問もありましたので、私もできるだ

け重複しないように聞いていきたいとは思うん

ですけれども、重複した場合はごめんなさいね、
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そのまま答えていただければと思うんですけれ

ども。 

 新聞報道でも幾つか上がっておりましたが、

災害救助法の適用が県内は34市町村というふう

に新聞では報道されていますが、それは正しい

数でしょうか。その時点の数なのか、その以後

にも増えたのか、確認したいんですけれども。 

 そして、中城村もその中に入っているという

ことで確認してよろしいでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えしま

す。 

 当初、８月の台風早期に８市町村か９市町村、

新聞報道がございました。その中に中城村のほ

うも適用ということになっております。 

 以降、34市町村ということで、適用がされる

ということですけれども、これから増えたとい

う情報については、こちらのほうでは確認をし

ておりません。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 それで、この災害救

助法が適用されると、国からの支援については

どのような支援方法があるのか。あるいはまた、

金額ベースで何かこの支援についてお答えでき

るのであれば、答えていただけますでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 県知事のほうが指定をしまして、国の援助と

いう形になっておりますけれども、建物、先ほ

ども答弁しましたけれども、住家、一般住宅に

ついての適用でございますので、いろいろ細か

い基準もございますけれども、一般的には最大

で70万6,000円、これが準損壊とか、そういう

場合につきましては30万4,000円ということで、

補助、本村の申請等はございましたけれども、

災害救助法に関する適用についてはございませ

んでした。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 できるだけ申請主義

にはせずに、積極的に調査して、対象となり得

る場合は申請を促していくということを考えた

ほうがいいんじゃないかなと思いますが、その

対応については、皆さんの目視で、こういった

適用が考えられるというようなものを村民に声

かけしたことというのはありますか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをし

ます。 

 目視というところではないんですが、被害状

況、台風時期による被害状況を確認しながら、

１件１件、適用ができるかということを担当を

含め災害の確認をし、情報を得まして判断をし

ているところでございます。 

 その中で、床上浸水については、避難を呼び

かける段階から適用しないかということで、写

真等の記録を残したりもしておりますので、被

害があった部分については写真を確認して、今

後の申請の部分で対応ができるかということを

検討しております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 質問の順番がちょっ

と前後するかもしれませんが、家屋の被害判定

の方法、段階があるようですけれども、６段階

ですかね。それについてちょっと詳細をお答え

いただけますか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 家屋の判定につきましては、段階的なものが

ございます。それにつきましては、専門的な知

識を要するものではないので、この辺を県の担

当であったり、国の担当であったり、いろいろ

助言をいただきながら判断をしているところで

ございます。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 
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○１３番 新垣博正議員 今、それらの自治体

職員が被害の判定をする際に、経験した職員と

か、そういったものを今後育成していかないと

いけないんじゃないかなと思いますが、今どう

ですか、状況的には。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 新聞報道でも、罹災証明関係であったり、災

害救助法における災害の度合いの適用範囲の判

断ということでいろいろと報道のほうでもあり

ましたけれども、実際にこの事については私ど

も、専門的な知識を要する職員を配置している

わけではございませんので、それが起こった段

階で、じゃどういうふうにするか。県、国との

ウェブ会議を持ちまして、中身についての細か

な情報を得てはいますが、その判断をするのに、

やはり職員の判断だけでは足りない状況となっ

ておりますので、ただいま議員がお話がござい

ました今後のために、その対応する職員の研修

であったり、実際に専門的な知識を要する職員

を派遣しているところとの情報交換というのは

必要かと考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 そういう意味では、

今後、自治体職員というのは、特に最近、全国

的に風水害は多くなっているというのが報道で

見受けられるというのは共通な認識だと思いま

すが、県外の被災地に定期的に派遣して経験を

積ませるといった対策が必要というふうに指摘

をされておりますが、そのことについてはどう

お考えでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 県外の派遣につきまし

ては、現在のところ考えてはおりませんが、過

去に、3.11でありますとか、熊本震災であった

かは分かりませんが、そのときに派遣をしたと

いう記憶もございます。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 やはりこれはもう意

識的にやっていかないといけない事項だと思い

ます。行政能力の底上げというのは絶対的な課

題だというふうに私は認識しておりますので、

庁舎内で、村長も含めてぜひ検討していただき

たいということを要望します。 

 そして、これもまたちょっと前後して申し訳

ないんですけれども、公的救済制度の中身につ

いて、どのような中身になっているかお答えい

ただけますでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１１時４６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時４８分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 福祉課のほうで今後予

定している内容についてお答えします。 

 まず、本村の条例の中に災害弔慰金の支給等

に関する条例というのがございます。これは、

国の災害弔慰金等の支給に関する法律に基づい

て、市町村が条例化をして３種類の公的支援に

ついての制度を確立していくものになります。 

 本村は、最終改正が、これが昭和58年４月の

時点での改正のままになっており、今現在、平

成、令和の法改正が反映されておりませんので、

今後の予定として、12月議会に上程をさせてい

ただいて、遡って、適用される方々の救済措置

になるように準備をしているところです。 

 こちらの３種類の前提条件なんですけれども、

災害救助法が適用されるというのが条件になり

ますので、これは今、本村は災害救助法が適用

されていますので、基本的にこの弔慰金の条例

が使えるということになります。 

 災害弔慰金というものは、条例に規定された

災害により死亡した場合に、その者の遺族に対

して支給されるものと規定されており、これが
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今、法律上、死亡者が生計中心者の場合、最大

500万の支給ができることとなっております。 

 そのほか、災害障害見舞金というものがあり

まして、今回であれば台風６号の災害で負傷し、

または病気にかかり、治ったとき、その症状が

固定したときを含むに、精神、または身体に法

律で別表の障害の程度が規定されておりますの

で、それらの障害があるときには、その住民に

対して給付されるものとなっております。 

 この障害区分というのは９種類の障害区分が

ありまして、主に身体障害の部分の身体障害者

手帳の内容がほぼ適用される状況にもございま

す。それと類似する程度の障害という考え方に

なります。 

 見舞金の額としましては、障害を負った方が

生計中心者の場合は250万、そのほか125万とな

っております。 

 最後に、災害援護資金の貸付けというものが

ありまして、この被害を受けた世帯の住民であ

る世帯主に対して、その生活の立て直しに資す

るための貸付制度ということがあります。限度

額としまして、上限があるんですが、療養に要

する期間が一月以上である世帯主が負傷し、住

宅の状態に応じて４区分で最大350万、最低150

万、世帯主の負傷がない場合には、住宅の状態

に応じて４区分で最大350万、最低150万となっ

ております。償還期間が10年で、据置期間はそ

のうち３年と法律で位置づけられています。 

 貸付けを受ける者は保証人を立てることが可

能となっており、保証人を立てたことで減免等

の措置も受けられることになっております。 

 この条例のほかに、議員もおっしゃっていた

北上、安里のほうですかね、土砂災害があった

ときに、本村のほうでは災害見舞金支給要綱と

いうのがつくられております。その当時、たし

か記憶上では、避難する方々が結構いらっしゃ

ったという状況もありまして、負傷した者とい

うよりは、災害により避難生活を余儀なくされ

た世帯に対して支援ができるようになっている

要綱になっております。 

 災害により、治療期間が例えば30日以上の負

傷をした者には１人につき７万円、避難生活が

30日以上に及んだ場合には１世帯３人以上で７

万円、１世帯２人以下で５万円の見舞金と今な

っております。 

 この見舞金に関しては、県内のほかの市町村

のものとか、県のほうも見舞金のものがありま

すので、そういったものと比較した場合に、本

村のほうでは、今、住宅の損壊とか半壊、また、

床上浸水の場合の被害に対して支給ができるも

のになっておりません。ほかの市町村で、ちょ

っと数少ないんですけれども、今後の検討課題

なんですが、一般住宅以外の方、例えば店舗、

事業所です、そういったところが被害を受けた

ときに適用するものが嘉手納町のほうで一応今、

つくられているのは確認しているんですけれど

も、そのほかの市町村ではちょっとそれが今な

い状態です。これをうちのほうでもやるのかど

うか、今後の議論が必要だと思っております。 

 今現時点の見舞金の支給要綱に関しては、１

世帯から申請が上がる予定で今相談を受けてお

ります。こちらのほうはほぼ適用できるだろう

ということで今見込んでおり、確認書類の準備

をお願いしているところです。この部分で１世

帯に関しては現状の今、見舞金支給要綱での支

給を予定しているという状況です。 

 以上となります。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 詳細についてはまた

後ほど、時間をつくっていろいろとその内容に

ついて教えていただきたいんですけれども、次

に進めさせていただきます。 

 ２）の停電、断水、電話線の破損とか、そう

いった被害を被っているのに復旧に今回かなり

時間を要したというのが、今回の台風の特徴と

いいますかね、結果的にそうなったというとこ
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ろがあると思うんですけれども、今後、生活を

再建していくとか、あるいはまた被害を被った

者というのは金額的に非常に家計に痛い思いを

するというような状況もかなりあるんじゃない

かなと思いますね。農家の被害なんかもすごい

あったというふうに耳にしておりますが。 

 そういったのを広報紙等を通じて、相談窓口

を設置していますということをぜひ呼びかけて

いただきたいなと思うんですけれどもね。今後

こういった、特に沖縄の場合は台風が襲来する

のが多くて、被害が起こる。細かい相談でも、

短期でもいいですから、去った後の被害相談と

か、少しでも負担軽減に向けて、復旧して生活

を再開できるようなといいますかね、状態に持

っていくというのが公共の務めだと私は思って

おりますが、こういうふうに広報していくとい

う考え方はいかがですかね、考えないですか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 ただいま新垣博正議員から御提案がございま

した件に関しましては、大変、今後も災害を想

定されるものでありますので、被害については

今後も発生していくことであろうということで

思っております。それについて、窓口、現在は

ホームページでもありますけれども、ちょっと

分かりにくいという声がございますので、その

辺に関しましては、広報紙なり、ホームページ、

村のＬＩＮＥ等を通じまして、広報を今後して

いきたいと考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 ぜひ役場の正面窓口

にも臨時的に相談窓口がどこどこにありますよ

という案内板も設置していただいて、ちょっと

した相談、この相談事例なんかもぜひまとめて、

こういったケースには相談してくださいという

ことが分かれば、なるほど、役場に行けばこの

程度の相談でもいろいろ乗ってもらえるんだな

ということがあれば、村民はかなり安心してい

ろんな相談をできて、問題が解決していくんで

はないかなと思います。 

 私の個人的な事例で、ケースで、大変申し訳

ないんですけれども、私も家屋の引かれている

電話線が破損したんですよね。ＮＴＴに連絡が

なかなか取れない、このフリーダイヤルがつな

がらないんですよね。何日も何日もつながらな

いし、やっとつながって話を聞いてみたら、復

旧にはいつになるか分からない、最低でも２週

間後にしか分からないと言われまして、２週間

待っても電話が来ないぐらいだったんで、周り

を見渡してみれば、県外からの応援の車両です、

ナンバーを見たら大阪のナンバーであったり、

愛知のナンバーであったりというのが見受けら

れたぐらい、県内の業者でも復旧には手間取っ

たというのが印象としてあるんですけれども。 

 電話線は、固定電話はもうほとんど使わない

状態ではあったんですけれども、回線を通して

私はＷｉ－Ｆｉをつないでいるもんですから、

Ｗｉ－Ｆｉも切れてしまったという状況が何日

か続いて、これではいろんな通信手段が取れな

いという状況があって、もうやめざるを得なく

なって、このＮＴＴの固定電話がいつ復旧する

か分からないし、また、このＷｉ－Ｆｉもつな

がらない状態がずっと続くというのには耐えら

れないんで、解約しようとなったら、この回線

サポートをする会社は、５年以内で解約した場

合は解約金が３万円発生すると言われたんです

よね。えーと思って、被害に遭っているのに、

また被害に遭わすのか、おまえたちはというふ

うに心の中で思いながら、口にはしなかったん

ですけれども。 

 ただ、これね、災害によって電話線が破損し

て通信ができなくなっている状態なんですよと

いうことを申し上げまして、その状態でも皆さ

んは違約金を取るんですかというふうに言った

ら、考えさせてくださいということで、数日後、
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また回答が来まして、違約金は免除しますとい

うふうに来たんですよね。 

 こういったところもケースとしてはあるんで

すよ。これは私だけじゃないなというふうな印

象を持ったんで、ぜひこういう相談で解決して

いったら負担が軽減できるなというのはあった

んですよね。 

 私の個人の事例で話しているんですけれども、

村民にはもっともっといろんな事例で、被害に

遭ったのにさらに金額的な被害といいますかね、

被害というかどうか、傷口がもっと広がってい

って、経済的な負担が増してくるとなると、こ

れはちょっと問題ですよね。今後も、風水害と

いうのは発生してくるのは予測できますから、

特に沖縄は台風が多いというところは変わりな

いわけですから、年中行事みたいなもんですか

ら。 

 そういった意味合いにおいては、こういった

相談ケースとか積み上げていって、相談窓口を

しっかりと、短期でもいいですから立ち上げて

いって、村民の声を聞いて、問題解決に向けて

一緒に取り組むという姿勢をぜひ見せてもらい

たいと思うんですけれども、最後に総務課長か

ら一言でもお願いいたします。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをし

ていきます。 

 ただいまの新垣博正議員からありましたお話

のような件、幾つかありました。電話線の断線

によりまして電話が不通になっている、インタ

ーネットが使用できないというものも多々あり

ましたので、その相談窓口として総務課のほう

でも対応しているところでございますので、こ

ういった同じような被害の悩みであったり、相

談事について、今後も役場総務課の窓口で対応

していき、関係課に案件を引き継いでいきたい

と思います。 

 今後もいろいろな災害が想定されていきます

ので、それに対応できる、これまでいろいろ議

員から御指摘、御提案がございましたので、そ

れを踏まえて、今後も災害に対するより良い相

談窓口対応をしていくよう考えていきますの

で。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 前向きに答弁いただ

きました。 

 ほかにも、損保会社なんかもほとんどつなが

らないんですよね、フリーダイヤルがつながら

ないもんですから、相談はウェブサイトをとお

して申し込んでくださいというけれども、得意

としている人は難なく手続取れるかもしれませ

んが、戸惑う人がいたり、特に住宅ローンで火

災保険を申込している場合は、火災保険会社と

いうのは幹事会社が何年かに何回かやったら替

わるんですよね。当初の証券番号が違っていて、

ほかの幹事会社に替わったときには変わってい

るというケースがあって、入力しても、私のケ

ースでもなかなか次に進めないという、ウェブ

サイトで手続しようとしてもできないというこ

とに悩まされたりするんですよね。 

 そういったところも、やはり職員がそういっ

た知識を有してサポートできるような体制を取

ってもらえれば、村民はとても安心して、この

辺は喜んでもらえるんじゃないかなと思います

ので、ぜひ職員の行政能力の底上げというのを

必要としておりますので、この点をしっかりと

取り組んでもらうということを要望いたしまし

て、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長 伊佐則勝 以上で新垣博正議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１２時０３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、新垣 修議員の一般質問を許し
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ます。 

 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 それでは、議長より発

言の許可を得ましたので、通告書に従って質問

いたします。 

 大枠１番、共同のまちづくり・意見公募（パ

ブリックコメント）を求めた方策の結果は。 

 １、共同のまちづくりの意見公募の成果につ

いて、意見総数はどれだけ投稿されていて、意

見を求めた年代人口とそれに対しての総数比率

を伺う。 

 ２番、アンケートに記載されている年代別ご

との投稿数と、その年代別人口に対する比率は。 

 ３番、総数の意見用紙紙面による投稿数とフ

ァクスによる数、ホームページによる各おのお

のの投函方法における占める割合を伺う。 

 ４番、パブコメをホームページと紙面配布に

より意見を求めたが、ホームページ上での投稿

フォームに関して、掲載後に不備な点などない

か、投稿者に分かりやすく書き込みしやすいフ

ォームになっているのかどうかの検証をしたか

伺う。 

 ７月５日に事務委託者会議において御意見募

集の見出しで共同のまちづくり計画に関するパ

ブコメを実施しておりますと紙面を配布してい

ますが、このことが中部広域移行への足がかり

になる大切な意見公募ということが理解される

募集呼びかけになっていたと思うかどうか伺い

ます。 

 ６番、今後の取組スケジュールと審議会にお

いての審議事項を伺う。 

 大枠２番、台風被害対応に向けた課題策、自

治会との連携は。 

 今回の台風災害においては、上地区の一部に

おいて７日間停電の被害を受け、その影響で断

水や食材放棄等をせざるを得ない状況下に見舞

われ、下地区においても３日以上停電被害が発

生し、食材や電源を求めて移動する住民は早期

の回復を願ったことでしょう。 

 その一方で、移動手段のない世帯、老人独居

や高齢者世帯、言わば災害弱者への対応課題は

どのようになっているのか伺いたい。 

 １、台風災害（３日以上の停電・断水時）に

おけるマニュアルや運用規則等はあるのか。 

 ２、長引く停電により携帯の充電や炊飯器が

使えないなど、発電機等があれば解消でき、自

主防災組織のある地域においては機材を保有し

ておりますが、今回生かされておりません。各

自治会に対してどのような連携を取り、助言、

あるいは協力を求めたのか伺います。 

 ３番、防災組織のある自治会に対して同様に

機材等を利用しての助言を行ったのか伺う。 

 ４番、地域の災害弱者世帯等は把握できてい

るのか。 

 ５番、緊急時における非常用発電機を何台所

有して、自治会への貸出しは行えるのか伺う。 

 大枠３番、「島にんじんの日」に向けての取

組。 

 「島にんじんの日」が制定されて６年目を迎

えますが、前回、村民を挙げて制定を盛り上げ

る取組について提案、担当課の見解を取り上げ

ました。12月の提案事項で、スケジュール的に

も厳しさがあるとのことで、従来どおりのセレ

モニーや収穫体験、某企業との加工食品コラボ

による取組を行っております。島ニンジンその

ものを楽しめる村民参加型企画等を今年はどの

ような取組の考えをしているのか伺います。 

 以上、回答を求めます。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、新垣 修議員の

御質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては都市建設課、大枠２

番につきましては総務課と福祉課、大枠３番に

つきましては産業振興課のほうでお答えいたし

ます。 

 私のほうでは、御質問の共同のまちづくり、
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これパブリックコメント等の件でございますけ

れども、御承知のとおり、共同のまちづくり自

体も中部広域都市計画への移行のための県から

出された宿題でございます。それを今、粛々と

こなしている段階ではございますが、光が見え

てきたのは、終わりが見えてきたといいますか、

令和９年スタートに向けての作業を今、両村と

もにやっているところでございます。もちろん

今後、このパブリックコメントを終えて幾つか

またハードルございますけれども、光が見えて

きた、出口が見えてきたという点では、コロナ

による多少の遅れはありましたけれども、ある

意味、前進しているんではないかなというのが

私の所見でございます。 

 詳細につきましては、また担当課のほうでお

答えいたします。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 それでは、新垣 

修議員の大枠１の①から⑥についてお答えいた

します。 

 ①共同のまちづくりの意見公募の総数が、中

城村で44名、北中城村で33名、意見の総数とし

ましては156件となっております。年代人口は、

10歳未満から70代以上という形で、全年齢で意

見を求めております。 

 総数比率は、全年齢を対象としているため、

中城村総人口２万2,563名に対し44名で、総数

比率は0.19％となります。 

 北中城村に関しては１万7,934名に対し33名

の意見となっており、総数比率は0.18％となっ

ております。 

 ②中城村は10歳未満から10代は回答がゼロ、

20代が６名で総数としては13.5％、30代が５名

で11.4％、40代が11名で25％、50代が８名、

18.2％、60代９名、20.5％、70代以上５名、

11.4％となっております。 

 北中城村に関しまして、10歳未満から20代は

回答がゼロ、30代が３名で9.1％、40代が13名

で39.4％、50代が９名で27.3％、60代３名で

9.1％、75代以上が５名で15.1％となっており

ます。 

 ③中城村は紙面による投稿が42件、ファクス

はゼロ件、ホームページ２件、北中城村に関し

ては紙面による投稿が26件、ファクスゼロ件、

ホームページによる投稿が７件となっておりま

す。 

 ④パブリックコメント開始後、投稿場所が分

かりづらい、意見用紙がＰＤＦのみで、ワード

を追加してほしいなどの意見がありましたので、

トップページにバナーリンクの設置や新着情報

への再掲載、ワード様式の追加などを行いまし

た。 

 ⑤チラシの内容では、中部広域都市計画区域

への足がかりとは読みにくいと思われます。そ

の点では理解される募集とは言えなかったかも

しれません。 

 ７月５日の事務委託者会議では説明が不足し

ておりましたが、８月の事務委託者会議におい

て、再度内容について説明する際に、中部広域

移行のためのパブリックコメントであるという

ことを説明しております。 

 ⑥今後のスケジュールについては、９月５日

に開催された第３回中城村・北中城村共同のま

ちづくり計画策定委員会において、中城村・北

中城村共同のまちづくり計画（案）について、

伺った意見を基に修正などの検討を行い、10月

をめどに計画の策定予定です。 

 中城村都市計画審議会については、９月１日

に中城村・北中城村共同まちづくり計画（案）

の報告を行いました。 

 今回は報告のみで、審議事項はありませんで

したが、本計画を基に、これより中部広域移行

に向けた沖縄県との協議を行っていく中で、中

城村都市計画審議会へ審議を諮る案件が出てく

る予定であります。 
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○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、大枠２、①、

②、③、⑤についてお答えをいたします。 

 ①でございます。台風災害に対応するマニュ

アル等につきましては、地域防災計画、職員行

動マニュアル等がございます。しかし、３日以

上の停電といった個別の対応としてのマニュア

ルの策定はございません。断水につきましては、

上下水道課のほうで策定を行っております。 

 ②、③について、今回の台風においては、停

電が長期化する状況がありましたので、村役場

内において充電機器の設置を行っております。

また、停電に伴う断水、給湯器の使用不可とい

った状況がありましたので、入浴支援も併せて

行っております。 

 各自主防災会に整備されている備品は、各自

主防災会の所有資機材となっておりますので、

備品について活用依頼を行ったり、助言すると

いったことについて、今回の台風災害の状況下

では判断をしておりません。 

 ⑤でございます。村が保有する非常用発電機

の備えとして３台を所有しております。所有す

る目的として、対策本部及び各避難所運営にお

ける電力供給用として備えており、現在、貸出

しについては考えておりません。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 それでは、新垣 修議

員の大枠２、④についてお答えします。 

 議員が提示された移動手段のない世帯、老人

独居や高齢者世帯、いわゆる災害弱者について

は、福祉課において十分な把握はできておりま

せん。福祉課においては、平成23年度より要介

護・要支援者、介護保険の認定者です、それと

３障害の手帳の保有者を対象にした実態調査を

実施し、災害時要援護台帳システムを運用して

おります。 

 直近では、平時の個人情報開示同意の更新の

課題がずっとありましたので、それについて、

令和４年度において、75歳以上の単身高齢者を

対象にした民生委員による実態調査を実施しま

した。 

 令和５年度においては、障害手帳の重度の方

を中心に対象とした調査を予定しております。 

 以上となります。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 新垣 修議員の御質問にお答えします。 

 大枠３、今年度の取組につきましては、12月

12日の「島にんじんの日」のセレモニーを皮切

りに、収穫体験や料理講習、また、企業とのコ

ラボによる新商品の販売などを計画しておりま

す。 

 村民参加型企画としましては、商工会会員の

飲食業者への島ニンジンの規格外の販売を周知

し、村内の飲食店において、旬の時期に島ニン

ジンを商品として提供いただけるよう情報発信

を行ってまいります。 

 また、月２回実施しているあたいぐぁ～朝市

での島ニンジンのＰＲが可能か検討してまいり

たいと思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 それでは、再質問させ

ていただきます。 

 まず、共同のまちづくりのほうから、４番の

質問項目における再質ですが、４番のほうでは

投稿フォームの検証ということで質問しており

ますが、実際にフォームに従って記入をして、

疑問に思う点とか、そういったことがなかった

のか、再度伺います。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 ホームページによる投稿が少なかった要因と

して、氏名、メールアドレス等の必須条件とい

うのがあったものに対して、投稿を取りやめた

という話も聞きました。その点につきましては、
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氏名に関しては匿名と入れれば、実際はそのま

ま投稿できるという形ではあったんですけれど

も、その辺でちょっと投稿されなかった方もい

たという件に関しては、その辺も入れないよう

に今後できるのか、企画課のほうとも調整しな

がらやっていきたいとは思っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 私、以前から村長にも、

電算システムに関して詳しい方を入れたほうが

いいんじゃないかとか、いろいろと電算に関し

てホームページに関する書き方、捉え方という

のを常に村長にもお話ししたことがあるんです

けれども、今回もそうなんですが、今、課長が

言われるように匿名でとか、メルアドもそうで

す。実際、その時点で投稿する方というのは、

そこに必須と書かれていて、このパブリックコ

メントを求める住民に対して、何枚必要なの、

メルアドは必要なの、じゃ書類やったときに、

あなた方はそれにありがとうございました、受

け取りましたって返信でもするんですかという

一つの疑義が生じたんですよね。今何をこのフ

ォームでは必要なのかと捉えたときに、パブリ

ックコメントが最重要と思われるんだけれども、

それを書こうとしたときに氏名記載って、ちょ

っと控えようかなと。 

 先ほど匿名と書けばとかいうけれど、そのと

きには、ちゃんと真面目に書きたいというのか

な、向かい合っている人というのは、なかなか

匿名って、そこまで回らないというのかな、考

え方が。まともに書きたいというものが生じて、

でも、名前は伏せたい。アンケート用紙は名前

を書く欄はない。ただ年代と、同様なやり方を

すればよかったんじゃないのかなと。その辺は

やはり今後、執行部の皆さんもそうですが、シ

ステム改修というのをよく予算の中に入れてい

ますけれども、そういう中で、そういう制度に

合った投稿フォームというのに改善を図ってほ

しいというふうに思っていますので、よろしく

お願いします。 

 それでは、５番目に、ちょっと読み取りにく

いとか理解しづらいという紙面内容になってい

たと。それともう一つ、共同のまちづくりが中

部広域移行への足がかりになるという、なるも

のというふうに僕らは理解していたんですけれ

ど。先ほど村長からも、パブリックコメントを

求めたことで中部広域移行に前進の光が見えて

きた。それは僕らも同様に感じました。ただ、

僕らの中では、今回、多くの人に中部広域移行

に行くための宿題として県から与えられたもの

だから、できるだけ多く書いてくださいという

ふうに、いろんなところで資料を持って行って、

書いてくれ、書いてくれってお願いしたんだけ

れども、なかなか投稿数が、今回44件というふ

うに上がらなかったのはちょっと残念なのかな

と僕自身思っているんだけれども、やはりそれ

は投稿フォームの問題だったり、あるいはＰＤ

Ｆで書けない部分があったりとか、それと、ワ

ードをダウンロードして、それをじゃどうやっ

て投稿するのかとか、いろんな手順方法がちょ

っと複雑過ぎていたんじゃないのかなと。 

 中には、こういうお話がありました。我々、

会合の中で、光栄県議が自らその資料をたくさ

ん持ってきて、皆さん、お願いします、書いて

くださいと、こういうふうに執行部のほうで頑

張っていますので、多くの意見を出してくださ

いと。その中で、「中部広域ってもう編入が決

まっているんじゃないの」と、そのときはちょ

うどパブリックコメントも求める前、新聞に出

ていて、タイムスのほうに。その中で違います

よと。僕らも、これは宿題を今やっている状況

ですので、できるだけ多くのコメントを載せて

ほしいと。やはり中部広域移行という言葉と共

同のまちづくりというのがラップしてからに、

それがまだまだうまく浸透していなかったんで

はないのかなというふうに思っていました。 

 先ほど事務委託者会議で再度説明を求めたと
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いうところは、よかったと思うんですけれども、

その辺も今後、どういうふうに意見を求めるの

か、質問させていただきます。 

 今後のスケジュールに関連してなんですが、

10月にまず計画策定を決定して、県と中部広域

移行に向けての区域区分を廃止した場合のより

具体的な計画を示す必要があると考えますが、

今後の策定取組計画や県との協議スケジュール

はどのようになっているのか伺います。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 現在、策定を10月に予定している中城村・北

中城村共同まちづくり計画については、これで

中部広域へ移行できるというものではございま

せん。まず、中城村と北中城村が共同でどうい

ったものをやりたいのかという、まず実現化方

策を出していって、それを基に今後、令和９年

に沖縄県に、マスタープランの見直しが令和９

年にございます。それに向けて、その見直しの

中に中城村、北中城村共同で中部広域に移行す

るという形で示していく過程になるのですが、

それまでに区域区分を外した場合の無秩序な市

街化をどう抑制していくかというものも含めた

用途の指定であるとか、市街化調整区域を外し

たときにどういうふうにこのまちづくりをして

いくかというのを示すために立地適正化計画と

いうものを策定していかなければなりません。

それが沖縄県のマスタープランを策定するに当

たって、素案を策定するのが令和７年度から始

まりますので、それまでに中城村、北中城村で

この市街化調整区域を外した場合のどういった

計画をするのかというのを示していかなければ

なりません。令和９年の沖縄県によるマスター

プランの見直しについて、今から動いていく予

定であります。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 県のマスタープラン、

素案が令和７年度から策定に入ると思うんです

が、それまでに、要は本村としても、その土地

利用の方針とか、それから用途指定地域とか、

あるいは今言うように立地適正化計画、防災と

合わせての、より具体的な取組計画をこれから

多分、令和６年の間で取組、策定して、それを

令和７年度に上げるというふうになると思うん

ですけれども、その土地利用とか、あるいは用

途指定地域そのものに関して、今度は住民の意

見が反映できるようにというプロセスがあると

思うんですけれども、その場合、住民への説明

会とか、意見を求めるのがあるのかどうか伺い

ます。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 もちろんこれから中城村、北中城村で住んで

いこうとする場合においては、土地利用の制限

等も含まれて、そういうのが絡んできますので、

住民説明会等は密に行っていかなければならな

いと思っております。 

 まず、地域の合意形成を取らなければ、土地

利用に関する方針の策定とか、そういうものは

できないと思っておりますので、今回、共同ま

ちづくり計画においては、住民説明会が少なか

ったという意見がありました。それは、今この

共同まちづくり計画で土地利用を制限するとい

う、そういうものではなかったので、今回はや

っていなかったのですが、これからは密に、地

域との合意形成を図るために住民説明会等を行

っていこうと思っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 今後、住民説明会とか

を密に行うという言葉ですので、できるだけそ

のように、住民と向かい合って、説明等を行っ

て、ちゃんとその場を設けてほしいと願います。 

 この中部広域移行というのは、多分、皆さん

新聞でも読まれていると思うんだけれども、実

際前例のない取組を今、我々はやっているわけ

ですよね、中城村、北中城村が。南部のほうで
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は市町村合併の上で、南城都市計画区域をつく

ったと思いますが、我々は合併するわけでもな

く、共同でその移行をやろうという、前例のな

いことをやっているわけですから。やはり住民

説明会においても、密に、前例のない取組をや

ってほしいなと。一つ一つ丁寧にかなえていっ

てほしいと思います。 

 執行部の皆さんに共通して言えるのは、ホー

ムページで上げたからとか、ＳＮＳで上げたか

らとかというふうに皆さんいろいろとやってい

ますけれども、やはりまだまだ、今回の件数に

関しても40代、要するにこれから家を建てたい

という世代。それから60代、70代、土地をあげ

たいという世代の意見が、先ほど課長の答弁で

13％で、全体で17件ぐらいだと思うんですよね、

これまで地域懇談会の中で、村長も皆さん来て

いた中で、土地利用で家を建てたいという意見

が多かった割には、今回この投稿数がちょっと

少ないのかなと。あるいはその情報量というの

が少なかったんじゃないのかなというふうに私

は見ているんだけれども、それも踏まえて、今

度、今言うように新しく、ちゃんと土地利用と

か制限をかけるときに住民説明会があるのであ

れば、その時期ごとに応じて取り組んでほしい

と思っていますので、ひとつよろしくお願いし

ます。 

 共同のまちづくりに関しては以上で、休憩を

お願いします。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１３時５７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時５８分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 それでは、大枠２番に

つきまして再質問させていただきます。 

 まず最初に、連絡方法の確認ということなん

ですけれども、今回、多くの議員が今回の災害

対応に関して大きな関心を持ち取りそろって質

問していますけれども、聞きながら、皆さんが

安全安心な地域をつくろうとか、あるいは災害

に強いまちづくりを一緒に、共につくっていこ

うという、何かそれで皆さん取り上げて、今回

多くの質問が上がっているのかなということに

対しては、自分も今回取り上げたんですけれど

も、議員のそういった地域への取組というのが

すごく熱量も感じられました。 

 そこで、質問がちょっとダブったりするのか

なと思っていたんですけれども、ちょっと抜粋

しながら、自治会組織や、それから自主防災組

織との連絡体制網というのは確立されていると

思うんですけれども、今回のような状況下の場

合、どのような伝達、連絡手段、方法があるの

か伺います。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 連絡方法につきましては、各自治会、自治会

長の連絡先を総務課のほうで取り扱っておりま

す。自主防災組織、自主防災会、こちらについ

ても各自治会長が主になっておりますので、連

絡体制につきましては同じ連絡網を使って対応

できるということで考えております。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１４時００分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時０１分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 再度答弁をいたします。 

 伝達方法につきましては、電話を伝達方法と

して考えています。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 今回、自治会長イコー

ル基本的には全員が事務委託者を兼職している

というふうに認識していますが、今回の状況に
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対処した行為とかね、自治会長、あるいは地域

で対処した行為や今後に向けての課題、対応策

など、地域でできる共助の行為といいますか、

行政と地域による連携、あるいは情報の共有、

それから要望事項など、協議を図る場を設ける

ことができたかどうか確認いたします。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをし

ます。 

 今回の台風第６号の災害につきましては、各

自治会、自主防災組織との意見交換という、伝

達方法というものにつきましては行っておりま

せん。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 今回、台風の影響で、

本来、８月５日の自治会長会が８月10日に自治

会長会が開かれているんですけれども、その場

に少し私、お邪魔させていただいて、そこで自

主防災組織を結成している地区の方々と、それ

から自治会長会を交えて二、三、聞き取りをし

てみたんですよ。今回、地域でできる充電の問

題とか、あるいは炊き込みとか簡易的なことが、

さらに共助の行いでできる事柄を、要は自主防

災組織があるところは発電機持っている、ある

いは早めに回復したところは公民館が利用でき

るという流れの中で、こういった機材とかを利

用しましたかというふうなことを確認してみた

ら、まず発電機はあるんだけれども、発想概念

がなかったと、６自治会かな、そのときは、発

想がなかったということで意見を聞いています。 

 じゃその中で、もしそういう場合は、要望と

して、総務課のほうに防災士っているんですか

ね、あるいは防災に関して勉強会とか行ってい

る職員がいるのであれば、その活用方法や、あ

るいは状況対応等の情報提供、運用に関わる対

処法など、防災に関する知識の場の提供をして

くれないかと。あるいは、そういう場を設けて

ほしいというふうな要望がありましたので、そ

の辺はまた総務課のほうでいろいろと考えて行

ってほしいなというふうに思います。 

 そして、次は非常発電機の件です。まず非常

発電機の貸出制度があれば、自治会として利用

しますかというふうに聞いてみたんです。そう

したら、全ての自治会ではないですが、一部の

自治会長から、ぜひとも利用できるように願い

たいと。それは、さっき言ったように充電拠点

としても活用したいし、それから地域で発電機

があれば、炊き出しとかにも使えるし、いろい

ろと検討をして、行政と一緒になってそういっ

た取組もしたいというような意見がありました。 

 そして、最も要望したいのは何ですかって聞

いたときに、今、先ほど自治会長とかいろんな

防災組織の連絡は電話のみとなっていますよね。

それとあとＬＩＮＥでもいろいろと何か入って

きています、一方通行で入っていますけれども、

できればリアルタイムで情報を共有できるシス

テムを構築してくれないかというふうな要望が

出ました。もちろんそれはいろいろと考えたと

きにどういうふうにやればいいのか、僕もＬＩ

ＮＥで応答できる、要は緊急災害アプリみたい

なものがあれば、総務と自治会、あるいは我々

議員、あるいは地域の支援者というのかな、そ

れがこういう状況ありますとお互いに情報を共

有できる、そういった連絡網を構築してほしい

というような３つの一応、声が上がっています

けれども、その辺、どう取りますか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 まず、発電機の貸出しにつきましては、こち

らで先ほど３台ということで所有を答弁してお

ります。その３台につきましては、避難所であ

ったり、救急の災害対応であったり、その部分

について備えているものですので、今回要望と

して各自治会から発電機、停電時における活用

をしたいということであれば、現在の３台以外
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に予算的な部分も検討しなければなりませんが、

対応ができるよう、今後の災害に備えることは

必要ではないかと考えております。 

 あと、共有する情報はＬＩＮＥ等を使ってで

きないかということですけれども、今回の台風

第６号では、職員の動員の中でＬＩＮＥによっ

て各災害の情報を共有しておりまして、これは

職場内のもので、写真を送ったり、文字で情報

を伝えたり、そういうことを職場内でやってお

りましたので、これが各自治会であり、その他

の人との情報を発信できる、情報を受けるとい

うことのシステムについては、今後検討してい

きたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 この情報共有は、今後、

今、皆さんが求める防災組織の強化とか推進と

かに大きく関わってくると思いますので、ぜひ

ともこれは前向きに捉えて構築をしてほしいと

思います。 

 今回のように災害被害においては、地域の連

携協力の下、解消できる対応事もあるのではな

いかと思っています。もちろん我々も共助、公

助上、それから地域での災害対応力、機能強化

には必要な取組だと感じております。地域によ

っては停電しにくい地域と復旧の早い地域があ

るのは御存じですか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをし

ます。 

 地域によって停電の復旧の格差があるという

ことは存じ上げておりません。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 村長もよく中城村を眼

下に見たときに、泊地区とか久場地区は目の前

に大きな発電所があるのに停電して、公民館も

目の前なのにって、僕本当にいつもいつも思っ

ています。和宇慶地区を今回題材にしてなんで

すけれども、和宇慶公民館がありまして、その

和宇慶公民館から２、30メートル先の１区画、

約８世帯は停電しない地区なんですよね。それ

から、ハートライフのエリアゾーンも幾らか停

電に強い、要はこれ配管区画というのがありま

して、そういう配管区画がなされているという

ふうに聞いておりまして、その我々和宇慶のと

ころは、公民館とその世帯で、距離、20メート

ルです。だから、延長コードを持ってくれば、

充電なんかもできるんですけれども、そのこと

を８月10日頃より、その前に和宇慶をずっと回

っていて、停電していないところを。 

 これはもう何年前からも僕疑問だったもんだ

から、沖縄電力のほうとやり取りをしまして、

８月10日ぐらいから何度か。公民館を活用した

停電時における地域と行政、それから沖縄電力

双方の協力機能強化ということで、勝手に自分

で電話してできれば、目の先に停電しない住宅

があるから、そこから回線を回していただいて、

公民館に引込みができないかと。公民館で、地

域の災害支援とかを行って、行政の負担を少し

でも軽減したいと。我々地域でできるものは地

域で対応できるように、電力さんが協力してい

ただければ、電力さんも、その停電負荷にも貢

献できるんじゃないですかと、いろいろ交渉し

ておりました。 

 そして、その中で何回かやり取りしまして、

昨日電話来ていたんですけれども、うるま市支

店長、地域停電部長、それから本社配電部部長、

三者と面談をしましょうということで、実際は

14日、明後日、決まっていますが、議会がある

からと、日程のほうは私と、また行政も連れて

いきたいと。そして、行政も一緒になって中城

村の地域をできれば網羅してできるところを要

望したいものがあるということで、一応、押さ

えてあるんですけれども、そのとき村長、一緒

にどなたか連れていきたんだけれども、その辺

はどうでしょうか。じゃそのときはまたこちら

で日程調整して行きたいと。 
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 実際は、電力とずっとやり取りしながら、動

かなければ、村長連れていってからに、一緒に

うるま市まで行こうかなと思っていたんですよ。

そういうふうに行政を盾に、福祉面のいろんな

充実とか図れば、幾らかでもって。取りあえず

話は聞いてくれると。一応、要望としては、今、

行政、市役所を中心に、できれば和宇慶公民館、

それか泊公民館、上地区は南、新垣をもし拠点

として、簡易拠点としてできれば、扇形で末広

がりの災害に停電に強いむらづくりができるん

じゃないかなという発想で、今回ちょっと交渉

というのかな、少し席を交えて進めたいなと。

そのときは総務課長なり、どなたか一緒に交え

ていきたいと思っていますので、ぜひともその

ときは、一旦、席をつくりますので、よろしく

お願いいたします。 

 続きまして、「島にんじんの日」に向けた取

組なんですけれども、去年もこれは住民からの

要望で僕は質問したんですよ。村内の飲食店の

方から、店舗で何ていうのかな、加工品じゃな

くてそのもの自体を出したいということで、今

年も８月ぐらいに電話来まして、どうですか、

今年はできますかというお話がありました。申

し訳ありませんと、今年はちょうど台風で、新

聞で何か畑が冠水してからに、ちょっと植付け

が遅くなるという情報を得ていたもんですから、

今回はちょっと産業振興課と話合いしましょう

ねと。今、保留にしてあるんですけれども。 

 できれば、先ほど言うように、セレモニーだ

けで盛り上げるんじゃなくて、やはりこれ村内

のこういった飲食店からも、一緒になって島ニ

ンジン料理を提供するような形で盛り上げたい

というふうな意向がありますので、その辺も産

業振興課のほうでは、一応その情報を頭に入れ

て、やはり供給できるんであれば供給できる、

その情報提供をしていただいて、できなければ

朝市と連携しながら、事務局長もこちらにいる

と思いますので、12月、あるいは１月において、

島ニンジンの試食会とかを大々的に行って、そ

の島ニンジンのアピールに頑張ってほしいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 一応、質問事項の中で、今回、都計課の課長

には細々とパーセントを求めたんですけれども、

実際この数値計算は、不必要なのかなという考

えの中であえて質問したんですよね。これは執

行部の皆さんも御理解してほしいと思うんだけ

れども、我々まだ本村の中では、先ほどフォー

ムの問題とかいろいろあるんですが、ホームペ

ージとかＳＮＳで電子文書に浸透するまでには、

たけていないなと。ホームページで上げていま

すから、参加してくださいとかというのも、こ

れは方法かもしれないけれども、方策としては

まだまだなのかなと思っています。その辺をや

はり丁寧に、対面して意見を求めるようなこと

をひとつ提案して意見します。 

 あと２分40秒なんですけれども、実際、村長、

今回、2023年街の住みここちランキングで九

州・沖縄地区で中城村が去年11位から３位にな

りました。親しみやすさで１位になっています、

九州・沖縄地区でですね。今日このことを褒め

ようと思っていたんです、すばらしいですねと、

今後も頑張っていきましょう。 

 そうしたら、11時58分だったかな、今日この

ＳＮＳとかホームページとかの件で、できるだ

け口頭でやってくださいねというふうに伝えた

かったんですけれども、お昼食べていたら、上

下水道課のラインが入ってきました。説明は、

下水道料金を上げますので、興味のある方は説

明会に来てくださいという案内でした。そんな

言葉の使い方ってあるのかねって僕はもう憤慨

を受けて、褒めようと思っていたけれども、こ

れで一瞬に飛んでしまってですね。 

 上下水道課長、ラインでただ載せたからとい

ってさ、興味がある方って、これどういう条件

で僕は載せたのかなと。「いいんよーんあれー

ちちんよーあんどう」（言い方もあれば聞き取
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り方もある）という言葉があるようにね、受け

た人はショックですよ。僕これ聞いて、もう本

当、今日はもう全部やめようか思うぐらい腹が

立っていましたよ。 

 そういうことで、やはりラインというのは一

度載せてしまうと引っ込められないかもしれな

いし、見た人は憤慨も起きるし、やる気もなく

すし。水道料金を上げるから説明会を行います。

興味のある方は来てくださいって、何様かと僕

言いたいわけ。もし今これ見ている職員、今す

ぐにでもこれ直してほしいと思いますよね。や

はりちゃんと住民には説明をいたしますので、

時間の許す限り庁舎３階会議室までお越しくだ

さいという言葉遣いをしないと、村長、この辺

も強く指導してください。 

 以上、これで質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で新垣 修議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１４時１８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時３０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、比嘉 護議員の一般質問を許し

ます。 

 比嘉 護議員。 

○３番 比嘉 護議員 こんにちは。議席番号

３番、比嘉 護でございます。 

 許可を得ましたので、通告書に沿って一般質

問を行いたいと思います。 

 今回、この台風については十何名かが同じよ

うなことをずっと質問していて、皆さんも大変

だと思いながら、質問も何とか調整できないの

かなと思いつつ先輩方がこれはしょうがないと、

発表は発表でやりなさいということなので、皆

さんも大変だと思いますが、これだけ台風に関

しては皆さん興味もあるし、災害のことですの

で、一番の肝だと思いますので、今回の反省は

反省で踏まえて、引き続きよろしくお願いしま

す。 

 それでは、通告書に沿っていきたいと思いま

す。 

 大枠１番、台風６号について。 

 １、被害状況を伺いたいと思います。道路、

建物、人的被害、停電、各産業、海岸とか、そ

の他いろいろあったと思いますけれども、それ

を伺いたいと思います。 

 ２番、災害で問題が生じた場合の対応につい

て伺います。 

 ①独り暮らしなどの高齢者が動けなくなった

場合の対応はどうなっていますか。 

 ②独り暮らしの方々のリストアップはされて

いますか。 

 ③そのような方々との連絡方法、連絡網はど

うなっていますか。 

 ④このような災害対応のマニュアルはどうな

っていますか。 

 大枠２番、補助金交付団体についてでござい

ます。 

 ①子ども会育成連絡協議会について伺います。 

 ②青年連合会について、③婦人会について、

④老人会について、それぞれの活動状況、ある

いは目的、各団体への予算、支援はどうなって

いるか伺います。 

 大枠３番、北中城村との共同まちづくりにつ

いて、現在の進捗状況を伺います。 

 大枠４番、県議とのコミュニケーション強化。 

 今後の政策、施策などの県への要請、要望な

どをより円滑に進めるためには、ぜひ県議との

情報交換が不可欠であると思っていますので、

これから共同まちづくりは、今現在やっていま

すけれども、その後、中部広域の移行について、

あるいは県がやっている東海岸サンライズ構想

についてもありますが、そういった中で、ぜひ

コミュニケーションを取ったほうがいいという

ことで一般質問に上げさせてもらいました。 
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 以上、答弁をお願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、比嘉 護議員の

御質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては総務課と福祉課、大

枠２番は教育委員会と福祉課、大枠３番につき

ましては都市建設課、大枠４番はまた後ほど、

私のほうが所見を述べさせていただきたいと思

います。 

 まず最初に、大枠２番の補助金交付団体につ

いて、少しばかりお話をさせていただきたいん

ですが、昨日の一般質問、石原昌雄議員の冒頭

でもありましたけれども、当間の綱引き、非常

に私も同じく感銘、感激いたしまして、大変す

ばらしいお祭りだったと思います。 

 その中で老若男女、もう本当にお年寄りから

子供たちまで、もちろんその中には青年会も、

青年会というか青年の皆さんも非常に活発にあ

りましたので、本議会の冒頭で少し私が質疑の

中で、時代の流れでしようがないところもある

のかなということをお話しさせていただきまし

たが、少しばかり反省をいたしまして、やはり

できるだけ地域のこういう団体というのは、確

かに時代の流れではありますけれども、何とか

つなぎとめておくべきだなと。それがかなわな

ければ、この当間の綱引きのように、みんなが、

単体でもいいからつながれるような、まさに綱

引きじゃございませんが、つながれるような形

が取れればいいなと改めて思いました。 

 この場におきまして、また気持ちを新たにし

たところをまた皆さんにお伝えしたいなと思っ

て、今、発言をさせていただきました。 

 それと、４番目の県議とのコミュニケーショ

ンについても所見を述べさせていただきますが、

御質問の共同のまちづくりは、東海岸サンライ

ズ構想といったところまで多岐にわたりますの

で、これは中部広域への移行もそうですが、当

然、地元の新垣光栄県議を中心に、一緒になっ

て同じ温度で、温度差なく、全てのことを一緒

にやっていきたいというのが１つと、また、例

えば東海岸サンライズ構想だとか中部広域の移

行というのは、今度はお隣の宜野湾市の県議さ

んだとか、あるいは沖縄市の県議さんの方々と

の交流もどうしても必要になってきますので、

これも新垣光栄県議に音頭を取っていただいて、

お互い温度差なくそこに同じ方向に向けられる

ように、私も努力していきたいなと思っており

ます。 

 詳細につきましては、また各項目、担当課の

ほうでお答えさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 大枠２についてですが、

前課長のときからこの件については課題となっ

ており、いろいろ話をしてきましたが、解決に

至らず、難しい問題となっています。 

 先月の教育委員会会議でも、この件について

の話合いを行いました。どうにか活性化の方法、

手だてがないか検討を行っているところです。 

 詳細については、生涯学習課長のほうが答え

ます。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、大枠１、台

風６号についての被害状況についてお答えいた

します。 

 まず、停電につきましては、沖縄電力のホー

ムページの掲載数字として、最大で約6,900戸、

断水につきましては、世帯にして6,151世帯、

１万2,188人に影響が出ておりました。農作物

につきましては、サトウキビ、野菜作物、ヘチ

マやオクラ、果樹ではマンゴー等の被害が多く

あり、特に露地栽培の農作物について被害が多

くありました。 

 ほかに冠水、または浸水の被害や道路崩落等

10件、家屋や建物の損壊15件、その他倒木や車

両の破損等十数件、人的被害、強風による転倒



─ 160 ─ 

など２件、海岸・護岸の崩落１件、砂や軽石等

の漂着について、村内各所で被害が確認されて

おります。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 それでは、比嘉 護議

員の大枠１の２、①から④までと大枠２の④に

ついてお答えさせていただきます。 

 まず、大枠１の２の①ですが、災害で問題が

生じた場合、独り暮らしなど高齢者が動けなく

なった場合の対応という御質問ですが、そのよ

うな連絡がない限り把握ができませんので、基

本的には発見された方がまず救急車の対応など

が必要になるかと思います。 

 我々のほうで、今、事業で関わっている方々

についてお答えさせていただきます。 

 先日の比嘉麻乃議員のときにもお話しした高

齢者の見守りの事業における緊急通報システム、

配食サービス、健康飲料配布事業におきまして

は、業者がその人たちのお家に訪問しておりま

す。なので、その訪問時において何かしらの異

常を確認した場合については、すぐ包括のほう

に連絡が入ることになっております。連絡を受

けた内容に応じて、事業担当者や包括の職員が

電話をしたり訪問したり、また、緊急連絡先に

なっている家族に連絡を取ったり、そういった

対応をさせていただいております。 

 ②です。独り暮らしの方々のリストアップに

ついてです。 

 こちらは、毎年、沖縄県が10月1日現在の高

齢者の状況についての調査がございます。これ

は住基上の単身高齢者、または高齢者のみの世

帯、高齢者がいる世帯についての調査となりま

す。その調査があるため、10月１日現在でのリ

ストについては毎年作成しているところです。 

 今回、このリストを基にして、令和４年度に

災害時要援護者台帳システムのデータ更新のた

め、75歳以上の単身高齢者に対して、民生委員

による実態調査を行っております。その中で見

守り等の希望や見守りの必要性が高いと思われ

る方について、平時の情報開示に関する同意を

得ている方については、今後はまた地域の方々

に開示をして、平時の見守りとかそういう体制

づくりについて活用していただきたいと考えて

おります。 

 ③についてです。そのような方々との連絡網

については、今回、民生委員が調査に入ってお

りますので、この75歳以上の今回調査をした

方々については、民生委員の皆さんももう既に

把握ができたものと捉えております。その中で、

通常の何かの見守りにおいては、民生委員の皆

さんが自分たちの足でこの調査をしております

ので、その後のフォローについてもお願いをし

ているところでございます。 

 ④についてです。災害対応時のマニュアルに

つきましては、先ほど総務課のほうからもあり

ましたように、地域防災計画におけるマニュア

ル等がございますが、災害時要援護者に対して

の支援マニュアルについて、村独自のマニュア

ルは今のところ策定はしておりません。内閣府

のほうで策定されている平成19年７月分の災害

時要援護者支援マニュアルというのが公表され

ておりますので、そちらのほうを参考に対応し

ていく形になります。 

 大枠２、補助金団体、老人会についてになり

ます。 

 先日、今年の第54回中城村老人クラブ大会が

開催されました。大会のスローガンとして、

「のばそう！健康寿命、担おう地域づくり」を

と、大きなスローガンを掲げられ、老人クラブ

会員として三大活動の健康・友愛・奉仕の実践、

介護予防事業や生涯スポーツを通し、健康的な

日常生活を楽しむこと、村老連と単位クラブの

活動を両立し、会員の維持・増進に努めること

が実践目標として採択されております。 

 実際にこの活動のスローガンのとおり、本村

の老連の皆様、単位クラブの皆様は、この目標
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を既にもう達成してどんどん伸ばしていってい

る優良クラブであると認識しております。 

 毎年、老人クラブの会員数は増えておりまし

て、現在18クラブ、1,165名ということで報告

を受けております。 

 老人クラブ育成支援の補助金につきましては、

村老連に対して132万円、９月補正で18クラブ

分の予算を、２クラブの追加をしていただきま

したので、トータル90万円、１クラブ５万円の

予算を執行しております。 

 以上となります。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 大枠２の①、②、

③についてお答えいたします。 

 それぞれ活動状況、目的、予算とあと支援、

補助金についてお話ししたいと思います。 

 ①中城村子ども会育成連絡協議会については、

例年、福智町との交流事業を中心に、ジャガイ

モ植付け体験、ジャガイモ収穫カレーパーティ

ー及び村子連活動報告会などを実施しておりま

す。会の設立目的としましては、会則からの引

用ですが、中城村における子ども会を普及促進

することにより、児童生徒の健全育成に寄与す

ることとしております。令和５年度予算は205

万6,282円、そのうち村からの補助金は140万

5,000円となっております。 

 ②中城村青年会連合会の活動についてですが、

これまでに食フェス、海岸清掃、釣りダービー

の開催やはたちの集いへの協力、中頭地区青年

団協議会運動会への参加などの活動を行ってお

りました。会の目的としては、会員相互の親睦

を図るとともに、村内会員の意義の向上に努め、

組織を強化し、併せて青年の体育及び文化の向

上を推進し、地域社会の発展に寄与することと

なっております。予算に関してですが、令和４

年度の当初予算は135万2,790円、村からの補助

は120万でした。 

 先日もお話ししましたが、青年連合会に関し

ましては、役員の成り手がおらず、令和５年度

総会後は休会となっており、令和５年度の予算

はございません。 

 ③婦人連合会は、平成30年度に休会となって

おります。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 比嘉 護議員の大

枠３、中城村・北中城村共同まちづくりについ

て、現在の進捗をお答えいたします。 

 ７月から８月にかけてパブリックコメントを

実施し、パブリックコメントでいただいた意見

などを基に中城村・北中城村共同まちづくり計

画（案）の修正を行い、９月１日の中城村都市

計画審議会での報告を経て、９月５日に開催さ

れた第３回中城村・北中城村共同まちづくり計

画策定委員会で共同まちづくり計画（案）につ

いて意見を伺いました。その意見を基に、再度、

修正などの検討を行い、10月をめどに計画を策

定する予定であります。 

○議長 伊佐則勝 比嘉 護議員。 

○３番 比嘉 護議員 答弁ありがとうござい

ます。 

 台風については、先ほど来、この後もあした

からも続きますけれども、ほぼほぼ状況が分か

って、どんな対応をしたかということも理解を

しております。 

 今回、避難所を設置して防災無線での呼びか

けとか、村のホームページで知らせたりとか、

公式ＬＩＮＥでやったということですが、やは

りまだまだそういうことを見れない人たちがい

るということで、この間も、石原議員からもあ

りましたけれども、広報カーみたいなものをど

うかというのもありましたんで、ぜひ中城村に

おいてはそういう方々も多いので、その辺も検

討してもらって、今回いろんな方々からいろん

な意見が出て、それぞれ各課が対応したのも

重々理解をしておりますので、次に何かあった
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ときに、それを教訓に生かしてやっていければ

いいなというふうに思います。 

 沖縄県でも今回の台風６号で、あと、企業と

の連携といいますか、地域は忘れましたけれど

も、ゴルフ場がお風呂場を提供したとかいうの

もありましたし、私もちょうど台風のときには

那覇のほうで仕事をしていまして、那覇のほう

で４か所施設を持っていますけれども、１回も

停電にならなかったんですよ。それで問題ない

なと思って、風もそんなに強く感じなかったし、

ところが、南上原へ来たときに相当の風が吹い

ていて、これやばいなと思って村役場前を通っ

たら電気がついている。そのときにはここで避

難所というのも、私理解していなくて、今日何

かあるのかなと思いながら通ったんですけれど

も。 

 そういったところで、避難所も設けていろい

ろやったということは、すごく評価できますし、

今回一番、人的被害が２件あったということだ

ったんですが、大事に至らなかったということ

で、その辺はほっとしていますが、あと農産物、

いろいろサトウキビだったりマンゴーだったり

ヘチマとか、いろいろ被害があったみたいなん

ですが、それに対する補助とかいろいろあるよ

うな話もされていましたので、その辺はぜひ積

極的に、この件に関してもなかなか村民の方々

が分からない人たちが多いということですので、

逆に執行部の皆さんのほうから、どういう形で

お知らせするのかというのもそれぞれもう分か

っていると思いますので、ぜひその辺は皆さん

でまた協議してもらって、次につなげていけれ

ばいいなと。 

 特に、こういうのがあるけれども分からない

という、我々もそうですし、初めて聞いて、あ

そうなのかっていうのもありますので、逆にそ

ういうふうに疑問を持っている方は窓口に行っ

て聞きますけれども、そこに来ない人たちのほ

うがほとんどだと思いますので、その辺は皆さ

んも重々御理解をいただいて、ぜひ村民のため

に一肌も脱いでもらいたいなと思います。 

 台風も僕もいろいろ経験していますけれども、

私はたまたまサービス業をしているので、ホテ

ルでは、もし停電になったときどうするかとい

うと、まず浴槽に水をためてくれと。これはト

イレに流す水もそうですし、最悪シャワーが出

ないのでというのもありますし、ホテルの場合

は非常電源がありますので、多少のことはでき

ますけれども、本当に台風被害があったときと

いうのは、翌日の朝食が出せない場合があるん

ですね。それを最低限、非常用電源でまず米を

炊くのを確保します。それと、ホテルですので、

チェックイン、チェックアウトがありますので、

それの端末機の非常電源を取ります。 

 これが大きなことで、もう一つは冷凍庫。冷

凍庫も非常電源で確保するんですよ。それでや

った場合に、朝も大体30品くらい出しています

けれども、最悪15品ぐらいしか出せないとなっ

たとき何をするかというと、今度は昼間のラン

チでカレーを出すんですよ、無償で。今回、備

蓄品も出したということもありましたし、ただ、

これがもしかしてカレーに変わったら少しいい

のかなと。これは料理長と話をしたときに一番

コストが安くて時間がかからないのはカレーだ

ということだったんでそういうのをやりました

けれども、例えば今回も延べ37名でしたっけ、

避難されたということを伺っていますので、そ

れぐらいだったら、カレーもいけるのかなと思

いつつ、常に我々は、私はというか、職場では

お客さんのために考えているんです。ここに来

ると、村民のために、住民のためにというのが

ありますので、もしかしたらそういうこともい

いのかなと。 

 ただ泊めるんじゃなくて、よくやっていたの

はビデオ放映、子供用と大人用の両方に分けて

放映したとか、あるいはトランプで遊んでもら

うとか。たまにしかやらないトランプなので、
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意外と盛り上がったりもするので。その辺の細

かいところもできればいいのかな。これ人がか

かるし、金がかかることなので、その辺はまた

皆さんで、ほかのものがあるかもしれませんの

で、その辺を参考にしてもらって、次回もし何

か避難した場合には、その人たちに対してもそ

ういうことができれば、少しはいいのかなとい

うふうに思いました。 

 そういったことで、今回の台風に関しては、

皆さんの協力の下、いろんな方々が動いてやっ

ていただけたということだったので、早めに皆

さん、会議があると思いますけれども、台風対

策会議が終わった後の反省を踏まえて、ちゃん

としたマニュアルまではいかなくても、行動表

みたいなものをつくってやっていけばいいのか

なというふうに思いました。 

 台風被害に関してはそういうところでござい

ます。 

 あと、自家発電機の問題も出たんで、今日、

新垣 修議員からあった電源の問題、発電機、

停電の問題もあったので、早速動いて、ほかの

企業の方々と会議を持つということなので、一

歩ずつ進んでいけば、中城はこういう問題が出

たというのであれば、また一歩進むのかなと思

っていますので、ぜひ修議員等を中心に、先ほ

ども一緒に行ってくれというような話があった

ので、それはぜひ期待したいと思いますんで、

よろしくお願いします。 

 台風に関しては、もう何回も聞いているので、

それぐらいにしたいと思います。 

 あと、補助金交付団体についてですけれども、

私も社会人になって、企業に入ったおかげでな

かなか活動もできなかったんですが、この間、

村の陸上競技大会に久々に見に行きました。そ

こで思ったのが、この間、今、青年会があると

ころというのは、津覇と久場ぐらいですか、あ

るのは。それで、運動会はほかのチーム、村か

らも出ていたんですけれども、残念ながら自分

のところの当間とかは運動会に出ていなかった

んです。ふと見たときに小学生のリレーだとか

中学生のリレーがあったんですけれども、もし

かしたらその中に当間とかは出ていないのかな

と。大人が出ていないで、子供たちはもしかし

たら出ていないのかなということを感じたので

すごく何か子供たちに対して申し訳ないなと思

った次第です。 

 今、子ども会もほとんどがあるんですけれど

も、入っていないところが、これも当間と屋宜

でしたっけ、子ども会は。 

 ということで、婦人会も今休会ということに

なっていまして、先ほど教育長からもありまし

たけど、協議をしたということで、その中でも

一応、問題視しているということだったので、

ぜひこれもこの間の予算の説明の時に私が質問

したら、そこからいろんな意見が出ていました

けど、やはり当局としても、地域の問題、自治

会の問題ではあると思いますけれども、ぜひこ

の問題に関しては、これはまた子ども会、青年

会、婦人会というのはそこそこのキーマンです

ので、各地域の。そういう方々の、成り手がい

ないといういろんな問題はあるはあるかもしれ

ませんけれども、ぜひこれは自治会長も含めて、

それについて、当然我々もそうですけども、何

とかして残してあげたいと。 

 先ほどは村長の答弁がありましたけれども、

当間の綱引きでいうと、確かに小さい子供たち

から中学生、高校生、婦人会もそうだし、婦人

のメンバーも、青年のメンバーも、老人のメン

バーも参加しました。あれが一つの姿だと思い

ますので、それぞれそういう形でぜひ担当課の

ほうは声がけをして、１回集まってみると。そ

れぞれ、我々もそうですけれども、皆さんの執

行部の方もそれぞれの地域に住んでいますので、

それを伝って、そういう方々と接触して、何と

かできないものかなと思いますので、その辺に

ついて、生涯学習課にお尋ねしますけれども、
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どうでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 教育長からもお話、先ほどありましたように

先月の教育委員会議でもいろいろお話出まして、

教育委員の皆さんも非常に憂慮、私たちもそう

ですが、しております。 

 その中でもいろいろ意見が出まして、まず、

元青年会とか婦人会のＯＢ、ＯＧの皆さんを集

めて意見交換会しながら、情報を得ながら、何

か手だてがないかということで、そういった機

会の場を設けようということで今考えておりま

して、議会終わりまして、早速それに取り組ん

でいきたいと考えているところです。 

○議長 伊佐則勝 比嘉 護議員。 

○３番 比嘉 護議員 ありがとうございます。 

 ぜひこれは下火になっているということを考

えると、今後の交流の場がなくなると。あと、

中城のもともと持っている良さがなくなります

ので、ぜひこれはですね、今、私ずっと言って

いますけれども、子供の問題、福祉の問題、教

育に関してはもうマストだとずっと言っていま

す。ぜひこれは、これからまたまちづくりの話

もしますけれども、この各団体の組織というの

も重要ですので、そういうところから支えてい

って、中城を盛り上げたいなと思いますので、

引き続きよろしくお願いいたします。 

 あと、３番、北中との共同まちづくりについ

てでございます。 

 私も村議になって初めての質問がそうでした

けれども、中城の一番の問題は土地活用、利活

用がなかなか難しいという話を何回もさせても

らいました。なかなか家が建てられない、ある

いは企業が入ってこれない、いろいろ情報を聞

くと、共同まちづくりという話が出まして、今

年になって本格的にいろいろ村長が組織を改編

して参与を入れたりとかいうことをしています

ので、動くんだろうなというふうに思っていま

して、実際動いています。 

 先ほど申し上げましたけれども、この共同ま

ちづくりの後に中部広域、そして県が掲げてい

る東海岸サンライズ構想がありますので、これ

を１個ずつ詰めていかなきゃいけないと。今そ

れぞれ都市計画課を中心にやっていると思いま

すけれども、そこに関わる今の組織、課はどこ

とどこが、会議やっていますよね、今。どこと

どこが入っていますか、役場内の課のほうは。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 中城村と北中城村の共同まちづくり計画とい

うことなので、全課を通じるものではあるとは

思うのですが、この計画の中では主に土地利用

の具体的な実現化方策として掲げる中では、都

市建設課、まちづくり推進課で、自主防災組織

とか防災の面で総務課、公共交通の面で企画課、

農地法とかそういうものに関して産業振興課、

歴史まちづくりに関して生涯学習課、主にこの

６課で進めているところではあります。 

○議長 伊佐則勝 比嘉 護議員。 

○３番 比嘉 護議員 ありがとうございます。 

 今申し上げた、今取りあえず入っている課が

幾つか今言われましたけれども、ぜひこういう

やはり大きなプロジェクトですので、私は本当

にこの共同まちづくりに関してはとても重要な

案件だというふうに理解をしていますし、それ

に携わる方々のもっともっと熱意、熱意という

かやる気というか、やっているとは思うんです

けれども、その辺をどんどん何ていうのかな、

内外にもアピールしてもらって、ぜひ盛り上げ

ていって、今度、共同まちづくりに関しては、

今月に３回目が終わったと。その次に待ってい

るのが、また北中といろいろ話合いあると思い

ますけれども、今度は県に対しての要望しなき

ゃいけないということでございます。村長は、

もう村長の役割はほぼ終わっていますよね、も
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う組織つくって予算つけてやっているので。あ

とは皆さん、今回、参与がここに入ってきまし

たので、参与はもともと県の職員でもあります

し、彼の持っている情報、あるいは県の中の情

報も大分持っていると思います。彼の持ってい

る情報を今度は県と調整をしなきゃいけない。

でも、県は県で、やはり人間ですから、担当者

が早く進める人とゆっくり進める人、絶対いる

と思うんですよ、そういうのが。その中で、参

与にはもう１回、また県との調整も含めてやっ

ていただきたいというふうに思いますので、ぜ

ひこれは参与も含めて、皆さんでこの共同まち

づくりに関しては対応を引き続きやってもらい

たいと。 

 その後に、さっき言った中部広域とかいろい

ろありますので、その辺もリンクしながら今後

の中城の方向性もある程度、決まってくると思

いますので、それを北中と一緒に、北中も絶対

にメリットがあると思います。そのメリットを

生かして、お互いがウィン・ウィンになるとい

う関係が一番大事ですので、その辺をぜひまた

盛り上げるという意味で、機運を高めるという

ことで続けてもらいたいというふうに思います

ので、よろしくお願いします。 

 あとは、北中はどっちかというと沖縄市に近

い、中城は宜野湾に近いと、先ほど村長もおっ

しゃっていましたけれども、これからまたいろ

んな首長の人たちとも調整をしなきゃいけない

ですので、その辺はまた、村長は結構いろんな

方々を知っていますので、その辺をまた調整し

てもらって、皆さんが思う存分動いてどんどん

どんどん進めていって、このまちづくりに関し

ては、先ほどもありましたけれども、初めての

試みでございますので、ぜひそれを対応しても

らって、これから中城の開けたところ、当然、

先ほどから言いましたけれども、子供たち、福

祉、教育は当然やりながら、こういうまちづく

りもやっていくということで、二刀流でいけれ

ばいいなと思いますので、ぜひその件に関して

はよろしくお願いしたいと思います。 

 あと、４番、最後に県議とのコミュニケーシ

ョンですけれども、先ほど来、申し上げている

とおり、共同まちづくり、そして中部広域に移

行、それと東海岸の問題がありますね。 

 いろんな方とやはり、県議の方とも話をしま

すけれども、情報がすごいんですよね。僕のほ

うが勉強不足かもしれませんけれども、やはり

皆さんの持っている情報と、例えば県議の情報、

今、県議も中部には５名いますし、うちのほう

には、和宇慶出身の県議がいますので、ぜひそ

その方も含めて、どういう状況、今、県はどう

いう動きをしているかというのは、僕は月に１

回というのは多すぎるので、二、三か月に１回

でもいいから、情報交換というのは持ったほう

がいいというふうに思っていますので。 

 これは情報がやはりある人とない人では、も

う仕事量が全然違うんですよ。そういう意味で、

情報を持っている人というのは動きが速い。こ

ういう動き、こういうことがあるんだったらこ

うしようというまた発想も生まれてくるので、

ぜひその辺の、特に道路関係だったり、そうい

う今、共同まちづくりやっている部分とかとい

うのは大いに活用できると思うので、ぜひ中城

の県議である人を中心に、ほかの地区の県議の

方々も踏まえて取り組んでもらって、このコミ

ュニケーションというのは、これは我々とのコ

ミュニケーションもそうですけれども、皆さん

の横のコミュニケーションも大事ですし、コミ

ュニケーションって簡単に言っていますけれど

も、情報共有というのはとても大事ですので、

その辺はぜひお願いしたいなというふうに思い

ます。 

 村長に伺いたいなと思ったけれども、先ほど

まちづくりに関してはおおむね順調にいってい

るということでしたので、せっかちな村長がそ

う言っているので、多分大丈夫だなというふう
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に思っていますので、ぜひそれは成功させても

らって、先ほどの台風のを含めて、台風は台風

でいろんな問題が出たので、これをまとめて、

いろんな意見が出たのを精査して、一つの形に

する。これが一つのマニュアルになります。 

 先ほどの補助金の団体がありましたね、子供、

青年会、あと婦人会、老人会と。この今、休会

しているところをぜひ復活させるということ、

これもとても大事ですのでお願いしたいと。 

 北中との共同まちづくりはもう絶対にやるべ

きです。やるべきというか、もう進んでいます

ので、確実に取り組んでください。 

 あとは、コミュニケーションはぜひよろしく

お願いします。 

 ということで、僕の一般質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長 伊佐則勝 以上で比嘉 護議員の一般

質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで

した。 

散 会（１５時１０分） 
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○議長 伊佐則勝 おはようございます。これ

より本日の会議を開きます。 

（１０時００分） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 質問時間は、答弁を含めず30分以内とします。

それでは、通告書の順番に従って発言を許しま

す。 

 最初に、玉那覇 登議員の一般質問を許しま

す。 

○２番 玉那覇 登議員 みなさん、おはよう

ございます。議席番号２番、玉那覇 登でござ

います。 

 ただいま議長の許可を得ましたので、通告書

を読み上げて一般質問したいと思います。よろ

しくお願いします。 

 大枠１、災害対策について。 

 近年の豪雨や台風など自然災害などにより各

地域で災害が発生し、死者や被災される方々が

増えてきているように思います。去った台風６

号では、大きな被害と大規模な停電をもたらし

ました。被災された方々にお悔やみとお見舞い

を申し上げるとともに、早期の復興を願ってい

ます。 

 そこで、本村でも様々な被害があったと思い

ます。被害の状況はどのようなものがありまし

たか伺います。また、土砂災害警戒区域指定の

変更もあったと思いますが、これもあるか伺い

ます。 

 次、区域指定場所の災害対策等について伺い

ます。 

 大枠２、新型コロナ関連について。 

 新型コロナ感染症は、５月８日以降、第２類

感染症相当から第５類感染症に引き下げられま

した。第５類移行後の医療の現状や医療費への

影響について伺います。第５類移行後の村のコ

ロナ対策業務の変更点などについてもお伺いし

ます。 

 大枠３、マイナンバーカードについて。 

 マイナンバーカードを使って住民票を発行し

たら他人の住民票であった、マイナ保険証に別

人の情報が登録されていたと、公金受取口座で

本人でない口座が登録されているとか、別人の

年金記録が閲覧できるとか、ポイントが別人に

付与など、累計で8,000件余る様々なトラブル

が続出して、マイナンバーカードを返納する動

きも出てきている。 

 そんな中、岸田総理は８月４日の記者会見で、

紙の健康保険証を来年の秋に廃止する予定と言

っています。しかし、要介護高齢者や高齢者が

申請できずに取り残されないかなど、報道もあ

り心配されます。 

 そこで、何点か伺います。 

 本村の全体の取得率は何％か。65歳以上の取

得は何％か。健康保険証をひもづけしている全

体は何％か。65歳以上は何％か伺います。 

 以上で、答弁をよろしくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、玉那覇 登議員

の御質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては都市建設課と総務課、

大枠２番につきましては健康保険課、大枠３番

につきましては住民生活課のほうでお答えをい

たします。 

 私のほうでは、お尋ねのマイナンバーカード

について、少々所見を述べさせていただきます

が、取得率アップのためにいろいろ国からも指

導などがあって、要請などもあって、一生懸命

やらせていただいたつもりですけれども、少々、

御指摘にもありますとおり、国からの指示云々、

あるいはトラブル続きの問題などで多少振り回

されている感というのは否めないのかなと思っ

ております。 

 ただ、村民に御迷惑にならないように、不利

益にならないように、また粛々と担当課のほう

でも頑張ってもらおうと思っておりますので、

御指摘の件はまた担当課のほうからお答えをさ
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せていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 おはようございます。 

 それでは、大枠１、災害対策について、村内

の被害状況についてお答えをいたします。 

 停電につきましては、沖縄電力のホームペー

ジの掲載数字として最大約6,900戸、断水につ

きましては6,151世帯、１万2,188人に影響が出

ております。 

 農作物につきましては、サトウキビ、野菜作

物、ヘチマやオクラ、果樹ではマンゴー等の被

害が多くあり、特に露地栽培の農作物について

被害が多くありました。 

 ほかに冠水または浸水の被害や道路崩壊10件、

倒木や車両の破損等数十件、人的被害として強

風による転倒などで２件、海岸、護岸の崩落１

件、砂や軽石等の漂着について村内各所で被害

が確認されております。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 おはようございま

す。玉那覇 登議員の大枠１番の土砂災害警戒

区域指定についてお答えいたします。 

 土砂災害警戒区域や地すべり防止区域の指定

については、沖縄県のほうで実施しております。

地すべり防止区域に指定された場所は、順次、

沖縄県のほうで地滑り対策工事を行っておりま

す。県からは現在、奥間地区の地すべり防止区

域指定に向けての同意取得の作業を行っている

と聞いております。 

○議長 伊佐則勝 健康保険課長 島袋かおり。 

○健康保険課長 島袋かおり 大枠２について

お答えいたします。 

 ５類移行後の医療の現状は、沖縄県９月７日

公表の入院患者数は210人、重症者数が４人、

病床使用率が23.8％となっております。 

 医療費につきましては、他の疾病と同じよう

に健康保険が適用され、一部自己負担となって

おります。ただし、高額なコロナの治療薬と入

院費の一部が９月末まで公費負担となっており

ます。 

 村のコロナ対策業務は、５類移行に伴い、食

料支援も３月で終了し、現在は感染対策や感染

状況などをホームページで掲載し、情報提供を

行っております。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 それでは、御質問

の大枠３についてお答えいたします。 

 本村のマイナンバーカードの取得率は、８月

末時点で63.6％となっております。全体の申請

件数、交付件数は、Ｊ－ＬＩＳから送信されて

くる情報から確認できますが、年齢別の情報は

確認することはできません。 

 総務省が公表している全国の65歳以上の取得

率としては78.8％となっております。 

 それから、保険証のひもづけに関しても、各

保険者の管理となりますので、こちらでは把握

することはできておりません。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 順を追って再質問を

させていただきます。 

 じゃ、上から、村内の被害の状況については

大湾課長には昨日からもう何回も同じことを言

わせて申し訳ないなと思うところでありました。 

 土砂災害区域の指定ということで……、あ、

被害の状況についてですけれども、津覇の避難

路が崩壊しているということは確認しています

か。どなたかお願いします。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 津覇の避難路２か所が倒木により通行困難と

なっているのは承知しております。この倒木の

撤去作業は現在行って、通れるような状態には

なっております。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 
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○２番 玉那覇 登議員 ちょっともしかした

ら確認していないのかなと思いますが、避難路、

津覇小学校の後ろから上がっていく避難路があ

りますよね。避難路を上がっていったら、鉄塔

の広場があります。さらに上に上がっていくと、

津覇の拝所があるんですけど、そこの拝所の近

くの道路が大体幅４メーターぐらいの避難路で

すけど、長さ10メーターぐらい、半分ぐらい崩

れているんですね。 

 そこは確認していますか。もう、すぐ拝所の

近くです。鉄塔も過ぎて。下のほうの倒木は確

認はやっていますけど、この避難路が崩れてい

るところの確認はできていますか、お願いしま

す。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 今現在、この終点

のほうの、今、玉那覇議員がおっしゃられたも

のに関してはまだ聞いておりませんでした。早

急に確認して、対応を検討していきたいと思い

ます。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 この場所は上のほう

から、南上原に上がる上のほうから入って、津

覇の拝所の、上から車も入れますので、入って、

拝所から避難路に降りていく、すぐ近くですの

で、ぜひ確認して、かなり大きな工事になるん

じゃないかなと。工事車両については上から入

れますけれども、下からはもう階段ですので入

れませんから。 

 向こうに沖縄電力の鉄塔があって、沖縄電力

の会社の方が管理して、草を刈ったりきれいに

しているんですね。その大きな道が半分も車が

通れないですので、下のほうに墓もあって、墓

にもちょっと土砂が流れてきているような状況

ですので。かなり、これ予算がかかるのじゃな

いかなと思って、ちょっと心配していますけど、

早めに確認をして早急な工事が着工できるよう

に頑張ってください。よろしくお願いします。 

 それから、もう一つ、土砂災害警戒区域が津

覇に何か所かありますけれども、その中で今年、

これは強靱化、村がつくっている強靱化、何と

か冊子がありますけど、そこには載っていない

んですけど、最近変更になったというふうなこ

とを聞いているんですけど、この津覇の土砂災

害警戒区域、すなわちイエローゾーンから、土

砂災害特別警戒区域にレッドゾーンに指定され

たというふうなことを聞きましたが、これはま

だ確認は、都市建設課のほうでは確認はできて

いないでしょうか。 

 総務課のほう、大湾課長、お願いします。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 ただいま玉那覇議員がおっしゃられておりま

した津覇の国道沿いの件だと思います。そこに

ついては県のほうからイエローゾーンからレッ

ドゾーンに移行する、変更するということでお

話を聞いております。ただ、具体的なものにつ

いてはまだ確認は取れていない状況でございま

す。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 じゃ、具体的な通知

というか、そういったものは正式には来ていな

い、まだということになるんですかね。 

 いずれにしてもレッドゾーンに変更されたと

いうことはありますので、もし変更された場合

にはそれなりのまた住民への周知をしないとい

けないというふうなことがありますので、聞い

たところまだ何もないというふうなことがあり

ましたので、ぜひお願いしたいと思います。 

 今のレッドゾーンのところについては、私が

議員になってから何度か一般質問でお願いをし

ているところであります。この地域は、平成19

年度に８月に崩れて、26年度の２月にも崩れて

おります。県もここは24年から27年にかけて大

がかりな工事をしていて、県も重々承知してい
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るということで、県も分かっていますので、こ

れから要望をしていきますと、私が令和２年の

９月の議会で初めて質問をしたときの答弁であ

ります。これから取りかかっていきますという

ふうに答弁をされています。 

 その後、その年の12月にもまた同じようなこ

とをしまして、土木事務所と現場を確認を行っ

て、県のほうと土木事務所と次年度以降に調査

業務を行いますというふうな確認をされていま

す。 

 令和３年９月にも確認をしたら、排水管やコ

ンクリート等のひび割れ箇所が見られています

ので、測定、計測とかそういった県と連携して

経過観察を行っていくというふうなことも言わ

れています。 

 そのようなところを受けて、令和３年８月25

日に、周辺地権者５名の連名で村長に要請した

ところであります。早めに工事着工するように

ということで、土砂崩れの対策をするようにと

いうことでお願いしたところであります。 

 その後、９月に中部土木事務所から今年度も

調査業務を発注するというふうに確認している

ということであります。 

 進捗状況は進んでいるというふうに取ってい

ますけれども、令和３年、これは２年前の９月

ですので、今５年の９月、あれから２か年たっ

ていますけれども、現在の調査とかそういった

対策等の進捗状況はどのようになっているかを

伺います。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 玉那覇議員のおっしゃられる箇所は、一度、

その上のほうを平成24年から27年の間に地滑り

対策工事を入れている箇所で、その下が少し崩

れていて、コルゲート管とかが潰れていると、

そういうことになっていて、今、県のほうでは

経過を観察しながら、どう対策工事をしていく

か調査するということで受けております。 

 それから、県のほうからは、今、大きく動い

ているという報告はないので、まだ経過観察の

状況だと思われます。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 今回、指定区域が警

戒区域から特別警戒区域に変更されたというこ

とになれば、やはり警戒の度合いが上がったと

いうふうなことになりますので、そういった意

味では危なくなっているというふうなことです

ので、要請とかそういった対策も早めに進めら

れるんじゃないかなというふうには感じますけ

れども、その辺の今後の特別警戒区域になった

ことで、この対策についての進める見解を伺い

ます。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 イエローからレッドゾーンに変わったという

ことは、開発とか建築とかの制限がより厳しく

なってくるというものになってくるとは思うん

ですけど、今現在、指摘されている箇所は大き

な観点から見るとこの地滑りを助長する工事は

できないという、イエローゾーンからレッドゾ

ーンに変わったものを指定したものであって、

対策工事自体は先ほども申したとおり、平成24

年から27年の間に大きな地滑りを起こすものの

対策工事としては、県としては終わっているも

のと考えられます。 

 ただし、その前面部分が今、やはりちょっと

滑っていて、これを何かしら抑える工事をでき

ないものか県としては考えているものと思われ

ます。 

 全体としての大きな地滑りに対する対策工事

は、平成24年からの工事で終わっているものと

認識していると思われます。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 今ちょっと場所がち

ょっと食い違っているのかなと思いますけれど
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も、24年から27年度に工事したというところは、

大分上のほうなんですよね。国道沿いからする

と、トーヨータイヤがあって、４件、５件ぐら

いの上のほうの斜面なんですよね。今、私が言

っているのは下のほう、本当もっと下のほう、

全然やられていないところなんです。そこをず

っとお願いしてやっているところでありまして。 

 ちなみに私、令和２年にこの住民からお願い

されたときに、側溝がコンクリートの側溝じゃ

なくて金属の側溝がついていて、これはコルゲ

ート管というふうに呼ぶようですけれども、こ

れは幅が、側溝の幅は50センチぐらいあります

か。多分30センチですかね。とにかく幅がある

のが。 

 平成20年度に測定したときの19センチまで縮

まっているわけです。山からの土が、圧がかか

って19センチまで縮んでいるわけですね、20年

度には。 

 それで、21年度には、これが測定したら17セ

ンチ、もっと縮んでいます。19から17。 

 さらに、前回の台風６号の後、測定しに行っ

たら、もう完全に上は閉まっています。Ｕ字溝

の側溝ではなくて、もうパイプになっています。

中から水が流れている。ということは、それだ

け山からの圧がかかってきているということは

考えられるんですね。専門家じゃないけれども

考えられるんで、素人でも考えられますね。 

 だから、それがいつ崩れるか分からないとい

うことで、私はその場所を、再三お願いしてい

るのはそこなんですね。ずっと上の24年度から

27年度のほうの、上のほうのそろばん塾とかあ

るところの上のほうではないです。下のほうを

言っていますので、やはり先ほども言うように、

レッドゾーンになったということは要請しやす

くなっている環境になっているんじゃないかな

と思いますので、ぜひ取り組んでほしいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

 近年の気象用語とか情報として、記録的短時

間大雨情報とか線状降水帯とか、新しい用語が

出てきていますけど、最近の雨の降りようは非

常に考えられないぐらい降って、１日や２日で

月平均の観測を上回る雨が降ったりとかすると

いうふうなことでありますので、非常に地域周

辺の住民にとっては、夜も眠れないというふう

なぐらい心配されていますので、ぜひ対策を取

って、安全安心に自宅で過ごせるようにお願い

したいと思います。よろしくお願いします。 

 じゃ、大枠２に移りたいと思います。 

 大枠２、５月８日以降、５類に移行後、検査

費や治療費、治療薬が自己負担となっていて、

医療を控える人が増えているんじゃないかな。

少々の熱が出たって、病院に行かないとか、も

しかしたらコロナじゃないかなと思いながら病

院に行かないとか、そういった医療控えがよく

聞かれます。 

 そういったことで医療費は増えるのか減るの

かという増減が確実にあると思いますが、その

辺は、医療費の増減とかはどうでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 健康保険課長 島袋かおり。 

○健康保険課長 島袋かおり お答えいたしま

す。 

 医療費につきましては２か月遅れでこちらに

資料が来ますので、まだ正確な把握はできてお

りませんが、確かに軽症であったりすると医療

控えというのはあるのかなというふうに感じて

おります。それが医療費にちょっとどのように

影響してくるかというのは、ちょっとまだ分か

らないところではあります。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 じゃ、これからとい

うことですね。 

 ９月、今月いっぱいは国の補助というかある

ということですよね。10月からはもう本格的に

自己払いというふうになると捉えていますけど。 

 村のコロナ対策業務の変更点などがあるかと

伺ったのは、コロナに対するプロジェクトチー
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ムとかというのとか、そういうのはもう解散を

しているのか、まだあるのかということですけ

ど。 

 ワクチン接種についてはそのまま継続して続

けていると思いますが、引き続き続けていると

思いますが、今、春開始追加接種というのが65

歳以上と疾患のある人たちの、65歳以上がこれ

８月で終わって、９月からは全ての人、秋開始

追加接種というんですか、それになっています

けれども、この65歳以上の接種率とかそういっ

たものは、今はホームページでは出していませ

んので知ることできませんけど、その春開始の

接種率は65歳以上は何人ぐらい、何％ぐらいあ

りますか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 お答えいたします。 

 令和５年春接種に関してですが、８月27日現

在、今回公的関与、努力義務が課されているの

は高齢者と基礎疾患がある方々なんですが、高

齢者の接種率は中城村33.65％となっておりま

す。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 はい、分かりました。 

 今は秋開始で、この高齢者の例えば春開始で

８月いっぱいのものが今、秋にやってもいいと

いうことになっていますよね。 

 33.6％というふうなことで、少ないか多いか

とちょっと判断しづらいところもあるんですけ

れども、周りを見ますともう４回目とか５回目

とかというのはもういいんじゃないかというよ

うな声もよく聞かれるものですから、それで聞

いているんですけど、やっぱり私たちほとんど

が２回から３回以上接種しているというふうに

思いますので、なかなかあまりコロナに対する

危機感も薄れてきて接種率も低くなっているん

じゃないかなと感じてこういう質問をさせてい

ただきましたが。 

 いずれにしても５類に引き下げられたといっ

ても、コロナの菌自体は変わりませんので、強

さも変わらないので、我々は県からのＬＩＮＥ

を見ますと、緩やかに患者が増えてきていると

いうふうなこともありますので、私たちも十分

気をつけて、移らない、移さないというふうに

気をつけていきたいなと思っています。よろし

くお願いします。 

 続きまして、マイナンバーカードについてお

伺いします。 

 全体で63.6％ということで、65歳以上という

ようなことは個別には調べられないというふう

なことで、全国的には78.8％というふうなこと

であります。 

 村内の返納者というのは何名ぐらいいるか、

ちょっとよろしくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 お答えします。 

 現時点で６件の返納がございました。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 今、私がちょっと心

配しているのは、高齢者とかがマイナンバーカ

ードの取得がなかなかできないのかなというふ

うなことで、特に介護している高齢者であると

か、ちょっと認知症を持った高齢者であるとか、

そういった方々の取得は非常に難しいのかなと

思いますので、難しい中、またそういったマイ

ナンバーカードの恩恵を受けられなくて取り残

されないかなというふうなこともありますので。 

 それの取得には、家族とかそういった代理人

とかでも取得はできますか。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 このマイナンバー

は本人の意思を持って申請することになります

ので、代理では不可だったと思います。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 そうですね、写真も

撮らないといけないですしね。なかなか高齢者、

そういった施設等に入所されている方々につい
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ては、例えば座ったまま写真を撮らないと駄目

であるとか、ベッドの上で寝ている状態での写

真は駄目であるとか、いろんな条件をクリアし

ないといけないということで、そういった取得

が非常に難しいということで。 

 取得してもまたいろんなパスワードの管理で

あるとかいろんな難しいところもあるんですけ

れども、高齢者が私たち病院にも行けなくなる

のかなというふうに心配する方々もいますので、

そういった情報であるとか、そういった高齢者

の取得の促進等についても、考えられるところ

があれば考えてほしいなと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で玉那覇 登議員の一

般質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１０時３５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時５０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、小橋川恵美議員の一般質問を許

します。 

○１番 小橋川恵美議員 改めまして、おはよ

うございます。議席番号１番、小橋川恵美、議

長の許可をいただきましたので、これから通告

書に従いまして一般質問いたします。 

 大枠１、中学校の制服について。 

 中城中学校の女子の制服は、夏服、冬服と色

が変わり、通年使用ができず家計負担が大きい

と、保護者からの声があります。あとジェンダ

ー平等の観点から男女の制服のデザインも見直

す時期ではないかとの声もありますが、今後、

中学校の制服の見直しを検討できるか伺います。 

 大枠２、小中学校でのＩＣＴ活用の取組につ

いて。 

 コロナ禍に小中学校の児童生徒へ配布された

タブレットは、現在、授業でどのように利用し

ているのか、お伺いします。 

 大枠３、不登校児の対応について。 

 ３月議会においても小中学校の不登校生徒へ

の対応についてお伺いしましたが、新年度がス

タートして半年経過した現在の各小学校、中学

校の不登校児の人数をお伺いします。 

 大枠４、高校生へパソコン購入金の一部助成

について。 

 近年、教育現場へのＩＣＴ活用への取組で、

高校入学時に進学した学校の規定の端末タブレ

ットかパソコンの購入が必須ですが、進学時に

は制服代や教科書代、通学が始まれば交通費な

どの保護者の金銭的負担が大きくなります。 

 そこで、村の子育て支援としてパソコン購入

費の一部助成が検討できないか伺います。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、小橋川恵美議員

の御質問にお答えをいたします。 

 御質問１から４まで全て教育委員会でござい

ますので、教育委員会のほうで答弁をさせてい

ただきますが、村長部局といたしましても、そ

の教育委員会の判断を尊重いたしますので、い

ろいろ財政的な面もございますでしょうから、

その辺はまた教育委員会のほうでお答えをして

いただきます。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 大枠２についてですけれ

ども、今度の学習指導要領の改訂で、児童生徒

に情報活用能力を育成するように求められまし

た。ＧＩＧＡスクール構想の下、児童生徒一人

一人に応じた個別最適な学び、仲間と協力して

学ぶ協働的な学びの充実や授業の質の向上を図

るためにＩＣＴを活用して授業を行っています。 

 大枠２の詳細についてと大枠１、大枠３につ

いては主幹から、大枠４については教育総務課

長が答えます。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 
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○教育総務課主幹 森本雅人 大枠１について

お答えします。 

 中学校の制服の見直しについての検討は、現

在のところありません。物価高騰の折、制服の

費用の捻出は保護者にとって厳しい状況にある

と思います。制服を変更することで新たな負担

が増えるという見方も必要かと思われます。 

 ジェンダー平等の観点から、制服の在り方に

つきましては、生徒本人や保護者からの相談が

あれば、個別に制服の選択やジャージ登校を認

めるなど、性の多様性を踏まえ、適切に対応で

きる体制が大切かと思います。中城中学校にお

きましても、制服の選択について柔軟に対応し

ております。 

 大枠２についてです。 

 教育長の答弁にもありましたとおり、ＧＩＧ

Ａスクール構想の実現に向けた環境整備に配布

されたタブレットは、現在、個別最適な学びと

授業の質の向上を目指して活用されています。 

 具体的には、教科等の指導において教師によ

る教材の提示や、児童生徒がインターネットを

用いた情報収集、自己の学習の記録として写真

や動画機能も使用しています。 

 大枠３についてお答えします。 

 令和５年７月末現在、不登校とされる30日以

上の欠席者は、小学校が11名、中学校が14名、

合わせて25名となっています。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 大枠４について

お答えいたします。 

 高校生へのタブレットの購入費用の助成につ

いては、現在、沖縄県において１人当たり１万

5,000円の補助を行っております。購入費用と

しましては、４種類の端末から選ぶことができ、

価格から１万5,000円を差し引いた３万4,000円

から５万4,000円の範囲で購入することができ

ます。 

 高校生のタブレットにつきましては、本人所

有の物でとなりますので、村としてはさらなる

補助を行う計画は現在考えておりません。また、

経済的に購入が厳しい世帯においては、各高校

において、住民税非課税世帯の生徒を対象にし

た貸出し用端末を利用することができます。借

用に当たっては、各学校への申請となります。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 ありがとうございま

す。 

 では、再質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず大枠１の制服についてなんですが、私の

ほうでは保護者から、この大枠１の質問にも示

しているとおり、中城中学校の女子の制服に関

しては冬服と夏服の色が違っていて、それぞれ

に上下２枚ずつ購入しているということで、金

銭的負担も大きいというところがあります。ス

カートも夏用と冬用を購入しないといけないと

いうところですとか、保護者の声を一部紹介と

いうかお伝えすると、やっぱり金銭的な負担が

大きくなっているというところですとか。 

 案としては色を統一していただいて、上着、

中から着る上着は半袖にして、ジャケット、冬

になるとその夏服のセーラーの上からジャケッ

トなどを足して、なるべく枚数を増やさないよ

うにしてはどうかということですとか。 

 あと、男子に関してはワイシャツになるので、

夏服ですね、ワイシャツになるので、アイロン

を常時かけないといけないという状況でありま

す。今現在、いろいろノーアイロンのワイシャ

ツですとかポロシャツですとか、アイロンをか

けなくてもいいものもシャツとして出てきてい

るので、そういうちょっと細かいところを見直

していっていただくと、今後お母さん方も働い

ていますので、ちょっと家事の負担が減るのか

なというところもあります。 

 そういう観点から、先ほどちょっと今物価高

騰なので、現在また変更する予定はないという



─ 177 ─ 

ことではあったんですけれども、そういうとこ

ろから、生徒から見直しの要望ですとかという

のは出ていない状況でしょうか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 お答えします。 

 今のところ、児童生徒から制服の見直しにつ

いての要望等の意見は、教育委員会としては把

握しておりません。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 経済的にちょっと今

から変更していくのは難しいという状況であっ

ても、もう一つの質問の中にジェンダー平等と

いうことで、結構県内の中学校というのは制服

をみんな、高校はもちろんですけれども中学校

の制服に関しても、セーラーとか学ランからブ

レザーに変更しているのが多くなってきている

んですね、ここ何年か。そういう観点からは、

今後ブレザーに変更していって、女子でもズボ

ンが選択できるように考えていく必要があるの

かなと思うのですけれども、その辺はどうでし

ょうか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 教育委員会とし

ましては、この制服等を含めまして学校を取り

巻く社会環境や、児童生徒の状況に応じて絶え

ず変化するものだと思っています。 

 見直しに当たりましては、生徒の意見を聞き

ながら、地域や保護者の意見を踏まえ、今後見

直しも踏まえて検討していきたいと思っていま

す。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 やはり性の多様性と

いうところもありますので、ぜひ、今声が上が

っていないというところでそのままにしておく

のではなくて、今度、中学校も新建設して新し

い場所に移りますので、制服に関してもすぐに

来年から変更とかということはできないかと思

いますが、今後そういう観点から踏まえても、

協議していく必要があるのかなとは思うんです

けれども、保護者からのニーズもアンケートで

すとか、そういう細かい要望等、困っている点

なども把握するように、アンケートなどの調査

で一度調査をしていただく考えはいかがでしょ

うか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 御提案ありがと

うございます。そのように学校教育に関して児

童生徒が積極的に話し合う機会を設けること、

また意見を聞くためのアンケートというものは

大切にしなければなりませんので、今後、自分

たちの学校という主体的な態度を養える機会と

して、実施を検討していきたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 では、すみません。

１番に関してはぜひ生徒、保護者へアンケート

調査を一度行っていただいて、要望の把握です

とか現在の困っている点などを、声を聞いてい

ただくようにお願いいたします。 

 大枠２、こちらに関しては授業で活用してい

るということを、私も保護者から子供たちから

よく授業の中にタブレットを取り入れて使って

いるということを聞いたりしていますし、あと

読み聞かせに教室に伺った際などは、先生が読

み聞かせの絵本に出てきた分からないところな

どを、すぐインターネットで検索してその場で

皆さん、子供たちに教材を見せて、お話をして

いただいたりということで活用がなされている

なということは感じているんですけれども。 

 こちらのタブレットですが、もしコロナ禍の

ときには自宅に持ち帰って自習をしたりですと

か、オンラインでつないで自宅学習であったり

とかという活用もしていたかと思うのですけれ

ども、今現在もそういうオンライン授業などで

活用はしていますでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 お答えします。 
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 タブレットを使った家庭学習を、家庭でタブ

レットを使った学習は主にとは取り組んでいま

せん。病気等で長期休業した子に関しては、タ

ブレットを家庭に持ち帰って、朝の健康観察、

また本人の負担のない範囲で授業等の様子を見

せるという取組を行っている学校もあります。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 では、自宅でのオン

ライン学習に関しては、中城では推奨して行っ

ているということではないということでしょう

か。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 ＩＣＴの学校の

教育の情報化についての大きな目的は、情報活

用能力と教科の学習目標を達成するという目標

があります。教師によるＩＣＴ活用と児童生徒

によるＩＣＴ活用です。子供たちは学習の場で、

授業の一環としてＩＣＴを使うということを目

的にしていますので、まずはそこを中心に、家

庭はその次、機会に応じて状況に応じて使用す

るというふうに考えております。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 タブレットの活用方

法、よく分かりました。ありがとうございます。 

 では、大枠３ですが、不登校児の対応につい

てなんですけれども、小学校が11名、中学生で

14名、計24名が今年度は長期の不登校というこ

とでありますけれども、あ、25名ですね、失礼

しました。25名ですね、ごめんなさい。 

 これは、今現在、令和５年ですが、令和４年

度、令和３年度の人数も分かればお伺いします。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 お答えします。 

 今、資料には令和４年７月末の数は把握して

おります。合計で23名となっております。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 これは小学校と中学

校の内訳も教えていただいていいですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 お答えします。 

 令和４年７月末現在、小学校が７名、中学校

が16名となります。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 今、コロナ禍も開け

て、大分生徒たちもマスクも外して自由な状況

になっているかとは思うのですが、登校がしや

すい状況になっているかと思うのですが、若干

ちょっと数字的には増えているなということを

感じるのですけれども、その要因というか、も

し分かれば教えていただけますか。考えられる

要因。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 不登校の要因に

つきましては、複合的なものが多く含まれてい

ます。主なものとしては、生活の乱れ、友人関

係、親子関係といったものが挙げられています。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 では、複合的な様々

な要因があるということではありますけれども、

その児童に対して、学校側、教育委員会側には

どのような対応をしていらっしゃるのでしょう

か。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 お答えします。 

 不登校に関しては、組織的、計画的、継続的

な取組が必要かと思われます。学校に関しては、

チームで対応することが求められると思います。 

 教育相談や行政、それから医療と連携する、

何より早期発見、早期対応が必要だと思います。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 先ほどこの不登校の

定義には30日以上の長期間の欠席の日数という

ことであったのですけれども、この不登校とな

るとこの欠席している人数ということにはなる

のですけれども、その子たちは自宅で学習して

いたりですとか、別の場所に通っていたりです
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とかということがあると思うのですけれども、

その詳細というか、詳しい、例えば自宅で個別

学習をしているですとか、別の施設で勉強をし

ているとか分かる範囲で情報があれば教えてく

ださい。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 不登校で登校が

難しい子に関しては、学校から電話や担任が家

庭訪問を行っております。それで、担任から学

習のプリントが、状況によっては先ほどありま

したようにタブレットを用いた学習、授業を見

せるなどの取組も行っております。 

 何名の子が自宅での学習、また他の民間機関

への教育を行っているかという人数は、正確な

ところは把握しておりません。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 先ほど他の施設に通

っていらっしゃる子もいるということでしたが、

その人数は把握はされていらっしゃらないとい

うことでしょうか。 

 それで、そういうのはフリースクールという

ことになるかと思うのですけれども、そういう

フリースクールに通う子は学校を出席扱いとい

うことになりますか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 お答えします。 

 フリースクールに通う児童生徒の人数は把握

しております。令和５年７月末現在、合計40名、

小学校が32名、中学校が８名となっています。 

 フリースクールに通う児童生徒に関しては、

登校にはカウントされません。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 フリースクールに通

う子は出席扱いにはならないということであり

ましたけれども、今現在、中城村で40名の子が

フリースクールに通っていらっしゃるというこ

とは、この不登校のカウントにも入っていない

ということになるのでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 フリースクール

に通う児童生徒に関しては、出席扱いにはなり

ません。不登校数には入りません。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 不登校数には入らな

いのですけれども出席扱いにもならないという

枠であるということですね。分かりました。 

 では、再質問のほうで、このフリースクール

というのは別途に授業料が、親のほうでフリー

スクール側に月謝のようにお支払いしていると

思うのですけれども、特に自治体、ほかの自治

体によってはこのフリースクールに通う授業料

を補助している自治体等もあるようですけれど

も、中城村ではどのようになっていますでしょ

うか。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 校長は基本的に義務教育

は公立の学校に通うように保護者のほうに伝え

ています。ただ、保護者の教育に対する考え方

で、宗教関係であったりとか、あるいは英語を

学ばせたいという様な保護者の考え方でフリー

スクールに通うというのがあったり、いろんな

考え方の下で公立の学校に通っていない児童生

徒がいます。 

 しかしながら、学校のスタンスとしては公立

の学校に、あるいは私立でもいいんですが、出

席扱いになる学校に通うようにという話をして

いますので、フリースクールに通うための支援

はしていません。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 ありがとうございま

す。そうですね、フリースクールに通う子が結

構親の選択でフリースクールに通っている子が

結構な数いるということですけれども、今後、

今もそうだと思うんですけれども、様々な学び

のやり方というのがあると思いまして、今回25

名はフリースクールに通っているとかではなく
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て、家で自主学習をしていたりとかということ

で不登校ということではあるんですけれども。 

 先ほどの２番のＩＣＴの活用というところに

またちょっとお話は戻りますが、この生徒の情

報活用、学習の場でタブレットを利用している

ということではありましたけれども、この不登

校になるべくならないように、環境をもってい

くという観点から、自宅でも学べるように常に

オンライン授業ができるようなシステムを、中

城村独自で構築していくというか、お休みをし

ても家で学校の様子、教室の様子が分かるとい

うことで、ＩＣＴを活用して今後そういう準備

をしていくという方向性はないか伺います。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 お答えします。 

 不登校児童生徒に対する多様な機会の確保と

いうのは必要だと思います。御提案ありました

ように、ＩＣＴを用いました学習支援というの

は今後必要になってくると思います。本人の状

況に応じて多様な学びを提供していきたいと考

えております。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 ぜひ、せっかくタブ

レット環境、子供たちもタブレットを使って授

業を楽しんだり、家でも大人よりも上達してい

る状況だと思いますので、もう少し自由な、せ

っかくこの機材等の準備が整っているので、あ

と教室等にカメラを配置して、ちょっと来れな

い状況のときには自宅から教室の様子がいつで

も分かるということが通常に行えるようにして

いただけたら、もう少し不登校ですとかが減っ

ていくのかなと思っておりますので、ぜひこれ

でとどまらず、もう少し中城村は先駆けてＩＣ

Ｔの活用を深化していっていただけたらなと思

っております。 

 では、４番の高校生へのパソコン購入の一部

助成についてお伺いします。 

 県のホームページ、この要望も今回、子供医

療助成を18歳まで拡充していただいて、子育て

中の親としては大変感謝しておりまして、また

パソコン購入の一部も助成へということのお願

いというのはちょっと厚かましいかなと思う部

分もあるのですけれども。 

 確かに現在、県の教育委員会のサイトからタ

ブレットを購入すると、先に１万5,000円の補

助が入っている状況です。安いもので３万

4,000円、高校によってはそういうサイトから

ではなくて、本格的なスペックが必要なパソコ

ンを購入してくれということで、14万近くのパ

ソコンを購入する必要がある高校もあります。 

 今現在、入学時に義務教育の間は教科書代で

すとか全部無料ではあるんですけれども、高校

進学となりますとこの教科書代、制服代、体操

着などの準備金で約15万ぐらい費用が必要とな

ってきます。それにタブレットの購入となると、

安いタブレットを購入しても18万から19万、準

備金が必要となってくるんですけれども、県の

補助はもちろん重々承知はしているんですけれ

ども、今後、子育て支援としてその３万4,000

円の半分の１万5,000円ぐらい、中城村独自と

してこの補助をもしできるのであれば、してい

ただけるようにということで検討はできないで

しょうか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 現在、小中学校で活用しているタブレットに

つきましては、村の備品、学校の備品として整

備していますので全員に無償として貸出しを行

っております。 

 教育委員会としては高校生の部分については

基本的な所管担当課ではありません。関連する

のでこちらでお答えしておりますが、タブレッ

トの金額につきましては、多少金額の大きい、

小さいがあります。世帯の負担に関しては、先

ほど申したとおり、高校によっては非課税世帯
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につきましては貸出し等もあります。 

 その旨をいろいろ考慮しまして、今後、子育

て支援等、もしくはこの事業が実施することが

必要と判断される場合においては、ほかの関係

課、担当部署と確認しながら、対応可能かを検

討したいと考えております。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 ありがとうございま

す。 

 せめて、この対象の子供たち、高校に上がる

子供たちということでもなくて、非課税世帯に

関しては自分たちで購入するということではな

くて、各学校の機材を貸出しということにはな

りますので、もし可能であれば非課税世帯のお

子さんのタブレット購入の補助から先駆けて、

もし取り組んでいくことができましたら、強く

要望したいと思います。 

 これで私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 以上で小橋川恵美議員の一

般質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１１時２５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、金城 章議員の一般質問を許し

ます。 

○１２番 金城 章議員 皆さん、こんにちは。

これから一般質問を行います金城 章でござい

ます。答弁によっては早めに終わりますので、

ぜひいい答弁を期待しています。 

 それでは、大枠２番、少し、「宜野湾横断道

路及び道路行政について」に変更をお願いしま

す。あとの部分も読みながら変更していきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 大枠１、里道拡張整備についてであります。 

 この件は、里道というのは山の中の里道とか

そういうことは言っておりません。緩和区域内

の里道です。以前からよく言いますけれども、

旧集落道路です。戦前では大きい、1,800の幅

の道がある地域であります。 

 各地域の里道整備の状況はどうか。 

 ②今後の里道整備計画は考えるか。 

 大枠２です。宜野湾横断道路及び道路行政に

ついて。 

 ①宜野湾横断道路の進捗状況はどうか。これ、

県との話合いはあったかどうかです。毎回のご

とく議会のたびに質問していますけれども、県

との話合いの中身が知りたくて質問しておりま

す。 

 ②宜野湾横断道路の必要性を当局はどう考え

ているか。 

 ③宜野湾横断道路の工事は中城村より沖縄県

へ早期着工するよう要請すべきと考えるが、ど

うか。 

 ④県道29号線、これは登又地区より高速道路

東側へ、旧のサンヒルズ前のファミリーマート

の近くから道路東側へ移動する案はどうなのか。

また、沖縄県としてどうなのか。この質問を出

したのは、29号線が司令部に突き当たって、い

つも中城側で混雑が発生しています。その件で

県道の変更はできるのかどうなのか。今、北中

は県道の横断線が出来上がっております。そこ

への付きつければ、交通解消ができるのではな

いかと思っての案です。 

 大枠３、旧役場跡地、中学校跡地の利用につ

いて。 

 ①旧役場、中学校跡地、今後の跡地利用計画

の考えはどうか。また、話合いはあったか。進

捗状況です。 

 大枠４、台風被害について。 

 これも皆さん、質問が多いですけれども、簡

潔にでよろしいです。台風被害の状況。特に北

浜、南浜地域の災害状況を教えてください。ま

た、今後の対策をどう考えるか。 

 ③農産物の被害状況。 
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 それと、沖縄県は台風が多くて、台風時期、

農産物の生産が行えません。そこで、台風時期

での生産維持と農産物の増を図るためにどう考

えているか。 

 ⑤農家の支援についてであります。 

 これは６月議会で再質問をするのを忘れまし

て、また出してあります。農家の支援対策です。

農薬・肥料等の高騰で農家は逼迫していますの

で、ぜひその考えがあるかどうかです。６月に

もやりましたけれども、他市町村より大分少な

い補助金でありますので、ぜひそこを聞きたい

と思います。 

 大枠６、これも小学校校舎の建設についてで

あります。 

 ①小学校校舎建設は、進捗状況はどうか。ま

た工期内に仕上がる予定なのかどうなのか。さ

っき大城議員の質問にも答えたんですけれども、

またぜひよろしくお願いします。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、金城 章議員の

御質問にお答えをいたします。 

 大枠１番、大枠２番につきましては都市建設

課、大枠３番についてはまちづくり推進課、大

枠４番が総務課と産業振興課、大枠５番は産業

振興課、大枠６番につきましては教育委員会の

ほうでお答えいたします。 

 私のほうでは、お尋ねの旧役場跡地利用、中

学校跡地利用について所見を述べさせていただ

きますが、本議会でも以前の議会でも少し述べ

させていただきましたが、おかげさまをもちま

して随分と新しく移転する先の地主さんとの交

渉もうまくいき、順調に跡地利用を今度どうす

るか、一本に絞って考えられる環境が整ったよ

うに思われます。 

 ということで、いろいろ二、三、問合せ等は

あるようですけれども、議員も御承知のとおり、

商業施設の誘致というのはもう欠かせませんの

で、それに向けてこれからどうやって進展させ

ていくか、それだけ一本に絞って今、検討して

いるところでございます。詳細につきましては、

また担当課のほうでお答えをいたします。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 大枠６の小学校建設につ

いては今のところ、おおむね計画どおり進行し

ている状況です。学校現場の先生方の意見も取

り入れて、子供たちが学習しやすい教育環境に

したいと思っています。 

 詳細については教育総務課長が答えます。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 金城 章議員の大

枠１、里道について、大枠２、宜野湾横断道路

についてお答えします。 

 大枠１の①里道については舗装などの整備は

基本的に行っておりません。利用者からの要望

による整備については申請者負担により、整備

の内容や里道に接する地権者の同意があるかな

ど確認し、許可を出し、整備を行っていただい

ております。 

 ②里道の拡張などの整備計画は、現在のとこ

ろございません。 

 大枠２番、①宜野湾横断道路（中城地区）に

ついては、事業計画の精査や事業効果などの分

析など、事業化に向けた課題を整理している状

況と聞いております。 

 ②中城村宜野湾横断道路の必要性について、

中城村は東西を結ぶ道路が少なく、現在事業化

されている国道329号西原バイパスを含め、渋

滞の緩和、物流の効率化、産業振興、地域振興

にとっても宜野湾横断道路は必要な事業だと考

えております。 

 また、宜野湾横断道路を軸とした周辺地区の

市街地整備の検討のためにも、早期事業化が望

まれるところであります。 

 ③宜野湾横断道路の早期事業化につきまして
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は、沖縄県土木建築部や中部土木事務所との意

見交換会などで毎回要請している状況でありま

す。 

 ④県道29号線につきましては、拡幅について

毎回要請してはおりますが、金城 章議員のお

っしゃる東側への移動という要請はしておりま

せん。 

○議長 伊佐則勝 まちづくり推進課長 金城 

勉。 

○まちづくり推進課長 金城 勉 大枠３につ

いてお答えいたします。 

 跡地利用の考え方につきましては、商業施設

の誘致として地域住民の買物など生活の利便性

向上はもとより、地域課題の解決や住民ニーズ

に即した今後の村の発展に寄与する商業施設と

して誘致したいと考えております。 

 進捗につきましては、令和３年度に策定しま

した中城村商業施設誘致促進基本構想に基づく

商業施設の誘致に向け、現在中学校を含む役場

周辺地域一帯に地区計画を策定するために取り

組んでいるところです。地区計画により新たな

拠点形成及びその周辺の住環境の整備に向け取

り組んでまいります。 

 また、次年度以降におきましては、誘致する

商業施設の公募要件の検討を進めてまいります。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、金城 章議

員、大枠４、台風の被害についてお答えをいた

します。 

 停電につきましては、沖縄電力のホームペー

ジの掲載数字として最大で6,900戸、断水につ

きましては、6,151世帯１万2,188人に影響が出

ておりました。 

 農作物につきましては、サトウキビ、野菜作

物、ヘチマやオクラ、果樹ではマンゴー等の被

害が多くあり、特に露地栽培の農作物について

被害が多くありました。 

 そのほかに冠水または浸水の被害や道路の崩

壊等10件、家屋や建物の損壊15件、倒木や車両

の破損等が数十件、人的被害、強風による転倒

など２件、海岸、護岸の崩落１件、砂や軽石等

の漂着について村内各所で被害が確認されてお

ります。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 金城 章議員の御質問にお答えします。 

 大枠４の②北浜地域においては公民館付近に

大量に漂着した海藻、軽石などが広範囲に広が

りました。この軽石、海藻も撤去し、また付近

の排水路の浚渫作業も終えております。 

 南浜については、海側の沈砂池のフェンスに

ついて倒壊しました。応急的な措置を終えて、

本復旧については台風の強度に耐えられるよう

な構造にできないか検討中であります。 

 ③台風６号による農作物への被害状況につき

ましては、サトウキビ、野菜ではヘチマやオク

ラ、果樹ではバナナ等への被害が多くありまし

た。支援策としましては、被害を受けた農業者

で、農林業セーフティーネット資金の資金や農

林漁業施設資金などの融資の支援を必要とする

方々への申請の手続や、融資の利息に対する補

助を行ってまいります。 

 ⑤近年の物価高騰により農薬や化学肥料等の

価格が上昇し、農業者の経営を逼迫している状

況にあり、農薬や肥料等への支援は必要である

と考えています。農薬の補助につきましては、

毎年度購入額の10％を補助しております。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 大枠６の①につ

いてお答えいたします。 

 現在、毎月２回程度打合せ会議を実施し、設

計業務を進めております。現在、中城小学校の

生徒数の増加が見込まれるため、教室数の見直

しなどを行ったため、若干進捗が遅れましたが、

おおむね計画どおりに進めています。 
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○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、里道拡張

の計画についてであります。 

 答弁ではないということでありますが、先ほ

ど私が話した旧集落の里道、課長、住宅をつく

るときに、どういうことが必要なのか、答えら

れますか。この旧集落は1,800ぐらいしか道路

がないです。そこに住宅地がありまして、そこ

で建設するということに何が足りないのかな。

どうして建設ができないのかどうか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 里道というものが本来、法定外道路というこ

とで平成16年より国より管理の移管を受けてお

ります。本来、里道として扱う、整備を行うと

する場合は、無地番の道路を行う場合、国より

の補助などのメニューなどもございません。 

 現在のところは、建築をする際にこの里道を

接道要件として使える場合はその建築される方

で整備を行って、うちで許可を下ろしている状

況でございます。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、村長、副

村長、どちらでもよろしいです。またもう一度

同じ質問をしますので、中城はこういう旧集落

があります、村長、副村長もよく知っていらっ

しゃると思いますけれども。緩和区域等はそこ

に設定されていますよ。どうしてそこに家が建

てられないか。今、都市建設課長が答弁したよ

うに、接道がないからなんですよね。 

 確かに里道の拡張は補助メニューはないかも

しれません。しかし、そこに旧部落の宅地なん

ですよね。そこへ接道しないとどうしても建物

が増えていかないと。 

 緩和区域は増やしたのに、おうちがつくれな

いと、そこをどう思うか答えられますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 里道があって、この里道が建築確認の条件を

満たす接道を取れる場合はもちろんこの里道を

整備して、建築ができないというわけではござ

いません。 

 里道ばかりではございませんので、もちろん、

その里道しか建築確認の接道を取れないという

場合は、やはり御自身の負担でここを整備して

建築をしてもらうという形になります。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 村長、副村長に。何

で僕が村長、副村長を指名したかというと、こ

れ今は補助金がないと課長がおっしゃるから村

長、副村長に答弁願っています。 

 昔は、これ、1,800というと大きい道なんで

すよね、戦前は。馬車道があって。そこを開発

できないというのは、今、都市建設課長がおっ

しゃるのは重々分かっていますよ、僕も。そこ

に接道しないといけない、道もつくれ…… 

 ただ、１区間、中でしたら、接する道路側の

近隣の土地を買って、自分でそこに接道を造る、

そういう条件になってしまうものだから、せめ

て旧部落の開発はこれから考えていかなきゃ、

将来的にも考えていかなきゃいけないと思って、

何度かこの里道の拡張は、僕は議会で出してい

るんです。 

 一般財源でも出しても、将来的には住宅が増

えましたら、これ出した金額は戻ってくるんじ

ゃないかなと思って。それも本村下地区がこの

旧集落は多いですので、そこを将来的に考えて

いかないと、今、都市建設課長が答弁したよう

に、里道拡張をすべてやりなさいということは

言っていないよ、僕は。ぜひそういう開発的な

もの、南上原みたいな感じの拡張じゃなくて、

そういう地域的な拡張が旧部落はありますので、

それを増やしていかないといけないなと思って、

これ質問に出しているわけです。 

 ぜひ、今後の計画に考えていけるかどうかだ

け、そしたら、村長。 
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○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 要は箇所がどこの箇所なの

かは別にして、大局的な見地から答弁いたしま

す。 

 基本的には受益者負担です。昔は我々は道路

位置指定を取ってという言葉を使いましたけれ

ども、自分たちの土地を生かすために、その道

路がないのであれば自分で通す。で、自分で整

備をする。これが基本でございます。議員がお

っしゃっるのもよく分かっているつもりですし、

また今、南上原の比較もありましたけれども、

南上原の区画整理も全部減歩されて自分たちで

その分は負担をして利益を得ているという形に

なりますので、基本的には今のお話、どこの箇

所か分かりませんよ。僕は大局的な今、話をし

ていますけれども、受益者負担である程度は地

主も負担をして、そして、行政とどこで接点を

見つけていくかということをやらないと、全て

を行政、なぜ道路を通さんか、なぜ道を通さん

かというのは、もう議論にはならないと思って

おります。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 以前から、村長はこ

の受益者負担というのは答弁でもらっておりま

すが、これも分かっての質問です。 

 村長、やっぱり受益者負担で道路を開けるの

がどのぐらい厳しいのか御存じと思います。村

長もそういう関係の仕事を前はなさっているは

ずですから。 

 そこで、一筆入った土地に建物を造れない、

そこで受益者負担で道路を造る。この地域の要

するに、地域で旧部落を開発するために、そこ

の土地は皆さん提供する。この道路開発のため

の土地は提供するということになったら、行政

でこの道を開発を本当にしていただきたいと。 

 土地も提供して、買い取って、道路を造って

という、そこでおうちを造れないんですよね。

それで、今そういう話をしていますけれども。

もし、現状、１メートル80ですから、隣地、そ

の周辺の地主が土地を提供するんだったら、将

来的に考えていかないといけないと思っており

ます。 

 前のモデル事業整備もそういう関係ですよね。

実際には土地はまだ私有地に道路整備をして、

舗装もして、側溝も造りましたよね。それと同

じ条件じゃないかなと私は思うんですよ。 

 僕は山の中の里道を開発しなさいとは言って

いません。各地域で、下地区は特にもう今人口

減ですので、増やしていくためには、そういう

地域を探して、そこに一般財源でも入れて道路

整備をしていかないと、どうしても増えていか

ないからそういうお願いをしているんです。今

後考えていってほしいです。そこも条件は確か

に村長が言うように受益者負担をまたあるよと

いうことを言わなきゃいけない。 

 もう一つだけ伺います。南上原地域の土地区

画整理以外にこの下地区で新設道路は何年前が

一番新しい新設道路を造った経験があるか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 一番直近であるの

が平成24年あたりから着工した久場前浜原線に

なります。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 その久場前浜原線も

開通しなくて、まだ使えない状況ですね。向こ

うも開通すれば住宅が増えて税金も入ってきて、

いろんな利用価値もいっぱい出てくるんですよ。 

 向こうは電源交付金で造って、買上げでちゃ

んと造っていますよね。そういうことを言って

ないですよ。受益者負担もやりながら、そうい

う新しい道をぜひ造ってくださいと言っている。 

 ５年に一遍でも10年に一遍でも、それを一般

財源でもいいからもう計画すべきだと思います

ね。ぜひ考えてください。また質問しますので、

ぜひ考えてくださいね。 

 それでは、大枠１は次にまた回しますので、
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次、大枠２です。宜野湾横断道路です。これは

県との話合いはまだ、最近は行っていないとい

うことですね。どうなんですか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 今年５月の中部土木との意見交換会で宜野湾

横断道路について検討協議を行いました。その

際も同じ、先ほど答弁したとおり、同じ回答で

ありました。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでありましたら、

またいろんな意見、早期着工とか、要するにそ

ういうのをぜひ要請していただきたいと思いま

す。 

 あと、この大枠２の④です。これは北中の路

線に今、県道ができましたけど、この地域から

以前のファミリーマートからサンヒルズの近く

です。そこから登又を通って荻道ですか、それ

からまた今の北中の路線につなげば意外と交通

量もはけると思うんですけど、その考えはどう

なんですか。ちょっと要請とか、また皆さんの

考えをお聞かせもらえますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 今、金城 章議員

のおっしゃいますサンヒルズのほうから県道29

号を新しくインターの裏のほうから通すという、

この計画については正式なものを私は見た覚え

がないので、この計画自体が案として上がった

記憶はございません。 

 もちろん、今の渋滞の状況、インター付近の

渋滞の状況を見ると、そういう案もあってもい

いのかなとは思います。ただし、今、宜野湾横

断道路とかそういうものが事業化できない中で、

その案というのが現実性があるかどうかは不明

でございます。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 私は一般質問ではほ

とんど先々のことだけ、ほとんど質問しますの

で、そういうことも考えて、ぜひまた中城村は

こういう利便性、交通の渋滞を避けるためには

こういう案もあるということを、県との打合せ

にぜひ一言付け加えたら、県がどう考えるかま

た聞けると思いますので、ぜひそういうことも

要請してください。 

 次、大枠３です。先ほど答弁では、公募要件

の整備とかいう話がありました。村民の利便性

を考える、買物だけの感覚なのか、また村をア

ピールできるものなのか、どういった施設なの

か。ただのスーパー的な商業施設のそういう施

設なのか。この公募要件にはどういうことを訴

えていくのか。 

 それと、この用地です。以前、教育総務課長

からは売却もあり得るかもしれんという話があ

りました。そういう考えもあるのか、借地にす

るのか、そこも答弁できますか。 

○議長 伊佐則勝 まちづくり推進課長 金城 

勉。 

○まちづくり推進課長 金城 勉 お答えいた

します。 

 現段階での具体的な計画はございません。こ

れありきの考えではなく、多岐にわたる検討が

必要であると考えております。現在も地域・ま

ちづくりの企画・設計・プロデュースなどを専

門に手掛けるコンサルと、事前の相談としてう

るマルシェの立ち上げに関わった業者と、これ

からどう進めていくのか、どういった事業とし

て進めていくのかなどを検討しており、来年度

以降より具体的に公募要件の検討をするための

事業展開していこうと考えております。 

 用地の売却等に関しては、まだ具体的な計画

はございませんので、前回教育総務課長から売

却の考えもあるという回答もございましたけれ

ども、参入事業者の考えもございますので、公

募要件を検討する際にサウンディングもやらせ

ていただきます。また、今商業施設誘致をする

ために進めている事業の兼ね合いもございます
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ので、今後、慎重に検討していきたいと思って

おります。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 ぜひいろんな検討を、

いろんな目線でまた検討してほしいと思います。 

 大枠４ですが、ちょっとまたこれは次にまた

しますので、台風被害です。北浜です。産業課

長が今、答弁しましたけれども、北浜の砂が打

ち上げたところですね。災害で片づけもしたは

ずなんです。毎回のごとくここは砂が打ち上げ

られて側溝が詰まって、水浸しになってくるん

です。 

 それ、以前、護岸の整備とかいろんな話もあ

りましたけれども、どうにかできないものなの

かなと思って質問に出してあるんですが。 

 私は台風の後には常時、村中を見回ります。

それで気がついて、毎回のごとく同じです。今

回も別の議員からも毎回あるところはどうにか

対策をしてほしいみたいな話がありましたけれ

ども、ここはぜひ考えていただきたいと。 

 南浜の地区も護岸のところも台風被害のとき

はいつも同じところ、毎回海から吹き上げる。

ぜひこういうのは対策して考えていただきたい

と思います。 

 それでもう一つ、大枠３に書いてある台風時

期の農産物の生産維持と農産物生産増ですね。

台風時期だからこそ沖縄は農作物をあまり植え

ていない状況なんですね。休眠というか要する

に農地をそのまま植えずに休ませている状況な

んです。その時期いつも私は朝市やっていてい

つも作物が少なくなると。どうにかその時期で

も農産物を植えるような状況を整備しないとい

けない、中城は。沖縄全体かもしれませんけれ

ども、特にぜひそう考えてほしい。 

 今、見回ったらほとんどもう耕して、畑を耕

運してそのままの状況、何も作物が植えられて

いない状況なんですね。どうにかそこでできる

作物を考えていただいて、これもどうにか対処

していただきたいと。これもぜひ対応を考えて

おいてください。 

 大枠５です。これは６月にちょっと回答をも

らうのを忘れて、近隣市町村よりずっと農薬の

補助も安い、10％といったら。村長、農業をや

ったことはございますか。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 農業をやったことはないで

すね、お手伝いはありますけれども。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 副村長はどうですか。

同じ質問、農業はどうですか。少しでも野菜作

りとか何かやったことはございますか。 

○議長 伊佐則勝 副村長 比嘉忠典。 

○副村長 比嘉忠典 手伝いしたことはありま

す。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 なぜこういった質問

をするかというと、農業の大変さをぜひ分かっ

ていただきたいと。農家はもう本当に10円、１

円の利潤を求めていろんなものを作っていらっ

しゃるんです。 

 そこで、結構広い農地のある我が中城村で、

この補助が大したことないので、ずっと下回っ

ていると。ぜひ少しでも援助してもらったら助

かると思うんですよね。汗水を流した分の価値

が少しでも上がるんじゃないかなと思うんです

けれども。 

 これ６月では、産業課長が答えられなくて、

再度質問するのを忘れまして、ぜひ農薬補助の

増額をお二人から、どなたから答弁いただきた

いと思うんですけれども、どうですか。 

 産業課長ではこの増額の部分は、これはずっ

と言いたいんです。僕が議員に成りたての頃か

ら、別の議員から質問があります。こういった

ことはトップで考えてあげると一言もらえれば

いいんですけれども。とにかく増を考えられま

すか。どちらでもいいです。 
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○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 金城議員からもありますとおり、中城は購

入額の10％補助ということで、うるま市が30％、

沖縄市が25％、両隣の西原町が20％、北中城村

も20％でありますので、できれば20％、それ以

上、元に戻すということで、また新年度予算、

また12月の補正予算で協議して、農家のために

なるように頑張りたいと思います。できれば、

20％以上を目標に頑張りたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 ぜひ。６月には答弁

が少なかったものですから、またぜひお願いし

ます。 

 そうしたら、６番の小学校校舎です。これは

大城議員には増額の話がありましたけれども、

この増額を再度問います。この期間に終わって、

この契約金額で終わるのかどうか。中小、津覇

小、両方。そういえばまた物価上昇とか経済的

なことで、この金額も変更になるかもしれませ

んから、早めの工事完了は求められるんじゃな

いかなと思うんですけど、どうですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 昨年、議会の議決で債務負担行為67億を議決

していただきました。今年の３月末にＰＦＩ事

業で契約した金額においては56億で契約を無事

に済んでおります。 

 しかし、中城小学校の教室数がどうしても今

の児童数の増加を推計すると、あと３教室は必

要と考えており、計画変更しました。この教室

の増に係る分としまして、今、４億程度増加す

ると見ております。当初の56億から現段階で今、

60億程度になっているのかと考えております。 

 金城議員がおっしゃるように、今後の物価上

昇につきましては、今後、工事の完了時期に向

けて積算していくことになります。実際、中城

小学校につきましては、令和７年の９月には学

校の供用開始となりますので、その時点までに

はその金額がおおむね数字として上がってくる

と考えておりますが、現段階ではまだ推測の段

階で積算ができておりません。なるべく教育委

員会としても、今、設計の中ではなるべく経費

を抑えるようないい案づくりで事業者と詰めて

いるところであります。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 ぜひ早めに着工して

金額が上がらないように。 

 あと一つ、確認です。教室増での増加は分か

ります。物価だけでも上がるというのは、そこ

はもう早めに施工すれば、この金額で契約した、

年数も要するに完成が決められていますよね。

そこでも要するに上げてくるのかどうなのか。

そこはどんなですか。もう一度。聞き漏らした

ので。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１４時１２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時１３分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 契約金額につきましては、先ほど申しました

ように現在確定しているのが教室数の分で４億

程度の増で60億。中城小学校につきましては、

８年度９月の供用を開始した段階に建設費の支

払いとなりますので……、あ、ごめんなさい、

７年の９月です。７年の９月の段階で工事費の

額が確定しますので、それは物価上昇の率がど

れぐらいになるかによって、建築費の支払いが

確定してきます。 

 その後、また津覇小学校の建設も進んでいき
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ますので、津覇小学校も供用開始の段階で、同

じように見直しを行って、その段階で建設工事

の契約金額が確定することとなっております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 あと一つ、また村長

にちょっと伺いましょうね。今まで質問してき

ました。里道の件もあるし、村長の考える道路

建設もあと一言もらいたいんですけど。 

 久場前浜原線が一番新しい、まだ開通しなく

ておうちができないと。私の言っている中城村

下地区には、ほとんど旧部落がまだ整備されて

いないところがありますので、ぜひそういう整

備も計画に入れて、ぜひ開発を望んでいる、取

り組んでほしいと、開発を。そういうことを計

画等に入れて、下地区の人口増を図る計画が村

長の考えにあるかどうか。もう一度御答弁お願

いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 お話を整理します。私が言っているのは、先

ほどにはもう大まかな話といいますか、どの箇

所のどこという話もない中では、であるとおり

のことしか申し上げられません。受益者負担。 

 例えば私が言いたいのは、議員がここの箇所

はこういう状態で、もし村道認定あるいは村の

買上げ、村が工事してやると。もちろん地権者

にとっても利益だけれども、村にとってこれだ

けの利益になっている、ほかの方々にも大きな

利益になっていくとか、いろんな形があるはず

なんですよ。 

 だから、ここでは通り一遍等の答弁しかでき

ませんよ。しっかりここの箇所でどうですかと

いう具合に提案していただければ、真剣にこの

箇所箇所に合った形でのお答えができるわけで

すし、また図面等があれば、あるいはいろんな

形の情報があれば、そういう話、いい話もたく

さんできるはずなんです。 

 そこをぜひお察しいただいて、ここでは通り

一遍等の答弁しかできないというのは分かって

いただきたいなと思います。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、何か所か

の図面もまた準備して、また再度質問したいと

思います。 

 この里道の件は、安里地区なんですけれども、

そこもあるし、またこの間別の地域でもありま

した、２か所。生活道路で使っているところの

里道が整備されていないと。部落内にあって、

そういう箇所も何か所かあります。そういう箇

所も今、村長がまた担当課と調整しながら、で

きるのかどうなのかということですね。また今

までどおり、モデル事業と一緒で単費でできる

工事はぜひ単費でも、生活道路で使っていると

ころは、里道の少し拡張をしながら、モデル事

業と一緒で幅員はそんなに求めなくてできるん

じゃないかと思うんですけれども、そういう考

えもぜひしていただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で金城 章議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１４時１８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時３０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、新垣貞則議員の一般質問を許し

ます。 

○５番 新垣貞則議員 議長の許可を得ました

ので、５番、新垣貞則、一般質問を行います。 

 大枠１番、久場地区の施設整備。 

 ①国道329号線下、中城モールから町田機工

側は排水路が整備されていなくて、区民の住宅

建設の妨げになっているが、排水路整備は。 

 ②児童公園で小・中・高校生が野球をしてい

るが、簡易ネットは劣化して危険、ボールがネ
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ット後ろに転がり困っている。子供たちからバ

ックネット要請があるが、設置の取組は。 

 ③久場1881番地に、11月頃住宅を完成予定し

ているが、高潮、高波の影響で海岸ごみ、砂、

石が飛んでくるが、防砂ネット設置の要請は。 

 ④東海産業、熱田までに陥没箇所があり、新

たに不二宮工業周辺の護岸に陥没した危険箇所

があるが、対策は。 

 大枠２番です。中城小区及び中城南小校区の

施設整備。 

 ①台風６号の影響で、泊地区の護岸に海岸ご

みや拓南製作所ハブ看板設置箇所は木や枝が散

乱し、道路に海岸ごみなどが放置され、景観を

悪化しているが撤去の取組は。 

 ②８月台風６号の影響で、中城モール周辺護

岸は砂、石「が」を「を」に直してください、

砂、石を久場ボランティアの皆さんが整備した

が、今後の護岸の維持管理は。 

 ③登又児童公園遊具の滑り台、ブランコなど

の部分に劣化が見られ危険である。村内児童の

遊具危険箇所の修繕の取組について説明をお願

いします。 

 大枠３番です。自治公民館に書記を配置して、

地域活性化を図る。 

 ①村の各種団体、子ども会、青年会、婦人会、

老人クラブ、自主防災組織の現状と課題の説明

をお願いします。 

 ②中城村、北中城村、西原町、北谷町、嘉手

納町、読谷村、６町村自治公民館に書記の配置

の現状を説明をお願いします。 

 ③人生100年時代に向けて、公民館を活用し

て生涯学習教育を強化してリーダー育成をする

必要があります。自治公民館に書記を配置して

地域活性化を図る取組についてお伺いします。 

 以上、簡潔な答弁をお願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、新垣貞則議員の

御質問にお答えをいたします。 

 大枠１番は都市建設課、大枠２番は住民生活

課と都市建設課、大枠３番は総務課と教育委員

会のほうでお答えをいたします。 

 私のほうではお尋ねの大枠３番の公民館での

書記配置についてでございますが、以前にも少

し答弁させていただいたと思うんですけども、

議員がおっしゃっていますほかの市町村にはあ

るではないかということでございますが、そう

いうことでの判断はすべきではないと思ってお

ります。 

 ほかの市町村にあるものがうちにないから、

うちはそれに倣うということではなくて、必要

なのかどうか、それが一番でございますので、

それをしっかりと担当課に上げていただいて、

こういうことだから必要なんだということであ

れば、もちろんやぶさかではございませんので、

そこら辺の議論をしていただきたいなと思って

おります。 

 詳しいことはまた担当課のほうでお答えいた

します。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 大枠３の①の各種団体に

ついては、比嘉 護議員の質問にも答弁しまし

たが、教育委員会では先月の教育委員会会議で

もこの件についての話合いを行いました。 

 どうにか再結成できないか、活性化の方法、

手立てがないか検討を行っているところですが、

現状は難しい状況です。 

 詳細については生涯学習課長が答えます。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 それでは、新垣貞

則議員の大枠１番の①から④、大枠２番の②、

③についてお答えいたします。 

 ①排水路設置の要望箇所は、沖縄県の所有地

があるため中部土木事務所へ占用可能かどうか

確認いたします。占用可能な場合におきまして

も、道路ではなく、それぞれの所有地間の排水
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処理になるため、基本的に個人負担での整備に

なると考えております。 

 ②グラウンドの利用状況を検証し、今年度行

う遊具等の点検を踏まえて、設置するか検討い

たします。 

 ③沖縄県海岸防災課と協議を行うことになっ

ており、現状確認、中城村との意見交換を行い

ながら、設置の可否について検討していくとの

回答を得ております。 

 ④沖縄県海岸防災課へ現状については報告し

ており、復旧など対策については予算の確保な

どを含め、応急対策の手法を検討しているとの

ことであります。 

 大枠２番②護岸は沖縄県の管理になるため、

清掃などの維持管理について中部土木事務所へ

依頼をしてまいります。 

 大枠２番③村内公園の遊具については、今年

度点検を行う予定であります。点検で状況を確

認後、危険箇所の対策について検討を行ってま

いります。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 それでは、御質問

の大枠２の①についてお答えいたします。 

 護岸につきましては沖縄県の管理になってお

りますが、ボランティアの皆様が回収してくだ

さったごみにつきましては、村で回収を実施し

ております。 

 また、木の枝などについても、状況を確認し

ながら対応していきたいと考えております。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 大枠３の①、③

についてお答えいたします。 

 まず、大枠３の①についてですが、現在、中

城村子ども会育成連絡協議会は、１本部、１支

部で構成されており、福智町との交流事業を中

心にジャガイモ植付け、収穫体験等の活動を行

っています。 

 中城村青年連合会については、これまでに

「食フェス」や海岸清掃の実施、「はたちの集

い」への協力などの活動を行ってまいりました

が、令和５年度の総会後は活動を休止しており

ます。 

 婦人連合会についても、平成30年度に活動を

休止しております。 

 各自治会の状況としましては、子ども会が19

自治会、青年会は２自治会、婦人会とあと婦人

部も含めて３自治会で活動が行われております。 

 老人クラブに関しましては、村内の老人クラ

ブは18地区の単位クラブとなり、老人クラブ連

合会の会員総数は1,165人となっており、会員

数が増加傾向にあり、老人クラブの各種活動は

活発になっております。 

 各団体の課題につきましては、老人クラブ以

外の各団体とも共通して会員数の減少が挙げら

れます。社会情勢の変化、共働きの増加や核家

族化、生活の多様化などにより地域活動への参

加が減少しているものと考えられます。 

 また、青年連合会や婦人連合会などは役員の

成り手がおらず、活動休止となってしまいまし

た。しかしながら、各自治会の子ども会の活動

については、各自治会とも活発であり、それぞ

れ伝統芸能やＰＴＡ活動、自治会行事等におい

て、自治会活動の一環として継続して活動して

いる状況でもあります。 

 老人会の課題としましては、現在、70代後半

の会員が中心となっており、60代の会員加入の

伸び悩みが挙げられます。 

 最後に、村の自主防災組織についてですが、

令和４年度末時点において６団体あり、今年度

も１団体、泊のほうですが、増設される予定と

なっております。今後の課題としましては、自

主防災組織を全自治会に設置することと、その

組織内の人材育成、訓練実施の継続等が課題と

なってきます。 

 続きまして、③です。③についてお答えいた

します。 
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 自治会公民館は、社会教育施設である公民館

とは性格が違い、地域住民の生活の拠点として

地域住民が管理運営する施設となっております。

自治公民館では、地域住民の生活全般の活動を

対象としており、ここへの書記等の配置が社会

教育や生涯学習の充実、リーダー育成に必ずし

も直結するものではないものと考えております。 

 生涯学習課としては、自治公民館での生涯学

習講座の開催や講師の紹介など、自治会からの

要望に対して社会教育の充実を図ってまいりた

いと思っております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、新垣貞則議

員、大枠３、②についてお答えをいたします。 

 本村を除く近隣５町村の公費による書記配置

状況は、３団体の実績がございます。西原町、

嘉手納町、北谷町でございます。 

 そのほかに書記配置についての予算ではござ

いませんが、自治会運営補助金を活用して配置

している読谷村、北中城村がございます。 

 現状につきましては、ほぼ本村との同様な公

民館の利用形態であると考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 それでは、大枠１番の

久場地区の施設整備の①について再質問します。 

 久場地区は国道329号線東側、中城モールか

ら町田機工側に排水溝がないために、住宅建設

の妨げになっている。国道329号線側中城モー

ルから町田機工側に排水溝が整備されていませ

ん。なぜ排水溝が整備されていない、その理由

の説明をお願いします。 

 また、若い世代から、国道329号線側中城モ

ールから町田機工側に排水溝整備を国道事務所

に要請してほしいとの意見があるが、国道事務

所に要請する考えはないでしょうか、伺います。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 国道329号線の側溝がなぜ整備されていない

ということだと思われますが、基本的に道路の

側溝は路面の排水を処理するために両側に設置

されるのが基本であります。新垣貞則議員の御

指摘の国道329号線の該当する箇所は、カーブ

の形状となっており、道路形状が片勾配となっ

ているため、東側に側溝が設置されていないも

のと考えられます。 

 国道の側溝設置の基本的考え方から、国道事

務所への要請は考えておりません。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 若い人たちから建物を

造りたいけど、国道側に排水溝がないために住

宅もできないという課題があるということで、

ぜひ要請をしてくれということがありましたの

でちょっと聞きました。 

 それで、若い人たちから国道329号線東側、

中城モール周辺に住宅建設して子育てをしたい

と中城村役場に行ったら、県の所有地だから県

の許可が必要と言われ、県に行ったら中城村役

場の排水路整備計画が必要と言われたそうです。 

 中城村は排水路整備計画を策定していますか、

伺います。また、排水路整備計画を策定してい

なかったら、今後の取組として説明をお願いし

ます。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 今の御質問の土地についても先ほどの箇所だ

と思われるのですが、今の質問の土地について

は上が国道になっていて、その土地の下側に県

の土地があって、こちらに排水を排出したいと

いうことだと思われます。 

 この排水を通すためには、県に対して占用協

議を行って、占用許可等が得られれば接続は可

能であると考えております。 

 また、排水路整備計画というものは村内の道

路や水路など全体を視野に入れて計画するもの

であると考えております。該当箇所は中城村の
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道路や水路に接している部分ではないため、新

たに整備することは難しい状況だと考えており

ます。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 若い人たちから建物を

造りたいけど造れないというのを踏まえ、なぜ

造れないかということで言われたそうで、それ

で、役場へ行ったら排水路整備がない、それで

県に行ったら排水路整備計画がないと建物が造

れないということで、なぜ造れないのかという

ことで言われたものですから、そういった課題

を排水路整備計画があったら建物もスムーズに

できるんじゃないかなと言われたものですから、

それをもうちょっと具体的に教えてください。 

 それで、国道329号線側、大花組の泊地区向

けフェンスまで縦の排水路の整備をされていま

す。フェンス下の県の所有地に縦の排水路を整

備したら、海側に水が流れ住宅建設がスムーズ

にいきますが、そういった県と縦の排水路、そ

ういった要請とか、この若い人たちが建物を造

れるように、県に縦の排水路の整備を要請とか

できないんでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 今、新垣貞則議員

からおっしゃられている箇所については、住宅

建築ができないということはございません。接

道要件とかいろいろ排水がどこに接続されるの

かとか、そういうものを満たせば建築は可能だ

と考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 若い人たちから建物を

造りたいということで、なぜ造れないのかとい

うことを言われたものだから、久場に家を造っ

て子育てをしたいという要請がある、その要請

をかなえてあげたい。排水路が課題ですので、

若い人たちと一緒に、連携を取りながら排水路

のそういった指導もよろしくお願いします。 

 次、②について質問します。 

 平成30年３月議会で、前課長はバックネット

設置は一般財源での設置になることから、利用

状況を検証して必要かどうか判断しますと答弁

しています。 

 児童公園は児童福祉法第40条に、児童の健康

や情操を豊かにし、児童に安全かつ健全な場所

を提供するとあります。久場自治会長、子供た

ち、久場の民生児童委員からバックネットの設

置要請がある。バックネットを設置することに

ついての課題の説明をお願いいたします。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 今年度、村内の公園の遊具点検を実施する予

定なんですが、その結果を基に遊具の修繕計画

を作成すれば、遊具に関する補助メニューを活

用できます。 

 しかし、バックネットに関しては該当する可

能性は低いものと考えられるのですが、今後、

県と協議していく中でも可能な限りこれをでき

るように協議していきたいと考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 今のバックネットの前

課長は必要性ということを点検しながら設置す

るかというのを考えていくということがありま

した。 

 今回、子供たちからの要請、それから自治会

長から前の要請していて、今回新たに久場民生

委員からも子供たちが、小学生、中学生、高校

生が野球をやっています。それで、野球をやっ

ているとボールが道路に出たりとか、そういう

安全面の対策はどうなっていますかということ

で、民生児童委員から。ボールが道路に出た場

合に、もし交通事故でもあった場合に、大変な

ことになる、民生児童委員からぜひバックネッ

トの設置をしてくださいという要請がありまし

たので質問しましたので、そういうことでぜひ

バックネットは必要ですので、ぜひ設置に向け

て検討をお願いします。 
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 それでは、次③の久場1881番地に、11月、住

宅建設を予定しているが、高潮、高波の影響で

海岸ごみ、砂、石が飛んでくるが、防砂ネット

の設置要請について質問します。 

 今回の台風６号の影響は、勢力も強く、大潮

の満潮時ということで住宅地まで高潮でごみや

石が住宅地へと流れてくる。防砂ネットを設置

されてなくて困っている。この方から６月に防

砂ネットの設置の要請したが、いつ頃から県は

設置する予定ですか、説明をお願いします。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１４時５４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時５５分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 現在、県のほうで

所管の位置が不明であり、整備については所管

が決まってからの設置検討になると伺っており

ます。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 この方はもう11月頃に

建物が完成する予定ですけれども、今回の台風

６号の影響、この建設予定地に砂や石が飛んで、

もう非常に心配ということですね。建物が大丈

夫かなということで、ぜひ防砂ネットの設置を

要請、お願いしますと言われましたので、県と

調整をしながら、若い人たちが久場に住みたい

という要請がありますので、壁が、東海産業は

ここの高波とか密集地ですので、大潮とかそこ

に全部砂とか来ますので、防砂ネットが必要と

言っていますので、県と調整をしながら、早期

に設置をお願いします。 

 次、④ですね。東海産業から熱田まで、陥没

箇所があり、新たに不二宮工業の周辺の護岸に

陥没した危険箇所があるが対策について質問し

ます。 

 東海産業、熱田までは現地は琉球政府時代に

整備された護岸であります。高潮の場合には波

が集中して、高潮高波で住宅、畑に塩害が発生

しています。 

 資料１を御覧ください。 

 今回、また海ぶどうの工場と不二宮工業の護

岸の下、倒壊してこんな状態になっています。

それで、熱田の護岸です。これも今、破損状態

であります。こういう状況ですので、ちょっと

確認です。先ほど都市建設課長は、沖縄県海岸

防災課は、復旧などの対策は予算の確保などを

含めた応急対策で検討するとありますが、この

熱田の近くの護岸も整備しますか、伺います。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 熱田向けの護岸整備については、先ほども答

弁したとおり、県の所管が決まってからの検討

になると思われます。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 久場の人たちが、上は

畑ですので、久場の比嘉さんという方から、こ

れ護岸が倒壊した場合には、畑が流されるとい

う心配があると、毎回これは言っていますので、

四、五年前からこんな感じですよということで、

対策を取っているということ、なかなか前に進

まないものだから、そういったこともぜひ一緒

にここも北中と調整をしながら、この護岸整備

を。そうしないと、久場の方の畑が、倒壊した

場合には畑が流されるおそれがあります。そう

いったこと要請をお願いします。 

 それじゃ、次、大枠２番について質問します。 

 泊地区から拓南製作の海岸の道路は、砂、石、

木、石や枝が散乱し、道路は交互通行をしにく

い状況でしたが、道路はきれいに整備され、車

の往来もスムーズになっている。どのようにし

て道路を整備しましたか、伺います。 

 また、拓南製作所のハブ看板設置所への護岸

の状況の説明と、護岸は県の管轄ですが、中部

土木事務所に護岸の清掃や復興作業などの要請
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文は提出していますか、伺います。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 お答えします。 

 泊側から拓南製作所の道路につきましては、

私道になりますので、多分管理者が自ら整備、

片づけ等を行ったと思います。 

 それから、中部土木事務所への要請につきま

しては、要請文としては提出してありませんが、

担当のほうから電話で現状の状況報告を行って

おります。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 資料２を御覧ください。 

 泊地区と拓南製作所の護岸の状況です。台風

６号の影響で道路、護岸に海岸ごみや木や枝が

放置され、環境悪化。木の枝が折れて危険であ

る。泊地区の洋上の発電所のところに、護岸に

海岸ごみが積もっている状況です。 

 ②のほうは、拓南製作所のハブ看板設置場所

がありますが、ここは今言ったように枝、木が

散乱して、環境悪化している。 

 ③の拓南製作所、この丸をつけているところ、

これも枝が折れて、大きい枝が折れて木にかか

っていますが、これが落ちたら、車が壊れるお

それがあります。そういう状況です。 

 それで、台風６号の影響で拓南製作所ハブ看

板設置箇所周辺の護岸は、木の枝が折れている

ところが何か所かあり、枝が落ちそうです。枝

が落ちたら、ウオーキングしている村民のけが

や車の事故につながるおそれがある。 

 次年度以降も台風が発生したら、木や枝が折

れて、拓南製作所の建物など被害が発生するお

それやウオーキングしている村民の健康に支障

をきたします。 

 中部土木事務所に拓南製作所の木や枝が伸び

ているところを伐採したら、景観もよくなりま

す。そういう取組をしますか。説明をお願いし

ます。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 現場をまず確認し

まして、緊急性があるようであれば、村のほう

で早急に対応していきたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 それで、拓南製作所の

職員の皆さんが、ここの道路とか、これも木の

あれも伐採しています。護岸道路はショベルカ

ーなどで砂、石、海岸から撤去、きれいにして

ありますが、拓南製作所のハブ看板設置場所周

辺の護岸は、木や枝が散乱しています。 

 拓南製作所の皆さんに、護岸の整備の協力を

したら、協力すると思います。行政と企業の連

携をしながら、さっき言いましたけれども、撤

去する考えはないでしょうか。伺います。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 お答えします。 

 周辺の片づけ等は協力していただいています

ので、撤去についてはまた村のほうで対応して

いきたいと考えます。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 今、課長がおっしゃっ

たように、拓南製作所の皆さんは協力的ですの

で、護岸の整備とかやるということで。行政が

言ったら必ず協力すると思います。もし、その

護岸整備をやるときには、私もボランティアの

方に声かけして一緒にやろうと思っていますの

で、もしそういう整備とかある場合には声かけ

してください。 

 次、②について質問します。東海産業から屋

宜地区まで約５キロの護岸整備、村民の健康づ

くりを図るために草刈り作業をしてきれいに整

備しています。 

 資料３のこんな感じになっています。中城モ

ールから久場公民館下、護岸整備は８月13から

21日にやると。①モール周辺の護岸、ここも上

の現状です。台風の影響で護岸に海岸ごみや砂

が散らかっています。 

 一番言いたいのは②です。中城モールからこ
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こまで、約800メーター、護岸に砂、石が散乱

している。大体80センチぐらいたまっていまし

た。 

 ③久場公民館下周辺の護岸です。ここも砂、

石とか散乱している。下のほうで久場のボラン

ティアの皆さんが整備しています。大体18名の

人たちでここをきれいにしましたので。 

 そういうことで、台風６号の影響で東海産業

から久場公民館下の護岸まで、砂、石、海岸ご

みが散乱して、村民がウオーキングなどして健

康づくりを図っているのに支障を来している。 

 区民からは護岸に砂、石がたまって、歩きに

くいので砂、石を取ってほしいとの要請があり

ます。久場のボランティアの皆さんがユンボ、

ショベルカーなどで砂、石、海岸ごみを拾って

護岸をきれいにしている。 

 今回、７月、資料４のほうも７月１日から７

月31日、久場から屋宜まで護岸整備をしました。 

 ②は拓南製作所のところは、職員の皆さんが

きれいにしております。 

 中城モールから久場公民館下の護岸は、久場

のボランティアで整備をしている。 

 こういう形できれいにしまして、それで、こ

の時に整備費、飲食代、大体７月30日まで約20

日間ですね、午前中、整備費と飲食代、草刈り

の刃など消耗品、燃料代約８万円をボランティ

アの皆さんが負担している。 

 また、８月、さきの台風で中城モール周辺の

護岸の砂、石が散乱したので、３万円ボランテ

ィアの予算で整備をしています。 

 中部土木事務所から中城村役場に海岸海浜浄

化業務補助金90万円があります。この補助金で

草刈り作業など整備する考えはないでしょうか。

また、ボランティアの皆さんが維持管理、飲食

代、消耗品、燃料代を割いています。中部土木

事務所にボランティアの皆さんの支援要請はど

のように考えますか。今後の取組として説明を

お願いします。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 お答えします。 

 中部土木事務所からの委託金があるんですが、

それは海岸漂着物の処分にほとんど利用してい

まして、ほかの経費として充てるのはちょっと

厳しいのかなと思います。 

 これまでどおり、またボランティアの力を借

りながら、そういった処分をやっていきたいと

考えます。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 ここの整備の目的は、

村民の健康づくりと中城の観光振興を図るため

に整備をしていますので。 

 ボランティアの人たちが好きでやっていると

いう考え方はやめてもらいたいなと思っていま

す。私たちは早くやめたいけれども、もしやめ

た場合に、村民の健康づくりに支障がある、来

たすんじゃないかなということで整備をやって

いますので、今そうした支援がないものだから、

困っているような状況です。 

 ぜひ中部土木事務所にそういった維持管理の

要請とか、お願いをし、もしできるのだったら

中部土木事務所がやってもらって、県の管轄で

すので、県の管轄で中部土木事務所がやるべき

だと思っていますので、それをお願いします。 

 次、③です。児童公園、登又児童公園の遊具

設置について質問します。 

 登又児童民生委員から、児童公園に設置され

ている滑り台の枕の鉄骨が腐食していると。現

在は砂を埋めて応急処置をしている。また滑り

台に上がる木材やブランコをつり下げる部分は

資材などの劣化が見られる。 

 子供たちが安全に遊べるように、早めに対策

をしてほしいという要請があるが、修繕の維持

管理費で整備できないでしょうか。もし維持管

理費がなかったら、12月補正で整備できないで

しょうか、伺います。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 
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○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 今年度、遊具の点検を行いますので、遊具ご

との損傷具合を確認して、優先順位を決めて対

応していきたいと考えております。場合によっ

ては、維持管理費の範囲内でできるものがあれ

ば対応していきたいとは考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 今、課長がおっしゃっ

たように現場をちょっと確認して、ブランコの

ところ腐食やっているのもそうで、もしブラン

コのところとか滑り台が腐食やっている危険箇

所がある。子供たちの安全を守るために遊具を

設置していますので、そういった危険性がある

ものは早めに現場へチェックしていって対策を

取ってください。 

 それで、今、都市建設課の職員の皆さん、そ

れから呉屋課長を先頭に対策をしてもらってい

る。それから、他の課の職員の皆さんも台風６

号の被害対策として頑張ってこられている。 

 村民の福祉向上に努めたおかげで、災害の軽

減が図られています。お疲れさまでした。あり

がとうございます。 

 それで、次、③の自治公民館の書記を配置し

て活性化を図るについて質問します。 

 原因は、村の各種団体、子ども会、青年会、

婦人会、団体が少ない原因は、最大の原因は何

ですか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 先ほども言いましたように、核家族化とか、

あと生活の多様性とかいろいろな要因があると

思います。そういったことで、比較的若い世代

の人たちがそういう地域の行事への参加などか

ら離れつつあるのかなというふうに考えており

ます。そういったものが原因かと思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 各種団体の会長と副会

長は今、たくさんいますか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 各種団体の役員の成り手は、昨日の護議員の

答弁とかでもお答えしていますが、なかなか役

員の成り手がいないというのが現状です。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 まず原因を把握しない

と前に進まないと思いますので、青年会とか婦

人会なぜ低迷している、なぜ老人クラブは活発

か。それは原因は会長、副会長の役員の成り手

がない現状です。そういった現状で組織が活動

できない現状です。生涯学習課を充実させ、リ

ーダー育成をする必要があります。これまで各

種団体リーダー育成を図る事業の説明と、生涯

学習課として各種団体のリーダー育成を図るた

めにどういう取組を考えるでしょうか、お伺い

します。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 一応、各種団体

リーダー育成なんですが、なかなか成り手がい

ないので、まずは人材発掘しまして、その人た

ちとも意見交換しながら進めていきたいと思っ

ております。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 今、老人クラブでも役

員の成り手がなくて、会長を10年とか７年やっ

ている方々がおります。それで、辞めたくても

辞められないような、それは役員がいない現状

です。そこに手を差し伸べないと、次、老人ク

ラブのほうはあと５年後、10年後は停滞になる。

だから、今、生涯学習課が非常に重要視されて

いるんです。 

 それで、私もリーダー育成の件について質問

しましたので、それで、今、村長が言ったよう

に書記の配置の必要というのを訴えていきます

ので、６町村の中でいないという、そういうの
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はやめます。 

 それじゃ、③ですね。人生100年時代に向け

て、公民館活用して生涯学習教育を強化し、リ

ーダー育成を図る必要がある。自治公民館に書

記を配置して地域活性化を図る取組について質

問します。 

 これ、総務課長に質問します。本村は、老人

クラブは会員が増えている理由は福祉課、社会

福祉協議会で各地域で公民館を活用している。

高齢者の健康づくり事業、ふれあい事業などが

行われている。老人クラブは事務局職員を書記

を配置して、高齢者の健康づくりを図っている

ので、会員が増えている。 

 人生100年時代に向けて、健康でいるか、寝

たきりでいるか、これから先も健康で充実した

生活を送っていくかには、社会と関わっていく

必要がある。 

 自治公民館に書記を配置して地域づくり、健

康福祉づくり、子供の貧困対策、歴史文化事業

ができ、地域事業の強化が図れます。 

 それでは、質問します。自治公民館に書記が

常駐することで、地域活性につながると思いま

すか、伺います。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 書記等を配置することによりまして、公民館

を開放することによって、公民館の活用が広が

ることにつきましては、新垣貞則議員と同じ考

えでございます。 

 しかし、書記等の配置に伴う費用面に関する

もので、全て村からの補助金で賄うというのは

かなり難しいものでありますので、財政的な部

分で各種補助金等の見直し等を考えながら検討

はできるものだと考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 今、総務課長がおっし

ゃったように、令和３年６月議会でも当時の総

務課長は、公民館に書記が常駐することで公民

館の活動及び地域活性化につながると答弁して

います。 

 それで、次、生涯学習課長に質問しますので、

各種団体は青年会、婦人会、子ども会など各種

団体が低迷している。地域で主体的に各種団体

の子ども会、青年会、婦人会、壮年会、老人ク

ラブの役員や会員を対象に、リーダー育成を図

る事業で、例えば各種団体ボーリング交流会、

グラウンドゴルフ交流会、パークボール交流会、

それから、体操、大正琴教室、公民館祭りなど

を実施し、各地区の公民館に書記を配置して、

各種団体の事業や地域に合った生涯学習事業を

実施して、リーダー育成を図る。社会教育をは

じめ生涯学習振興に寄与し、リーダー育成が図

られます。 

 自治公民館に書記を配置して生涯学習の強化

になり地域活性化につながると思いますか、伺

います。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 生涯学習課としては、そういったいろいろな

提案をしていただき、そういったものの取組も

なるほどなと思いつつ、今後考えていきたいと

思うんですが、ただ、書記配置に関しましては

ちょっと生涯学習課の範疇でもございませんし、

自治公民館に関しましては各自治会で書記配置

を考えていったほうがいいのかなというふうに

考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 僕が言いたいのは、今、

各種団体の青年会と婦人会とか、役員がいない

ですよね。それで、地域が活性化することで村

も活性化しますので、だから、今、公民館にこ

ういった形で、必要性の話をしていますので、

僕はね。活性化しますか、しませんかという話

ですので。 
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 それでは、教育長にお伺いします。 

 教育長は議会で、「人は人がつくれる」と言

っています。各種団体は役員が成り手がなくて、

組織が低迷しているということは、地域の活性

化の停滞につながる。これからの時代は、各地

区の公民館を活用した生涯学習を充実させ、地

域のリーダー育成の強化を図る必要があります。 

 本村は、今、地域のリーダーが少ない状況で

す。公民館を活用して、地域の集まりに参加し

たり、趣味の活動に打ち込んだり、会話を楽し

んだり、体を動かす、一連の行動が健康づくり

につながります。 

 新しい事業をやるには、モデル地区を指定し

て学ぶ。学んだものを各地区で学ぶ。山びこが

山びこを呼び、地域の活性化につながる。村の

全体は財政的に厳しいと思います。教育長はモ

デル地区を指定して、中城小学校、津覇小学校、

少人数学級を取り入れて、全国的に広げて地域

活性化を取り入れました。 

 これからの時代は各地区の公民館を活用した、

中城村のリーダー育成を図るために、久場地区

をモデル地区に指定して、書記を配置して、生

涯学習強化を図る考えはないでしょうか、お伺

いします。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 教育委員会の取組として、

リーダー育成という取組としては、福智町、旭

市との児童の交流、それからＥＳＬキャンプ、

海外短期留学等、行事であったりとかいろんな

活動を通して、生徒会、児童会の活動を通して、

リーダー育成をやっているところです。 

 自治会に関しては、自分の経験上、あげな中

学校が校区の全ての自治会に書記が配置されて

いました。ですから、いつ行っても公民館に、

自治会長がいらっしゃらなくてもいて、学校の

学校便りであったりとか、自治会の便りだった

りとかを交換して、いろんな取組ができました。

確かに非常にすばらしいことではあるというふ

うに考えています。 

 直接、書記を配置したらリーダー育成できる

かどうかというのはちょっと疑問ではあるんで

すが、確かに地域の活性化の面からは書記を配

置するというのは大事なことだというふうに思

っています。 

 これは教育委員会だけの問題ではなくて、関

係課ですね、予算面もありますし、そういった

ところをやっぱり考えてやらないといけない部

分がありますので、こちらとしては、私として

は非常に地域活性化をするためには大事だと、

今までの経験上そういうふうに思っていますけ

れども、全体でまたこれは検討しないといけな

い事項ですので、そういうふうに思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。時間近くな

っています。まとめてください。 

○５番 新垣貞則議員 最後に、村長に。 

 私は毎年のように自治公民館に書記を配置要

請をしています。地域のコミュニティーが薄く

なり、地域活性化の停滞になります。こうした

課題を解決を図るために、ぜひ公民館に書記が

必要です。各地区の公民館を活用して、地域の

人たちが地域の行事をつくる。石原昌雄議員が

言ったように、当間の綱引きを見て私も感動し

ました。子供からお年寄りが協働したすばらし

い事業です。 

 こうした事業を各地区の公民館を活用してや

れば、リーダーが育つ。リーダーはイベント事

業をしながら育ちます。自治会長だけではこう

した事業はできないと思っています。地域活性

化を図るために、久場自治会長からも公民館に

書記を配置してくれとの要請があります。 

 公民館に書記を配置して、地域づくり、福祉

健康づくり、教育づくり、子供の貧困を取り、

歴史文化事業をし、様々な事業の強化が図れる

と思っています。 

 村長の目指す住みよい町、住み続けたい町に

なると思います。村全体で予算的に厳しかった



─ 200 ─ 

ら、久場地区をモデル地区に指定して、書記を

配置することを考えられないでしょうか。今後

の書記配置とか、村長の考え方をお聞かせくだ

さい。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 冒頭でお話ししたことが主な答弁にはなりま

すけれども、今、教育長がお話をした、書記が

必要な部分も当然あるということですけれども、

これは私もそうだとは思っております。 

 そこには、先ほどまた総務課長からの話もあ

りました。多少の見直しとなれば財政が伴って

きますから、その財政の見直しも含めて議論は

すべきであって、ただ単純に書記を増やす、そ

の分、財政的な部分が出てきます。地域の活性

化にはつながる。必ず、そこにはいろんな形の、

じゃ、今言ったように、あちらを立てればこち

らが立たないみたいなところもあるかもしれま

せんので、これはこれからみんなの意見を集約

しながらやればいいとは思いますけれども、い

い形があれば、また議員、いろいろ御提案して

いただければと思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。まとめてく

ださい。 

○５番 新垣貞則議員 今、村長が言ったよう

に、その予算的な課題があると思いますので、

それをまずモデル地区に指定して、そこから広

げたほうがいいかなと思っています。 

 それで、私はぜひ書記を配置してもらいたい

なと思っています。行政の皆さんは、新しい事

業をやる場合にはチャレンジすると言います。

私たち議員にも公民館に書記を配置して地域活

性化を図るためにチャレンジをさせてください。 

 チャレンジなくして成功なし。チャレンジす

ることが地域活性化を図るにつながると思いま

す。久場地区をモデル地区に指定して、書記配

置を支援をお願いします。 

 これで私の一般質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で新垣貞則議員の一般

質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

散 会（１５時２５分） 



─ 201 ─ 

令和５年第５回中城村議会定例会（第７日目） 

招 集 年 月 日 令和５年９月８日（金） 

招 集 の 場 所 中 城 村 議 会 議 事 堂 

開 会 ・ 散 会 ・ 

閉 会 等 日 時 

開  議 令和５年９月14日  （午前10時00分） 

散  会 令和５年９月14日  （午後２時14分） 

応 招 議 員 

 

 

（ 出 席 議 員 ） 

議 席 番 号 氏   名 議 席 番 号 氏   名 

１ 番 小橋川 恵 美 ９ 番 大 城 常 良 

２ 番 玉那覇   登 10 番 比 嘉 麻 乃 

３ 番 比 嘉   護 11 番 仲 松 正 敏 

４ 番 桃 原   清 12 番 金 城   章 

５ 番 新 垣 貞 則 13 番 新 垣 博 正 

６ 番 安 里 清 市 14 番 新 垣 善 功 

７ 番 新 垣   修 15 番 石 原 昌 雄 

８ 番 屋 良 照 枝 16 番 伊 佐 則 勝 

欠 席 議 員     

会議録署名議員 15 番 石 原 昌 雄 １ 番 小橋川 恵 美 

職務のため本会議 
に 出 席 し た 者 議会事務局長 比 嘉   保 議 事 係 長 辰   さおり 

地方自治法第121

条の規定による 

本 会 議 出 席 者 

村 長 浜 田 京 介 こ ど も 課 長 比 嘉 昌 子 

副 村 長 比 嘉 忠 典 企 画 課 長 比 嘉 健 治 

教 育 長 比 嘉 良 治 まちづくり推進課長 金 城   勉 

総 務 課 長 大 湾 朝 也 都市建設課長 呉 屋 克 行 

住民生活課長 仲 村 盛 和 
産 業 振 興 課 長 兼 
農業委員会事務局長 仲 松 範 三 

会 計 管 理 者 新 垣   忍 上下水道課長 仲 村 武 宏 

税 務 課 長 比 嘉   聡 教育総務課長 我 謝 慎太郎 

福 祉 課 長 照 屋   淳 生涯学習課長 渡久地   真 

健康保険課長 島 袋 かおり 教育総務課主幹 森 本 雅 人 
 



─ 202 ─ 

議 事 日 程 第 ５ 号 

日  程 件              名 

第 １ 一般質問 

第 ２ 認定第１号 令和４年度中城村一般会計歳入歳出決算認定について 

第 ３ 認定第２号 令和４年度中城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ４ 認定第３号 令和４年度中城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ５ 認定第４号 令和４年度中城村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ６ 認定第５号 令和４年度中城村土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ７ 認定第６号 令和４年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

       て 

第 ８ 認定第７号 令和４年度中城村水道事業会計決算認定について 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



─ 203 ─ 

○議長 伊佐則勝 おはようございます。これ

より本日の会議を開きます。 

（１０時００分） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 質問時間は、答弁を含めず30分以内とします。

それでは通告書の順番に従って発言を許します。 

 最初に、桃原 清議員の一般質問を許します。 

○４番 桃原 清議員 皆さん、おはようござ

います。議席番号４番、桃原 清。 

 議長の許可を得ましたので、これから一般質

問を始めます。通告書に従いまして、読み上げ

て質問を進めていきます。 

 まずは、大枠１番、新川１号橋工事の件。 

 ①２級村道新川線に架かる新川１号橋長寿命

化工事について、当初の工期及び変更後の工期

について、いつからいつまでか伺います。 

 ②工期が変更になった原因は何か、伺います。 

 大枠２、災害について。 

 ①先般の台風により、村道新川線が崩壊し、

通行できなくなるほどの被害を受けました。 

 緊急の対応で、２日ほどで水道も復旧、車両

の通行も可能となったが、今度、再度復旧工事

をする必要があると思うが、今後の予定につい

て伺います。 

 ②今年度８月の台風、大雨の影響で、奥間地

内の民家の庭が、崩壊する災害が起きたが、災

害対策の進捗について伺います。 

 ③上記民家の近くの歴史の道のすぐそばでも

崩壊が起きており、どのように対応するのか伺

います。 

 ④以前、字安里の西側で県道35号線を越えて

の大規模な土砂崩れの災害があったが、今般、

そこのすぐ近くの当間地内で、のり面から県道

35号線に土砂が寄せてくる兆候が見られる。ど

のような対策を進めていくのか伺う。 

 ⑤４年ほど前に、北上原地内で土砂崩れによ

り、数基の墓と人道が埋まる災害があった。 

 今年の８月に第３回の工事に関する説明会が

行われたが、説明会に参加したか。また、工事

の内容を把握しているか伺います。 

 以上、答弁よろしくお願いいたします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、桃原 清議員の

御質問にお答えをいたします。 

 大枠１番、２番ともに、都市建設課のほうで

お答えいたしますが、私のほうで、議会冒頭で

も申し上げました、たくさんの議員が御質問が

ある台風６号の被害状況、あるいは、今後の対

策について、少し所見を述べさせていただきま

すが、想定を超えたという表現を使いましたけ

れども、ただ、大きな混乱がなく、事なきを得

たというところもございました。 

 ただ、今後につきましては、やはり職員の負

担軽減も含めて、二次災害につながるような危

険性もはらんでおりましたので、暴風時に作業

をして、そういうことなどもありましたので、

いろいろなそういう経験を基に、次回からはし

っかり準備をして、そして、もちろん村民の皆

様にも御迷惑もかからないように、迅速な対応

をしていきたいなと思っております。 

 詳細につきましては、また、担当課のほうで

お答えいたします。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 おはようございま

す。桃原 清議員の大枠１番、大枠２番につい

てお答えいたします。 

 大枠１番、新川線１号橋について。 

 ①当初工期は、令和４年10月14日から令和５

年２月28日となっておりました。 

 工期を令和５年12月末まで変更する予定であ

ります。 

 ②設計と異なった線形での施工を行ったこと

が原因となります。 

 大枠２番、災害について。 

 ①新川線は、現在、橋梁掛け替え工事も行っ

ており、崩壊場所の復旧工事を実施すると、迂
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回路がなくなり、再度孤立してしまうことにな

ります。まずは、橋梁の工事を完了させ、その

後、本復旧工事を行う予定であります。 

 ②当該箇所は、南部林業事務所のほうで、地

滑り防止区域へ指定予定の箇所となっておりま

す。防止区域指定後に対策工事が行われると思

われます。 

 ③の箇所につきましても、南部林業事務所の

ほうで、地滑り防止区域へ指定予定の箇所とな

っており、防止区域指定後に対策工事が行われ

ると思いますが、村の管理道路である歴史の道

については、道路崩壊を事前に防ぐため、のり

面に応急対策を実施する予定であります。 

 ④中部土木事務所へ確認したところ、地滑り

防止区域の構造物であり、現場確認を行った上

で、必要に応じた対応を検討するとの回答を得

ております。 

 ⑤工事説明会には参加しておりません。 

 中部土木事務所に確認しましたところ、今回

の説明会には、墓地参道に関することが中心に

なるため、村への案内は行っていないとのこと

でした。 

 説明会の内容につきましては、今年度の施工

方法、手順の説明、御遺骨の回収から引渡しに

関する説明、現場への立入りに関する注意事項

の説明、墓地参道の復旧に関しては、土砂で埋

没している参道は、県の事業では復旧すること

はできないことを説明したと確認しております。

以上です。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 今回の一般質問は、橋

の工事の現場と台風６号の災害の現場だけにつ

いてなので、都市建設課だけに質問ということ

になりました。課長、頑張ってください。 

 まずは、大枠１の①について。 

 この橋梁は、今年に入りまして、長いこと工

事が止まっていたということがあり、それで、

地域住民のほうも一箇所は通行止めになってい

るわけですから、割と不安がっているような話

が出てきたりしたものですから。 

 それで、工期変更については、地域住民に紙

のお知らせ等をよく工事で使っていますが、そ

ういうものを使って、周知をしてあるかどうか

伺います。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 書面による通知は行っておりませんが、周辺

の方には、口頭での説明は行っております。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 長いこと通行止めとい

うことで、地域住民に迷惑をかけているわけで

すから、今後の予定については、十分に周知を

してくださるようお願いいたします。 

 次は、大枠１の②について。 

 設計と違った線形というのは、設置ポイント

が違うということですよね。 

 では、現在、その原因でちょっと施工が違っ

たということですから、どのような対応をして

進めていくのか伺います。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 現在、設計事務所も含めて、この線形の違い

というものに対して、対策をどういうふうにや

っていくかというのは、ほぼ確定しつつありま

す。それに向かって復旧工事を今後実施してい

く予定であります。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 土木工事とか建築工事、

工事現場では、様々な問題が起こることという

のはよくあることではあるんですよ、よく起こ

っても困るんですけれども。要は、そのときに

どのように対応したかが一番肝腎だと思います。 

 工事の担当者は、工事が進捗する場合のポイ

ントにおいては、常に立会いをして進めていく

ように、今回の工事だけに限らず、工事の担当

者というのは、常に立会いというのを重視する
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意識を持って、進めていっていただきたいと思

います。 

 大枠１については以上です。 

 次、大枠２、①について。 

 新川線は２級村道であり、そばを普天間川が

流れてはいますが、以前からもう土地はしっか

りした場所ではあります。 

 しかし、今回、台風６号のときに、道幅の端

から端まで全部が崩壊しておりまして、そこか

らまた20メートルぐらい離れたところに、そこ

でもまた、道の３分の１ぐらい崩壊した箇所が

あります。今後も崩れるおそれがないか、懸念

されるところではあります。 

 こういう村道の崩壊というのは、原因として

は、どういうものが考えられると思いますか、

伺います。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 新川線につきましては、桃原議員もおっしゃ

ったとおり、そばに普天間川が流れております。 

 今回、台風で倒木とかそういうのがあって、

普天間川に倒木が多く流れてきて、普天間川の

水流を阻害して、そちらから道路が浸食された

のではないかと思われます。 

 そういうものが、今回は要因になったのでは

ないかと考えております。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 今、普天間川の影響か

ということがありましたけれども、実際には、

現場は、川が少しだけ蛇行している。内側にな

っていますから、水が強く当たるということは

少なかったんではないかとは思うんですけれど

も、原因は誰も本当は分からないんで。 

 ただ、よく道路が崩壊する原因として、一番

よく知られていることが、安里の上の崩落のと

きもそうでしたけれども、舗装面に亀裂が生じ

て、そこから水が浸透して、崩壊が起きるとい

うのが一番多い事例ではないかと思います。 

 新川線は２級村道で、重要な生活道路ではあ

りますが、舗装が剥げてなくなった場所も多く、

相当に凸凹がひどい状態ではあります。 

 以前、これも私、議員になったときに質問し

たときに、村長からもちょっと話があったんで

すが、新川線がひどいということで、一回改良

工事をしようという計画もあったらしいんです

が、もろもろの状況で、それは取りやめになっ

たという話を聞いたことがありますが、ただ、

改良工事をしようと考えるぐらいですから、相

当にひどい状態というのは、皆さん御存じだと

思います。 

 北上原は、この凸凹の道というのがたくさん

あるんですよ。それでも、この新川線の場合は、

２級村道でありながら、凸凹が多い。アスファ

ルトも剥げているほうが多い。ちゃんとした舗

装ではないような状態ではあります。 

 以前、改良工事をやろうとして、駄目になっ

たということなんで、今回は、改良工事をして

くださいという要求するものではありませんけ

れども、切削をして、アスファルト舗装を計画

していただきたい。 

 これは、舗装工事でしたら、補助金で何とか

できますよね。改良工事になると、土地の問題

とかいろいろな問題が出てくると思うんですが、

まずは、北上原、道の悪いところたくさんあり

ますから、一つ一つ、ここは２級村道でもあり

ますから、まずは舗装工事、計画を進めていた

だきたい。 

 舗装工事というのは、補助金対象ではありま

すよね。それをちょっと伺います。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 舗装工事というも

のではなく、現在、村内にある村道の中で、何

十年も前に、今の舗装構成の基準を満たしてい

ない道路というのが、かなり村内でもあります。 

 それに対して、現在の基準に合った舗装構成

でやり直すという舗装構成改良事業というもの
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がありますので、それを活用して、今、南伸線

とか、次年度から新垣中央線とか、そういうも

のを活用して、本来の基準に合った舗装構成に

改良していくという事業がございます。 

 今の新川線につきましても、もしかしたらそ

の一部だけ舗装構成が全然足りていなかったか

もしれないというのも、陥没の原因になること

も考えられますので、この舗装構成改良事業を

充てて、やっていくというものは、交通量とか、

そういうのも勘案しながら、今後検討していく

ものではあると思われます。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 こういう時代ですから、

なかなか道路の改良工事というのは、着手も難

しいかと思うんですが、まずは、２級の村道で

すから、普通のアスファルトの道路にしてくだ

さい。 

 大枠２の①は以上です。 

 次、大枠２、②、再質問を行います。 

 この②の箇所というのは、今回、ある民家、

奥間なんですが、北上と奥間の境目になってい

まして、地番は奥間なんですが、家があって、

庭がありまして、庭の端のほうが大体３メート

ル、４メートルぐらい広いところで、高さが２

メートルぐらい落ち込んでいるんですよ、これ

が二、三十メートルぐらいの長さで。滑ってす

ぐ落ちたような感じになっているんですけれど

も、大変危険で。 

 この場所、奥間は中部土木がやっているとこ

ろ多いんで、災害対策を。中部土木へ行きまし

たら、こちら、南部林業事務所が担当しますと

いうことで、南部林業事務所に行きました。 

 話聞いたところでは、北部林業事務所という

のは、ヤンバルのほうで、よく治山ダムとか砂

防ダムの工事はよくやっているみたいではある

んですが、南部林業事務所は、実は初めてなん

ですよみたいなことを、担当、言っていたんで

すよ。これを災害区域に指定して、対策工事を

するという経験はあまりないですと。 

 それで、私のほうには、これを急ぎ危険区域

に指定をして、そこからではないと今度予算も

下りないんで、早めに進めていきますとは言っ

てはいましたけれども、まず、村にも十分に話

を通してくださいと言われました。 

 奥間では、中部土木と南部林業事務所が一緒

に説明会をやったんですかね。それは、課長、

御存じですか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 桃原 清議員のお

っしゃるとおり、奥間については、中部土木事

務所と南部林業事務所によって、２か所による

地滑り防止区域の指定箇所がございます。 

 ９月５日に、奥間地区について、中部土木事

務所のほうで、地滑り防止区域指定の説明会を

行いました。その際に、南部林業事務所も同席

して、同じように説明を行ってはいました。以

上です。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 南部林業事務所の担当

は、正直なことを言いますと、あまり経験はな

いんですよみたいなことを言っていたんで、ぜ

ひ中城村も、中部土木事務所に応対しながらい

ろいろ進めていくわけですから、その知識はも

しかしたら南部林業よりあるかもしれない。一

緒に進めていきたいということでしたので、十

分に対応していただけますか、課長。どうです

か、南部林業に対して。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 中部土木事務所も

交えながら、中城村も南部林業事務所と調整し

ながら、進めてまいりたいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 今の箇所については、

課長、よろしくお願いします。 

 続きまして、大枠２の③。 

 大枠２の③は、この場所は村道坂田線、消防
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学校の近くの道なんですが、そこから歴史の道

に入りまして、新垣側に向かっていくんではな

くて、南上原側に向かって入っていくんですが、

歴史の道を。100メートルぐらいですか、それ

があるか、ないかぐらいの距離で、歴史の道の

すぐ近くまで崩落しているんですよ。その崖が、

歴史の道と１メートルあるかないかぐらいの近

くまで迫っているものですから、大変危ないん

ではないかと。 

 相当なる危険が危惧されますので、ここで質

問したいのは、歴史の道の現在使われている歴

史の道の位置というのは、本当のハンタ道だっ

たのか、もともとの里道なのかを伺います。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 現在の桃原議員の

おっしゃられる箇所につきましては、もともと

の里道を使って、歴史の道として整備している

道でございます。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 もし、そういう場所で

なければ、よく家を建てるときにセットバック

みたいに、崖から後ろのほうにバックして造れ

ないかということもちょっと考えたものですか

ら。 

 ただ、今のままでは、大変危険な状況になら

ないかということもあるもので、臨時で、都市

建設課のほうで対策をしようとしているのは、

どういうことをやろうとしているんですか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 現在まだ、南部林

業事務所のほうは、地滑り防止の指定も行って

おりませんので、今からのものになると思われ

ます。工事までには、数年かかるのが予想され

ますので、これ以上浸食されないように、のり

面が裸地となっている部分を保護する措置を講

じようと思っております。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 今のままでは、また、

危険な状況にならないかという危惧はされます

が、あと、そういう場所では、村長、歴史の道

なんですが、ちょっと危険かなと思ったときに

は、通行禁止などもできるんですかね。どこか

らどこまで通行禁止、歴史の道。だんだん崖が

寄ってきた場合は、危ないんではないかという

こともあるわけですから。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 歴史の道に関しま

しては、以前も浸食され、階段が壊れていたり

とか、ゴルフ場の近くでそういうのがあって、

通行止めにしたことはあります。 

 今回も危険であると感じられる場合は、通行

止めの処置も考えていきたいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 今のこの崖崩れのほう

から一番近いところの歴史の道、そういうとこ

ろは、もともとはその場所だったということで

あるにしても、だんだん危険な状況になれば、

崖から少し離れたところの位置に、歴史の道を

造り直すということも考えられるんでしょうか。

お願いします。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 崩壊などにより、

道が今後存続不可能であると考えられた場合、

それからの検討になるとは思われます。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 分かりました。③は以

上です。 

 続きまして、大枠２の④。 

 これは、以前、安里の上のほうで、何年ぐら

い前ですか、十七、八年前ですか、大きく崩れ

たのは。その場所のここから向かって稜線１本

挟んですぐ右側です。そこは、当間地番になっ

ておりますが、その件が、ちょっと土砂が押し

寄せているということで、その件についての質

問であります。 

 この場所は、金網のフェンスのようなもので
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大体１メートルぐらいの四角、円柱みたいに作

った籠の中に、石をたくさん詰めたもの、これ

を「ふとんかご」というんですが、これを４段

ぐらい積み重ねて、今、養生されているんです

が、一番下のふとんかごが、ちょうど90度回転

したように真ん中から、のり面側からの土砂に

押し寄せられて、回転したような状態になって

います。 

 土砂がふとんかごを越えて、今、車道側に大

きく寄せてきておりまして、その土砂を止める

ために造られた構造物が、今壊れています。 

 これは、今回の台風のせいということではな

くて、もう時間がたっているゆえに、押し寄せ

たものだと思われますが、これが今回台風で皆

さん御存じのように、あちこち災害が発生した

ということで、そこも見に行ったんですけれど

も、これは危険な兆候ではないかと思いまして、

中部土木事務所に行ったわけですが、維持管理

班では、今の状況を確認し、今後変化があれば

すぐに対応できるよう、パトロール時には常に

注意していきますと。中城村の役場とも連絡が

取れるようにしていきたいので、役場にも話を

してください。 

 中部土木がそういうふうに言っているわけで

すから、執行部のほうでも現場を注視して、ま

た、その上の坂田線の亀裂、安里の上が崩壊し

たときというのは、崩壊して途中途中が、坂田

線ほうで亀裂が入って、それでそこから崩れて

いくという、崩れた範囲というのはそれで広が

っていっていたというのがあるものですから、

今回も村のほうでは、県は村道までは見に来ま

せんから、この箇所の上の坂田線のほう、実際、

亀裂はありますよね、あの辺は。それを注意し

てほしいというのがあります。 

 その点については、継続して、都市建設課、

注意していけるかどうか、それをちょっと伺い

ます。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 桃原 清議員のお

っしゃられますとおり、引き続き坂田線のほう、

亀裂等のパトロールを行い、注視してまいりま

す。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 これまでの話の中で、

南部林業の件でもそうですが、中部土木に対し

ても、執行部のほうでは一緒に進めてください

ということを何回も言いましたが、これが実は

今週、奥間のほうはいろいろな工事があります

よね。今週、奥間地滑り対策工事でしたか、Ｒ

５－１、今年度の一発目の工事なんですが、今

週それが入札予定で、発注されたんですけれど

も、２日前でしたか、実際には辞退者が多くて、

応札者は会社１者だけで、入札が流れてしまい

ました。復旧工事というのは、こういう感じで

よくあるんですよ。 

 昨日も、貞則議員からの久場崎の海岸線の砂

防工事の話もありましたけれども、防災、砂は

何と言うんですか。砂防ネットですか、砂防ネ

ットの工事の件がありましたけれども、その件

も、中部土木が発注したときに、よく工事が流

れるということがあるんですよ。 

 ですから、県が発注するときは、市町村も一

緒になって、頑張ったほうが、地元業者が取っ

たりとか、前に進む確率も少しは上がるんでは

ないかなと。 

 今週の奥間のあの地滑り対策工事、これが１

件、今年度一発目が流れてしまったものですか

ら、ですから村もできるだけ県に協力しながら、

やっていただきたいというのがあります。 

 ④については以上です。 

 次、大枠２の⑤。 

 これは、北上原の土砂崩れで墓が４基埋まっ

てしまったという件なんですが、何回か説明会

を持って工事をして、説明会を持って工事をし

てということをやったんですが、大きな工事が

終わりまして、今残っているのが、墓４基埋ま
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っていたうちの３基は、遺骨なども出しました

けれども、１基はまだ掘り出していないのがあ

ります。 

 それと、そのすぐ近くに、６基から７、８基

ぐらいですか、墓があるんですが、そこに登っ

ていく参道がまだ埋もれていまして、これを掘

り出さないといけないということが残ってはい

ます。 

 ただ、この埋まった墓地の参道に関しまして

は、県では、予算は出ないということ、説明会

での結果で、さっき課長が話ししましたけれど

も、参道復旧に対しての予算は、県からは出な

いんですよ、あれは個人のものだったというこ

とで。 

 ただ、中部土木の担当班には、そういうこと

は言っても、道が通れなかったら意味ないです

から、掘り出して参道を出すときには、受注業

者と一緒に、県も一緒に、参道用の予算は出な

くても、整備する予算ということでごまかして、

何とかきれいにちゃんと通れるようにしてくれ

ないかという話は、中部土木のほうにはしたん

ですが、その件については分かりましたと。ち

ゃんと道として通れるように業者と一緒に進め

ていきますという返事はもらっているんで、ち

ゃんとやってくれるんではないかということは

思っています。 

 今回、台風６号というのはありまして、全部、

都市建設課 呉屋課長に質問を投げかけました

けれども、今日の質問はこれで終わります。以

上です。 

○議長 伊佐則勝 以上で桃原 清議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１０時３７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時５０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 日程第２ 認定第１号 令和４年度中城村一

般会計歳入歳出決算認定についてを議題としま

す。 

 本件について、９月８日に説明済みですので、

これから質疑を行います。 

 まず、歳入について一括して質疑を行います。

質疑ありませんか。 

 15番 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 それでは、歳入のほ

うで質疑を二、三点させていただきます。 

 11ページ、歳入の村税のところですけれども、

村税の特に村民税、個人分が大分伸びています。

法人分も伸びていますけれども、収入未済額も

大分今年度はあるようで、収入未済額について

も、今後どのような形で徴収していきたいのか

というところもお願いしたいと思います。 

 次に、18ページの下のほうのゴルフ利用税の

交付金です。近年は2,700万程度で推移してい

ますけれども、このゴルフ利用税についても市

町村が頑張れば、もっと利用税が入る税だと思

うんですけれども、村としてこのゴルフ利用税

をアップさせることも検討していくのか、して

いるのかをお願いします。 

 ３点目に、22ページの14款の使用料等々につ

いてですけれども、保育所使用料の中で、収入

未済額が出てきます。かつては保育所使用料は、

ほとんど村立保育所の保育所使用料だったと思

うんですけれども、近年は、認定こども園等々

も合わせてだと思うんですけれども、この未収

入が出た原因とか、どこの施設なのかも教えて

もらえたらと思います。 

 以上３点お願いします。 

○議長 伊佐則勝 税務課長 比嘉 聡。 

○税務課長 比嘉 聡 お答えいたします。 

 収入未済額の徴収についてということで、こ

れまでも徴収の担当のほうで、臨戸訪問とか督

促とかということで、アクションを起こして、

その反応によって相談等につなげて、分納とか

そういった形を進めてきていますので、今年度
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につきましても、こういう徴収に関しましては、

県税の併任業務と合わせて、県税と一緒にやっ

て、臨戸を訪問したり、そこから相談につなげ

たりということも継続して進めながら、また、

これまで取り組めていなかった預金調査とか、

そういった部分も含めて、徴収率の向上に向け

て取り組んでいきたいと思いますが、やはり大

事なのは、また、納税ができるかどうかという

部分も含めて、相談を確実に進めながら、徴収

率向上に努めていきたいと考えております。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 比嘉健治。 

○企画課長 比嘉健治 それでは決算認定のペ

ージ18、ゴルフ利用税交付金についてお答えし

ます。 

 取組については、現在、特別に何か実施して

いるということはございませんが、中城村にお

いては、オーシャンキャッスルゴルフクラブが

ありまして、そこで利用される方に対して課税

される利用料の一部が、村に交付されるという

ことですので、利用者がやはり多く利用される

と、交付額も多くなってくると思います。 

 現在、オーシャンのほうも利用者も多いとい

うこともありますが、今後については、この取

組が、利用者が増えるかどうか分からないんで

すが、ふるさと納税の部分で利用できるように、

現在調整していますので、そういう取組も含め

て検討はしていきたいと考えています。以上で

す。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 収入未済額の件です

が、村内の公立保育所１か所と私立の保育所２

か所の収入未済額がありますので、今後また、

保育料の未納の分の徴収の通知等をして、徴収

が向上するように努めてまいりたいと思ってお

ります。 

○議長 伊佐則勝 15番 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 村税についても、ち

ょっと資料を読ませてもらったんですけれども、

11月から徴収月間とかいうふうな形で、取り組

んできましたということなんですけれども、ぜ

ひ三役も含めて、税の徴収には、キャンペーン

というか、やってほしいと思います。 

 県とか那覇市なども、トップも合わせて、月

間の初めには、ぜひ納めてくださいよみたいな

アクションを起こしていますので、担当課とし

ても、そこら辺まで併せて取組をやってほしい

と。 

 ここは一般会計ですけれども、国保税につい

ても、ある意味では同じことだと思うんで、国

保税の徴収等々についても、そういう月間とか

そういうのを一緒になって、今言った保育料の

徴収についても全く同じです。そういう年度の

後半に向けて、取りあえず現年度分を頑張らん

と、未納になってしまいますから、そういうと

ころは頑張ってほしいと。 

 幸いに、税収総額は、毎年村は伸びているん

で、一般財源は確保はできると思うんだけれど

も、でも、徴収率と税源が上がるというのは別

の話だから、頑張ってほしいと思います。 

 あと、ゴルフ利用税についても、いろいろな

形で取組を始めていってほしいと思います。以

上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 12番 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、歳入の24

ページ、公園使用料の糸蒲公園の使用料。この

内訳、少し教えてください。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 糸蒲公園使用料に関しては、パークゴルフの

使用料となっております。 

○議長 伊佐則勝 12番 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 パークゴルフ場の収

入だと思うんですけれども、今、水道管のタン

クを造り換えして、また復旧するんですよね。

年間、この利用だけで、また復旧するのかどう
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か、これから考えなければいけないなと思って、

今質問しました。 

 ぜひ検討してください。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 次に、歳出について質疑を行います。 

 歳出１款に対する質疑はありませんか。１款

については、総務常任委員会は質疑できません。 

 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。 

 歳出第２款に対する質疑はありませんか。２

款については、総務常任委員会は質疑できませ

ん。 

 12番 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、２款１項

１目12節、66ページ、行政事務委託料、そこの

内訳をお願いいたします。 

 それと、２款１項４目の11節委託料、庁舎清

掃委託料、そこの業者名とかお願いします。 

 一番下の公共施設草刈り業務委託料、そこの

委託先。 

 以上です。お願いします。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、ただいま金

城 章議員からの御質問でございましたことに

つきまして、お答えをいたします。 

 まず、66ページ、行政事務委託料につきまし

ては、事務委託者に対するものでございます。

こちら、毎月の委託料と６月、12月の期末部分

のものでございます。内訳につきましては、こ

れは、字ごとにということでしょうか。 

（「全部もらえますか、後で」と言う声あり） 

○総務課長 大湾朝也 後で御提供したいと思

います。その分になっております。 

 続きまして、72ページでございますけれども、

庁舎清掃委託料、こちらにつきましては、この

本庁舎の清掃委託になっております。業者につ

きましては、申し訳ございません。今、ちょっ

と業者名を持ち合わせておりませんので、こち

らも後で御提供をしたいと思います。 

 公共施設草刈り業務委託料につきましては、

シルバー人材センターのほうに委託をしている

ところでございます。 

○議長 伊佐則勝 12番 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 そうしたら、もう一

度だけ。 

 庁舎は、本庁舎だけは予算に載っています。

周辺整備の予算が分からないものですから、そ

れで、周辺整備、外構の、その予算がちょっと

分からないものですから質問しました。そこも

教えていただけますか、予算。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それではお答えをいた

します。 

 先ほど公共施設草刈りにつきましては、駐車

場のほうになっております。庁舎の外構という

ことでありますけれども、そちらにつきまして

は、都市建設課にいる清掃作業員を活用して行

っております。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 「質疑なし」と認め、これで質疑を終わりま

す。 

 歳出３款に対する質疑はありませんか。３款

２項児童福祉費、１目から２目、児童福祉総務

費、児童措置費については、文教社会常任委員

会は質疑できません。 

 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、３款につい

て質疑をいたします。 

 まず、110ページです。これの備考の一番下

のほうです。学童保育巡回指導員、158万5,331

円あるんですけれども、その中で不用額が43万

9,229円あるんですけれども、これは県の学童

を巡ってという話で、前回伺っているんですけ

れども、これの成果説明書を見ても、その中に

もないものですから、一つ一つを回り、指導し

た結果、報告書とかそういうものが存在するの
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かどうか、ちょっと伺いたいと思います。 

 それから２点目、120ページです。これの中

頃にあります子育て世帯の臨時特別給付金830

万円のものがあるんですけれども、その中でも、

これは申請支給ということで、１世帯当たり10

万円、83世帯分ということを狙っているんです

けれども、これが不用額が1,620万あるもので

すから、この中で対象世帯ではあるんだけれど

も、申請がなくて1,620万円不用になったのか、

そのあたりをお聞きしたいと思います。 

 ３点目、主要施策の成果説明書なんですけれ

ども、これの43ページの中に、子供の貧困緊急

対策事業というのがありますけれども、これは

成果のほうは、令和４年度支援世帯数というこ

とで、14世帯の36名を支援したということなん

ですけれども、ちょっと私が気になったのが、

その横の課題と改善等の中に、読み上げますけ

れども、教育委員会配置の子供支援員とこども

課の子供支援員との横のつながりが希薄である

と。お互いの業務に関する相互理解を得なけれ

ばならないということですね、得るということ

は。 

 平成28年度から立ち上げた子どもの未来支援

会議が十分できていないということで、これの

運営状況の把握が難しくて、近況報告は遅れて

おり、連携が十分ではないということで、大分

これ読んだ時点では、相当心配するものですか

ら、これも平成28年から立ち上がって、相当の

年数がたつんですけれども、そのちょっと内訳、

窮屈になっているのかどうか、そういうのも含

めて、以上３点、伺いたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 歳出110ページの右

下のほう、学童保育巡回指導員の158万5,331円

につきましては、特に報告書というものは作成

しておりません。会計年度任用職員を雇用しま

して、学童クラブを巡回しまして、補助金が適

正に執行されているか、例えば、支援員とかス

タッフの出勤簿を確認したり、そういう会計処

理などの指導を行っておりました。 

 こちら単年度１年、令和４年度のみ実施して

おりますので、特に成果報告書は作成しており

ませんが、この１年間をかけて、会計処理など

の指導を実施しておりました。 

 続きまして、120ページ、子育て世帯臨時特

別給付金830万円で、不用額が1,600万近くあり

ましたけれども、こちら案内を忘れたとかでは

ありませんで、予算の当初の令和３年度の見込

みの誤りによって不用が出たということで、必

要な家庭には、全て給付はいたしております。 

 続きまして、成果報告書43ページの教育委員

会とこども課の子供支援員との定期的な密な会

議等がなかったというのもありますし、コロナ

禍でここ３年ぐらい、未来支援会議も令和４年

度のも、年度末にやっと１回開催できたという

ことがありますので、今後、この課題を改善で

きるように努めてまいりたいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 では、１点目、110ペ

ージのほうからです。 

 これも支援員の予算、会計処理だけというこ

となんですけれども、やはりこれは、中身のほ

うが重要でして、学童保育を回って、この任用

職員になると思いますけれども、その方の話を

聞いてどうでしたかということも、担当課とし

てはぜひお聞きしてほしいなと。 

 予算を処理したから、このままこれで終わり

ですよというんではなくて、しっかり対応した

と思うんですね、各学童クラブ回って。その中

で何か違ったこと、あるいは、課題とかそうい

うのもありましたかというのは、ぜひもう一回

問い直してほしいなということあるんで、それ

ちょっとできるのか、もう一回伺いたいと思い

ます。 

 120ページです。 

 そこは見込みがあったということで、100名



─ 213 ─ 

ぐらいまで、対象の方々も全てできたというこ

となので、取りあえずほっとはしております。 

 あと、成果説明書の中で、コロナ禍で３年余

り未来会議も行われていないんだろうと、そう

いうふうに思っているので、ぜひ今後、やはり

題目にもありますとおり、子供の貧困緊急対策

事業ですので、そこのところもしっかりと会議

を持ちながら、改善すべきは改善し、提案する

ところはぜひ提案してほしいというところも、

行政のほうから支援会議のほうにも投げかけて

いただきたいというふうに思っているので、１

点だけ回答をお願いします。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 補助金の執行に基づ

く出勤簿であったり、そういうふだんの会計処

理のことを見て、そして、それを報告を受けて

いますので、特に問題はなかったというふうに

私たちは報告を受けております。 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 先ほども聞いたんです

よ、会計報告は分かりましたと。その方が回っ

た結果を、ぜひ担当課でもう一回調べてほしい

なと。回った結果どうでしたよと。 

 これはお金の問題ではなくて、各学童回って、

何か違和感があったのか、それとも適正にしっ

かりと行われていたのか。そのあたりのことを

ちょっと調べてほしいなということですので、

そこをぜひ点検して、任用職員の方ですか、そ

の方にもっと聞いてほしいという要望ですので、

そこはもう一回やってみてください。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 主要施策の成果説明

書の中の29ページ、大城議員と大体似たところ

ではありますが、学童クラブについて、学童ク

ラブ運営事業の成果なんですけれども、これは、

民間のアパートなども活用すると書いています

けれども、家賃補助等も含まれて支給されてい

るのか、この支給される中身についてお答えく

ださい。 

 そして、次の成果説明書の、先ほど未来会議

について、43ページです。 

 これについても、今答弁はいただいてはおり

ますが、やはり十分機能させていかないと、子

供の貧困対策というのをしっかりと解決に向け

て取り組めないんではないかなと私は思ってお

りますので、その未来会議の中身とメンバーに

ついて、どのような構成をされているのか、お

答えください。 

 あと１つは、不用額の説明書の９ページ、ひ

とり親家庭学童クラブ利用料助成事業補助金13

万5,000円が不用額という格好で上がっていま

すが、これらの補助金についても、認可外とか

認可園というのは、補助の対象になる、ならな

いが、事細かく分けられているようであります

が、認可外については、一般的に補助の対象に

ならない項目がかなりあるみたいですけれども、

やはり認可外に対しては、そういったときには

手厚く単価をアップさせていくという考え方も

成り立つんではないかなと思いますが、そうい

う検討はなされたことがないのか、お答えくだ

さい。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 学童クラブ運営補助

金の中に、家賃補助が入っているかという質問

ですが、こちら家賃補助は入っておりません。 

 その次が、子どもの未来支援会議の構成メン

バーということなんですが、今ちょっとメンバ

ーの表を持っていないので、すぐは答えられま

せんが、村内の保育施設と関係機関の方々がメ

ンバーになっていますので、後ほどこの未来支

援会議の名簿をお渡ししたいと思っております。 

 続きまして、不用額の認可外の保育園での支

援の件は、今のところは単価については変更の

予定はございませんが、今後検討していきたい

と思っております。 
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○議長 伊佐則勝 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 お答えいただきまし

たけれども、子ども・子育て支援事業全般につ

いてですけれども、特に学童についてお伺いい

たしますが、認可外については、運営補助金が

ほぼないのが多くて、感染予防とひとり親家庭

についてのみですか、この２つが補助対象とな

っているようですけれども、この運営補助がさ

れないという法的な根拠というのは、ちゃんと

あるんでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 認可外の学童クラブ

への支援につきましては、この学童クラブが、

私たちの学童クラブの補助金に関しては、国の

基準を満たしたところに支給をする、補助をす

るということになっております。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１１時２１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時２５分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 村独自で決定してい

るわけではございません。国の基準に基づいて、

支給をしているところでございます。 

○議長 伊佐則勝 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 補助メニューの中に

は、障害児受入れとか障害児強化とか、いろい

ろとメニューがあるみたいですけれども、この

認可外学童に対しては、たまたま対象児童がお

られなかったのか、もしいた場合は、そこも補

助の対象になるのか、ならないのか、それもお

伺いいたします。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 先ほどの認可外の学

童クラブに、もし特別支援が必要なお子さんが

入った場合、補助金交付するのかに関しては、

こちらとしては、そういう事例がこれまでなか

ったので、今すぐは答えることはできませんの

で、特別な支援が必要なお子さんは、認可を受

けた学童クラブのほうに申請して、そちらに通

っている現状がございます。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 15番 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 私のほうから何点か

お願いします。 

 98ページの委託料の中で、地域福祉計画策定

の委託料がありまして、完成していると思うん

ですけれども、成果についてはどのようなふう

に配布したかどうかをお願いします。 

 あと108ページで、18節の負担金補助金のふ

れあい事業の補助金がありますけれども、この

ふれあい事業の補助金については、どういう基

準といいますか、単価といいますか、それを少

し説明をお願いしたいと思います。 

 あと、その下の扶助費の中で、食の充実支援

事業がありますけれども、先日、台風災害等々

については、高齢者、あれは独居老人等々につ

いての見回りの中で、配食サービス等緊急通報

システムと、あと、飲料水配布ということで、

以前ヤクルトだったんですけれども、ヤクルト

があると思うんですけれども、このヤクルトの

ほうの決算がどこにあるか、教えてもらえたら

というふうに思います。 

 あと１点、116ページのこれも負担金補助金

ですけれども、放課後児童支援員等の処遇改善

臨時特例事業、その上の保育士の幼稚園教諭処

遇改善臨時特例事業というのでありますけれど

も、何か３％という基準があって、そのちょっ

とした支援する仕組みをお願いします。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 まず、98ページの311、12の委託料の中の地

域福祉計画委託料419万4,100円なんですが、こ

ちらのほうは４月で策定が完了しまして、５月

には成果物作成をしております。 
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 議員の皆様にも１部配付はさせていただいて

おりますし、窓口で必要な方には配布しており

ます。また、ホームページでも全データがダウ

ンロードできるように公表はしております。 

 続きまして、108ページのふれあい事業の補

助金につきましてですけれども、こちら補助基

準の具体的な中身ということでしょうか。すみ

ません、ちょっと失念しておりまして。 

（「何か所でしているかな」と言う声あり） 

○福祉課長 照屋 淳 何か所であれば、今16

か所のふれあい組織のほうにやっております。

中身としては、基本的には均等割と活動割りと

いう形で、基準があります。 

 活動割りについては、前年度の実績を基に、

活動割りの補助金の金額決まるんですが、今、

コロナにおいて、なかなか活動ができないとい

う状況がありましたので、令和２年度の実績を

基に、ここ３年ほどは同じ単価において、実績

を今やっているところです。 

 ３つ目です。ヤクルトの配布事業の決算の項

目ということですよね。そちらは106ページの

委託料の介護予防事業送迎委託料の下にありま

す高齢者等保健飲料給付事業63万6,314円、こ

ちらがヤクルトの決算額になります。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 116ページの保育

士・幼稚園教諭処遇改善臨時特例事業及び放課

後児童支援員等処遇改善臨時特例事業につきま

しては、10分の10の国庫補助でありまして、お

おむね処遇改善３％分の補助金を給付しており

ます。 

○議長 伊佐則勝 15番 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 資料については、も

らった覚えがあって、ただほかにも配布されて

いるかなという確認をしたかったため。 

 あと、ふれあい事業についても、定額分と活

動分というのがあるんですけれども、確かに資

料見ていたら、この二、三年はずっと横ばいな

んだけれども、これは今後活動の参加する人数

が増えたら増額になるのか、そこら辺を少しお

願いします。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 ふれあい事業の前年度の実績を基に、来年度

であれば令和５年度の参加人数を、利用者さん、

ボランティアさんの数、その数が増えればもち

ろん増やす形になります。 

○議長 伊佐則勝 15番 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 固定されている枠を

割るわけではないですよね。活動がよければ予

算も増えますよという理解でよろしいですか。 

 はい、ありがとうございます。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありますか。 

 10番 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 それでは、歳出の３

款２項１目の116ページです。その中に、保育

士正規雇用化促進事業補助金と126万円あるん

ですけれども、これが令和４年度は何人の正規

の保育士が増えたのか伺います。 

 その下の県外保育士誘致事業補助金がありま

すけれども、23万4,000円、前年度が８万4,000

円だったと思うんですけれども、今回はちょっ

と増えています。何人分を補助したのかという

のをお聞かせください。 

 ２点お願いします。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１１時３５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時３５分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 先ほどの保育士正規

雇用化促進事業補助金の126万につきましては、

２施設の４人となっております。 

 続きまして、県外保育士誘致事業補助金です

が、こちら令和４年度には23万4,000円につき
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ましては、利用者１人、こちら家族で県外から

引っ越してまいりましたので、家族単位での単

価となって、23万4,000円というふうになって

おります。 

○議長 伊佐則勝 10番 比嘉麻乃議員。 

○１０番 比嘉麻乃議員 安心、安全な保育の

ためにも、やはり正規の保育士はどんどんこれ

からも増やしていただきたいと思いますけれど

も、この保育士正規雇用化なんですが、県から

の９割補助ということもありますので、これか

らもこの保育施設への支援などに努めていただ

ければと思います。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありますか。 

 これで質疑を終わります。 

 歳出４款に対する質疑はありませんか。所管

する委員会は質疑できませんので、よろしくお

願いします。 

 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。 

 歳出５款に対する質疑はありませんか。 

 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 それでは、歳出５款労

働費の中から、すみません、５款ではなかった

です。 

○議長 伊佐則勝 歳出５款に対する質疑はあ

りませんか。 

 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。 

 歳出６款に対する質疑はありませんか。 

 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 すみません、６款のほ

うで質問させていただきます。 

 まず142ページの営農継続支援事業補助金88

万9,000円。この事業については、202万4,000

円という総事業費の中で、今回執行率が悪いよ

うに思えるんですけれども、質問したいのが、

まず対象18戸の何か農業支援を行ったというふ

うに記載ありましたけれども、対象者は18人し

かいなかったのかというまず１つです。 

 見込みでは不用額の説明では、何か見込みが

減額となったというふうに書かれていましたけ

れども、当初見込み世帯数をどれだけ見ていた

のかという、まず１つの質問です。 

 今度、執行率88万9,000円を18戸の支援を行

っていますけれども、この限度額があったのか

どうかです。支援する内容はどのような、購入

費とか資材購入費など支援の内容、業務内容と

いうか、内容はどのようなものになっていたの

か。 

 この３点をお伺いいたします。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 お答えします。 

 中城村営農継続支援事業につきましては、新

型コロナ感染症対応の地方創生臨時交付金を活

用して、事業を行っております。 

 原油価格や物価高騰の影響を受けている村内

の農業者を支援するための事業でありまして、

補助金の交付条件が、果樹、野菜等を植付けを

行っている方々に、ビニール関係の補助を行っ

ています。補助率は購入費等３分の１以内で、

花卉に関しましては、電照器具の器具類に対し

て２分の１の補助を行っております。以上、対

象者は18名となっております。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１１時４２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時４２分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 対象者については、ちょっと今把握してお

りませんので、後で確認して報告したいと思い

ます。 

 見込み額の限度額は、これも把握して、後で

調べて報告したいと思います。 
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○議長 伊佐則勝 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 調べてこいというのも

ちょっと酷なものですから。 

 今年も多分補正予算でこの予算を取ったとい

うふうに記憶しているんです。今年もこの補助

メニューがあるのかどうか。もしあるんであれ

ば、今年さらにできるのかという点と、もう一

つあわせて、この上のほうに、今回一般質問の

中でも、物価高騰とか農業支援の中で、台風で

ビニールがやられただとかありましたよね。 

 この支援事業の中に、先ほど言った果樹、野

菜の中にビニール、購入なのかな、マルチング

とかそういったものに対しての補助的なものを

というふうに理解しているんですけれども、今

回、資材購入費というのは57万1,000円で、

10％の令和５年度予算をもっていますよね。も

し仮に、今回こういうふうな同様な交付金メニ

ューがあるんであれば、合わせて３分の１補助

でということは33％補助ですね、これは。そう

したら、農協さん、購入資材が10％補助、単費

でできるんであれば、合わせて43％というふう

に考えるんですけれども、今回要は同様のメニ

ューがあるのかどうか。 

 合わせて、もしあるとしたらチャレンジして、

購入資材10％と合わせて、同様に33％の補助も

できるのかというのをお聞きします。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 この事業は、前年度コロナ交付金の臨時創

生交付金を活用して、農家の皆様方の負担を軽

減するという事業であります。 

 今年度は、このコロナ交付金が充当できない

状況でありますので、また、ほかの一括交付金

とかそういうのを、来年度に向けてあれば検討

して、また、ほかの出荷資材との組合せができ

るかどうかも単費でありますので、その辺も検

討していくべきかなとは思います。 

○議長 伊佐則勝 ほかに。 

 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 コロナ交付金、今回は

これはありませんので、できればいろいろなメ

ニューを探していただいて、高額補助で、農家

支援ができるように頑張ってください。以上で

す。 

○議長 伊佐則勝 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 決算書の140ページ

と成果説明書の65ページを参照してください。 

 わったー島ヤサイ生産地強化事業委託料、島

ニンジンについて、生産目標が55トン、出荷量

が17.7トンという開きがあるようですが、自主

流通した部分もあったりするとは思うんですけ

れども、その差というのはどう捉えているか、

まずお答えください。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 令和４年度の出荷量が17トン、令和３年、

２年は30トン余りありまして、50トンの目標に

は近づいてはないんですけれども、特に令和４

年度は、ちょっと発芽が悪くて、農家の皆さん

が何回も初めは植え替えをしたと聞いています

ので、落ち込んでいると思います。 

 今年度は、まだ植え替えしたとは聞いていな

いので、前年度並の出荷量がいけるかなと感じ

ております。 

○議長 伊佐則勝 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 近年、本村の特産品

ということで、大々的にＰＲもしておりますし、

やはりこの島ニンジンについては、ほかの農業

も大切ではありますが、これだけＰＲしながら、

本村の自慢というような位置づけもありますの

で、ぜひちょっとオーバーに言えば、肩入れす

る、もう少し特別扱いするというぐらいの政策

も、私は必要ではないかなと思っています。 

 そういった意味では、少し予算の措置も少な
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いんではないかなと思ったりもするんですけれ

ども、そういった協議というのは、どのように

なされているのか、お伺いします。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 協議は、うちの指導員が農家を回りまして、

いろいろ相談はしていると思います。 

 島ニンジンの普及ということで、村の補助で

育てた種子を確保して、新しく島ニンジンを植

えたい方々にはそういう配付をして、また種ま

きから出荷までの取組を、また指導員が行って

おります。 

○議長 伊佐則勝 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 生産農家の推移とい

うのは、いかがなものなのか。ほかのデータか

らは10年前とは比較にならないぐらい減ってい

るという話も耳にはするんですけれども、具体

的にあまり議論とか資料で示されたことが少な

いんで、お伺いしますが、課長は今何軒の農家

が生産しているというのをつかんでおりますで

しょうか。そして、向上しているのか、下がっ

ていっているのか、お答えください。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 何軒というはっきりした数字は手元にない

んで、後で報告したいんですけれども、やはり

私の地域、北浜でも島ニンジンは盛んでありま

す。 

 やはり島ニンジンを作っている方々が高齢化、

また、お亡くなりになっているところもありま

すので、島ニンジンに対して、農家数は減少し

ている状況ではあると思います。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、６款につい

て質疑をします。142ページです。 

 下から４番目の肥料価格高騰緊急支援事業補

助金ということで、５万1,453円。これは、資

料見てみたら21件分ということになると思うん

ですけれども、それは、いいことだと思うんで

すけれども、それについて、これは予算が200

万以上あるんですけれども、これは181万8,000

円が繰越しになっているんですけれども、それ

の理由を伺いたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 肥料価格高騰緊急支援事業補助金につきま

しては、令和４年度の９月補正で予算が可決さ

れております。年度途中の事業ということもあ

りまして、実績は少ない。 

 また、価格高騰に対しての補助金であります

ので、もともとの値段、100ありましたら、20

上がったとしましたら、20に対しての補助にな

りますので、農家の皆様方が、もう少ないとき

には農協とかそういうところの情報によります

と、面倒くさいということで事業を使わない

方々が多いと。 

 国からの要望で、誓約書とかまた同意書を求

めることになっていますので、その辺でまた

200円、100円をもらうより、申請、同意書、誓

約書にサインするのが面倒くさいということで、

事業を断る方がいるとは聞いております。 

 それに代わる新しい補助事業ということで、

今年の10月から、化学肥料低減事業ということ

で、その事業を２分の１補助で500万、10月か

ら開始しますので、それは国から同意書とか誓

約書を求めない。もともと堆肥の値段に対して、

１キロ幾らの補助、そういうもので使い勝手が

いい補助がありますので、その辺をＰＲしてい

きたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 説明いただいたんです

けれども、ということは、繰越しになっている
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181万円余りというのは、そのまま補助金です

から、使わない場合にも返すのか、あるいはさ

っき言った新しい500万に振り分けられるのか、

そのあたりいかがですか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 お答えします。繰越しした181万8,000円に

つきましては、もし不用額が出た場合は、もう

お返しすることになっております。 

 先ほど言いました新しい事業につきましては、

500万、２分の１の補助、限度額がありますの

で、一緒には使えない。500万が限度額です。 

 その分は一応取りあえず500万の交付申請は

今月やっておりますので、10月からこの事業が

使えます。 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 国の補助金はいろいろ

と手続が煩雑だということも聞いていますので、

できるだけ今言った500万の補助金に対しては、

村民の農業をやられている方々がしっかりと受

け取れるように、しっかり手当てしていただき

たいと思います。以上です。 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 歳出７款に対する質疑はありませんか。 

（「６款で」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 ６款ですか。では、若干戻

ります。 

 歳出６款に対する質疑お願いします。 

 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 144ページの16節、

これ同意したと聞いたんだけれども、不用が出

ているんですね。どうなったかなと思って。何

か耳にしたのは、地権者の同意を得られた話は

聞いたんですけれども、不用で出ているんだけ

れども、どういうことになったのかなと。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲松範三。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲松範

三 お答えします。12節の委託料と16節の公有

財産購入費につきましては、津覇の十字の所の

土地改良で残した部分の道路であります。 

 ２筆でありまして、１筆は相続が難しいとい

うことで執行残。もう１筆は、単価を提示した

ところ、ちょっと安いということで、同意得ら

れず不用額となっております。 

○議長 伊佐則勝 歳出７款に対する質疑はあ

りませんか。 

 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。 

 歳出８款に対する質疑はありませんか。 

 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。 

 歳出９款に対する質疑はありませんか。 

 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。 

 歳出10款に対する質疑はありませんか。 

 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、10款につい

て質疑をいたします。 

 まず166ページ、扶助費19節に、上から２番

目のほうです。これは、塾代助成事業というこ

とで、614万8,000円余り計上されていますけれ

ども、その後で不用額が215万ほどあるんです

けれども、これも、不用額の欄を見てみたら、

当初予定人数より減になったということなんで

すけれども、当初予定した人数のほう、これは

中学３年生全員を予定していたのか、それを伺

いたいと思います。 

 そして、もう１点、これも不用額のほうにな

るんですけれども、23ページの役務費のほうで、

ノロウイルスの検査手数料ということで、86万

1,000円ほど不用額が出ているんですけれども、

これは検査料を手数料として、４回が１回にな

っているものですから、これの残額ということ

になるんですけれども、これがどういう状況で

４回から１回になったのか。 

 この２点お願いします。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 
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○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 まず、決算書の166ページの塾代助成事業の

不用額の件につきましてです。 

 予算措置としましては、お１人１万円の166

名。166名につきましては、村内の中学３年生

に相当する人数を166名と見込みまして、５か

月分を当初予算で計上いたしました。 

 実績としましては、145名助成対象として支

給しております。その残額として、215万程度

の不用額が発生しております。 

 続きまして、不用額説明書の23ページ目の役

務費です。ノロウイルス検査手数料の件につい

てお答えいたします。 

 今回の当初予算のノロウイルス検査手数料に

つきましては、お１人１万1,220円の18名分を

４回、80万程度の予算を計上しております。 

 今回は１回の定期検査の分の支出を21名分行

っております。残りの３回分につきましては、

基本的には年に１回のノロウイルスの定期検査

を行います。この検査において、陽性者が発生

した場合については、全員が陰性になるまで検

査を行うため、その費用として３回分の検査費

用を措置しておりましたが、対象者が出なかっ

たため、その検査費用が不用額となっておりま

す。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 不用額200万円という

のは、当初予定分125名分ということで理解し

てよろしいわけですね。 

 それで、これは恐らく補助金を使った事業に

なっていたと思うんですけれども、私のほうに

もぜひ今年も続けてくれと、非常に助かったと

いう声が届いているんですけれども。 

 今年、令和５年11月からこれがまたできる体

制を整えているのか、あるいはまだ協議中なの

か、そのあたりちょっと、今年のことになるん

ですけれども、進行しているんであれば、伺い

たいと思います。 

 ノロウイルスについては、課長言われたとお

り、１回検査して陽性が出た場合には、さらに

追加で検査していくということで、これだけ出

たんですよという話ですので、これは理解しま

した。 

 では、塾のほうだけお願いします。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 では、お答えい

たします。 

 中城村のこの学習塾の受講料助成事業につき

ましては、当初この事業につきましては、外出

自粛等の影響によって、日常の学習環境側で、

学習の遅れを取り戻そうと勉強に取り組む生徒

を応援し、コロナ禍でも頑張る子育て世帯の経

済的負担を軽減することを目的に、この事業を

開始しております。 

 令和４年度までにつきましては、そのような

状況がありましたので、コロナ交付金の活用を

し、事業を行ってきました。 

 令和５年度におきましては、コロナも大分収

束しておりますし、その状況においては、５年

度につきましては、今のところ現状に戻ってき

ているということで、事業化については考えて

おりません。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 ５番 新垣議員。 

○５番 新垣貞則議員 22ページ、不用額をお

願いします。６款の保健体育総務費です。それ

の18節負担金補助金です。これの不用額が87万

8,010円出ています。 

 それの説明の中で、総合型地域スポーツクラ

ブ活動助成金86万3,000円。中城コミュニティ

ースポーツクラブに対するスポーツ振興くじ助

成事業の助成交付額が確定通知の結果によると

ありますけれども、日本スポーツ振興センター

はスポーツ振興くじ助成事業で、なぜ中城コミ

ュニティースポーツクラブは、交付決定しない
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理由が分かりましたら、説明お願いします。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 不用額22ページ

の保健体育費の不用額についてお答えいたしま

す。 

 令和４年度から中城コミュニティースポーツ

クラブというのが立ち上がっておりますが、そ

ちらの活動費に対しまして、スポーツ振興くじ

助成事業を充てるということで考えていたんで

すが、こちらの実際の活動が、その規定に達し

ていなかったということで、ゼロ査定というこ

とで、そういう通知が来ております。 

○議長 伊佐則勝 ５番 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 ちょっと教えてもらい

たいことがあるんですけれども、このコミュニ

ティースポーツクラブ、事務局の場所、それか

ら、役員体制、事業内容です。それから、総会

とか、そういった資料ありますか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 ちょっと今持ち

合わせていないので、お答えできないんですが、

後で提供させていただいてよろしいでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 ５番 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 スポーツ振興くじ助成

交付団体のほうが、交付していない理由は書類

の不備とか、それで役員がいないとか、そうい

った形で認めない場合があるんですよね。 

 ただ、そういった理由が知りたいものだから、

せっかく108万ぐらいの助成金出したのに、全

部認められていないですよね。それで、令和５

年度も出していますので。なぜスポーツ振興セ

ンターは、２度交付決定を出していないかと、

その理由を知りたいものです。これぐらいにし

ておきます。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありますか。 

 15番 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 それでは、質疑しま

す。 

 170ページと一番下の扶助費、要保護、準要

保護の助成事業、それから176ページにも中学

校の要保護、準要保護の助成事業なんですけれ

ども、若干不用額が出ています。どのような周

知をしたかをお願いします。 

 それから、186ページの工事請負費のところ

で、ハンタ道の整備工事が470万余り出ていま

すけれども、その内訳をお願いします。 

 あと、190ページもお願いします。報酬の中

にスポーツ指導員の報酬がありますけれども、

内訳をお願いします。 

 その下の報償費の部活動指導員の謝礼金があ

りますけれども、この２点の内訳をお願いしま

す。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。決算書の170ページ、176ページ目の要保護、

準要保護の生徒奨励費の不用額についての周知

方法について答弁いたします。 

 周知方法につきましては、入学説明会や学校

での入学式での説明資料の中にも同封して、そ

こでも周知を行っております。また、本村のホ

ームページで、広報におきましては、この申請

前のほうの月の広報に掲載して、周知を行って

おります。以上です。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 まず、ハンタ道

の186ページの繰越しに関してなんですけれど

も、確認なんですが、内訳というのは委託とか

工事費ということでしょうか。 

 はい、ちょっとお待ちください。 

 委託に関しまして、実施設計と施工監理の委

託です。こちらのほうが343万5,286円で、工事

に関しましては、1,224万円となっております。 

 失礼しました。それと、190ページのスポー

ツ推進委員の報酬の中身に関しましては、一応

12人スポーツ推進委員おりまして、年額５万円。

そのうち、途中で加わった方もいらっしゃいま
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して、端数が出ております。 

 それと、部活指導員に関しましては、年額６

万円の14名となっております。 

○議長 伊佐則勝 15番 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 ハンタ道についてで

すけれども、今回、明繰ですけれども、Ｒ５年

度で完了しますか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。令和４年度の繰越し分に関しましては、も

う工事ほぼ終わっておりまして、後は完了検査

をする段階です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありますか。 

 これで質疑を終わります。 

 歳出11款、12款、13款、14款は一括して質疑

を受けたいと思います。質疑はありませんか。 

 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す認定第１号は、総務常任委員会に付託したい

と思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、認定第１号 令和４年度中城村一

般会計歳入歳出決算認定については、総務常任

委員会に付託することに決定しました。 

 引き続き進めましょう。休憩しますか。 

 休憩します。 

休 憩（１２時１７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時００分） 

○議長 伊佐則勝 再開いたします。 

 日程第３ 認定第２号 令和４年度中城村国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

を議題とします。 

 本件について、９月８日に説明済みですので、

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 15番 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 お疲れさまです。 

 健康保険特別会計で、215ページの健康保険

税ですけれども、一般会計のほうも質問しまし

たけれども、若干やはりこういうふうに未収は

出るんですけれども、この分についての取組、

滞納分も含めてですけれども、滞納分が出ない

ような取組についてちょっとお願いします。 

○議長 伊佐則勝 健康保険課長 島袋かおり。 

○健康保険課長 島袋かおり お答えいたしま

す。 

 未収額については、徴収員含め、日々電話催

告や訪問などをして、今頑張っているところで

あります。引き続き努力して、未収がなくなる

ようにしたいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 15番 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 税額総額分は結構大

きくなっているようであるんですけれども、た

とえそれだけ大きな金額を徴収しながら、頑張

っているところと思うんですけれども、あわせ

て、一般会計の村民税の部分もあったんですけ

れども、ここもやはり協力し合いながら、対象

者は村民で、ほとんど同じですよね。同じ世帯

に国保が行くか、村民税が行くか、固定資産税

が行くかですから。そういう部分も併せて頑張

ってきてほしいと。 

 もちろん、村長はじめ三役も、やはり国保の

徴収率のアップにも、一緒にやってほしいと思

います。頑張ってください。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す認定第２号は、総務常任委員会に付託したい

と思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、認定第２号 令和４年度中城村国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

は、総務常任委員会に付託することに決定しま

した。 
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 日程第４ 認定第３号 令和４年度中城村後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

てを議題とします。 

 本件について、９月８日に説明済みですので、

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す認定第３号は、総務常任委員会に付託したい

と思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、認定第３号 令和４年度中城村後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

ては、総務常任委員会に付託することに決定し

ました。 

 日程第５ 認定第４号 令和４年度中城村公

共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを議題とします。 

 本件について、９月８日に説明済みですので、

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す認定第４号は、建設常任委員会に付託したい

と思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、認定第４号 令和４年度中城村公

共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

ては、建設常任委員会に付託することに決定し

ました。 

 日程第６ 認定第５号 令和４年度中城村土

地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを議題とします。 

 本件について、９月８日に説明済みですので、

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 それでは、不用額の

説明書の中の27ページ、仮換地処分に向けた個

別説明会を実施するための案内文書等を送付予

定だったが、実施できなかったため、不用額が

生じたという理由が書かれていますが、説明会

が実施できなかった理由とか原因というのは何

があるんでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 令和４年度において、換地計画の作成業務を

行い、全地権者の換地に対する面積及び権利の

ほうを作成いたしましたが、その中で、権利の

補正関係で修正がございまして、この換地計画

の全ての地権者の面積と清算金の徴収部分の数

字がまだ固まらないものがありましたので、そ

れで、現在遅れている状況であります。 

○議長 伊佐則勝 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 年度当初でやはり計

画したと思うんですけれども、それが実施でき

なかった。何か計算方法の修正というのは、何

か具体的にもうちょっと詳しく説明できますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 区画整理事業のこ

の仮換地指定が、大体平成７年から10年の間に

行われておるのですが、そのときの換地の形か

ら所有者が変わった、分筆を行った、そういう

関係で１筆に換地されていたものが、所有者が

代わって、元の地番が分筆されていたとか、そ

ういうもので、同じように換地ができない箇所

が出てきてしまいまして、そういうものの補正

を行って、その地権者と調整を行いながら、も

う分割の換地になるということを説明を行いな

がら、換地を今調整している段階であります。 

○議長 伊佐則勝 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 区画整理ももういよ

いよ大詰めだと思いますので、最後の仕上げと

いうような段階に入ってきているというように

報告も受けていますので、しっかりと長期にわ

たってこの事業が進められた経緯がありますか

ら、やはりその間には、所有者が変わったりい
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ろいろ、これはある意味では想定できるような

話だと私は思うんですけれども、では、この事

業の執行というのは、本年度に先送りされてい

るのか、それよりももっと先になるのか、どう

なのか、お答えください。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 現在の工程からい

きますと、令和６年９月を予定しております。

換地処分公告が９月を予定しております。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す認定第５号は、建設常任委員会に付託したい

と思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、認定第５号 令和４年度中城村土

地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いては、建設常任委員会に付託することに決定

しました。 

 日程第７ 認定第６号 令和４年度中城村汚

水処理施設管理事業特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題とします。 

 本件について、９月８日に説明済みですので、

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す認定第６号は、建設常任委員会に付託したい

と思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、認定第６号 令和４年度中城村汚

水処理施設管理事業特別会計歳入歳出決算認定

については、建設常任委員会に付託することに

決定しました。 

 日程第８ 認定第７号 令和４年度中城村水

道事業会計決算認定についてを議題とします。 

 本件について、９月８日に説明済みですので、

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す認定第７号は、建設常任委員会に付託したい

と思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、認定第７号 令和４年度中城村水

道事業会計決算認定については、建設常任委員

会に付託することに決定しました。 

 以上で本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで

した。 

散 会（１４時１４分） 
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令和５年第５回中城村議会定例会（第20日目） 

招 集 年 月 日 令和５年９月８日（金） 

招 集 の 場 所 中 城 村 議 会 議 事 堂 

開 会 ・ 散 会 ・ 

閉 会 等 日 時 

開  議 令和５年９月27日  （午前10時00分） 

閉  会 令和５年９月27日  （午前10時53分） 

応 招 議 員 

 

 

（ 出 席 議 員 ） 

議 席 番 号 氏   名 議 席 番 号 氏   名 

１ 番 小橋川 恵 美 ９ 番 大 城 常 良 

２ 番 玉那覇   登 10 番 比 嘉 麻 乃 

３ 番 比 嘉   護 12 番 金 城   章 

４ 番 桃 原   清 13 番 新 垣 博 正 

５ 番 新 垣 貞 則 14 番 新 垣 善 功 

６ 番 安 里 清 市 15 番 石 原 昌 雄 

７ 番 新 垣   修 16 番 伊 佐 則 勝 

８ 番 屋 良 照 枝   

欠 席 議 員 11 番 仲 松 正 敏   

会議録署名議員 15 番 石 原 昌 雄 １ 番 小橋川 恵 美 

職務のため本会議 
に 出 席 し た 者 議会事務局長 比 嘉   保 議 事 係 長 辰   さおり 

地方自治法第121

条の規定による 

本 会 議 出 席 者 

村 長 浜 田 京 介   

副 村 長 比 嘉 忠 典   

教 育 長 比 嘉 良 治   

総 務 課 長 大 湾 朝 也   

企 画 課 長 比 嘉 健 治   

教育総務課長 我 謝 慎太郎   
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議 事 日 程 第 ６ 号 

日  程 件              名 

第 １ 認定第１号 令和４年度中城村一般会計歳入歳出決算認定について 

第 ２ 認定第２号 令和４年度中城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ３ 認定第３号 令和４年度中城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ４ 認定第４号 令和４年度中城村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ５ 認定第５号 令和４年度中城村土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ６ 認定第６号 令和４年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

       て 

第 ７ 認定第７号 令和４年度中城村水道事業会計決算認定について 

第 ８ 議案第44号 令和４年度中城村水道事業未処分利益剰余金の処分について 

第 ９ 陳情第９号 学童クラブが抱える課題と解決を求める要望書 

第 10 陳情第10号 健康保険証の存続を求める陳情 

第 11 意見書第３号 健康保険証廃止の中止等を求める意見書 

第 12 決議第１号 植物ごみの減量化・資源化に向けた取組みへの決議書 

議 事 日 程 第 ６ 号 の 追 加 

日  程 件              名 

第 １ 議案第45号 令和５年度中城村一般会計補正予算（第４号） 
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○議長 伊佐則勝 本日、仲松正敏議員より欠

席届が出ております。本日欠席でございますの

で、一応報告しておきます。 

 おはようございます。これより本日の会議を

開きます。 

（１０時００分） 

 お諮りします。中城村長から議案第45号 令

和５年度中城村一般会計補正予算（第４号）が

提出されました。これを日程に追加し、追加日

程第１として議題にしたいと思います。御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認め、議案

第45号 令和５年度中城村一般会計補正予算

（第４号）を日程に追加し、追加日程第１を議

題とします。 

 追加日程第１ 議案第45号 令和５年度中城

村一般会計補正予算（第４号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、議案第45号 令

和５年度中城村一般会計補正予算（第４号）に

ついて御提案申し上げます。 

 

 

 

議案第45号 

 

令和５年度中城村一般会計補正予算（第４号） 

 

 令和５年度中城村一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ9,995,593千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和５年９月27日 提出 

 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

19 繰入金  165,558 1,000 166,558 

 ２ 基金繰入金 165,325 1,000 166,325 

歳  入  合  計 9,994,593 1,000 9,995,593 

 

（歳 出）                                  （単位：千円） 
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款 項 補正前の額 補正額 計 

２ 総務費  1,567,973 1,000 1,568,973 

 １ 総務管理費 1,353,703 1,000 1,354,703 

歳  出  合  計 9,994,593 1,000 9,995,593 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１０時０２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時０３分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 大城議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、議案第45号

について質疑をいたします。 

 まず、追加説明にもあったとおり、８月８日

に発生した山火事については多大な人命を失い、

そして2,000棟以上の建物が損壊するなど、非

常に甚大な被害を被りました。ハワイと中城と

いうのも強い絆で結ばれている状態でありまし

て、早期に支援金を計上し、そしてこれを提出

したことは、私は評価いたします。 

 そこで、支援金の100万円について、先ほど

近隣市町村と均衡を図った上で100万円を出し

たということなんですけれども、この100万円

について、提出した行政側としては妥当だとい

うことであるんですけれども、我々としてはち

ょっと低いんではないかなと思っているもんで

すから、そのあたり、村として独自に計上する

額というのは決められなかったのかどうか。そ

して、近隣市町村がこれぐらいだからというこ

とで、中城もこれにしようというような判断に

至ったのか、その１点、伺います。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 比嘉健治。 

○企画課長 比嘉健治 それでは、お答えしま

す。 

 支援する金額について、基準というのはやは

り額ですね、心からの被害に対するお見舞いな

ども含めてということでありまして、県や各市

町村の状況も鑑みながら、村としては内部で検

討した結果でございまして、近隣の状況も踏ま

えた内容になっております。以上です。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 冒頭言いましたとおり、

私はこれは誠実な対応だということで評価をし

ているんですけれども、金額的にちょっと不足

かなという概念もあるもんですから、ぜひこう

いう、二度とあってはいけない災害だと思いま

すけれども、もしそういう場面に出くわした場

合には、しっかりとまた金額のほうも十分協議

していただきたいなということであります。以

上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第45号は、会議規則第39条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第45号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 それでは、議案第45号

に対しまして賛同の立場から討論いたします。 

 ハワイマウイ島で発生した山火事は、島の自

然環境と住民に甚大な被害をもたらしました。

この災害によって多くの人々が家や職場を失い、

生活に大きな影響を受けていると思います。 
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 このような状況において、ハワイマウイ島火

事支援金への賛同は、被災者を支援し、島の復

興を後押しするためには不可欠というふうに考

えます。この支援金が被災者の生活再建や島の

自然環境の回復に役立てることを願い、賛同い

たします。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかにございませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第45号 令和５年度中城村一般

会計補正予算（第４号）を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第45号 令和５年度中城村一

般会計補正予算（第４号）は原案のとおり可決

されました。 

 休憩します。 

休 憩（１０時０９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時０９分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 日程第１ 認定第１号 令和４年度中城村一

般会計歳入歳出決算認定についてを議題としま

す。 

 本件について、委員長報告を求めます。 

 総務常任委員長 比嘉麻乃議員。 

○総務常任委員長 比嘉麻乃議員 おはようご

ざいます。 

 

 

 

令和５年９月27日 

 

中城村議会 

 議長 伊 佐 則 勝  殿 

 

総務常任委員会 

委員長 比 嘉 麻 乃 

 

委員会審査報告書 

 

認定第１号 令和４年度中城村一般会計歳入歳出決算認定 

 

 本委員会に付託された令和４年度中城村一般会計歳入歳出決算認定は、審査の結果、次の意見を

付けて認定すべきものと決定したので、会議規則第77条の規定により報告いたします。 
 

 

 

（別紙） 

 

１ 違法と認める事項 

  な し 
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２ 不当と認める事項 

  な し 

 

３ 特に留意すべき事項 

  な し 

 

４ 監査委員の審査意見に対する意見 

  な し 

 

５ その他 

  下記事項における意見を付け、令和４年度中城村一般会計歳入歳出決算認定を認定すべきもの

と決定した。 

 

記 

 

 ・総務課 

   自主防災組織の全自治会設置促進に向けての説明を積極的に行うこと。 

 ・住民生活課 

   植物ごみの処理費用の削減と資源化・減量化に向けた実現的取組を行うこと。 

 ・まちづくり推進課 

   ①中城中学校の移転、整備にあたっては、災害発生時の避難経路の検討をし、ハードとソフ 

    トの両面で災害に強い施設整備が求められる。 

   ②将来にわたって健全な財政運営が保たれるよう定期的な検証と改善を図ることを求める。 
 

 

○議長 伊佐則勝 これで委員長報告を終わり

ます。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから認定第１号 令和４年度中城村一般

会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 

 この決算に対する委員長報告は認定です。こ

の決算は委員長報告のとおり認定することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、認定第１号 令和４年度中城村一

般会計歳入歳出決算認定については認定するこ

とに決定しました。 

 日程第２ 認定第２号 令和４年度中城村国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

を議題とします。 
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 本件について、委員長報告を求めます。 

 総務常任委員長 比嘉麻乃議員。 

○総務常任委員長 比嘉麻乃議員 それでは、

読み上げて御報告いたします。 

 

 

令和５年９月27日 

 

中城村議会 

 議長 伊 佐 則 勝  殿 

 

総務常任委員会 

委員長 比 嘉 麻 乃 

 

委員会審査報告書 

 

認定第２号 令和４年度中城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 

 

 本委員会に付託された令和４年度中城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定は審査の結果、

次の意見を付けて認定すべきものと決定したので、会議規則第77条の規定により報告いたします。 
 

 

 

（別紙） 

 

１ 違法と認める事項 

  な し 

 

２ 不当と認める事項 

  な し 

 

３ 特に留意すべき事項 

  な し 

 

４ 監査委員の審査意見に対する意見 

  な し 

 

５ その他 

  な し 
 

 

○議長 伊佐則勝 これで委員長報告を終わり ます。 
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 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから認定第２号 令和４年度中城村国民

健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを

採決します。 

 この決算に対する委員長報告は認定です。こ

の決算は委員長報告のとおり認定することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、認定第２号 令和４年度中城村国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

は認定することに決定しました。 

 日程第３ 認定第３号 令和４年度中城村後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

てを議題とします。 

 本件について、委員長報告を求めます。 

 総務常任委員長 比嘉麻乃議員。 

○総務常任委員長 比嘉麻乃議員 それでは、

読み上げて御報告いたします。 

 

 

 

令和５年９月27日 

 

中城村議会 

 議長 伊 佐 則 勝  殿 

 

総務常任委員会 

委員長 比 嘉 麻 乃 

 

委員会審査報告書 

 

認定第３号 令和４年度中城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 

 

 本委員会に付託された令和４年度中城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定は審査の結

果、次の意見を付けて認定すべきものと決定したので、会議規則第77条の規定により報告いたしま

す。 
 

 

 

（別紙） 

 

１ 違法と認める事項 

  な し 
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２ 不当と認める事項 

  な し 

 

３ 特に留意すべき事項 

  な し 

 

４ 監査委員の審査意見に対する意見 

  な し 

 

５ その他 

  下記事項における意見を付け、令和４年度中城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定を

認定すべきものと決定した。 

 

 ・後期高齢者のはり・きゅう助成を今後も継続すること。 
 

 

○議長 伊佐則勝 これで委員長報告を終わり

ます。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

 休憩します。 

休 憩（１０時２０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時２０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから認定第３号 令和４年度中城村後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

を採決します。 

 この決算に対する委員長報告は認定です。こ

の決算は委員長報告のとおり認定することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、認定第３号 令和４年度中城村後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

ては認定することに決定しました。 

 日程第４ 認定第４号 令和４年度中城村公

共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを議題とします。 

 本件について、委員長報告を求めます。 

 建設常任委員長 新垣貞則議員。 

○建設常任委員長 新垣貞則議員 それでは、

読み上げて報告いたします。 

 

 

 

令和５年９月27日 

 

中城村議会 
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 議長 伊 佐 則 勝  殿 

 

建設常任委員会 

委員長 新 垣 貞 則 

 

委員会審査報告書 

 

認定第４号 令和４年度中城村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定 

 

 本委員会に付託された令和４年度中城村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定は、審査の結

果、次の意見を付けて認定すべきものと決定したので、会議規則第77条の規定により報告いたしま

す。 
 

 

 

（別紙） 

 

１ 違法と認める事項 

  な し 

 

２ 不当と認める事項 

  な し 

 

３ 特に留意すべき事項 

  な し 

 

４ 監査委員の審査意見に対する意見 

  な し 

 

５ その他 

  な し 
 

 

○議長 伊佐則勝 これで委員長報告を終わり

ます。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから認定第４号 令和４年度中城村公共
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下水道事業特別会計計歳入歳出決算認定につい

てを採決します。 

 この決算に対する委員長報告は認定です。こ

の決算は委員長報告のとおり認定することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、認定第４号 令和４年度中城村公

共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

ては認定することに決定しました。 

 日程第５ 認定第５号 令和４年度中城村土

地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを議題とします。 

 本件について、委員長報告を求めます。 

 建設常任委員長 新垣貞則議員。 

○建設常任委員長 新垣貞則議員 それでは、

読み上げて報告いたします。 

 

 

 

令和５年９月27日 

 

中城村議会 

 議長 伊 佐 則 勝  殿 

 

建設常任委員会 

委員長 新 垣 貞 則 

 

委員会審査報告書 

 

認定第５号 令和４年度中城村土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定 

 

 本委員会に付託された令和４年度中城村土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定は、審査の

結果、次の意見を付けて認定すべきものと決定したので、会議規則第77条の規定により報告いたし

ます。 
 

 

 

（別紙） 

 

１ 違法と認める事項 

  な し 

 

２ 不当と認める事項 

  な し 

 

３ 特に留意すべき事項 

  な し 
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４ 監査委員の審査意見に対する意見 

  な し 

 

５ その他 

  な し 
 

 

○議長 伊佐則勝 これで委員長報告を終わり

ます。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから認定第５号 令和４年度中城村土地

区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決します。 

 この決算に対する委員長報告は認定です。こ

の決算は委員長報告のとおり認定することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、認定第５号 令和４年度中城村土

地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いては認定することに決定しました。 

 日程第６ 認定第６号 令和４年度中城村汚

水処理施設管理事業特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題とします。 

 本件について、委員長報告を求めます。 

 建設常任委員長 新垣貞則議員。 

○建設常任委員長 新垣貞則議員 それでは、

読み上げて報告いたします。 

 

 

 

令和５年９月27日 

 

中城村議会 

 議長 伊 佐 則 勝  殿 

 

建設常任委員会 

委員長 新 垣 貞 則 

 

委員会審査報告書 

 

認定第６号 令和４年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計歳入歳出決算認定 

 

 本委員会に付託された令和４年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計歳入歳出決算認定は審査

の結果、次の意見をつけて認定すべきものと決定したので、会議規則第77条の規定により報告いた
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します。 

 

 

 

（別紙） 

 

１ 違法と認める事項 

  な し 

 

２ 不当と認める事項 

  な し 

 

３ 特に留意すべき事項 

  な し 

 

４ 監査委員の審査意見に対する意見 

  な し 

 

５ その他 

  な し 
 

 

○議長 伊佐則勝 これで委員長報告を終わり

ます。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから認定第６号 令和４年度中城村汚水

処理施設管理事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを採決します。 

 この決算に対する委員長報告は認定です。こ

の決算は委員長報告のとおり認定することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、認定第６号 令和４年度中城村汚

水処理施設管理事業特別会計歳入歳出決算認定

については認定することに決定しました。 

 日程第７ 認定第７号 令和４年度中城村水

道事業会計決算認定についてを議題とします。 

 本件について、委員長報告を求めます。 

 建設常任委員長 新垣貞則議員。 

○建設常任委員長 新垣貞則議員 それでは、

読み上げて報告いたします。 

 

 

令和５年９月27日 
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中城村議会 

 議長 伊 佐 則 勝  殿 

 

建設常任委員会 

委員長 新 垣 貞 則 

 

委員会審査報告書 

 

認定第７号 令和４年度中城村水道事業会計決算認定 

 

 本委員会に付託された令和４年度中城村水道事業会計決算認定は審査の結果、次の意見を付けて

認定すべきものと決定したので、会議規則第77条の規定により報告いたします。 
 

 

 

（別紙） 

 

１ 違法と認める事項 

  な し 

 

２ 不当と認める事項 

  な し 

 

３ 特に留意すべき事項 

  な し 

 

４ 監査委員の審査意見に対する意見 

  な し 

 

５ その他 

  な し 
 

 

○議長 伊佐則勝 これで委員長報告を終わり

ます。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ
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で討論を終わります。 

 これから認定第７号 令和４年度中城村水道

事業会計決算認定についてを採決します。 

 この決算に対する委員長報告は認定です。こ

の決算は委員長報告のとおり認定することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、認定第７号 令和４年度中城村水

道事業会計決算認定については認定することに

決定しました。 

 日程第８ 議案第44号 令和４年度中城村水

道事業未処分利益剰余金の処分についてを議題

とします。 

 本案について、委員長報告を求めます。 

 建設常任委員長 新垣貞則議員。 

○建設常任委員長 新垣貞則議員 それでは、

読み上げて報告いたします。 

 

 

令和５年９月27日 

 

中城村議会議長 伊佐 則勝 殿 

 

建設常任委員会 

委員長 新 垣 貞 則 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託された事件は審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定によ

り報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件     名 審査の結果 

議案第44号 
令和４年度中城村水道事業未処分利益剰余金の処

分について 
原案可決 

 

 

 

○議長 伊佐則勝 これで委員長報告を終わり

ます。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありません

か。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第44号 令和４年度中城村水道

事業未処分利益剰余金の処分についてを採決し
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ます。 

 本案における委員長報告は原案可決です。本

案は委員長報告のとおり認定することに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第44号 令和４年度中城村水

道事業未処分利益剰余金の処分については原案

のとおり可決されました。 

 日程第９ 陳情第９号 学童クラブが抱える

課題と解決を求める要望書を議題とします。 

 

 

 

令和５年９月27日 

 

中城村議会議長 伊佐 則勝 殿 

 

文教社会常任委員会 

委員長 安 里 清 市 

 

閉会中の継続審査申出書 

 

 本委員会は、審査中の事件について、次のとおり閉会中もなお継続審査を要するものと決定した

ので、会議規則第75条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１ 事 件 ： 学童クラブが抱える課題と解決を求める要望書 

 

２ 理 由 ： 本定例会中での調査が進まず、閉会中での調査及び審査を必要とするため 
 

 

 文教社会常任委員会委員長から、お手元に配

付しました別紙のとおり、委員会において審査

中の事件について、会議規則第75条の規定によ

って継続審議の申出がありますので、申出のと

おり、閉会中の継続審査とすることに決定いた

しました。 

 日程第10 陳情第10号 健康保険証の存続を

求める陳情及び日程第11 意見書第３号 健康

保険証廃止の中止等を求める意見書については

関連しますので、一括議題にしたいと思います

が、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、日程第10及び日程第11については

一括議題といたします。 

 本件について、委員長報告及び趣旨説明を求

めます。 

 総務常任委員長 比嘉麻乃議員。 

○総務常任委員長 比嘉麻乃議員 それでは、

読み上げて御報告いたします。 
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令和５年９月27日 

 

中城村議会議長 伊佐 則勝 殿 

 

総務常任委員会 

委員長 比 嘉 麻 乃 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第１項の規

定により報告します。 

 

記 

 

番  号 
付 託 

年月日 
件     名 審査の結果 

陳情第10号 ９月８日 健康保険証の存続を求める陳情 採択 

 

 

 

 

意見書第３号 

 

令和５年９月27日 

 

中城村議会 

 議長 伊 佐 則 勝  殿 

 

提案者 

中城村議会総務常任委員会 

委員長 比 嘉 麻 乃 

 

健康保険証廃止の中止等を求める意見書 

 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第３項の規定により提出します。 

 

提案理由 

 国においては、健康保険証の廃止により健康保険証を持てず、保険診療を受けられない人が生じ
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ないよう、健康保険証の廃止とマイナンバーカードへの一体化について、中止を含め見直すことを

強く要望するため。 
 

 

 

健康保険証廃止の中止等を求める意見書（案） 

 

 健康保険証の廃止により健康保険証を持てず、保険診療を受けられない人が生じないよう、健康

保険証の廃止とマイナンバーカードへの一体化について、中止を含め見直すことを強く要望する。 

 

理由 

 マイナンバーカードをめぐる問題が続出するなか、マイナンバーカードと健康保険証の一体化な

どを盛り込んだ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一

部を改正する法律案が、令和５年６月２日の参議院本会議で可決、成立した。 

 マイナンバーカードの取得は任意とされてきたにもかかわらず、健康保険証と一体化させること

によって、マイナンバーカードの利用を国民に強制することにつながる重大な方針転換であるが、

法案の可決後も個人情報に関わる問題などが次々と明らかになっており、充分な審議が尽くされた

とは到底思えない。 

 健康保険証の廃止に対する反対の世論が高まるなか、共同通信社が実施した全国電話世論調査に

よると、現在の健康保険証を廃止しマイナンバーカードに一体化する政府方針に関し、延期や撤回

を求める声が計72.1％に上ったと報道されている。また、全国保険医団体連合会が行った健康保険

証の廃止に伴う高齢者施設等への影響調査によると、９割以上の施設で利用者のマイナンバーカー

ドの管理ができないと回答している。 

 健康保険証の廃止は、国民皆保険制度の根幹を破壊する重大問題に発展しかねず、政府の冷静な

判断が求められています。 

 よって、国においては、健康保険証の廃止により健康保険証を持てず、保険診療を受けられない

人が生じないよう、健康保険証の廃止とマイナンバーカードへの一体化について、中止を含め見直

すことを強く要望する。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

令和５年９月27日 

沖縄県中城村議会 

 

（あて先） 

衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  総務大臣  厚生労働大臣  デジタル大臣 
 

 

○議長 伊佐則勝 これで委員長報告及び趣旨

説明を終わります。 

 これから陳情第10号及び意見書第３号の委員

長報告及び趣旨説明に対する質疑を行います。
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質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 これから陳情第10号に対する討論を行います。

討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから陳情第10号 健康保険証の存続を求

める陳情を採決します。 

 この陳情に対する委員長報告は採択です。こ

の陳情は委員長報告のとおり決定することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、陳情第10号 健康保険証の存続を

求める陳情は委員長報告のとおり採択すること

に決定しました。 

 続きまして、ただいま議題となっております

意見書第３号は、会議規則第39条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、意見書第３号は、委員会付託を省

略します。 

 これから意見書第３号に対する討論を行いま

す。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから意見書第３号 健康保険証廃止の中

止等を求める意見書を採決いたします。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、意見書第３号 健康保険証廃止の

中止等を求める意見書は、原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第12 決議第１号 植物ごみの減量化・

資源化に向けた取組みへの決議書を議題としま

す。 

 本件について、提出者の趣旨説明を求めます。 

 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 それでは、読み上げて

決議第１号の提案理由を述べます。 

 

 

決議第１号 

 

令和５年９月27日 

 

中城村議会 

 議長 伊 佐 則 勝  殿 

 

提出者 

中城村議会議員 新 垣   修 

賛成者 

中城村議会議員 桃 原   清 

中城村議会議員 比 嘉 麻 乃 
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中城村議会議員 新 垣 博 正 

中城村議会議員 大 城 常 良 

 

植物ごみの減量化・資源化に向けた取組みへの決議書 

 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

 

提案理由 

 先進的地域を見据え浦添市への広域化移行を前に、植物ごみ処理費用の削減・資源化・減量化に

向けて、早期実現の取組みを行うため 
 

 

 

植物ごみの減量化・資源化に向けた取組みへの決議書（案） 

 

 令和４年度における「ごみ焼却施設青葉苑」への総搬出量は6,515トンで、その種別の可燃ごみ

の量は、5,870トンで90％を占めております。その内、可燃ごみに含まれる「木・竹・わら類」い

わゆる植物ごみの量は、14％を占めており、その重量は822トンになっております。焼却施設「青

葉苑」は中城村と北中城村の組合施設として運営されており、搬入量割・人口割・均等割で定めら

れた負担金額を両村の一般会計予算から運営費に充てております。 

 822トンに関わる処理費用金額は約2,500万円で算出され実績翌年度に本村の一般財源より組合施

設に負担金として支出されます。 

 植物ごみの現状は、分別されずに可燃ごみとして焼却されており、年々増加の一方となって処理

費用は財政負担にも大きな影響を与えており早急に実効性のある取組を図ることで「植物ごみ」の

処理費用の抑制にもつながり、村財政の健全化にも大きく寄与するものと考えます。 

 また、植物ごみの減量化に向けた取組みを実現させるにあたっては、村の環境負荷の低減にもつ

ながり資源循環型社会の形成に向けて有効性のある取組みの方策として期待されます。 

 よって本村議会では、先進的地域を見据え、浦添市への広域化移行を前に、植物ごみ処理費削

減・資源化・減量化に向けて、早期実現の取組みを行うよう要望いたします。 

 以上決議します。 

令和５年９月27日 

沖縄県中城村議会 

 

宛先 

中城村長 
 

 

○議長 伊佐則勝 これで提出者の趣旨説明を

終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 



─ 245 ─ 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 ただいま議題となっております決議第１号は、

会議規則第39条第３項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、決議第１号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから決議第１号 植物ごみの減量化・資

源化に向けた取組みへの決議書を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、決議第１号 植物ごみの減量化・

資源化に向けた取組みへの決議書は、原案のと

おり可決されました。 

 お諮りします。会議規則第45条の規定により、

本定例会において議決の結果生じた条項、字句、

数字、その他の整理を要するものについては、

その整理を議長に一任してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、条項、字句、数字、その他の整理

を要するものについては、議長に一任すること

に決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これで本定例会を閉会いたします。御苦労さ

までした。 

閉 会（１０時５３分） 

 

 

 地方自治法第123条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

      中城村議会議長 伊 佐 則 勝 

 

      中城村議会議員 石 原 昌 雄 

 

      中城村議会議員 小橋川 恵 美 


